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平成１７年第１回菊池市議会定例会

議事日程 第１号

平成１７年６月１７日（金曜日）午前１０時開議

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 会期の決定

第３ 議案第２３号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１６年度菊池市一般会計暫定補正予算）

議案第２４号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１６年度菊池市国民健康保険事業特別会計暫定補正予算）

議案第２５号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１６年度菊池市介護保険事業特別会計暫定補正予算）

議案第２６号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１６年度菊池市簡易水道事業等特別会計暫定補正予算）

議案第２７号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１６年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計暫定

補正予算）

議案第２８号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１６年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計暫定補正予

算）

議案第２９号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市一般会計暫定予算）

議案第３０号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市国民健康保険事業特別会計暫定予算）

議案第３１号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市老人保健医療事業特別会計暫定予算）

議案第３２号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市介護保険事業特別会計暫定予算）

議案第３３号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市簡易水道事業等特別会計暫定予算）

議案第３４号 専決処分の報告及び承認を求めることについて
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（平成１７年度菊池市公共下水道事業特別会計暫定予算）

議案第３５号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計暫定

予算）

議案第３６号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計暫定予算）

議案第３７号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市農業集落排水事業特別会計暫定予算）

議案第３８号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計暫定予算）

議案第３９号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市水道事業会計暫定予算）

議案第４０号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市公共下水道事業特別会計暫定補正予算）

まで一括上程・説明・質疑・討論・採決

第４ 議案第４１号 菊池市総合計画策定審議会条例の制定について

議案第４２号 菊池市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の

制定について

議案第４３号 菊池市特別養護老人ホームつまごめ荘財政調整基金条例の制定に

ついて

議案第４４号 菊池市学校規模適正化審議会条例の制定について

議案第４５号 菊池市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４６号 菊池市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の

制定について

議案第４７号 菊池市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４８号 菊池市七城運動公園条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４９号 菊池市七城芝生交流広場条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第５０号 平成１７年度菊池市一般会計予算

議案第５１号 平成１７年度菊池市国民健康保険事業特別会計予算

議案第５２号 平成１７年度菊池市老人保健医療事業特別会計予算

議案第５３号 平成１７年度菊池市介護保険事業特別会計予算

議案第５４号 平成１７年度菊池市簡易水道事業等特別会計予算

議案第５５号 平成１７年度菊池市公共下水道事業特別会計予算
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議案第５６号 平成１７年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

議案第５７号 平成１７年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計予算

議案第５８号 平成１７年度菊池市農業集落排水事業特別会計予算

議案第５９号 平成１７年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計予算

議案第６０号 平成１７年度菊池市水道事業会計予算

議案第６１号 菊池市簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定について

議案第６２号 市町の境界変更について

まで一括上程・説明

第５ 議案第６３号 菊池広域連合規約の一部変更について

議案第６４号 菊池南部清掃組合の共同処理する事務及び規約の一部変更につい

て

上程・説明・質疑・討論・採決

第６ 議員提出議案第５号 専決処分事項の指定について

上程・説明・質疑・討論・採決

第７ 請願第 １号 「米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、ＢＳＥの万全な対策を

求める」請願書

請願第 ２号 「人権侵害救済に関する法律」の制定に関する請願

陳情第 １号 「扶桑社の中学校歴史・公民の教科書」を採択しないことを求め

る陳情書

第８ 行政報告について

報告第 １号 継続費繰越の報告について

報告第 ２号 繰越明許費繰越の報告について

報告第 ３号 菊池市土地開発公社経営状況報告について

報告第 ４号 七城町土地開発公社経営状況報告について

報告第 ５号 泗水町土地開発公社経営状況報告について

報告第 ６号 有限会社きくち観光物産館経営状況報告について

報告第 ７号 有限会社ファーム菊池経営状況報告について

報告第 ８号 有限会社七城町特産品センター経営状況報告について

報告第 ９号 有限会社七城町振興公社経営状況報告について

報告第１０号 有限会社七城町銘柄米センター経営状況報告について

報告第１１号 有限会社旭志村ふれあいセンター経営状況報告について

報告第１２号 株式会社四季の里・旭志経営状況報告について

報告第１３号 有限会社有朋の里泗水経営状況報告について

第９ 休会の議決
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本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案第２３号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１６年度菊池市一般会計暫定補正予算）

議案第２４号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１６年度菊池市国民健康保険事業特別会計暫定補正予

算）

議案第２５号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１６年度菊池市介護保険事業特別会計暫定補正予算）

議案第２６号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１６年度菊池市簡易水道事業等特別会計暫定補正予

算）

議案第２７号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１６年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計

暫定補正予算）

議案第２８号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１６年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計暫定補

正予算）

議案第２９号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市一般会計暫定予算）

議案第３０号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市国民健康保険事業特別会計暫定予算）

議案第３１号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市老人保健医療事業特別会計暫定予算）

議案第３２号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市介護保険事業特別会計暫定予算）

議案第３３号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市簡易水道事業等特別会計暫定予算）

議案第３４号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市公共下水道事業特別会計暫定予算）

議案第３５号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計
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暫定予算）

議案第３６号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計暫定予

算）

議案第３７号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市農業集落排水事業特別会計暫定予算）

議案第３８号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計暫定予

算）

議案第３９号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市水道事業会計暫定予算）

議案第４０号 専決処分の報告及び承認を求めることについて

（平成１７年度菊池市公共下水道事業特別会計暫定補正予

算）

まで一括上程・説明・質疑・討論・採決

日程第４ 議案第４１号 菊池市総合計画策定審議会条例の制定について

議案第４２号 菊池市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条

例の制定について

議案第４３号 菊池市特別養護老人ホームつまごめ荘財政調整基金条例の制

定について

議案第４４号 菊池市学校規模適正化審議会条例の制定について

議案第４５号 菊池市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４６号 菊池市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条

例の制定について

議案第４７号 菊池市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４８号 菊池市七城運動公園条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第４９号 菊池市七城芝生交流広場条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第５０号 平成１７年度菊池市一般会計予算

議案第５１号 平成１７年度菊池市国民健康保険事業特別会計予算

議案第５２号 平成１７年度菊池市老人保健医療事業特別会計予算

議案第５３号 平成１７年度菊池市介護保険事業特別会計予算

議案第５４号 平成１７年度菊池市簡易水道事業等特別会計予算
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議案第５５号 平成１７年度菊池市公共下水道事業特別会計予算

議案第５６号 平成１７年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計予

算

議案第５７号 平成１７年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計予算

議案第５８号 平成１７年度菊池市農業集落排水事業特別会計予算

議案第５９号 平成１７年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計予算

議案第６０号 平成１７年度菊池市水道事業会計予算

議案第６１号 菊池市簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第６２号 市町の境界変更について

まで一括上程・説明

日程第５ 議案第６３号 菊池広域連合規約の一部変更について

議案第６４号 菊池南部清掃組合の共同処理する事務及び規約の一部変更に

ついて

上程・説明・質疑・討論・採決

日程第６ 議員提出議案第５号 専決処分事項の指定について

上程・説明・質疑・討論・採決

日程第７ 請願第 １号 「米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、ＢＳＥの万全な対

策を求める」請願書

請願第 ２号 「人権侵害救済に関する法律」の制定に関する請願

陳情第 １号 「扶桑社の中学校歴史・公民の教科書」を採択しないことを

求める陳情書

日程第８ 行政報告について

報告第 １号 継続費繰越の報告について

報告第 ２号 繰越明許費繰越の報告について

報告第 ３号 菊池市土地開発公社経営状況報告について

報告第 ４号 七城町土地開発公社経営状況報告について

報告第 ５号 泗水町土地開発公社経営状況報告について

報告第 ６号 有限会社きくち観光物産館経営状況報告について

報告第 ７号 有限会社ファーム菊池経営状況報告について

報告第 ８号 有限会社七城町特産品センター経営状況報告について

報告第 ９号 有限会社七城町振興公社経営状況報告について

報告第１０号 有限会社七城町銘柄米センター経営状況報告について

報告第１１号 有限会社旭志村ふれあいセンター経営状況報告について
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報告第１２号 株式会社四季の里・旭志経営状況報告について

報告第１３号 有限会社有朋の里泗水経営状況報告について

日程第９ 休会の議決

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

出席議員（５９名）

１番 山 田 健 二 君

２番 倉 本 義 雄 君

３番 樋 口 正 博 君

４番 二ノ文 伸 元 君

５番 川 口 良 郎 君

６番 中 山 繁 雄 君

７番 水 上 博 司 君

８番 岩 根 孝 明 君

９番 三 池 健 治 君

１０番 清 水 昭 栄 君

１１番 怒留湯 健 蓉 さん

１２番 坂 本 昭 信 君

１３番 安 武 俊 右 君

１４番 森 誠 雄 君

１５番 隈 部 忠 宗 君

１６番 工 藤 春 雄 君

１７番 奈 田 臣 也 君

１８番 葛 原 勇次郎 君

１９番 河 島 秀 逸 君

２０番 木 下 雄 二 君

２１番 福 川 幸 子 さん

２２番 坂 井 正 次 君

２３番 森 隆 博 君

２４番 山 瀬 義 也 君

２５番 本 田 憲 一 君

２６番 栗 原 康 敏 君

２７番 康 雄 君渡

２８番 栃 原 茂 樹 君

２９番 青 木 積 君
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３０番 坂 田 公 弘 君

３１番 野 口 和 夫 君

３２番 牧 野 洋 一 君

３３番 松 本 登 君

３４番 森 俊 二 君

３５番 中 原 泉 君

３６番 松 本 隆 幸 君

３７番 坂 本 正 弘 君

３８番 石 本 利 治 君

３９番 上 田 巖 君

４０番 水 元 征 雄 君

４１番 東 政 孝 君

４２番 中 山 和 幸 君

４３番 工 藤 恭 一 君

４４番 木 村 末 弘 君

４５番 岩 下 満州子 さん

４６番 笠 愛一郎 君

４７番 中 繁 君

４８番 出 口 サチコ さん

４９番 荒 木 建 令 君

５０番 境 和 則 君

５１番 森 田 精 一 君

５２番 福 島 利 徳 君

５３番 工 藤 道 昭 君

５４番 甲 斐 健 彦 君

５５番 北 田 彰 君

５６番 外 村 國 敏 君

５７番 久 川 知 一 君

５８番 徳 永 隆 義 君

５９番 横 田 輝 雄 君

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

欠席議員（なし）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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事務局職員出席者

事 務 局 長 樋 口 昭 彦 君

議 事 課 長 春 木 義 臣 君

議 事 係 長 城 主 一 君

議 事 係 参 事 吉 野 幸 子 さん

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

説明のため出席した者

市 長 福 村 三 男 君

収入役職務代理者 川 口 齋 子 さん

総 務 部 長 髙 本 信 男 君

企 画 部 長 村 山 隆 君

市 民 部 長 木 下 儀 郎 君

経 済 部 長 岡 崎 俊 裕 君

建 設 部 長 石 原 公 久 君

菊池総合支所長 城 直 輝 君

七城総合支所長 平 野 國 臣 君

旭志総合支所長 稲 葉 公 博 君

泗水総合支所長 井 手 政 寛 君

建設部総括審議員 松 岡 隆 君

企画部主席審議員 友 田 豊 和 君

財 政 課 長 川 上 憲 誠 君

職 員 課 長 松 永 完 一 君

教 育 長 木 下 昭二郎 君

総務課長兼選挙
中 村 鉄 男 君

管理委員会事務局長

農業委員会事務局長 五 島 千 秋 君

水 道 局 長 後 藤 定 君

監査委員会事務局長 山 口 正 司 君
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午前１０時００分 開会

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

全員、起立をお願いします。○議長（北田 彰君）

（全員起立）

おはようございます。

着席をお願いします。

ただいまの出席議員は５９名です。定足数に達しておりますので、ただいまか

ら、平成１７年第１回菊池市議会定例会を開会します。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ここで、日程に先立ちまして、諸般の報告を行います。○議長（北田 彰君）

４月６日に熊本県市議会議長会が八代市で開催されました。４月２１日に第８０

回九州市議会議長会定期総会が鹿児島市において開催されました。５月２４日に第

３４回全国温泉所在都市市議会議長協議会総会並びに熊本県市議会議長会、２５日

に第８１回全国市議会議長会定期総会が東京都において開催されましたので報告し

ます。その概要については、お手元に配布しております議長報告書により、ご了承

願いたいと思います。

ここで、第８１回全国市議会議長会定期総会において、甲斐健彦君、森田精一

君、荒木建令君が市議会議員として２０年、市政の発展に努められ、その功績に対

し、全国市議会議長会会長名で表彰の栄に浴されましたにので、ご報告申し上げま

すとともに、心からお喜び申し上げます。

ただいまから、永年勤続の表彰状の伝達並びに菊池市からの感謝状の贈呈を行い

ます。受賞者の方々は、前へお進みください。
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次に、第８０回九州市議会議長会定期総会におきまして、横田○議長（北田 彰君）

輝雄君が九州市議会議長会理事として会務運営に尽くされた功績に対し九州市議会

議長会会長名で感謝状が送られましたので、ご報告しますとともに心からお喜び申

し上げます。

ここで、感謝状の贈呈を行いたいと思いますので、前へお進みください。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

午前１０時０８分 開議

これから、本日の会議を開きます。○議長（北田 彰君）

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員○議長（北田 彰君）

は、会議規則第８１条の規定により、樋口正博君、及び二ノ文伸元君を指名しま

す。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第２ 会期の決定

次に、日程第２、会期の決定についてを議題とします。○議長（北田 彰君）

お諮りします。

本定例会の会期につきましては、去る６月１０日の議会運営委員会におきまし

て、本日から７月７日までの２１日間とすることに結論をみておりますが、これに

感

謝

状

菊
池
市横

田

輝
雄
殿

あ
な
た
は
九
州
市
議
会
議
長
会
理
事
と
し

て
会
務
運
営
の
重
責
に
あ
た
ら
れ
そ
の
使
命

達
成
に
尽
く
さ
れ
た
功
績
は
誠
に
顕
著
な
も

の
が
あ
り
ま
す

よ
っ
て
第
八
十
回
定
期
総
会
に
あ
た
り
深
甚

な
る
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す

平
成
十
七
年
四
月
二
十
一
日

九
州
市
議
会
議
長
会

上

門

秀

彦

会

長



－ －94

ご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

ご異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、会期は本日から７月７日までの２１日間と決定しました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第３ 議案第２３号から議案第４０号まで一括上程・説明・質疑・討論・採決

次に、日程第３ 議案第２３号から議案第４０号までの１８議○議長（北田 彰君）

案について一括議題とします。

提出者の提案理由の説明を求めます。

総務部長、髙本信男君。

［登壇］

おはようございます。議案第２３号から議案第４０号につ○総務部長（髙本信男君）

きまして、議案の説明をいたします。この議案は、専決処分の報告及び承認を求め

ることについてでございます。

まず、議案その１をお願いいたします。議案その１、議案第２３号から議案第２

８号までの６議案は、平成１６年度各会計の暫定予算の補正でございます。３月２

９日に行われました平成１７年第１回臨時会で報告し、承認をいただきました各会

計の暫定予算に補正の必要が生じましたので、地方自治法第１７９条第１項の規定

に基づき、専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により、これを報告

し、承認を求めるものでございます。

主な内容を説明いたします。

１ページをお願いいたします。議案第２３号は、専決第２０号、平成１６年度菊

池市一般会計暫定補正予算でございます。今回の補正は、暫定予算を執行する中

で、さらに精査した結果、各項目に増額の補正が必要となり、行うものでございま

す。

４ページ、一般会計暫定補正予算第１号でございます。歳入歳出暫定予算の総額

に歳入歳出それぞれ５億４,２０１万４,０００円を追加し、歳入歳出暫定予算の総

額を歳入歳出それぞれ７９億２,８９５万８,０００円とするものでございます。

事項別明細書で、主なものを説明いたします。

９ページ、歳入です。款１８、繰入金、目１、財政調整基金繰入金５億４,１１

１万４,０００円の補正は、補正の財源として充てるものでございます。款２１、

市債、目２、総務費９０万円の補正は、減税補てん債の追加でございます。

１０ページが歳出でございます。款２、総務費、目１、一般管理費５０７万７,

０００円の補正は、勧奨退職者による一般職退職手当組合負担金でございます。款
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４、衛生費、目４、環境衛生総務費６９９万４,０００円の補正は、地域生活排水

事業特別会計の一時借入金の返済に伴う、当事業特別会計の繰出金でございます。

款７、土木費、目３、道路橋りょう新設改良費３,３３２万１,０００円の補正は、

各節について精査の上、補正をお願いするものでございます。目２、特別会計繰出

金費４,６６２万２,０００円の補正は、特定環境保全公共下水道事業特別会計の一

時借入金の返済に伴う、当事業特別会計への繰出金でございます。款１２、諸支出

金、目１、旧団体借入金返済金４億５,０００万円の補正は、一時借入金の返済に

伴う補てん金でございます。

６ページに戻っていただきまして、第２表、繰越明許費補正、追加でございま

す。泗水総合支所駐車場整備事業８８７万円を追加するものでございます。第２

表、繰越明許費補正、変更は、道路新設改良事業の限度額を２億９５７万３,００

０円に変更するものでございます。

７ページ、第３表、地方債補正変更は、減税補てん債の限度額に９０万円を補正

し、限度額を３億１,５７０万円とするものでございます。

以上、議案第２３号の説明でした。

１３ページをお願いします。

議案第２４号は、専決第２１号、平成１６年度菊池市国民健康保険事業特別会計

暫定補正予算でございます。今回の補正は、一時借入金の返済に伴う予算の組み替

えでございます。

１６ページが国民健康保険事業特別会計暫定補正予算でございます。

１９ページが歳出です。款９、諸支出金、目１、旧団体借入金返済金に５億円を

補正し、款１０、予備費、目１、予備費５億円を減額補正するものでございます。

以上が、議案第２４号の説明でした。

次に、２１ページをお願いいたします。議案第２５号は、専決第２２号、平成１

６年度菊池市介護保険事業等特別会計暫定補正予算でございます。今回の補正は、

一時借入金の返済に伴う予算の組み替えでございます。

２４ページ、暫定補正予算でございます。

２７ページが歳出でございます。款６、諸支出金、目１、旧団体借入金返済金に

１億円を補正し、款８、予備費、目１、予備費１億円を減額補正するものでござい

ます。

以上が、議案第２５号の説明でした。

次に、２９ページをお願いします。議案第２６号は、専決第２３号、平成１６年

度菊池市簡易水道事業等特別会計暫定補正予算でございます。今回の補正は、一時

借入金の返済に伴う予算の組み替えでございます。
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３２ページが暫定補正予算でございます。

３５ページ、歳出です。款３、予備費、目１、予備費１億２,０００万円を減額

補正し、款４、諸支出金、目１、旧団体借入金返済金を１億２,０００万円補正す

るものでございます。

以上が、議案第２６号の説明でした。

３７ページをお願いします。議案第２７号は、専決第２４号、平成１６年度菊池

市特定環境保全公共下水道事業特別会計暫定補正予算でございます。今回の補正

は、一時借入金の返済に伴う繰入金の補正と、予算の組み替えでございます。

４０ページが暫定補正予算でございます。

歳入歳出暫定予算の総額に、歳入歳出それぞれ４,６６２万２,０００円を追加

し、歳入歳出暫定予算の総額を、歳入歳出それぞれ３億６,７６８万４,０００円と

するものでございます。

４３ページ、歳入です。款５、繰入金、目１、一般会計繰入金４,６６２万２,０

００円の補正は、返済金の財源に充てる一般会計繰入金でございます。

次に、歳出です。款２、諸支出金、目１、旧団体借入金返済金２億円の補正は、

返済金に充てるものでございます。款４、予備費、目１、予備費１億５,３３７万

８,０００円の減額補正は、返済金の財源として充てるものでございます。

以上が、議案第２７号の説明でした。

次に、４５ページをお願いいたします。議案第２８号は、専決第２５号、平成１

６年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計暫定補正予算でございます。今回の補

正は、一時借入金の返済に伴う繰入金の補正と、予算の組み替えでございます。

４８ページが暫定補正予算でございます。

歳入歳出暫定予算の総額に、歳入歳出それぞれ６９９万４,０００円を追加し、

歳入歳出暫定予算の総額を、歳入歳出それぞれ５,３０１万５,０００円とするもの

でございます。

５１ページ、歳入です。款５、繰入金、目３、一般会計繰入金６９９万４,００

０円の補正は、返済の財源として充てる繰入金でございます。

次に、歳出です。款３、予備費、目１、予備費２,８０６万６,０００円の減額補

正は、返済金の財源として充てるものでございます。款４、諸支出金、目１、旧団

体借入金返済金に３,５００万円の補正は、返済金として充てるものでございま

す。

以上が、議案第２８号の説明でした。

次に、１７９ページをお願いいたします。失礼しました。次に、議案第２９号か

ら議案第４０号までの１２議案は、平成１７年度各会計の暫定予算並びに暫定補正
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予算でございます。

合併に伴いまして、市長が不在のために、１７年度の各会計の予算につきまして

は、地方自治法施行令第２条の規定に基づき、市長職務執行者が暫定予算を調整

し、これを執行するものとされています。よって、各会計の予算につきまして、地

方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決をいたしましたので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。各会計の暫定予算の

編成にあたっては、当初予算の範囲内で、その期間は４月１日から７月３１日まで

とし、この期間に必要とされる最小限の経費を計上いたしました。すなわち、人件

費、扶助費等の義務的経費をはじめ、通常事務事業及び施設管理費等の経常経費並

びに合併を円滑に進めるための合併関連経費を主体に編成いたしました。したがい

まして、投資的経費、政策的経費及び新規事業は除くとともに、新市建設計画に掲

げている事業についても計上をいたしておりません。

ただいま申し上げましたことを基本といたしまして調整し、編成したものでござ

います。

それでは、各会計の総額につきまして説明をさせていただきます。

議案その１のあとに添付しています、平成１７年度菊池市暫定予算書をお願いい

たします。１７年度の菊池市暫定予算書でございます。

暫定予算書の１ページでございます。

議案第２９号は、専決第２６号で、平成１７年度菊池市一般会計暫定予算でござ

います。

３ページで、歳入歳出暫定予算の総額を歳入歳出それぞれ７１億４,７７４万２,

０００円と定めております。また、一時借入金の借入の最高額は１０億円と定めて

います。

８ページをお願いいたします。第２表、継続費は、小川記念館建設事業及び小川

基金振興事業、総額１０億５０７万円。１６年度から１７年度の継続で、年割額は

記載のとおりでございます。また、ウォーキングトレイル事業、総額２億８,５９

５万９,０００円。１６年度から１７年度の継続で、年割額は記載のとおりでござ

います。

９ページ以降が予算の説明書となっております。

以上が、議案第２９号の説明でした。

次に、１７９ページをお願いいたします。議案第３０号は、専決第２７号で、平

成１７年度菊池市国民健康保険事業特別会計暫定予算でございます。

１８１ページで、歳入歳出暫定予算の総額を、歳入歳出それぞれ１８億３,７８

４万３,０００円と定めております。また、一時借入金の借入の最高額は２億円と
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定めております。

１８５ページ以降が予算の説明書となっております。

以上が、議案第３０号の説明でした。

次に、２０７ページをお願いします。議案第３１号は、専決第２８号で、平成１

７年度菊池市老人保健医療事業特別会計暫定予算でございます。

２０９ページで、歳入歳出暫定予算の総額を、歳入歳出それぞれ２５億２,９８

０万８,０００円と定めております。

２１３ページ以降が予算の説明書となっております。

以上が、議案第３１号の説明でした。

次に、２２３ページをお願いします。議案第３２号は、専決第２９号で、平成１

７年度菊池市介護保険事業特別会計暫定予算でございます。

２２５ページで、歳入歳出暫定予算の総額を、歳入歳出それぞれ１２億５,５７

９万３,０００円と定めております。また、一時借入金の借入最高額は２億円と定

めております。

２２９ページ以降が予算の説明書となっております。

以上が、議案第３２号の説明でした。

次に、２４３ページをお願いします。議案第３３号は、専決第３０号で、平成１

７年度菊池市簡易水道事業等特別会計暫定予算でございます。

２４５ページで、歳入歳出暫定予算の総額を、歳入歳出それぞれ３,２１４万８,

０００円と定めております。また、一時借入金の借入最高額は１億円と定めており

ます。

２４９ページ以降が予算の説明書となっております。

以上が、議案第３３号の説明でした。

次に、２５９ページをお願いします。議案第３４号は、専決第３１号で、平成１

７年度菊池市公共下水道事業特別会計暫定予算でございます。

２６１ページで、歳入歳出暫定予算の総額を、歳入歳出それぞれ１億１,８３８

万２,０００円と定めております。また、一時借入金の借入の最高額は１０億円と

定めております。

２６５ページ以降は、予算の説明書となっております。

以上が、議案第３４号の説明でした。

次に、２７７ページをお願いします。議案第３５号は、専決第３２号で、平成１

７年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計暫定予算でございます。

２７９ページで、歳入歳出暫定予算の総額を、歳入歳出それぞれ３,３９２万３,

０００円と定めております。また、一時借入金の借入の最高額は３億円と定めてお
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ります。

２８３ページ以降は、予算の説明書となっております。

以上が、議案第３５号の説明でした。

次に、２９３ページをお願いします。議案第３６号は、専決第３３号で、平成１

７年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計暫定予算でございます。

２９５ページで、歳入歳出暫定予算の総額を、歳入歳出それぞれ４,３５８万４,

０００円と定めております。また、一時借入金の借入の最高額は２,０００万円と

定めております。

２９９ページ以降は、予算の説明書となっております。

以上が、議案第３６号の説明でした。

次に、３０９ページをお願いします。議案第３７号は、専決第３４号で、平成１

７年度菊池市農業集落排水事業特別会計暫定予算でございます。

３１１ページで、歳入歳出暫定予算の総額を、歳入歳出それぞれ５,０１１万４,

０００円と定めています。一時借入金の借入の最高額は５,０００万円と定めてお

ります。

３１５ページ以降が、予算の説明書となっております。

以上、議案第３７号の説明でした。

次に、３２５ページをお願いします。議案第３８号は、専決第３５号で、平成１

７年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計暫定予算でございます。

３２７ページで、歳入歳出暫定予算の総額を、歳入歳出それぞれ４億６,９０２

万３,０００円と定めております。

３３１ページ以降が予算の説明書となっております。

以上が、議案第３３号の説明でした。

次に、議案その１をお願いいたします。

議案その１の、暫定予算書の前に付いておるかと思います、議案その１、７３ペ

ージをお願いいたします。

議案その１、７３ページ、議案第３９号は、専決第３６号で、平成１７年度菊池

市水道事業会計暫定予算でございます。

７６ページで、収益的支出総額７,１７１万３,０００円、資本的支出総額２,３

７１万６,０００円となっております。

７７ページで一時借入金の限度額を１,０００万円と定めております。

７８ページが実施計画、８１ページが資金計画、８２ページ以降が付属資料とな

っておりますので、ご参照してください。

以上が、議案第３９号の説明でした。
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次に、９１ページをお願いいたします。議案第４０号は、専決第３７号で、平成

１７年度菊池市公共下水道事業特別会計暫定補正予算でございます。今回の補正

は、５月１６日に開催されました議会全員協議会で説明いたしました、公共下水道

事業特別会計の繰上充用にかかる補正でございます。

平成１６年度の同会計において、歳入が歳出に対して不足いたしますので、不足

する額を、地方自治法施行令第１６６条の２の規定に基づき、平成１７年度予算よ

り繰上充用するものでございます。

９４ページで、歳入歳出暫定予算の総額に、歳入歳出それぞれ５億６,１８５万

６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ６億８,０２３万

８,０００円とするものでございます。

９７ページ、歳入でございます。款７、諸収入、目３、歳入欠かん補てん収入５

億６,１８５万６,０００円の補正は、歳入欠かん補填収入でございます。

次に、歳出です。款４、前年度繰上充用金、目１、同じく前年度繰上充用金５億

６,１８５万６,０００円の補正は、前年度繰上充用金としての補てん金でございま

す。

以上、議案第４０号の説明でした。

これで、議案第２３号から議案第４０号までの専決処分の報告及び承認を求める

ことについての説明を終わります。

これから、質疑を行います。○議長（北田 彰君）

質疑はありませんか。

はい、渡 康雄君。

皆さん、おはようございます。○（渡 康雄君）

あんまり多いものだから、質疑するところがわからんごつなりまして。質疑をさ

せていただきます、これは何ページかな、菊池市一般会計暫定予算ですね、専決第

２６号、平成１７年度菊池市一般会計暫定予算の中で、継続費について、ご質問を

させていただきます。

この款２総務費、項１総務管理費、小川記念館建設事業及び小川基金振興事業で

すね。これと款７土木費、項２道路橋梁費、ウォーキングトレイル事業、これで専

決ということで処理されるわけなんですが、たしかにこの２件については、合併の

当初、合併前の協議事項として議会は承認してきております。ただ、その後、この

２件についてはいろいろな意見、いろいろな話が聞こえてまいります。特に小川基

金の問題については、寄附者の遺族から、市長宛に内容証明書か何か知りません

が、箱物についての予算執行については、異議が申し出られておるとか、あるいは

ウォーキングトレイルについては、見るからに我々もどうもあそこにこういうのが
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どういう形でどうういうふうに承認されたか。要するに、合併前までには我々はよ

くはわからなかったんですけれども、合併して考えてみると、これは継続費とし

て、専決で決めてそれはいいものかどうか。もうちょっと議会で審議されるべきも

のではないのかということをお尋ねいたしたいと思います。

それから、付け加えますが、もしこれを専決として我々が承認した場合に、今

後、お前たちは議会は承認したじゃないかと、何も文句言うなというようなことに

なりかねはしないのか。そのことについてお尋ねしたいと思います。

以上です。

はい、総務部長、髙本君。○議長（北田 彰君）

議案第２３号の第２表、繰越明許費の質疑に対して、お答○総務部長（髙本信男君）

えいたします。

まず、小川記念館建設事業及び小川基金振興事業でございますけども、ただいま

議員ご指摘のとおり、当初の寄附者でございますか、その方の親族の方から、いろ

いろと申し出があっておるのは事実でございます。それにつきましては、最初の思

い等のいろいろな行き違いがあるようでございますので、現在、執行部の方で整理

をさせていただいておりますし、整理ができるということで進めておりますので、

整理ができ次第、進めていくということで繰り越したものでございます。

また、２番目のウォーキングトレイル事業につきましても、繰越をしております

けども、これにつきましてもいろいろな理由がございます。管理者であります河川

との２４条、２６条の協議等で、相当の期間が要したということで、それを取り返

すために、現在努力しておりますし、問題につきましても、それぞれ整理しており

ますので、規定によりまして、専決処分をし、平成１７年度の事業として取り組む

ものでございます。

以上でございます。

はい、渡 議員。○議長（北田 彰君）

再質疑をさせていただきますが、ただいまのご答弁では、要するに○（渡 康雄君）

まだ小川基金については遺族の方とお話し合いを続けていると。現在は継続中で、

いろいろないきさつの違いがあったというご答弁だったと思うんですが、これが話

がつかなかったときに、議会はこれを認めておったじゃないかということになって

ですね、そういうことであっては困るわけでございまして、その見通しはつくとい

うことでございましょうけど、結論は出るということでございましょうけれども、

つかわなかったときどうするのかということに対して、お答えをお願いしたいと思

います。

それから、この土木費についてはですね、もうちょっと詳細にですね、議会に報
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告していただいた方がですね、我々としてもこれを認めるについてはですね、やは

りもっと情報を開示していただかないと、ただどこかの新聞に書いてあったような

ことでですね、我々も判断するわけにはいかんし、またそういう情報があるにも関

わらず、そのまま、はい、そうでございますかで承認するというわけには私はいか

ない問題じゃないかと思いますが、その見通しについてですね、今後、これがどう

いうふうな形で解決されるのか、もう少し詳しく情報を提供していただきたいと、

そういうふうに思います。

はい、総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

再質疑にお答えをいたします。○総務部長（髙本信男君）

まず、小川基金の問題ですけれども、現在、先ほども申しましたように、相手方

と誠意をもって交渉しておりますし、解決をしなくちゃなりません。ただ、この基

金につきましては、一般寄附ですか、寄附の目的といたしましては、菊池市がその

目的のために自由に使っていいといいますか、それはそれでいいんですけども、相

手の思いとの違いがあるということでございますので、十分ご説明を申し上げまし

て、進めさせていただきたいというふうに考えております。

それから、ウォーキングトレイル事業につきましても、この経緯につきまして

は、所管委員会では十分説明資料を持っておりますので、納得のいくような説明が

できるというように確信をいたしておりますので、ぜひ承認をいただきたいという

ふうに考えております。

以上です。

はい、渡 議員。急いでください。○議長（北田 彰君）

再々質疑をさせていただきます。○（渡 康雄君）

所管委員会には資料を提供しますということでございますけど、これは専決でご

ざいます。専決案件です。常任委員会に付託するわけでも何でもないわけです。今

出されるべきじゃないかと私は思いますが、いかがでございましょうか。

以上です。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

再々質疑にお答えいたします。○総務部長（髙本信男君）

専決処分をいたしまして、私どもとしてはもう既に進めておりますので、それに

間違いはないという確信を持っております。その経過につきまして、所管委員会で

ご説明をするということでございまして、その資料につきましても、当然、議員さ

んたちにも差し上げたいというふうに考えております。

以上です。

ほかにありませんか。○議長（北田 彰君）
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［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで質疑を終わります。

議案第２３号から議案第４０号までの１８議案については、会議規則第３７条第

２項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。

ご異議ありませんんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、委員会の付託を省略することに決定しました。

委員会の付託を省略し、引き続き審議します。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで討論を終わります。

これより採決します。

お諮りします。

議案第２３号から議案第４０号までの１８議案について、原案のとおり承認する

ことにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第２３号から議案第４０号までの１８議案は、原案のとおり承

認することに決定しました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第４ 議案第４１号から議案第６２号まで一括上程・説明

次に、日程第４、議案第４１号から議案第６２号までの２２議○議長（北田 彰君）

案について、一括議題とします。

提出者の提案理由及び施政方針について説明を求めます。

市長、福村三男君。

［登壇］

おはようございます。○市長（福村三男君）

本日、平成１７年第１回菊池市議会定例会を招集いたしましたところ、議員皆様

方におかれましては、本会議にご出席をいただき、誠にありがとうございます。

ただいまは、第１回臨時会後の専決処分につきまして、ご承認をいただき、あり
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がとうございました。

本定例会の会期につきましては、本日から７月７日までの２１日間と、大変長期

にわたりますが、どうぞよろしくお願いを申しあげます。

平成１７年３月２２日をもって、めでたく新菊池市が誕生しましたことは、市民

の皆様及び議員各位のご理解とご協力の賜物であると、心から感謝と敬意を表する

ものでございます。新市がスタートしまして約３カ月が経過しました。その間、何

のトラブルもなく、スムーズな新体制での行政運営が行われてきましたことは、市

民の皆様、石井菊池市長職務執行者、議会の皆様、そして職員が一丸となって行政

運営、新体制づくりに取り組まれた結果であると、心から感謝申し上げる次第でご

ざいます。

さて、私は、去る４月２４日の市長選挙におきまして、多くの市民の皆様の支持

を得、市長に当選させていただきました。市民の皆様の新市に対する熱い思いを胸

に、議会の皆様とともに新しいまちづくりに取り組んでまいりたいと、このように

考えております。

ここで、私の所信の一端を申し述べさせていただきます。

私は、選挙期間中に新市の基本理念である 「豊かな水と緑、光あふれる田園文、

化のまち」を皆様方市民と共に目指し、菊池市に住みたい、そしてまた住んでみた

いと、よかったと思う市政を推進することを命題にしまして、６つの公約を掲げて

まいりました。

１つ目に、農林業の活性化。２つ目に、きめ細やかな福祉。３つ目に、教育文化

の郷づくり。４つ目に、商工業活性化、観光産業の振興。５つ目に、生活基盤の整

備。６つ目に、各種大会や祭を通しての市民の融和協調でございます。

まず、農林業の活性化につきましては、認定農業者の育成、女性農業者の地位の

向上、畜産環境への対応など、農業後継者が夢を持てる施策 「農業いきいき特、

区」を活用しました、遊休農地の活用と、グリーンツーリズムの推進。生産者との

連携により、農林畜産物のブランド化、国際競争に適応できる地域木材の流通活性

化を展開してまいりたいと考えております。

次に、きめ細やかな福祉につきましては、地域における子育て支援、障害福祉の

充実、少子高齢化社会に対応する医療体制、特に小児科救急医療体制の充実強化

と、老人福祉施設の充実を図ってまいります。

次に、教育文化の郷づくりにつきましては、保育園・幼稚園・小学校・中学校・

高校の連携や、児童生徒の非行・悩み解決のための心の相談室の設置、地域公民館

での世代間交流事業などの就学前及び学校教育の環境整備と生涯学習の充実、男女

共同参画社会や、お互いが大切にされるまちづくりの推進、地域活動リーダーの育
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成による田園文化とスポーツ振興を展開してまいります。

次に、商工業、観光産業の振興につきましては、子ども参加型のイベント開催

や、地域通貨の実施により、地元商店街の活性化と利用促進、工業団地への企業誘

致と立地企業振興による雇用の場の確保。自然を活かした新たな観光資源の発掘

と、温泉やホタルなどの既存資源、竜門ダム、孔子公園などの既存施設の整備と有

効活用。韓国・中国との国際交流を通した、観光都市の実現を推進してまいりま

す。

次に、生活基盤の整備につきましては、地域の特性にあった上下水道の整備促

進、一般廃棄物のごみ対策や、リサイクルセンターの検討などのごみ問題、国道３

２５号の４車線化及び国道３８７号の整備促進や、旧市町村間、各総合支所間のア

クセス道路の整備など、幹線道路の整備を積極的に進めてまいります。

次に、市民の融和と協調につきましては、市民の皆様と共に、新市をつくりあげ

るために各種スポーツ大会、イベント、祭などを開催することにより、市民の皆様

の心の一体化を推進してまいります。

このほかに、合併前からの課題で、産業廃棄物処分場問題の早期解決、国際感覚

を持つ人材の育成、国際交流がもたらす観光客の増加による経済効果の拡大を目指

し、引き続き、施策を展開してまいります。

次に、合併時の課題としての、固定資産税や国保税等の税率均一化につきまして

は、市民の皆様の不公平感を払拭するために、早急に税率の統一に取り組んでまい

ります。

最後に、これまで述べてまいりました、所信の具体化につきましては、平成１７

年度で策定します、菊池市総合計画でお示ししたいと考えております。

平成１６年度に策定された新市建設計画に基づき、中長期的な視点から、より具

体化した施策として策定してまいります。

それではここで、平成１７年度の予算編成について、述べさせていただきます。

わが国の経済は、緩やかな回復傾向にあるものの、国と地方自治体をあわせた、

長期債務残高は増加を続けており、国の三位一体の改革による国庫補助金のスリム

化、負担金の交付金化に伴う税源移譲に伴い、地方交付税も減となり、改革に伴う

痛みが危惧されます。

このような中で、市税のうち、個人及び法人市民税は地域経済が依然、低迷して

おり、１５億２,６００万円を見込んでおります。

次に、市税で最も大きなウェイトを占める固定資産税は、家屋の新増築などを勘

案しながら、２６億３,７００万円を見込んでおります。軽自動車税は、近年の需

要の動向を勘案し、１億５００万円。市たばこ税は健康志向による喫煙者の減少等
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が予想され、２億９,４００万円。入湯税は一般公衆浴場への申請替えにより、課

税免除の増加によりまして、２,１００万円。市税全体では、４５億８,３００万円

を見込んでおります。また、地方交付税については、旧４市町村の過去３カ年間の

動向と、合併算定替えにより、７２億２,５００万円を見込んでおり、税源不足分

の一部は、臨時財政対策債８億円の発行により、補てんされます。国庫支出金は、

スリム化、交付金化により、２３億２,７００万円。県支出金も同様に、１３億４,

３００万円が見込まれ、市債については、合併特例債の活用により、２３億４,３

００万円となり、起債残高は平成１７年度末、２７６億６,８００万円となる予定

です。

一方、歳出面におきましては、新市建設計画に基づき、旧４市町村間の均衡を考

慮しながら、緊急性、必要性の高い事業を優先し、限られた財源を重点的に配分

し、有効に活用できるよう編成したところでございます。

このような基本的な考え方によって編成した、平成１７年度予算規模は、一般会

計２３３億５,３００万円、特別会計１８８億２,３００万円、企業会計７億７,３

００万円、合計４２９億４,９００万円となっております。

ここで、平成１７年度の主要施策について述べてまいります。

新菊池市の総合計画につきましては、合併協議会で策定した、新市建設計画を引

き継ぎ、今後１０年間のまちづくりの指針となる基本構想、また今後５年間の施策

等をより具体化した前期基本計画を策定してまいります。総合計画における新たな

取り組みとして、市民に対し行政運営及びその成果をよりわかりやすく知っていた

だくため、基本計画の中で目標をできるだけ数値化し、成果主義の導入と、職員の

意識改革を図り、施策の透明性の確保に努めてまいります。

企業誘致につきましては、幅広い業種の企業へ工業団地のＰＲを行い、熊本県企

業立地課、及び出先機関であります大阪事務所、東京事務所と連絡をとり、積極的

な誘致活動を展開してまいります。そのために、庁内組織の一部見直しを行い、平

成１７年、今年の６月１日付で企画部企画振興課内に企業誘致係を設けました。厳

しい経済状況の中、受け皿を整備し、万全を尽くして誘致に努めてまいります。工

業用地の確保につきましては、平成１７年度から熊本県が半導体関連企業の誘致の

ための工業団地建設の適地を、旧テクノポリス圏域に求めており、旭志川辺周辺の

土地を候補地として県に情報提供しているところで、地元と連携して工業団地の誘

致を推進してまいります。

市民の一体感の創出につきましては、新市になりまして、旧４市町村が一体とな

った市民参加のまちづくり活動による、市民の連帯感の醸成が望まれますが、その

手法の一つとして、地域通貨の導入が考えられます。平成１７年度では、地域の潜
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在需要の喚起や、地産地消の促進、地域経済の活性化を促すために地域通貨の実施

を目指します。関係団体と連携し、地域通貨をきっかけとして、地元商店街と住民

のお互いの顔の見える関係づくりと、住民同士の共同体意識の推進に努めてまいり

ます。

子育て支援につきましては、平成１６年度に旧４市町村の統一項目によるニーズ

調査結果に基づき、新市の特性、実情にあった次世代育成支援行動計画を策定しま

した。今後、地域における子育て支援、親子の健康の確保、教育環境の整備、子育

て家庭に適した居住環境の確保、また仕事と家庭の両立等の目標を設定し、目標達

成のための施策を実行してまいります。平成１７年度の主な取り組みとして、３人

目以降の子どもの出生に際し、祝い金を支給する「すくすく子宝祝金制度」の創設

や、未就園児とその保護者が気軽に集い、交流し、育児の孤立化を防止する「つど

いの広場事業 、仕事と育児の両立を支援し、多様な保育ニーズに対応し、相互援」

助活動を行う「ファミリーサポートセンター事業 、放課後や長期休みの留守家庭」

児童対策として「放課後児童育成クラブ」等を実施し、子育てへの負担感の緩和を

図り、安心して子育てができる環境整備と、地域の子育て支援機能の充実を図って

まいります。

合併特例債の活用につきましては、合併自治体にとって、有利な制度であり、効

率的、効果的なまちづくりを推進するため、新市建設計画に基づき、積極的に活用

することといたしました。平成１７年度は、主なものとして、隈府地区のまちづく

り総合支援事業における、歩道の段差解消等を行う高質空間形成事業、郊外から中

心市街地へのアクセス向上に寄与する幹線道路である亘甲森線整備事業、七城地区

における地域住民や観光客が安全かつ快適に散策等を楽しめるウォーキングトレイ

ル事業、旭志新明地区まちづくり交付金事業によるホタルのふれあい総合公園整備

事業、国道３２５号へのアクセス道路となっている泗水中央線改良工事などでの活

用を予定しております。

次に、新市建設計画の９つの主要施策に沿って順次説明をいたします。

まず、住民参加のまちづくりについてでございます。住民総参加のまちづくりの

推進につきましては、市民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、旧菊池

市において、菊池市まちづくり基本条例を施行しておりました。今後、新市建設計

画に掲げる住民総参加のまちづくりを推進するために、新たに条例を制定し、まち

づくりの指針としてまいりたいと考えております。さらに、地域コミュニティやボ

ランティア、ＮＰＯ法人などによるまちづくり活動を育成、支援するための施策を

展開してまいります。また、地域審議会につきましては、旧４市町村の地区ごとに

設置しており、行政サービスの低下や地域格差が生じないように、意見をいただ
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き、きめ細やかな行政サービスの提供を目指してまいります。

男女共同参画社会の実現につきましては、旧菊池市において男女共同参画推進条

例を施行し、男女共同参画計画策定作業を行ってまいりました。平成１７年度で

は、新市に条例を引き継ぎ、男女共同参画審議会、庁内推進会議の意見を求めなが

ら、計画を策定してまいります。

情報公開制度の充実につきましては、旧４市町村において、情報公開条例を制定

し、行政情報の積極的な開示を推進してきたところでございます。個人情報保護制

度につきましても、合併時に個人情報保護条例を制定したところでございます。今

後とも、行政文書の開示を請求する市民の権利を明らかにし、菊池市の情報をわか

りやすく提供する責務と、市民と市との情報共有を総合的に推進し、公正で開かれ

た市政を目指してまいります。

広報活動の充実につきましては、旧菊池市は月に２回、旧３町村は月１回の発行

でありました広報誌を、新市におきましては月２回の発行としており、市の事業、

施策の進捗状況、地域活動の情報など、よりわかりやすく親しみのある紙面づくり

に努めてまいります。

次に、連携交流の促進についてでございます。個性ある地域づくりの促進につき

ましては、平成１７年度は本物の舞台芸術体験事業、子ども芸術劇場、老人クラブ

芸能大会を実施してまいります。また、文化財の保護と伝統文化の活用につきまし

ては、ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査を菊池市今、藤田地区、七城町赤北

地区の２箇所で実施するとともに、肥後古代の森事業によるイベント、講演会を実

施し、市民の文化財への意識高揚を図ります。

国際交流の推進につきましては、九州地区における韓国人のビザ免除の提唱以

来、平成１６年３月から修学旅行に限って、ノービザが実現されており、国際交流

の推進、振興につながっております。今後は、現在の韓国清原郡、及び金堤市、中

国泗水県との交流を、市民や民間交流団体が主体となって、市民友好親善都市とし

て推進してまいります。また、民間交流が活発化するための環境整備と情報の収

集、提供などを積極的に行い、交流を深め、姉妹友好都市への移行を検討してまい

ります。異文化など様々な交流活動の推進につきましては、宮崎県西米良村、岩手

県遠野市と継続して友好親善関係を保ち、お互いのまちづくりに役立ててまいりま

す。

次に、生活環境の整備についてでございます。住宅・住環境の整備につきまして

は、公営住宅マスタープラン、公営住宅ストック総合計画に基づき、優良な公営住

宅の建設及び既存住宅のリフォームを推進し、居住生活の環境整備を図ってまいり

ます。
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公園・緑地の整備につきましては、菊池公園整備を市民広場再整備と連携し、弓

道場、ゲートボール場の移転地として、平成１６年度より旧城山住宅跡地の造成工

事に着手し、平成１７年度で造成工事が完了する見込みです。菊池川水辺公園につ

いては、平成１５年度に用地買収、平成１６年度に県道からの進入路工事を行い、

平成１７年度は河川改修工事と調整しながら、一部造成工事に着手する予定です。

環境衛生対策の推進につきましては、旧菊池市におきまして、平成１６年度に快

適な環境の創造及び保全を図るため、環境基本条例を制定しておりましたが、平成

１７年度には条例を見直し、資源循環型社会形成を目指した環境基本計画を策定す

るための組織づくりを進めてまいります。産廃問題に関しましては、１日でも早く

本市内での埋立処分を終わってもらうため、市・県・会社の３者協議や、区長会代

表者を含めた４者協議を行っており、今後も引き続き早期解決に向けて協議を進め

てまいります。また、新エネルギーの導入につきましては、バイオマス活用につい

て早急にプロジェクトチームを立ち上げ、検討してまいります。

上下水道の整備のうち、上水道につきましては、これまで安全で低廉豊富な水を

提供するため、水源地の確保など、水道施設の整備を進めてまいりました。今後

は、安定的な水の供給に向けて整備を進めるとともに、給水区域の一部見直しを行

います。簡易水道につきましては、継続して施設整備や維持管理を実施し、平成１

７年度は簡易水道の総合的な見直しを行い、旧菊池市営の迫間地区簡易水道と、水

源中央簡易水道に伊野地区の組合営簡易水道を統合するとともに、竜門地区の組合

営簡易水道を市営の簡易水道に移行してまいります。上下水道の整備のうち、下水

道につきましては、旧菊池市、旧七城町、旧泗水町で公共下水道、特定環境保全公

共下水道、農業集落排水施設事業に取り組んできたところでございます。また、下

水道事業等の実施区域以外におきましては、合併処理浄化槽設置推進事業や、浄化

槽市町村整備推進事業で、市全体の公共水域の水質向上に努めながら、市民の生活

環境の改善等を図ってまいりました。平成１７年度におきましては、処理区域の拡

大に努めるとともに、既に供用を開始している処理場においては、適正な運営に努

め、老朽化した機器については、改築更新のための年次計画を検討してまいりま

す。また、各処理施設を有効に利活用するために、水洗化の促進に努め、下水道会

計の健全化による経営の安定化を図ります。

防犯体制の整備充実につきましては、現在、自動車に青色回転灯を装備した自主

防犯パトロール、菊池安全安心パトロール隊の結成に向け、準備中でございます。

今後、地域連帯の再生と安全で安心なまちづくりの実現のため、地域住民ボランテ

ィア団体、ＰＴＡなどの活動を支援し、犯罪に強い地域社会を目指してまいりま

す。
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防災消防体制の整備充実につきましては、現在、旧３町村に本部機動隊が配備さ

れているところでございます。今後は、菊池市本庁及び菊池総合支所に勤務する職

員を含めて、本部機動隊を再編成し、新たに菊池本部機動隊を配備するとともに、

積載車を本庁に導入し、消防体制の整備充実を図ってまいります。

次に、産業の振興についてでございます。多様な担い手の育成につきましては、

認定農業者を育成し、効率的かつ安定的な農業経営を目指すために、農業経営改善

支援センターが中心となり、認定農業者の創出育成を推進してまいります。ファー

ムきくちにおいて新規就農支援セミナーを継続実施し、他産業及び定年者を含め、

新規就農希望者の掘り起こしや、農業技術指導を行い、新たな担い手を創出すると

ともに、農業いきいき特区により、多様な担い手の育成を図り、遊休農地、耕作放

棄地の解消を図ってまいります。また、家族経営協定の締結推進を通じ、経営世帯

内の個人及び女性の地位向上を図るとともに、農村女性活動を支援することによ

り、女性が社会の一員として参画するための意識向上を図ってまいります。

組織化の推進につきましては、農地の集団化、担い手農家への集積、効率的・安

定的な農家の育成を図るために、竜門ダム水受益地においては、県営ほ場整備事

業、畑地帯総合整備事業を、それ以外の地域では中山間地域総合整備事業、土地改

良総合整備事業などを実施してまいります。

また、林業経営の改善につきましては、森林整備と林業基盤整備を図るため、作

業路、作業道の開設要望は高く、平成１７年度は間伐などの促進を図るためにも、

道路網整備に努めてまいります。

新市ブランドの確立につきましては、こだわり品質によるブランド化の推進に努

め 「健康、安全、ここだけ」をキーワードとした国際競争力のある産地の確立を、

目指してまいります。

商業地の活性につきましては、各商工会と連携を図りながら、地元商店街の空き

店舗の利活用、各種イベントの開催及びまちおこし事業に対する支援を進め、地産

地消の推進や、各種イベントを通しての特産品、産物のＰＲ及び各地の物産フェア

に参加し、販路拡大に努めてまいります。

地元雇用の促進につきましては、ハローワークや県と連携を密にし、安定した職

業生活の実現に向けた雇用の場の確保を目指してまいります。

観光資源の整備と活用につきましては、菊池渓谷に代表される豊かな自然、水と

緑、良質の温泉、歴史、農業、竜門ダム、道の駅や物産館、温泉ドームやリバーサ

イドパーク、四季の里、孔子公園などの多種多様な観光資源に恵まれているところ

でございます。平成１７年度は、自然を活かした地域間の連携をさらに高め、観光

施設の連携と整備充実を図り、各種イベントを開催しながら、人と人、物と物とが
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交流する、ストーリー性のある新しい観光ルートの形成や、満足のいただける観光

のまちづくりに取り組んでまいります。

国際観光、交流の推進につきましては、旧菊池市において、釜山国際観光展２０

０４の参加、ビジットジャパンキャンペーンへの参入など、積極的に観光交流の推

進を図ってまいりました。平成１７年度は、引き続き国・県と連携しながら、ビジ

ットジャパンキャンペーンなどへ取り組み、韓国映画祭への支援、釜山国際観光展

２００５、広州国際旅遊展鎖会２００６等に積極的に参加し、菊池市をアピールし

て、一人でも多くのツアー客や個人客の誘客に向けて努力してまいります。観光客

の誘致と受け入れ体制の整備につきましては、ホタルフェスタをはじめ、花火、白

竜まつり、孔子まつり、ひまわり、コスモスなどの花の観光商品を活かしたふるさ

と祭りなど、各地域の特色ある多種多様のイベントの開催により、観光客の誘致を

推進してまいります。さらに、本年で１６回目を迎える菊人形、菊まつりにおいて

は、週末の夜間開催などで内容を充実してまいります。また、自然豊かな地域資源

を活かしたグリーンツーリズム事業の推進とあわせて、観光商品の開発と各種関係

団体が運営する施設との連携を図りながら、宿泊型観光に結びつける癒しのある新

しい旅の形を推進してまいります。

次に、都市基盤の整備についてでございます。市街地の魅力ある基盤整備につき

ましては、都市計画道路、隈府中央線の整備に伴う土地評価と補償鑑定をほぼ完了

し、一部用地買収に着手しており、平成１７年度より本格的に用地交渉を進めてい

く計画でございます。市街地の回遊性を高める道路整備は、地元の合意を踏まえ、

継続して整備を進めてまいります。国道・県道・市道などの整備促進のうち、国道

の整備促進につきましては、国道３２５号４車線化の事業促進と、国道３８７号の

改良事業の促進について、関係機関等との協力を図り、早期整備に向けた取り組み

を強化してまいります。県道の整備促進につきましては、現在施工中の事業の推進

強化と、未改良路線の整備着手について、関係機関への要望支援に取り組んでまい

ります。また、市道の整備につきましては、日常的な市民生活の利便性と安全性を

高めるため、現在施工中の事業の早期完成を図るとともに、緊急性、必要性を考慮

し、計画的な整備に努めてまいります。

公共交通機関の確保、ネットワークの整備につきましては、ＪＲ九州バス路線廃

止の代替策を講じるとともに、交通体系の見直しを行い、べんりカー、あいのりタ

クシー、スクールバスを活用しながら、市民の利便性の確保を図ってまいります。

次に、自然環境の保全と活用についてでございます。適正な土地利用の推進につ

きましては、平成１７年度に国土利用計画を策定し、無秩序な開発を防止し、土地

の有効利用に努めてまいります。遊休地、農用地、森林の有効活用につきまして
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は、中山間地域等直接支払い制度事業により、協定農地の適切な維持管理を図り、

農地の荒廃を防止し、農業の多面的機能が十分発揮されるよう推進します。

環境保全意識の高揚につきましては、平成１７年度には各区より選出された生活

環境推進委員と、環境施策について協議を行うとともに、菊池市美しいまちづくり

条例の周知徹底を図り、環境問題に対する市民意識の高揚に努めてまいります。

また、ＩＳＯ１４００１につきましては、旧菊池市市役所本庁を中心に認証取得

し、順次、適用範囲を拡大してきたところであります。平成１７年度中に旧菊池市

役所関連施設については全て認証取得を完了する予定で、今後、旧３町村の各総合

支所及び各施設についても、順次、認証取得し、率先して環境保全活動に取り組ん

でまいります。

次に、行財政の効率化についてでございます。機能的な組織づくりにつきまして

は、電子申請受付システムを熊本県及び県内市町村と共同で構築し、住民や事業者

が自宅や職場から２４時間、３６５日申請可能な電子自治体を推進し、住民の利便

性ときめ細やかなサービスに努めてまいります。

行政事務事業の効率化につきましては、新市の行財政を取り巻く環境は依然とし

て厳しく、市民の行政改革に対する関心も高いことから、菊池市行政改革推進本部

を設置し、市民の意見を聴き、新たな行政改革大綱を策定いたします。また、大綱

に基づき、具体的な取り組みを集中的に実施するため、集中改革プランの策定を進

めてまいります。

行政評価につきましては、説明責任の確保や、効率的、効果的な事業の実施を推

進するために、平成１７年度は職員へ向けた行政評価研修会等を実施し、本市にお

ける行政評価システムの早期確立を目指してまいります。

新庁舎の建設につきましては、新庁舎建設予定地周辺の整備を計画するために、

新市の行政拠点、交流拠点を核として、関連する基盤整備の進め方や、商業関係、

住環境関係の事業にも配慮した、総合的な基本構想を策定する必要がございます。

平成１７年度においては、庁内検討委員会を発足させ、地域審議会はもとより、ア

ンケート調査やパブリックコメント等により、市民から広く意見を収集するととも

に、諮問機関として、市民代表からなる新庁舎及び周辺整備検討懇談会を発足させ

てまいります。また、新庁舎及び周辺整備基本構想策定の協議を進め、新庁舎周辺

整備基本構想と、新庁舎建設基本計画策定事務の着手に努めてまいります。

職員の適正配置につきましては、市民の理解と協力を基本とした、定員適正化計

画を策定するとともに、知識や技術など、職員の能力及び行政需要に応じた職員配

置に努めてまいります。

次に、健康、医療と福祉の充実についてでございます。障害者の福祉の充実につ
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きましては、障害者本人を中心とした個別の支援をより効率的、効果的に進められ

る基盤づくりとして、年齢や障害種別等に関わりなく、できるだけ身近なところで

必要なサービスを受けながら暮らせる地域づくりを目指してまいります。

また、障害児の支援として、地域療育事業、放課後夏休みデイサービス事業等を

引き続き実施してまいります。

高齢者福祉の充実につきましては、これまで高齢者の生活支援などにおいて、サ

ービスの量や質に差異があった、旧４市町村の高齢者福祉施策を統合するととも

に、高齢者福祉の基本となる老人保健福祉計画につきましては、介護保険事業計画

との一体性に留意し、計画してまいります。

また、菊池老人福祉センターの建設につきましては、平成１６年度からの老人福

祉センター建設検討委員会での経緯、報告書に基づき、関係者のご理解をいただ

き、早期着工を目指してまいります。

疾病予防と健康づくりにつきましては、乳幼児の健康保持及び母子保健の充実の

ために、関係機関と連携し、教育・相談・訪問など実施してまいります。また、市

民が受けやすい健診体制づくりを行い、若い年代を含めた受診率の向上を図り、生

活習慣病の予防、早期発見、早期治療を促し、市民の健康づくりを推進してまいり

ます。さらに、市民一人一人が主体的に生活習慣の改善ができるよう、各総合支所

及び地域組織との連携の強化を図り、保健師、栄養士、看護師、歯科衛生士などの

専門職によるきめの細やかなサービスの提供と指導強化に努めてまいります。

医療体制の強化充実につきましては、休日及び夜間の地域住民の緊急医療体制を

確保するため、医療機関や保健所、消防署など相互の連携を深め、在宅当番、救急

医療の情報提供や、病院群輪番制病院の確保など、地域医療サービスの充実を推進

します。特に小児医療夜間救急医療体制を確保するため、菊池郡市医師会と連携を

深め、保護者が安心できる地域医療サービスの充実に努めます。

国民健康保険事業の充実につきましては、レセプト点検の充実強化を図るととも

に、平成１６年度から旧菊池市において実施しておりました、水中運動事業を全市

で推進してまいります。

老人保健事業の充実につきましては、医療費の抑制と高齢者にわかりやすい窓口

サービスを推進してまいります。

介護保険事業の充実につきましては、平成１８年度の介護保険制度改正に向け

て、適正な給付管理を推進し、自立支援に努めてまいります。なお、保険料につい

ては平成１７年度まで、旧４市町村の賦課率で算定しますが、平成１８年度が保険

料改定年度ですので、今年度中に平成１８年度から平成２０年度までの統一した介

護保険料の算定を行ってまいります。
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最後に、生涯学習の推進についてでごさいます。学校教育の充実につきまして

は、旧４市町村の合併により、教育委員会も新しく菊池市教育委員会として発足

し、小学校１４校、中学校５校、幼稚園２園を管理運営することになりました。今

後は、特色ある学校づくりとして、文教菊池の再生に向け、伝統を受け継ぐ菊池の

教育理念を明確に示し、国、県などの各分野にわたる実践活動など、指定校の指定

を受け、多様な学習活動を展開し、特色ある学校づくりを推進するとともに、学校

評議員制度や、コミュニティースクール推進事業による地域の多様な意見を学校経

営に活かした、開かれた学校づくりに努めてまいります。また、いじめや不登校状

況にある子どもたちへの対応と、心のケアに努めるため、適応教室の開設や、スク

ールカウンセラーの配置を行うとともに、県委託事業の子どもと親の相談員活用事

業にも取り組んでまいります。

健康な体力づくりと食育の推進につきましては、安心安全な学校給食と、食に関

する知識や食習慣を身に付ける態度の育成を図り、地産地消活動の普及のため、農

業体験学習などを推進してまいります。

また、中学生に国際感覚あふれ、将来、世界的視野のもとで活躍できる人材を育

成するため、海外研修を計画いたします。

教育機関、現場の連携につきましては、幼・保・小連携事業をもとに、平成１７

年度は市教育委員会と七城中学校を加えた幼・保・小・中連携事業に取り組み、今

後の教育の在り方等について模索したいと考えております。

社会教育の充実につきましては、それぞれの地域で実施されてきました各種の施

策を継承しながら、市民の交流、学習意欲の向上と、心ゆたかな明るいふるさとづ

くりに努めてまいります。

スポーツレクレーションの振興につきましては、今後は、市民総スポーツ運動を

推進し、多様化するスポーツ活動に対応するため、施設の整備、指導者の育成と資

質の向上、スポーツの日常化と活動の実践を促進し、生涯スポーツの推進に努めて

まいります。

また、新市の発足に伴い、旧４市町村の体育協会及び各種目競技団体の統一合併

を推進し、新菊池市体育協会の設立に向けた取り組みに努めてまいります。なお、

平成１７年度の社会体育関係事業につきましては、従来通りに各総合支所において

実施いたしますが、新たに全市民を対象にしたスポーツレクレーション祭の開催を

通して、市民の融和と健康、体力づくりを図ってまいります。

人権同和教育・啓発の推進及び指導者の育成につきましては、同和問題をはじめ

とした、あらゆる人権問題の解消に向けて、菊池市部落差別等撤廃・人権擁護に関

する条例を推進し、市民一人ひとりの人権意識の高揚に努め、お互いの人権が尊重
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され、差別のない明るいまちづくりに努めてまいります。行政組織、関係機関、団

体が一体となり、様々な取り組みをしていくために、推進協議会を設立し、指導者

を育成しながら、それぞれの地域で取り組まれてきた歴史や文化、経験を尊重した

啓発活動を行い、お互いの人権が大切にされるまちづくりのための施策を進めてま

いります。

以上が、平成１７年度に取り組む主な事業の概要でございます。今後とも市民主

体のまちづくりを尊重し、豊かな水と緑、光あふれる田園文化のまちの実現に向け

て、各種施策を着実に進めてまいります。

次に、上程をされました議案について、説明を申し上げます。

議案その２でございます。水色の予算書の前になっております。議案第４１号、

菊池市総合計画策定審議会条例の制定は、本市総合計画の基本構想、基本計画の策

定に関する審議などを行うために制定するものです。

議案第４２号、菊池市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の

制定は、市の機関に係る申請届け等について、電子申請システムを利用し、オンラ

インによる手続を可能にするため、制定するものです。

議案第４３号、菊池市特別養護老人ホームつまごめ荘財政調整基金条例の制定

は、当施設の健全かつ円滑な財政運営を図るため、制定するものです。

議案第４４号、菊池市学校規模適正化審議会条例の制定は、市内小中学校の学校

規模及び通学区域の適正化に関し、調査審議するため制定するものです。

議案第４５号、菊池市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定は、固定資産

評価審査委員会の委員の定数を定めるための改正です。

議案第４６号、菊池市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の

制定は、印鑑登録事務において、電子処理組織を利用した申請を可能にするための

改正です。

議案第４７号、菊池市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定は、市営住宅

田島団地に１棟増築しましたので、市民の利用に供するため、条例の一部を改正す

るものです。

議案第４８号、菊池市七城運動公園条例の一部を改正する条例の制定は、公園に

クラブハウスを設置したため、条例の一部を改正するものです。

議案第４９号、菊池市七城芝生交流広場条例の一部を改正する条例の制定は、新

たに照明施設を設置したため、条例の一部を改正するものです。

次に、５１ページをお願いします、５１ページです。

議案第６１号、菊池市簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定は、新たに

龍門簡易水道を本市簡易水道事業に含めるため、条例の一部を改正するものです。
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議案第６２号、市町の境界変更については、県営畑地総合整備事業による、区画

整理により、菊池市と大津町の境界を変更する必要が生じましたので、地方自治法

の規定に基づき、議決をお願いするものです。

最後に、水色の冊子となっておりますが、水色の冊子でございますが、議案の第

５０号から議案の第５９号まで、及び議案その２の２５ページ、議案の第６０号

は、先ほど施政方針の内容の一部をご説明いたしました。平成１７年度の各会計予

算案でございます。

以上、ご説明を申し上げましたが、議員各位におかれましては、これらの議案に

つきまして、慎重審議の上に、速やかにご賛同いただきますように、お願い申しあ

げながら、施政方針と提案理由の説明とさせていただきます。

ありがとうございました。

以上で、議案の説明を終わります。○議長（北田 彰君）

ここで暫時休憩します。１０分間します。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩 午前１１時２４分

開議 午前１１時３４分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第５ 議案第６３号・議案第６４号 上程・説明・質疑・討論・採決

次に、日程第５、議案第６３号、議案第６４号の２議案につい○議長（北田 彰君）

て、一括議題とします。

提出者の提案理由の説明を求めます。

市長、福村三男君。

［登壇］

提案理由を申し上げます。○市長（福村三男君）

水色の予算書の次の、議案その３でございます。

議案第６３号、菊池広域連合規約の一部変更については、現在の事務所の位置

を、泗水総合支所に変更するため、地方自治法の規定に基づき、議会の議決をお願

いするものです。

次に、議案第６４号、菊池南部清掃組合の共同処理する事務及び規約の一部変更

については、現在、組合が処理していますし尿処理の事務を、菊池広域連合に移管

するため、同じく地方自治法の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでござ

います。
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詳細につきましては、総務部長に説明をいたさせますので、議員各位におかれま

しては、慎重にご審議をいただきまして、速やかにご賛同いただきますようにお願

いを申しあげまして、提案理由とさせていただきます。

どうぞよろしくお願い申しあげます。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

議案の説明をいたします。○総務部長（髙本信男君）

議案その３、１ページをお願いいたします。

まず、議案第６３号、菊池広域連合規約の一部変更について、説明をいたしま

す。本案は、広域連合の規約を変更しようとするときには、地方自治法第２９１条

の１１の規定により、関係地方公共団体の議会の議決を経る必要があるためにお願

いをするものでございます。広域連合の事務所の位置の変更に伴うものでございま

す。

２ページ、一部を変更する規約でございます。第６条の大字隈府１１４番地１

を、泗水町福本３８３番地に改めるものです。附則で１０月１日から施行するとし

ております。

次に、３ページをお願いいたします。

議案第６４号、菊池南部清掃組合の共同処理する事務及び規約の一部変更につい

て、説明をいたします。本案は、一部事務組合の規約を変更しようとするときは、

地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を経る必要がございますので、お

願いするものです。

菊池南部清掃組合のし尿処理施設の設置、管理、及び運営に関することを、菊池

広域連合に移管することにより、本組合の共同処理する事務及び規約の一部変更を

行うものでございます。

４ページ、一部変更する規約でございます。附則で８月１日から施行するとして

おります。

以上、議案第６４号の説明でした。

これから質疑を行います。○議長（北田 彰君）

質疑はありませんか。

はい、甲斐健彦君。

簡単な議案ですが、私はただいまの説明じゃね、これ読み上げるば○（甲斐健彦君）

かりでしょう。何でその所在地の変更をせにゃいかんのか、何で南部清掃組合の規

約改正でこういうふうにせにゃいかんのか、その理由の説明には全然なってないも

のだから、これならこれで、読めばわかることであって、説明には私はなってない



－ －118

と思うから、その辺の掘り下げたですよ、何でこうするのかというところをです

ね、説明をしてください。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

失礼をいたしました。○総務部長（髙本信男君）

まず、広域連合の事務所の位置の変更でございますけども、これにつきまして

は、現在まで、ご承知のとおり、九電の跡地の事務所を活用しておりましたけれど

も、事務を行う上で、非常に手狭であるということで、今回、泗水町の方に事務所

を移すということでございます。

それから、事務の一部規約の変更でございますけども、合併によりまして、泗水

町が入ってまいりますので、事務の規約の一部変更を行うものでございます。

以上、お答えいたします。

ほかにありませんか。○議長（北田 彰君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで質疑を終わります。

議案第６３号、議案第６４号の２議案については、会議規則第３７条第２項の規

定によって、委員会付託を省略したいと思います。

ご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、委員会の付託を省略することに決定しました。

委員会の付託を省略し、引き続き審議します。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで討論を終わります。

これより議案第６３号、議案第６４号の２議案を一括して採決します。

お諮りします。

議案第６３号、議案第６４号について、原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）
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したがって、議案第６３号、議案第６４号の２議案は、原案のとおり可決されま

した。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第６ 議員提出議案第５号 専決処分事項の指定について 上程・説明・質疑

・討論・採決

次に、日程第６、議員提出議案第５号「専決処分事項の指定に○議長（北田 彰君）

ついて」を議題とします。

これより、提出者の趣旨説明を求めます。

議員、中山和幸君。

［登壇］

ただいま議題となりました、議員提出議案第５号の提案理由の説明○（中山和幸君）

をいたします。

本件につきましては、地方自治法第１８０条第１項に規定された事項でございま

す。議会の権限に属する、軽易な事項で、その議決により、特に指定したものは普

通地方公共団体の長において、これを専決処分することができるとされておりま

す。この規定によりまして、１、市営住宅に係る家賃等の請求及び市営住宅の明け

渡しの請求に関する訴えの提起、和解、及び調停１件２００万円以下の法律上、市

の義務に属する損害賠償の額を定めること。この２件を指定するものです。

このことにより、事務処理の円滑化と、早急な対応が可能となります。また、地

方自治法第１８０条第２項の規定で、長の専決処分の結果は、これを議会に報告し

なければならないとされております。

地方自治法第１７９条の専決処分との違いは、１７９条は議会に報告して承認を

求めなければならないとされていますが、地方自治法第１８０条においては、権限

を指定するために報告にとどめてよいということでございます。

議員各位におかれましては、本案の趣旨をご理解いただきまして、ご賛同賜りま

すよう、お願いを申しあげまして、提案理由の説明とします。

これから、質疑を行います。○議長（北田 彰君）

質疑はありませんか。

はい、甲斐健彦君。

質疑を行います。○（甲斐健彦君）

議員提出議案でございます。専決処分事項の指定ということです。いわゆる市営

住宅の家賃の徴収について、明け渡し請求に関する訴えの提起、和解、調停、それ

から１件２００万円以下の市の義務に属する損害賠償の額を定める。これらは専決

処分してよろしいということですけども、私の疑問は何で議会の方が自らですね、
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審議権を放棄するんですか。その辺の理由を明確に述べてください。

はい、中山和幸君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

お答えいたします。○（中山和幸君）

このことにつきましては、１８０、１７９条等々で内容があると思いますが、市

長の方で提案できなくて、議会の方で提案して、こういう軽易なことでありますの

で、承認を得ればよろしいという内容であるということで、このことについては各

市町村でもできるそうですけれども、今まで菊池市でこのような指定をされておっ

たということでありますので、そういう説明を受けまして、提案することにしたわ

けでございます。

以上でございます。

はい、甲斐健彦君。○議長（北田 彰君）

いろいろですね、市営住宅の家賃の問題等についてもですね、いろ○（甲斐健彦君）

いろな問題があるわけですよ。それは横着で払わん場合もある、それからどうして

もですね、生活上、困難で払えん場合もある。様々な事由があると思うんですよ。

それらの全てをですね、執行部の見解に委ねてよろしいかどうかと。私はやっぱり

議会の審議権というものを尊重してですね、きちんと議会に提案して、議会の了承

を得て、そして執行すると。その議会の監視権をですね、きちんとすべきだと思う

んですけども、いかがでしょうか。

はい、中山和幸君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

お答えいたします。○（中山和幸君）

このことにつきましてはですね、旧菊池市でこの通りの指定をされておったとい

うようなことでありますので、十分その時点で審議を尽くしてあったということ

で、継続的な提案的なことだと考えましたので、ご理解いただきたいと思います。

ほかにありませんか。○議長（北田 彰君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

はい、質疑なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで質疑を終わります。

次に、議員提出議案第５号は、会議規則第３７条第２項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。

ご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）
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したがって、委員会の付託を省略することに決定しました。

委員会の付託を省略し、引き続き審議します。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

はい、甲斐健彦君。

私は反対の意見を述べます。○（甲斐健彦君）

質疑でも申し上げましたように、議会の審議権を自らですね、放棄する必要がど

こにあるのか。じゃあ、これは専決処分しなければ、円滑に業務が進まないのか。

そういうことはあり得ないでしょう。やっぱり執行部が全く１００％正しいことを

するということなら、議会はいらんわけですよ。やっぱり、監視体制があってはじ

めてですね、きちんとした体制が整うということで、議会の存在があるわけです。

それから、旧菊池市でこれがこの通りになっておったから、継続でやればよろし

いと。じゃあ、５９名、何のためにおるとですか。議員はいらんということでしょ

う。新しく市になったから、新しい５９名の英知を集めて議論すればよろしい問題

じゃないでしょうか。

そういう点から、私はこの議案には反対でございます。

ほかにありませんか。○議長（北田 彰君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

これで討論を終わります。○議長（北田 彰君）

これより採決します。

異議がありますので、起立によって採決します。

議員提出議案第５号は、原案のとおり可決することに賛成の方は、起立を願いま

す。

［賛成議員 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議員提出議案第５号は、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第７ 請願第１号 「米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、ＢＳＥの万全な

対策を求める」請願書

請願第２号 「人権侵害救済に関する法律」の制定に関する請願

陳情第１号 「扶桑社の中学校歴史・公民の教科書」を採択しないこと

を求める陳情書

次に、日程第７、請願第１号、請願第２号、陳情第１号の３件○議長（北田 彰君）

が、今定例会までに提出されました請願・陳情であります。その内容についてはお
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手元に配布しているとおりであります。

昼食のため、暫時休憩します。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩 午前１１時５５分

開議 午後 １時００分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第８ 行政報告について

次に、日程第８、報告第１号から報告第１３号までの１３件に○議長（北田 彰君）

ついて、一括して議題とします。

提出者の報告を求めます。

総務部長、髙本信男君。

［登壇］

議案のその４をお願いいたします。○総務部長（髙本信男君）

議案その４、報告関係になっております。

１ページをお願いいたします。報告第１号、継続費繰越の報告について、説明を

いたします。

地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、平成１６年度菊池市継続費繰

越計算書を別紙のとおり報告いたします。

２ページ、平成１６年度菊池市継続費繰越計算書でございます。一般会計、事業

名、ウォーキングトレイル事業は、河川管理者である国土交通省との河川法第２４

条、２６条の協議に不測の日数を要し、年度内に事業を完了することが困難になっ

たために繰り越すもので、翌年度逓次繰越額２億３８１万８,０００円でございま

す。

以上、報告第１号の説明でございます。

次に、３ページをお願いいたします。報告第２号、繰越明許費繰越の報告につい

て、説明します。

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、平成１６年度菊池市繰越明許

費、繰越計算書を別紙のとおり報告いたします。

４ページ、平成１６年度菊池市繰越明許費繰越計算書でございます。一般会計

は、４ページから１０ページまでの３９事業で、翌年度繰越額合計２０億９,０２

４万７８７円となっています。主な繰越の理由といたしましては、基本設計の策

定、変更に不測の日数を要したもの、関係管理者の協議に時間を要したもの、地権
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者との協議に時間を要したものなどで、年度内に事業を完了することが困難になっ

たために繰り越すものでございます。

１１ページ、簡易水道事業等特別会計、事業名、旭志簡易水道事業西部地区水道

施設改良事業は、用地の交渉などに不測の日数を要し、年度内に事業を完了するこ

とが困難になったために繰り越すもので、翌年度繰越額１億５１９万円でございま

す。

次に、特定環境保全公共下水道事業特別会計、事業名、起債事業、特定環境保全

公共下水道事業は、河川管理者である国土交通省との協議、河川法第２４条、２６

条の協議に不測の日数を要したために、年度内に事業を完了することが困難になっ

たために繰り越すもので、翌年度繰越額１,９６０万円でございます。

以上、報告第２号の説明を終わります。

企画部長、村山隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

続きまして、報告第３号から報告第５号までは、菊池市、○企画部長（村山 隆君）

七城町、泗水町の各土地開発公社の経営状況を報告するものでございます。

資料１２ページにあります。

まず、報告第３号、菊池市土地開発公社経営状況報告についてでございますが、

１３ページ、第３１期決算報告書により、ご説明を申し上げます。

１５ページなりますけども、事業報告書でございます。

まず （イ）用地の年間取得造成につきましては、平成１６年度はございませ、

ん （ロ）用地の年間処分原価につきましては、ダム建設に伴うところの土捨場用。

地を菊池市ふれあい交流センター建設用地として、菊池市へ１３０万８,０００円

で売却したものでございます。

１６ページになります。平成１６年度菊池市土地開発公社損益計算書でございま

す。１の事業収益及び２の事業原価でございますが、これにつきましては１９ペー

ジの財産目録の（１）事業収益明細表 （２）事業原価明細表をご覧ください。、

（１）事業収益明細表の公有地取得事業収益につきましては、代行用地売却収益と

しまして、１３０万８,０００円でございます。これは、袈裟尾の土捨場用地の売

却収益でございます。土地造成事業についてはございません。

次の、附帯等事業収益としまして、１３４万８,０００円でございます。これ

は、小畑団地を雇用促進住宅菊池宿舎の駐車場として、雇用振興協会に賃貸してい

ますので、その賃貸料でございます。

事業収益の合計が２６５万６,０００円となっているものでございます。

次の （２）事業原価明細表の公有地取得事業原価につきましては、代行用地売、
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却原価としまして、袈裟尾土捨場用地１３０万８,０００円でございます。

１６ページにお戻りください。事業収益から事業原価を差し引きました１３４万

８,０００円が、事業総利益でございます。これから、３の一般管理費を引いた７

８万３,５７３円が、事業利益と相成るものでございます。

４の事業外収益でございますが、受け取り利息等が５,３１７円となりまして、

経常利益が７８万８,８９０円で、同額が当期利益と相成るものでございます。

次に、１７ページをお願いします。平成１６年度菊池市土地開発公社貸借対照表

でございます。まず、資産の部でございますが、１の流動資産としまして （１）、

普通預金から（８）のダム湖用地までの合計が９,５８１万５,５８７円でございま

す。２の固定資産は、１５万２,７５６円となっております。資産合計は、流動資

産合計と固定資産合計を合計した９,５９６万８,３４３円と相成るものでございま

す。

次に、１８ページの負債の部でございます。１の流動負債は（３）前受金の２１

９万２,０００円のみで、同額が負債合計と相成るものでございます。

次に、資本の部でございます。１の資本金は、出資金の１００万円でございま

す。２の準備金合計は （１）前期繰越準備金と （２）の当期利益を合計して９,、 、

２７７万６,３４３円となったものでございます。負債資本合計は、負債合計と資

産合計を足した額となり、前ページの資産合計と合致するものでございます。

続きまして、１９ページですけども、これにつきましては、公社の財産目録でご

ざいます。２０ページには、平成１６年度菊池市土地開発公社の決算、監査意見書

を添付しています。

次に、２１ページですけども、平成１７年度菊池市土地開発公社の事業計画、予

算資金計画でございます。

２３ページをお願いします。平成１７年度の事業計画でございますが、１の土地

取得・造成、２の土地売却等、共にございません。

次に、２４ページに入りますが、平成１７年度の予算でございます。予算につき

ましては、第２条の収益的収入及び支出で、公社所有地に関わる賃貸料と収入

及び除草関係等の経費を計上しております。

２５ページの第３条、資本的収入及び支出は、ございません。また、借入金の限

度額は１００万円としています。

次に、２６ページが平成１７年度の資金計画でございます。

以上が、報告第３号でございます。

次に、報告第４号ですけども、七城町土地開発公社経営状況報告についてでござ

います。
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２７ページ以降になります。３０ページをお開きください。平成１６年度の事業

報告についてでございます。１の事業の概要で①公営住宅用地の用地取得につきま

しては、砂田西町営住宅用地造成事業で用地を取得しています。②は小野崎宅地分

譲として１万２,１６７.０５㎡を取得をしています。

次に、３１ページと３２ページですが、こちらは財務状況から理事会に関する事

項を記載しています。

続きまして、３３ページになります。平成１６年度七城町土地開発公社決算書で

ございます。

３４ページをお願いします （１）の収益的収入支出でございます。まず収入で。

ございますが、１の事業収益、土地造成事業収益が１億１,２０１万７,５７５円で

ございます。内訳としまして、株式会社津地への売却分で、売却収益が９,０６２

万８,７７５円でございます。

次に、公有地売却収益が２,１３８万８,８００円で、これは砂田西町営住宅建設

事業用地として町へ売却したものでございます。

２の事業外収益でございますが、１の受取利息と雑収入で２２万５,４６６円と

相成っています。

次に、支出になりますが、１の事業原価として、土地造成事業原価が９,９１８

万２９１円で、内訳としては蘇崎工業団地売却原価が７,８０８万３,０００円、公

有地売却原価の２,１０９万７,２９１円となっております。

続きまして （２）の資本的収入支出でございます。収入としまして、１の長期、

借入金が３億４,５００万円となっております。支出としまして、１の土地造成事

業費の支出済額が８,１５０万３,３３５円で、２の償還金、借入金償還は２億６,

０７５万円となっておるものでございます。

３５ページをお願いします。平成１６年度七城町土地開発公社損益計算書でござ

います。１の事業収益 （１）土地造成事業収益１億１,２０１万７,５７５円。２、

の事業原価 （１）土地造成事業原価としまして、９,９１８万２９１円となってい、

ます。事業総利益は１,２８３万７,２８４円となっていまして、３の販売費及び一

般管理を引きまして、事業利益は１,２７６万７,２８４円となっておるものであり

ます。事業利益と事業外収益の合計額をプラスした１,２９９万２,７５０円が、経

常利益となりまして、同額が当期利益となっております。

３６ページをお願いします。平成１６年度七城町土地開発公社貸借対照表で、ま

ず資産の部、１の流動資産でございますけれども （１）の現金及び預金から、、

（３）の未収金までの合計としまして、流動資産合計が１４億５,７７２万７３５

円でございます。２の固定資産、長期定期預金を合計して、１４億６,７７２万７
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３５円が資産の合計と相成ります。

次に、負債の部になりますけども、１の流動負債 （１）未払い金として２,１６、

９万６,５８１円。２の固定負債として （１）長期借入金９億５,３７５万円。流、

動負債、固定負債を合計した９億７,５４４万６,５８１円となっているものでござ

います。

資本の部として （１）前期繰越準備金 （２）当期利益を足しまして、４億８,、 、

２２７万４,１５４円が資本合計で、負債と資本を合計しまして、１４億６,７７２

万７３５円となっております。

続きまして、３７ページをお願いします。公社の財産目録でございます。

３８ページには、監査報告書を添付しています。

次に、１７年度事業計画、予算及び資金計画でございます。４１ページをお開き

ください。平成１７年度七城町土地開発公社事業計画でございます。

４２ページですけども、平成１７年度の公社の予算関係でございます。第２条と

しまして、収入支出予算、収益的収入支出予算、及び資本的収入支出予算の款項の

区分、及び当該区分ごとの金額は、別表（１）収益的収入支出予算、及び（２）資

本的収入支出予算のとおり定めるものでございます。資本的収入額が資本的支出額

に対しまして、不足するところの額１億３,９６１万３,０００円につきましては、

過年度損益勘定留保資金で補てんするものでございます。第３条ですけども、長期

借入金について、分譲住宅、造成事業等の資金、限度額としまして、３億２,３０

０万円としています。第４条の一時借入金ですけども、限度額を２億円としていま

す。

４３ページになりますけども、収益的収入支出予算の収入でございますが、款１

の事業収益、項１の土地造成事業収益ですが、町営住宅用地売却収益１,８２２万

６,０００円を計上しています。２の事業外収益につきましては、利息等でありま

す。

次に、支出でございますが、款１の事業原価、これにつきましては町営住宅用地

原価１,８２２万６,０００円を計上しています。２の販売費、及び一般管理費です

けども、７万円を計上しています。

続きまして、資本的収入支出予算でございますが、款１の資本的収入、項１の長

期借入金としまして３億２,３００万円を計上しています。

次に、支出でございますが、款１の資本的支出、項１の土地造成事業費として

３,２３６万３,０００円を計上しています。項の２償還金でございますが、借入金

償還金４億３,０２５万円を計上しているものでございます。資本的支出合計でご

ざいますが、土地造成事業費と償還金、合計して４億６,２６１万３,０００円を計
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上しているものでございます。

なお、４４ページが平成１７年度七城町土地開発公社資金計画書、４５ページが

平成１７年度七城町土地開発公社予定損益計算書、４６ページが平成１７年度七城

町土地開発公社予定貸借対照表でございます。

以上が、報告第４号でございます。

次に、報告第５号は、泗水町土地開発公社経営状況報告についてでございます。

４７ページ以降になります。

５０ページをお願いします。平成１６年度事業報告で、組織及び運営状況につい

て掲載をしています。

５１ページは、平成１６年度中に開催した理事会の議案等になっています。

次に、５２ページですけども、平成１６年度泗水町土地開発公社収入支出決算書

でございます。まず（１）収益的収入支出の収入でございますが、１の事業収益、

土地造成事業収益はございませんでした。次に、２の事業外収益としての受け取り

利息が２,１７０円となっています。次に、支出ですが、１の事業原価、土地造成

事業原価はございません。２の販売費及び一般管理費は１１６万４,２２０円とな

っています。

次に （２）の資本的収入支出の収入でございますが、１の資本的収入として、、

長期借入金が５００万円となっています。

次に、支出ですが、１の資本的支出、土地造成事業費が３８５万１,９９１円と

なっております。

次に、５３ページをお願いします。損益計算書でございます。事業収益はござい

ません。１の販売費及び一般管理費が１１６万４,２２０円で、同額が事業損失と

なっています。事業損失から事業外収益を差し引いた１１６万２,０５０円が経常

損失となりまして、同額が当期損失となっています。

５４ページが、貸借対照表でございます。資産の部、１の流動資産でございます

けども、現金及び預金等、未整備土地を合計した１４億８２８万５,０２５円が流

動資産合計でございます。２の固定資産が１７万８,８１０円となっていまして、

資産の合計が１４億８４６万３,８３５円でございます。

次に、負債の部ですが、１の固定負債としまして、長期借入金１２億３,５００

万円がそのまま負債合計となっています。

資本の部としまして、出資金の１,０００万円が基本金合計となっています。準

備金合計が前期繰越準備金から当期損失を差し引きまして、１億６,３４６万３,８

３５円となっております。負債、資本を合計しまして、１４億８４６万３,８３５

円と相成るものでございます。
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続きまして、５５ページは公社の財産目録でございます。

５６ページには監査報告を添付しています。

５７ページになります。平成１７年度泗水町土地開発公社事業計画、予算及び資

金計画でございます。

５９ページが平成１７年度事業計画となっています。

６０ページですが、平成１７年度泗水町土地開発公社予算でございます。第２条

としまして、収益的収入支出予算、及び資本的収入支出予算の款項の区分、及び当

該区分ごとの金額は収益的収入支出予算、及び資本的収入支出予算のとおり定める

となっています。第３条でございますけども、長期借入金について、田島工業団地

造成事業の資金限度額としまして５００万円としています。

次に、６１ページになりますけど、収益的収入支出予算の収入でございます。款

の１事業収益、項１土地造成事業収益でございますけれども、田島工業団地売却収

益２億９,０９４万１,０００円を計上しています。支出でございますけれども、款

の１の事業原価、これにつきましては田島工業団地売却原価２億４７２万２,００

０円を計上しています。２の販売費、及び一般管理費は、２５０万円を計上してい

ます。

６２ページをお願いします。資本的収入支出予算でございますけれども、款の１

資本的収入、項の１長期借入金としまして５００万円を計上しております。支出で

ございますけれども、款の１資本的支出としまして項の１土地造成事業費としまし

て５０１万１,０００円を計上しています。

続きまして、６３ページが平成１７年度資金計画書、６４ページが予定損益計算

書、６５ページが予定貸借対照表でございます。

以上、各土地開発公社の経営状況につきまして、地方自治法第２４３条３、及び

同条第２項の規定により、報告するものでございます。

よろしくお願いします。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

報告第６号から１３号につきまして、ご説明申し上げます○経済部長（岡崎俊裕君）

前に、まず議案の訂正方をお願い申しあげたいと思います。９７ページでございま

す。報告第７号の、有限会社ファーム菊池経営状況報告について、と書いてありま

すが、ファーム菊池の菊池が漢字になっております。ひらがなでございますので、

ご訂正をお願いしたいと思います。

それでは、報告第６号、有限会社きくち観光物産館経営状況報告から、報告第１

３号、有限会社有朋の里泗水経営状況報告につきまして、８件ございます。地方自
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治法２４３条の３第２項の規定で、地方公共団体の長は地方自治法第２２１条第３

項の法人について、この法人と言いますのは、地方公共団体が出資をしております

資本金等の額が２分の１以上の法人、または株式会社、有限会社等をさすものでご

ざいます。その法人について、毎事業年度ごとに政令で定める経営状況に関する書

類ということで、当該年度の事業計画書、予算書及び決算に関する書類をさしま

す。

以上について、それぞれの報告に基づきましてご説明を申し上げたいと思いま

す。

６６ページをお開きください。報告第６号、有限会社きくち観光物産館経営状況

報告について、地方自治法第２４３条の３、第２項の規定に基づき、ご報告を申し

上げるものでございます。以下は、この自治法の規定は省略させていただきます。

７０ページの平成１６年度の営業報告からご説明を申し上げます。きくち観光物

産館では、大変厳しい経済情勢の中で、売り上げ目標２億円を達成し、お買い上げ

客数も１８万人を突破しました。その要因として、年間を通して、ヤーコンが飛躍

の原動力となっております。また、地産地消の商品開発と、地域全体の活性化の取

り組みが評価され、熊本県より第４回くまもと観光賞を受賞いたしております。

７１ページから７２ページまでは、月別の定例の取締役会議の内容でございま

す。ご一読ください。

７４ページは１５年度と平成１６年度の売上げ対比一覧表でございます。平成１

６年度は２億１,１２７万７,０５５円で、対前年度比の１１２％になっておりま

す。また、お買い上げをいただきましたお客様の数は１８万２,３６６人で、前年

度比７％の増となっております。

次に、７５ページから８８ページまでは、決算報告でございます。まず７７ペー

ジ、平成１７年３月３１日現在の貸借対照表でございます。資産の部では、流動資

産、固定資産の合計が３,７１７万９,５９９円、負債の部で合計１,８７５万８７

０円、資本の部の合計で１,８４２万８,７２９円となっており、うち当期未処分利

益が５７８万７２９円となっております。

次に、７８ページの損益計算書でございますが、売上高７,６４０万１,８２５円

であります。売上げ総利益から、販売費及び一般管理費、営業損失、雑損失、法人

税等を差し引きますと、２１５万７,９３２円の当期純利益となります。前期繰越

利益３６２万２,７９７円をプラスし、当期未処分利益は５７８万７２９円となっ

ております。

次に、８７ページは、利益金処分計算書でございます。株主配当金として４８万

円が計上されております。
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次に、９０ページは、平成１７年度の営業計画でございます。きくち観光物産館

では、ヤーコンに次ぐ取り組みとして、おいしく安全、気持ちがよいステビア資材

の活用による農産物の普及、ＰＲを推進し、既に販売をいたしておりますが、大好

評をいただいています。また、菊池菓子工業組合では、特産品開発商品として、万

華灯が新しいお菓子として誕生の運びでございます。新菊池市誕生により、今後は

４つの物産館が連携協力して、それぞれの特色のある観光と地産地消の拠点として

の役割を果たしていけるよう、努力してまいりたいと考えております。

次に、９１ページから９６ページにかけましては、平成１７年度の予算を計上い

たしております。まず、９２ページの収入の部でございますが、営業収益７,７５

０万円、営業外収益３５０万円、収入合計は８,１００万円でございます。

次に、支出の部でございますが、販売費及び一般管理費など、支出合計が７,８

５０万円となっております。

以上、概略をご説明申し上げまして、有限会社きくち観光物産館の経営状況報告

に代えさせていただきます。

次に、９７ページをお開きください。報告第７号、有限会社ファームきくちの経

営状況についてご説明を申し上げます。

９９ページをお開きください。平成１６年度の事業報告からご説明を申し上げま

す。平成１６年３月に設立をいたしました、有限会社ファームきくちは、設立当初

ということで、遊休農地を活用したヤーコン産地づくりや、園芸施設ハウス建設な

ど、主に農業生産の基盤づくりに取り組んでまいりました。生産物の販売につきま

しては、平成１６年１０月からはじまり、地産地消を基本にきくち観光物産館をは

じめ地元の企業、団体等に販売され、特にヤーコンについては平成１６年度、菊池

温泉湧出５０周年記念農林産物品評会で金賞を受賞するなど、品質についても一定

の評価が得られましたところでございます。

次に、１０２ページから１０６ページまでは、決算報告書でございます。まず１

０２ページは、平成１６年１２月３１日現在の貸借対照表でございます。資産の部

では、流動資産、固定資産での合計が８２１万７４４円、負債の部で２３万１,２

７６円、資本の部で７９７万９,４６８円となっており、うち当期未処理損失は、

３１７万５３２円となっております。

次に、１０３ページの損益計算書でございますが、売上高は１９６万６,０９５

円でございます。売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を差し引きますと、

７３８万４,２８２円が営業損失となります。また、営業外収益４２１万３,７５０

円から営業損失等を差し引きますと、３１７万５３２円が当期純損失となっており

ます。
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次に、１０７ページは、平成１７年度の事業計画でございます。有限会社ファー

ムきくちでは、昨年築いた生産基盤を拠点として、新たな産地づくりに向けて関係

機関と連携しながら、ヤーコンをはじめ有望な作物の栽培実施を行うこととしてお

ります。また、多様な担い手の確保、育成を目的に、新規就農支援セミナーを開設

し、農業にやる気のある人材を継続的に受け入れ、就農、独立に向けて積極的に支

援することといたしております。

次に、１０８ページから１１２ページにかけましては、平成１７年度の予算でご

ざいます。まず１０８ページの収入の部でございますが、営業収益、営業外収益を

合わせた収入合計は、３,１６９万５,０００円でございます。支出の部でございま

すが、販売費及び一般管理費、農産物生産費、労務費、製造経費など、支出合計は

３,１６９万５,０００円となっております。

以上が、有限会社ファームきくちの経営状況報告でございます。

次に、１１３ページでございます。報告第８号、有限会社七城町特産品センター

経営状況について、ご説明を申し上げます。

１１５ページをお開きください。平成１６年度の事業経過報告からご説明を申し

上げます。七城町特産品センターでは、平成７年度オープン以来、出荷協議会の組

織強化を図り、順調に売上げを伸ばしてまいりました。福岡県久留米店をはじめ、

県内外に９店舗を開設し、米、メロン、野菜などの出荷並びに加工品の製造販売等

に積極的に取り組み、運営に努めてきたところでございます。平成１６年度は特に

度重なる台風の影響で米の出荷数量が減少、及び秋野菜の不作等によりまして、売

上げに影響を及ぼしております。

１１６ページをお開きください。平成１６年度の売上げ実績報告書でございま

す。右下の合計の欄でございますけども、平成１６年度は１３億６,８８４万８,５

９０円で、対前年度の９３.９６％となっております。

１１７ページは、前年度推定来客数比較表でございまして、お客様の数は１３８

万８,１８０人で、前年度対比で９３.５７％となっております。

次に、１１８ページから１２２ページまでは、決算報告書でございます。

まず、１１９ページは、平成１７年３月３１日現在の貸借対照表でございます。

資産の部では、流動資産、固定資産の合計が１億５,１９０万７,６８２円となって

おります。負債の部では、６,９３４万４,５９３円、資本の部で８,２５６万３,０

８９円となっており、うち当期未処分利益が５３１万３,０８９円となっておりま

す。

次に、１２０ページの損益計算書でございますが、売上高が１３億６,８８４万

８,５９０円、売上原価１０億９,９７１万１９９円であります。売上げ総利益から
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販売費及び一般管理費を差し引きますと、３１３万１,１３５円が営業損失となり

ます。また、営業外収益の１,１４７万８,１３２円から営業損失及び雑損失、法人

税等を差し引きますと、４７９万２,５３７円が当期純利益となっております。前

期繰越利益５２万５５２円をプラスし、当期未処分利益が５３１万３,０８９円と

なっております。

１２２ページは、利益処分書でございます。２５０万円の株主配当金が計上され

ております。

次に、１２３ページは、平成１７年度の事業計画でございます。平成１７年度も

継続して各種イベントを開催し、特にメロンは郵便局の味紀行について、前年まで

の九州管内から大阪圏へのギフト拡大を図ってまいります。また、トレーサビリテ

ィシステムにより、消費者に対して新鮮で安全安心をＰＲし、売上げ目標達成に向

けて、従業員一同、全力を挙げて頑張ってまいります。

１２４ページから１２６ページにかけましては、平成１７年度の予算見込額を計

上しております。

まず、１２４ページをお開きください。平成１７年度の売上額を前年度対比５％

増の１４億３,７９７万３,０００円に設定しております。収入の部では、売上高１

４億３,７９７万３,０００円、営業外収益４３１万５,０００円、収入合計を１４

億４,２２８万８,０００円でございます。支出の部で、売上原価１１億５,０６８

万８,０００円、及び一般管理費等を合わせて、支出合計が１４億２,６０４万７,

０００円となっております。今年度、１,６２４万１,０００円の利益を見込んでお

ります。

以上が、有限会社七城町特産品センターの経営状況報告でございます。

次に、１２７ページ、七城町振興公社経営状況報告について、ご説明を申し上げ

ます。報告第９号でございます。

１２８ページをお開きください。平成１６年度の事業報告からご説明申し上げま

すと、平成１６年度は改装工事等のため、七城温泉ドームとリバーサイドパークを

４０日間休館したことにより、利用者が約６万人程度減少いたしております。

１２９ページは、月別の事業経過報告でございます。イベントでは、４月の九州

新幹線の開通と合わせた鹿児島フェアを皮切りに、各地区に様々なイベントを開催

いたしました。特に５月の韓国フェアにつきましては、韓流ブームの影響で大変好

評を得たところでございます。なお、平成１７年３月には、温泉ドームオープン以

来、約８年間で入場者３５０万人を達成いたしております。

次に、１３０ページから１３６ページまでは、平成１６年度の決算状況でござい

ます。
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１３１ページは、平成１７年３月３１日現在の貸借対照表でございます。資産の

部では、流動資産、固定資産、繰延資産の合計が１億３,７６０万８,５８４円とな

っております。負債の部では、流動負債として６,５０７万７,０６２円となってお

ります。資本の部合計では、７,２５３万１,５２２円となっており、うち当期未処

理損失が９７１万８,４７８円となっております。

次に、１３２ページの損益計算書でございますが、売上高は５億３,５６７万４,

７０８円でございます。売上原価は２億７,０６８万８８９円でございます。売上

総利益から販売費及び一般管理費を差し引きますと、３,１７９万５,７３４円が営

業損失でございます。また、営業外収益２,１５９万７,３７９円から営業損失及び

法人税等を差し引きますと、１,１１８万３９７円の当期純損失となります。前期

繰越利益１４６万１,９１９円をプラスし、当期未処理損失は９７１万８,４７８円

となっております。

次に、１３７ページをお開きください。平成１７年度事業計画でございます。昨

年好評を得た韓国フェアをはじめ、各種イベントを計画いたしております。

次に、１３８ページから１４１ページまでは、平成１７年度の損益予算関係でご

ざいます。

まず、１３９ページは損益予算書でございます。収入の部では、昨年は長期間の

休館もあり、創業以来はじめて当期損失となりましたが、今期は様々なイベントを

企画し、各分野で売上げ向上に努め、収益合計を５億５,９６３万円を見込んでお

ります。

次のページ、費用の部では、売上原価２億４,７２８万３,０００円、一般管理費

が２億９,７０８万９,０００円、費用合計は５億４,４３７万２,０００円となって

おります。当期利益につきましては、１,３５５万５,０００円を見込んでおりま

す。

以上、有限会社七城町振興公社経営状況報告についてでございます。

次に、１４３ページでございます。報告第１０号、有限会社七城町銘柄米センタ

ー経営状況報告について、ご説明を申し上げます。

１４５ページをお開きください。平成１６年度の事業報告からご説明を申し上げ

ます。七城町銘柄米センターでは、七城のお米、安全安心銘柄米と位置付け、生

産、集荷、販売等について取り組み、また食品の安全安心に対する消費者ニーズに

応えるため、米の生産履歴、トレーサビリティシステム導入事業を実施したところ

でございます。平成１６年度産米については、台風の影響により、数量、品質の低

下があり、売上げに影響を及ぼしております。集荷実績については、１万８,６９

５俵となっております。
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次に、１４６ページから１４７ページは、トレーサビリティシステム導入事業に

関する明細でございますので、ご一読ください。

次に、１４８ページから１５２ページまでは、決算報告書でございます。

まず、１４９ページ、平成１６年１２月３１日現在の貸借対照表でございます。

資産の部では、合計が３,４０１万７,１１０円で、負債の部で７２万円、資本の部

で３,３２９万７,１１０円となっており、うち当期未処理損失が５,０７０万２,８

９０円となっております。

次に、１５０ページの損益計算書でございます。売上高が６,２２５万６,２５４

円でございます。売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引きますと、４,３

６７万７,００８円が営業損失となります。また、営業外収益１,０００万２,８７

２円から、営業損失、法人税等を差し引きますと、３,３８５万４,１３６円の当期

損失となります。前期繰越損失、１,６８４万８,７５４円をプラスし、当期未処理

損失は５,０７０万２,８９０円となっております。

次に、１５３ページをお開きください。平成１７年度の事業計画でございます。

平成１７年度産米の集荷については、対前年度比１４４％の２万７,０００俵を計

画しております。また、トレーサビリティシステムにより、銘柄米を確立し、競争

力の強化を図ってまいります。

１５４ページをお開きください。平成１７年度の収支予算計画でございます。売

上総利益を１億３,５００万円、営業外収益、その他、機械導入事業補助金、機械

利用料などを含め、収入合計は２億８３０万５,０００円を見込んでおります。

次に、販売費及び一般管理費の中で、主なものにつきましてご説明申し上げま

す。出荷奨励金が１億２,１５０万円、その他、広告料２００万円、機械導入補助

金が４,６４４万７,０００円などでございまして、支出合計が１億８,８２６万８,

３１０円となっております。

以上が、有限会社七城町銘柄米センターの経営状況報告でございます。

次に、１５６ページ、報告第１１号、有限会社旭志村ふれあいセンター経営状況

報告について、ご説明を申し上げます。

１５８ページをお開きください。平成１６年度の営業報告からご説明を申し上げ

ます。旭志村ふれあいセンターでは、大型商業施設や類似施設等のオープン、ある

いは猛暑、台風直撃など、非常に厳しい状況で推移をしてまいりました。平成１６

年度の売上高は４億６,７３５万１,０００円と、前年比３.９％の減になっており

ます。また、お客様の数につきましても３３万５,８２３人で、前年度対比の５.２

％減となっており、それぞれ前年を下回っております。

次に、１６１ページから１６５ページまでは、決算報告書でございます。
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まず、１６２ページ、平成１７年３月３１日現在の貸借対照表でございます。資

産の部では、流動資産、固定資産、繰延資産等の合計が６,９９３万９,０７６円、

負債の部で３,６５１万２,６６９円、資本の部で３,３４２万６,４０７円となって

おります。うち当期未処分利益が４３６万５,３８７円となっております。

次に、１６３ページの損益計算書でございます。売上高が４億６,７３５万８４

７円となっております。売上総利益から販売費及び一般管理費、雑損失、法人税等

を差し引きますと、当期純利益が２２４万８,５８５円となり、前期繰越利益と合

わせ、当期、未処分利益は４３６万５,３８７円となっております。

次に、１６５ページは、利益処分書でございます。１２１万７,５００円が株主

配当金として計上されております。

次に、１６６ページは、平成１７年度の営業計画でございます。今期も昨年同様

に厳しい状況が予測される中で、地域の特性、特徴をよりクローズアップし、他店

との違いをより鮮明に打ち出し、全ての面で基本に返り、頑張ってまいりたいと思

っております。

次に、１６７ページから１６９ページは、平成１７年度予算でございます。売上

高は４億７,５００万円、前年度対比１０１.６％を目標にいたしております。ま

た、売上原価３億３,９００万円で、販売費及び一般管理費１億３,２００万円をそ

れぞれ見込んでおります。

以上、概略を申し上げまして、有限会社旭志村ふれあいセンターの経営状況報告

に代えさせていただきます。

次に、１７０ページ、報告第１２号、株式会社四季の里・旭志経営状況報告につ

いてご説明を申し上げます。

１７４ページをお開きください。平成１６年度営業報告からご説明を申し上げま

す。四季の里旭志では、５月にオープンをいたしました貸し切り風呂が１日９.４

回転と、好評になるなど、売店及びログハウスについても前年比売上高が１０４％

以上と健闘いたしております。しかし、長引く景気低迷により、全体として入り込

み客の減少など、厳しい経営状況で推移をいたしました。売上高では、１億５,４

７６万１,０００円で、前期比で９４.６％、入り込み客数が８万６２７人で、前年

比の８８.７％という結果になっております。

次に、１７５ページから１８０ページまでは、第１０期の決算報告でございま

す。

まず、１７７ページは、平成１７年１月３１日現在の貸借対照表でございます。

資産の部では、流動資産、固定資産の合計が１億２１万１,５６３円となってお

り、負債の部で４０８万８,５９７円、資本の部で９,６１２万２,９６６円となっ
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ております。うち当期未処理損失が４６０万２,０３４円となっております。

次に、１７８ページの損益計算書でございます。売上高１億５,４７６万１,６２

５円となっております。売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引きますと、

２,１７５万４５３円が営業損失となります。また営業外収益４,９８４万８,５５

６円から、営業損失、雑損失、法人税等を差し引きますと、１,４８８万３,８５５

円の当期純利益となり、前期繰越損失１,９４８万５,８８９円を差し引きますと、

当期未処理損失は４６０万２,０３４円となっております。

次に、１８２ページは、第１１期営業計画でございます。今期、四季の里旭志で

は、これまでの成功事例等の企画にこだわらず、消費者のニーズに沿った新しい企

画、イベント、そして真心のこもったサービスを社員一丸となって実行いたしてま

いります。また、今期１０周年を迎え、施設の一部改装に加え、合併をプラス要因

として捉え、特にリピート客を大切にし、子供会や学校のクラブ活動、女性グルー

プ、老人会など、多くの皆様に愛される施設を目指して頑張ってまいります。

次に、１８３ページから１８５ページにかけましては、第１１期予算を計上して

おります。

まず、１８４ページの収入の部でございますが、営業収益を１億５,８６０万

円、営業外収益を１,３２０万円、収入合計は１億７,１８０万円となっておりま

す。支出の部では、販売費及び一般管理費として１億５,６６３万４,０００円、営

業外費用を含め、支出合計は１億６,９８３万４,０００円となっております。

以上が、株式会社四季の里・旭志の経営状況報告でございます。

最後に、１８６ページでございます。報告第１３号、有限会社有朋の里泗水経営

状況報告についてご説明を申し上げます。

１８８ページをお開きください。平成１６年度の営業報告からご説明を申し上げ

ます。今期、３周年セール時にお買い上げ客数が１００万人突破を果たしておりま

す。売上げ及び客数も順調に推移し、道の駅泗水、養生市場の認知度をさらにアッ

プさせる体制づくりが必要な時期になりました。平成１６年度の入店客数は３５万

２,６６２人で、対前年度比の１０５.１％となっております。売上高は３億８,８

０９万４,９９６円で、対前年度比１０４.９％となっております。経常利益が９９

０万１,０００円となっております。

次に、１８９ページから１９３ページかけましては、決算報告書でございます。

まず、１９０ページの平成１７年３月３１日現在の貸借対照表をご説明申し上げ

ます。資産の部の合計が５,８８３万２,６６０円、負債の部の合計が３,２７４万

５,８０１円、資本の部の合計が２,６０８万６,８５９円となり、当期未処分利益

が９９２万６,８５９円となっております。
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次に、１９１ページの損益計算書でございますが、売上高９,２９５万５,８６７

円でございます。売上総利益から販売費、一般管理費を差し引きますと、４３１万

２,３０３円が営業利益となります。また、営業外収益１,７５１万８,７７８円か

ら営業外費用、特別損失、法人税等を差し引きますと、当期純利益が３２６万９４

７円となっております。前期繰越利益６６６万５,９１２円をプラスし、当期未処

分利益は９９２万６,８５９円となっております。

次に、１９３ページは、利益金の処分書でございまして、株主配当金として８０

万円が計上をされております。

次に、１９４ページをお開きください。平成１７年度の営業計画でございます。

新市誕生を機会に、各物産館との情報交換、連携強化を図り、お互いに切磋琢磨

し、この秋オープン予定の競合するスーパーマーケット対策につなげてまいりたい

と考えております。平成１７年度の売り上げ目標を４億１,２００万円、対前年度

比１０６.２％と設定しております。

次に、１９６ページは平成１７年度経営計画書、損益計算書となっております。

総売上高は４億１,２００万円を計上しております。営業収益の欄で、売上げ合計

が３億６,９１０万円となっており、販売収益を５,２４４万円と見込んでおりま

す。また、販売費及び一般管理費につきましては、５,５２０万円計上をいたして

おります。なお、平成１７年度の当期純損益が７８０万円、前期繰越損益９０４万

６,０００円となっており、当期未処分損益は１,６８４万６,０００円を計画して

おります。

以上、概略を申し上げまして、有限会社有朋の里泗水の経営状況報告に代えさせ

ていただきます。

よろしくお願いをいたします。

報告第２号について、訂正の申し出があっております。これを○議長（北田 彰君）

許します。

総務部長、髙本信夫君。

［登壇］

ただいま説明申し上げております議案のその４の、報告に○総務部長（髙本信男君）

つきまして、訂正をお願いいたします。

私が説明を申し上げました、報告第２号、繰越明許費繰越の報告についてでござ

います。

８ページをお願いいたします。８ページの上から４番目、土木費、住宅費、市営

砂田西団地建設事業費についてでございます。左の財源内訳の中で、地方債が１億

１,８５３万６,０００円となっておりますけれども、１億１,８５３万円でござい
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ます。３６を００に訂正方お願いします。したがいまして、一般財源の方を２,３

６４万８,０００円となっておりますが、２,３６８万４,０００円、４８を８４に

訂正方お願いいたします。

続きまして、１０ページで、合計が、よろしいでしょうか、８ページの市営団

地、市営田島団地第２期建設事業でございます。失礼しました、５番目でございま

す、失礼しました、田島団地でございます。１億１,８５３万６,０００円と地方債

がなっておりますけども、１億１,８５０万円でございます。３６を００に訂正方

お願いいたします。その横の一般財源につきまして、２,３６４万８,０００円とな

っておりますけども、６８万４,０００円でございます。４８を８４に訂正方お願

いいたします。

続きまして、１０ページの合計でございます。未収入特定財源の合計が１１億

９,９９６万４,０００円となっておりますけども、９２万８,０００円です。６４

を２８に訂正方お願いいたします。

一般財源の方を８億９,０２７万６,０００円となっておりますけども、３１万

２,０００円でございます。２７６を３１２に訂正方お願いいたします。

大変失礼いたしました。

以上で報告を終わります。○議長（北田 彰君）

報告第１号及び報告第２号は、地方自治法施行令第１４６条第２項、報告第３号

から報告第１３号までは地方自治法第２４３条の３第２項のそれぞれの規定により

報告にとどめます。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第９ 休会の議決

次に、日程第９、休会の件を議題とします。○議長（北田 彰君）

お諮りします。

来る２０日、２１日及び２２日は、議案調査のため休会にしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

よって、来る２０日、２１日及び２２日は、休会とすることに決定しました。な

お、１８日及び１９日は市の休日のため休会です。

以上、本日の議事日程は全部終了しました。

お知らせします。

明日１８日から２２日までは休会ですので、会議を来る２３日午前１０時から開

きます。質疑、委員会付託及び一般質問を行います。
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議案に対する質疑を希望される方、施政方針に対する通告をされている方は、そ

の質問の要旨を具体的に記載し、２１日の正午まで事務局にご提出をお願いしま

す。

本日は、これにて散会します。

なお、予算書等の説明のため、２時２０分から全員協議会を大会議室で開きま

す。

全員、起立をお願いします。

（全員起立）

お疲れでした。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

散会 午後２時１０分



第 ２ 号

６月２３日
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平成１７年第１回菊池市議会定例会

議事日程 第２号

平成１７年６月２３日（木曜日）午前１０時開議

第１ 議案第５０号 平成１７年度菊池市一般会計予算の訂正の件

第２ 質疑

第３ 委員会付託

第４ 一般質問

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本日の会議に付した事件

日程第１ 議案第５０号 平成１７年度菊池市一般会計予算の訂正の件

日程第２ 質疑（議案に対する質疑）

日程第３ 常任委員会に付託

日程第４ 一般質問

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

出席議員（５８名）

１番 山 田 健 二 君

２番 倉 本 義 雄 君

３番 樋 口 正 博 君

４番 二ノ文 伸 元 君

５番 川 口 良 郎 君

６番 中 山 繁 雄 君

７番 水 上 博 司 君

８番 岩 根 孝 明 君

９番 三 池 健 治 君

１０番 清 水 昭 栄 君

１１番 怒留湯 健 蓉 さん

１２番 坂 本 昭 信 君

１３番 安 武 俊 右 君

１４番 森 誠 雄 君

１５番 隈 部 忠 宗 君
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１６番 工 藤 春 雄 君

１７番 奈 田 臣 也 君

１８番 葛 原 勇次郎 君

１９番 河 島 秀 逸 君

２０番 木 下 雄 二 君

２１番 福 川 幸 子 さん

２２番 坂 井 正 次 君

２３番 森 隆 博 君

２４番 山 瀬 義 也 君

２５番 本 田 憲 一 君

２６番 栗 原 康 敏 君

２７番 渡 康 雄 君

２８番 栃 原 茂 樹 君

２９番 青 木 積 君

３０番 坂 田 公 弘 君

３１番 野 口 和 夫 君

３２番 牧 野 洋 一 君

３３番 松 本 登 君

３４番 森 俊 二 君

３５番 中 原 泉 君

３６番 松 本 隆 幸 君

３７番 坂 本 正 弘 君

３８番 石 本 利 治 君

３９番 上 田 巖 君

４０番 水 元 征 雄 君

４１番 東 政 孝 君

４２番 中 山 和 幸 君

４３番 工 藤 恭 一 君

４４番 木 村 末 弘 君

４５番 岩 下 満州子 さん

４６番 笠 愛一郎 君

４７番 中 繁 君

４８番 出 口 サチコ さん

５０番 境 和 則 君
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５１番 森 田 精 一 君

５２番 福 島 利 徳 君

５３番 工 藤 道 昭 君

５４番 甲 斐 健 彦 君

５５番 北 田 彰 君

５６番 外 村 國 敏 君

５７番 久 川 知 一 君

５８番 徳 永 隆 義 君

５９番 横 田 輝 雄 君

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

欠席議員（１名）

４９番 荒 木 建 令 君

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

事務局職員出席者

事 務 局 長 樋 口 昭 彦 君

議 事 課 長 春 木 義 臣 君

議 事 係 長 城 主 一 君

議 事 係 参 事 吉 野 幸 子 さん

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

説明のため出席した者

市 長 福 村 三 男 君

収入役職務代理者 川 口 齋 子 さん

総 務 部 長 髙 本 信 男 君

企 画 部 長 村 山 隆 君

市 民 部 長 木 下 儀 郎 君

経 済 部 長 岡 崎 俊 裕 君

建 設 部 長 石 原 公 久 君

菊池総合支所長 城 直 輝 君

七城総合支所長 平 野 國 臣 君

旭志総合支所長 稲 葉 公 博 君

泗水総合支所長 井 手 政 寛 君

建設部総括審議員 松 岡 隆 君

企画部主席審議員 友 田 豊 和 君

財 政 課 長 川 上 憲 誠 君
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午前１０時００分 開議

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

全員、ご起立をお願いします。○議長（北田 彰君）

（全員起立）

おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

議事日程は、お手元に配付のとおりです。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第１ 議案第５０号 平成１７年度菊池市一般会計予算の訂正の件

それでは日程に従いまして、日程第１、議案第５０号、平成１○議長（北田 彰君）

７年度菊池市一般会計予算訂正の件を議題とします。

総務部長から、平成１７年度菊池市一般会計予算の訂正の理由の説明を求めま

す。

総務部長、髙本信男君。

［登壇］

おはようございます。○総務部長（髙本信男君）

議案第５０号、平成１７年度菊池市一般会計予算の訂正について説明をいたしま

す。

今回、本会議の開会後に誤りを発見し、議案の訂正となりましたことにつきまし

て、議員の皆様方に対しまして、深くお詫びを申し上げます。

合併協議を進める中で、条例、規則等の法令につきましては、各分科会で審議、

検討し、即時、施行が必要な条例、規則、要綱につきましては、３月２２日に職務

執行者より専決処分したところでございます。

一方、即時施行になじまなく、新市において調整し、また必要に応じ修正、改正

が必要な条例などは暫時施行とし、新市発足後に速やかに制定することとしており

ますが、合併後の組織機構の変動や人事異動等により、条例未施行にもかかわら

ず、予算措置を進めたものでございます。

本来、地方自治法の規定により、条例、予算は一体化を出すものでありますの

で、今回、予算のみを計上しておりました協議会、審議会の委員報酬及び費用弁償

を削除させていただきます。

なお、該当します条例につきましては、ただいま整備、検討中でございますの

で、予算とともに次回以降の議会に提案をさせていただきたいと思います。

お手元の方に、Ａ３判の訂正表を差し上げておりますので、これにより説明をい

たします。
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訂正の内容といたしましては、歳入、歳出の総額は変更ございませんが、平成１

７年度菊池市一般会計予算書の６ページ及び７ページ、訂正表の一番左の方にペー

ジを打ってございます。６ページ及び７ページの歳出総括表の一部訂正、１４ペー

ジ及び１５ページの歳入歳出予算事項別明細書の歳出分、いずれも協議会、審議会

の委員報酬及び費用弁償を削除し、予備費の方へ移すものでございます。金額は、

合計で４件分、５８万６,０００円でございます。

また、各事項別の明細書の目、節の金額、説明欄の金額及び計の金額の訂正をお

願いするものでございます。該当する箇所は、訂正表の２枚目以降に記載をしてい

るとおりでございます。ページの６８ページから７９ページ、１８４ページから１

８７ページ、１９６ページから１９７ページ、２０２ページから２０３ページ、最

後に、２７６ページから２７７ページでございます。

なお、訂正表の最後に添付しております地方債に関する調書の表につきまして

は、説明資料につきまして、一部違算がございましたので、変更するものでござい

ます。また、その下に記載しております２８３ページの給与費明細書の表につきま

しては、これまでの表では、旧町村の対比がわかりづらかったので、訂正をお願い

するものでございます。

今回の件につきましては、執行部といたしましても弁解の余地はなく、深くお詫

びを申し上げるものでございます。今後このようなことが発生しませんよう十分気

を付けますので、訂正につきまして、よろしくお取り計らいいただきますようお願

いするものでございます。

説明を終わります。

以上で、説明を終わります。○議長（北田 彰君）

この件につきましては、議会運営委員会で質疑、討論を省略することで結論を見

ておりますので、ただちに採決します。

お諮りします。ただいま議題となっております議案第５０号、平成１７年度菊池

市一般会計予算の訂正の件は、承認することにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第５０号、平成１７年度菊池市一般会計予算の訂正の件につい

ては、承認することに決定しました。

総務部長、髙本信男君。

［自席］

ただいま、議案第５０号、平成１７年度菊池市一般会計予○総務部長（髙本信男君）

算の訂正の件につきまして、ご承認をいただきまして、大変ありがとうございまし
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た。

そこで、予算書の訂正につきましては、執行部におきまして、すべて行わせてい

ただきたいと思います。昼食時間の休憩を借りまして、議席の上にそのまま予算書

を置いていただきますと、職員で訂正をいたしますので、よろしくお願いいたしま

す。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第２ 質疑

それでは日程に従いまして、日程第２、質疑を行います。発言○議長（北田 彰君）

の通告があっておりますので、質疑を許します。

はじめに、渡 康雄君。

［登壇］

皆さん、おはようございます。第１番目の質疑ということで、いさ○（渡 康雄君）

さか緊張いたしておりますけど、しっかりやりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

早速、通告順に従いまして、質疑をさせていただきます。

まず、歳入についてでございますが、款１市税、項１市民税のうち、法人税４億

２,８０５万２,０００円の旧４市町村ごとの内訳はどうなっているのかお尋ねいた

します。

２番目に、款１市税、項２固定資産税のうち、固定資産税２５億４,１１４万３,

０００円の個人と法人の内訳はどうなっているのかお尋ねいたします。

３番目に、款１市税、項６入湯税２,０９１万１,０００円の旧４市町村ごとの内

訳はどうなっているのかお尋ねいたします。

それから４番目に、款７ゴルフ場利用税交付金４,４００万円の旧４市町村ごと

の内訳はどうなっているのかお尋ねいたします。

５番目に、款１３使用料及び手数料の商工使用料の中のリバーサイド使用料２,

７００万円と七城温泉ドーム使用料１億１,５００万円、合計１億４,２００万円

が、歳出、款６商工費、項１商工費、目４観光費、節１３委託料の中で、リバーサ

イド七城管理委託料１億４,２００万円として計上されていると思うんですが、こ

れは何か特別な取り決めでもあって、こういうふうな形になっているのかお尋ねい

たします。

それから２番目に、歳出についてでございますが、１つ、款２総務費、項１総務

管理費、目１７小川記念館建設費９億５,３７１万円についてお尋ねしますが、合

併にかかわる協議の中で決定されている案件ということで、私どもが口を挟むこと

ではないと認めてきたものでございますが、最近になって、基金提供者である故小
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川水宝氏の遺族から、基金の取り崩し及び一般財源化と箱もの建設に異議が申し立

てられていると聞き及んでおります。そこで、さきの６月１７日の本会議で、その

状況を公表するように求めましたが、それに応じず、専決処分の承認という形で議

会は承認いたしました。市長並びに執行部においては、その異議申し立ての事情を

知った上で、平成１７年度予算として計上したものかどうかお尋ねいたします。そ

れから、市長には、この件については遺族の代理人である弁護士より、書面にて通

知されていると聞き及んでおりますが、公表される気があるのかないのか、お尋ね

いたします。

次に、款５農林水産業、項１農業費、目４農業振興施設費の中で、特産品センタ

ー管理委託料１,３６１万円と施設使用料についてでございますが、１つ、特産品

センターとは、通称、メロンドームのことか。

２番目、有限会社七城町特産品センターの平成１７年度収支予算では、売り上げ

にも営業外収益にも、この委託管理料１,３６１万円が計上されていないが、これ

はどういうことなのか。

３番目に、平成１６年度では、施設使用料として１,３３１万３,７２４円が計上

されているが、平成１７年度では、ゼロとなっているが、これはどういうことなの

かお尋ねいたします。

それから、款７土木費、項２道路橋梁費、目３道路橋梁新設改良費、節１５工事

請負費２億５,０６４万２,０００円についてでございますが、第１に、ウォーキン

グトレイル事業７,９６９万円も、この中に含まれているのかどうかお尋ねいたし

ます。

第２に、当然含まれていると思うんですが、総工費は、２億８,５９５万９,００

０円で、全部を完成することができるのか。今後、追加予算なしで終了するのかお

尋ねいたします。

第３に、この橋梁は、地元住民の生活橋梁として急いで完成しなければならない

ような橋かどうかをお尋ねいたします。

４番目に、この予算の財源内訳を示してほしいということでございます。

それから最後に、予算書、ページ２８３ページの給与費明細書についてでござい

ますが、先ほど訂正が上がりました。質疑の打ち合わせで気付いて訂正するという

見苦しいことがあったわけでございまして、こういうことでは非常に残念なことだ

というふうに思います。以後、本当にこういうことがないように強く要求するもの

であります。

この件についてはですね、その他の特別職がですね、増えてますね、これは。訂

正されたもんですから、質疑まで変えないかんごつなりまして。前年度と本年度と
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比較いたしまして、その他の特別職は４３８人も職員が増えていることになってお

りまして、報酬、給与も１億３,７９２万７,０００円増える形になっております

が、これは一体どういうことなのかお尋ねいたします。

それから、ここの表は大変、私は大事な表だと思いますが、要するに、合併によ

って、前年度と本年度が特に特別職は、どれくらいの給与が差が出るか、削減がで

きるかということが大事なことでございまして、これを見る限りでは、市長等とい

うことですから、市長、三役が入れまして、その削減が８,０８４万２,０００円と

なっている。議員は、１,８３９万５,０００円の経費削減となっているわけなんで

すが、私が計算してですね、平成１８年度からは議員は２８名になるわけでござい

まして、仮にですね、新議員の報酬を旧の菊池市議会の報酬ぐらいにというふうに

仮定して計算しますと、約１億４,０００万円ぐらい削減されるというふうに私は

計算し、合わせて、この議員と長等で大体２億２,０００万円ぐらい削減されるん

ではないかという計算になりましたが、執行部におかれては、これがこれくらいの

ことなのかということを１つ確認させていただきます。

以上が、第１回目の質疑でございます。よろしくご答弁の程をお願いいたしま

す。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

歳入について、お答えいたします。○総務部長（髙本信男君）

まず、市民税のうち、法人税の４市町村の内訳でございますが、旧菊池市１億

９,１６２万円、当初予算対前年比で２.３％の増となっております。旧七城町６,

７５１万５,０００円、対前年２３.３％の増となっております。旧旭志村６,０１

６万円、対前年と比べますと、０.３％の増となっております。旧泗水町１億８７

５万６,０００円、対前年比で５.２％の増となっております。

次に、固定資産税の個人、法人の内訳でございますが、個人で１２億５,３５４

万６,０００円、法人１２億８,７５９万７,０００円で、当初予算対前年で０.２％

の増となっております。

次に、入湯税の内訳は、旧菊池市１,８０３万円、当初予算対前年で１.３％の減

でございます。旧七城町２４０万円、前年と比べまして、２,０９７万７,０００円

の減となっております。この減の要因につきましては、一般公衆浴場への変更に伴

います課税免除によるものでございます。旧旭志村が４８万円、ほぼ前年と同額と

なっております。

次に、ゴルフ場利用税交付金の内訳でございますが、旧菊池市２,４６０万円、

対前年４.７％の増でございます。旧旭志村９９２万円、対前年１４.３％の増でご
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ざいます。旧泗水町９４８万円、対前年１５.６％の増となっております。

次に、リバーサイド使用料、七城温泉ドーム使用料とリバーサイド七城管理委託

との関連については、平成１５年４月１日付けで、旧七城町と有限会社七城町振興

公社間で、リバーサイドパーク管理運営委託契約書が締結されております。この中

で、第１条、管理運営及び使用料（入湯税を含む）の徴収事務を乙、これは有限会

社七城町振興公社でございます。ここに委託するとなっております。

第３条、リバーサイドパークの収入、使用料以外の物品販売、その他の事業によ

る収入は、乙の収入とする。

第９条で、乙は、徴収した使用料を甲の指定した金融機関に収納する。

第１０条で、甲、七城町でございます。甲は、委託料として乙から収納のあった

使用料（入湯税を除く）の１０割を乙に支払う。

第１１条、この契約の期間は、契約日から平成１８年３月３１日までの間とする

となっておりますので、このような予算措置となったわけでございます。

なお、契約が終了しましたら、見直しを行いたいというふうに考えております。

次に、歳出について、１と４番につきまして、私の方で答弁をいたします。

まず、小川記念館建設費についてでございますけども、この経過につきまして

は、市町村合併が推進される中で、小川基金を泗水町振興のために活用するにはど

のように利用したらよいかについて検討することになり、平成１４年１１月に小川

基金利活用検討委員会を発足させ検討を重ねた結果、小川記念館建設が決定いたし

ました。その間、議会及びご遺族の方とも十分協議をして、一応の了解を得て進め

てきたものであります。旧泗水町議会においても、平成１７年２月、小川記念館建

設特別委員会を設置していただき、審議の上、平成１７年３月３日、臨時議会にお

きまして、平成１６年度、平成１７年度の継続費として予算計上をいただいたもの

でございます。

次に、弁護士を通じて建設に反対であるとの文書につきまして、その内容を公表

すべきではないかということにつきまして、平成１７年５月、小川氏のご遺族の方

より弁護士を通じまして、小川基金の活用については、合併後も基金として進学希

望者に対する奨学金や青少年の健全育成のために運営をしていただきたい旨の文書

が届いております。

なお、公表につきましては、菊池市情報公開条例によりまして、個人に関する情

報でありますので、公にすることによりまして個人の権利、利益を害する恐れがあ

るものと判断し、控えるといたしたものでございます。

以上、お答えいたします。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）
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［登壇］

おはようございます。○経済部長（岡崎俊裕君）

歳出２点目の特産品センター管理委託料につきまして、お答えを申し上げます。

特産品センター管理委託料１,３６１万円につきましては、旧七城町、旭志、泗

水の各物産館の維持管理委託料にかかるものでございます。

内訳としましては、七城町特産品センター管理委託料が８２４万８,０００円、

旭志村ふれあいセンター管理委託料が２５９万１,０００円、泗水町第１、第２物

産館の管理委託料が２７７万１,０００円となっております。

施設使用料につきましては、旧七城町特産品センターにおいて行政財産使用料、

年額７１７万円でございます。それに物品の使用料としまして６１４万４,０００

円、合計で１,３３１万４,０００円の徴収がなされております。

旧の泗水町の第２物産館については、昨年より６４１万３,０００円の年額の行

政財産使用料が徴収されておりますが、その他の旧旭志村、泗水町の施設について

は、減免措置を適用し、施設使用料は免除されております。施設使用料については

調整が間に合わず、現段階においては、歳入予算に計上しておりませんけれども、

今後、各物産館と協議しながら適切な施設使用料の算出を行いたいと考えておりま

す。

以上、お答えします。

建設部長、石原公久君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

お答えさせていただきます。○建設部長（石原公久君）

ご質問の土木費の工事請負費２億５,０６４万２,０００円についてでございます

が、新設改良路線数２４路線の工事に関する予算であります。この予算編成の基本

的な考え方といたしましては、旧市町村間において、均衡ある生活基盤の整備が図

れるよう、バランスの取れた配分を行ったものでございます。

この中にありまして、各旧市町村ごとの主な事業といたしましては、旧菊池市で

は、亘甲森線改良工事、旧七城町では、林原中富線、通称ウォーキングトレイル事

業、旧旭志村では岩本姫井線改良工事、旧泗水町では泗水中央線改良工事などの２

４路線でございます。これは合併前に策定されました新市建設計画に基づいて各総

合支所と協議の上、財源の範囲内において継続的なもの、緊急性の高いものに重点

を置いて計上したものでございます。

ご質問の市道林原中富線、通称ウォーキングトレイル事業についてでございます

が、この事業に要する今年度予算は、継続費の残額であります７,９６９万円を計

上いたしております。これは橋梁上部工に関する経費であります。これで橋梁は完
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成することとなりますが、ご指摘のように、今後、付帯工事として護岸工事と取付

道路及び河川堤防道路を利用した遊歩道整備に関する経費が必要となります。この

費用につきましては、ウォーキングトレイル事業が国土交通省所管の交付金事業で

あることから、対象経費の５５％は、交付金を申請することで考えております。残

りの４５％につきましては、合併特例債及び一般財源を充当することにいたしてお

ります。この事業に必要な経費につきましては、各旧市町村ごとに割り当てられま

した新市建設計画事業費のうち、旧七城町分の中から充当されることになります。

一方、ウォーキングトレイル事業の緊急性、必要性と申しますか、についてでご

ざいますけれども、このウォーキングトレイル事業の目的は、歩くことを通じて、

地域住民がゆとりと潤いを実感できる歩行者空間をつくることであります。旧七城

町では、以前から河川を生かした地域づくりを推進してこられ、水辺公園やリバー

サイドパークなどの施設整備に取り組んでこられました。また河川敷には、コスモ

スやひまわりなどを植栽し、河川の景観形成はもとより、コスモスまつりをはじ

め、積極的なイベントの開催による観光客の導入など、地域振興に力を注いでこら

れたものでこざいます。このことから、このウォーキングトレイル事業も、吊り橋

と遊歩道をミックスした河川との融合施設として計画されたものであり、ジョギン

グや散策コースとして地域住民や観光客の利活用に供することから、その必要性を

満たすものであると考えております。

以上、お答えさせていただきます。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

お答えさせていただきます。○総務部長（髙本信男君）

給与明細につきましては、平成１６年度の旧４市町村と新市との給与、共済の状

況を掲載したものでございます。まず比較表で、長等の給与、共済の合計８,０８

４万２,０００円の減は、三役等が３名に減少することによる減額でございます。

次に、議員欄の議員数８名減は、菊池広域連合の議員を職員数から除いたことに

よるものでございます。また、給与、共済の合計欄１,８３９万５,０００円の減

は、報酬改正に伴う減額分でございます。その他、特別職員欄の職員数４３８名増

は、国勢調査員にかかるもの３５１人、市長選挙等開票管理者及び立会人１６０

人、農業委員選挙等開票管理者及び立会人９３人並びに図書司書の増員１８人が、

主なものとなっております。

次に、給与、共済の合計１億３,７９２万７,０００円の増は、国勢調査にかかる

もの１,７００万円、市長選、農業委員選にかかるもの３３０万円、図書司書２,３

８０万円、小・中学校補助教員３名増に伴う１,２４０万円、消防団員の報酬額の
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増に伴うもの４００万円の計６,０５０万円と保育園、学校給食、各種施設の管理

等を、これまで賃金で取り扱っていたものを報酬に算入したことによるものでござ

います。

以上、お答えします。

渡 康雄君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

手元に残り時間２１分となっております。○（渡 康雄君）

それでお尋ねいたしますが、再質疑をさせていただきますが、小川記念会館につ

いてはですね、先ほど概略、個人情報の問題でできないということでございます

が、私のところに、そういう答えじゃないかと思ってですね、弁護士と連絡とりま

した。弁護士からファクスをいただきました、どういう内容かと。弁護士の先生

に、もう皆さんに公表してもいいかと、あるいは、皆さんにこれを見せてもいいか

という了解を得ております。ただ、個人情報の件がありますので、ここでは申しま

せんが、これを強行するに当たっては、やはり裁判覚悟の上で予算を執行しなけれ

ばならないんではないかという私は印象を得たわけですが、そういうことについて

十分ですね、これは総務委員会の付託案件だと思いますが、総務委員会の中で審議

されることを望む次第であります。そのような情報が届いている、いつでもお見せ

しますということで、この質疑は、これだけにしたいと思います。

それから、ウォーキングトレイル事業でございますが、談合の噂や追加、追加の

工事で、市民の政治不信を招く私は典型的な予算であるというふうに判断いたした

んですが、建設常任委員会の慎重審議を願うものでございますが、そのためにもで

すね、より一層の情報開示をですね、執行部にお願いするものでございます。特に

ですね、先ほどの部長の答弁で、この工事請負費というのは、緊急性のあるやつか

ら予算をつけていったというけども、どうもこの工事がですね、生活に窮するよう

なですね、緊急工事とは思えないわけでございまして、この予算を執行するに当た

ってもですね、よりやっぱり慎重にですね、皆さんが審議なさってですね、この予

算執行されることを要望するものでございます。そういう考えでございますが、執

行部におかれては、いかにお考えか質疑をいたします。

それから、リバーサイドの使用料、温泉ドームの使用料の１億４,２００万の件

ですが、先ほどいろいろ述べられたんですけども、どうもピンと来なかった。要す

るに私が考えた場合ですね、使用料は取る、それがそっくり管理委託料になるとい

うことじゃないかと思うんですよね。しかし、その管理委託料が、１億４,２００

万円もするのかという疑問が湧くわけでございます。それで、考えてみれば、差し

引きのゼロと。ただで借りて、あれだけの施設をただで借りて運営するということ
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に私はなるのじゃないかというふうに思ったんですが、この中にはですね、補助金

とか助成金という類する項目でですね、が付けられて、この金額になっとるという

ふうに解釈しなきゃならんと私は思うんですが、その点、いかが考えておられるの

か再度、ご質疑いたします。

それでですね、ここまでしなくてもですね、温泉ドーム、第３セクターの成功例

として私どもが今までずっと聞いとったわけですね。ここまでしなければ要するに

ならないのか、あるいはですね、これは今後ですね、やはり菊池市、合併したわけ

ですから、私は民業圧迫ということも十分考えとかにゃならない。たしか、この数

字を見ますと、温泉ドームについてはですね、菊池市から、たしか１７％の会員数

がおられると。それから菊池郡、たしかそうだったと思うんですが、要するに、こ

の新菊池市からですね、相当に会員がいらっしゃるということでございます。とい

うことは、公がそれだけ金を突っ込んでですね、すれば民業は、民間はですね、行

政からお金をもらってるわけでも、補助金もらうわけでも何でもないわけでござい

まして、そうした場合に、やっぱり民間というのはやっぱり圧迫し、差別された状

態にならんとも限らんわけでございまして、やはり民業圧迫ということもですね、

これから十分考えた上でですね、先ほど説明はあったと思うんですが、使用料と、

あるいは管理料というのは、ちゃんと区分けしたことでやっぱり計上されるべき、

そういうふうな形にすべきと私は思うんですが、いかがでございましょうか （ 質。「

疑でなく一般質問じゃないかそれは」という声あり）違う、違う、違う、質疑じゃ

ないか何を言っているのか。

それから、先ほどの説明の中でありましたけど、決算書並びに予算書を見る限

り、使用料の費用等は計上されてないわけですが、これは自治体に、さっきは説明

ありましたね、直接、使用料として自治体が使用料を受け取るということでいいわ

けですか。全然決算書にはですね、使用料という項目が出されてないんです。この

点を質問いたします。

特産品センターの管理委託料についてはですね、要するに、これは全体のほかの

ところも入っている委託料であるというふうな説明だったと思うんですが、これに

ついてもですね、やはり十分にですね、管理委託料についてぴしっとしたルールを

全部で、全市で共通するルールをですね、ぜひともつくっていただきたい。七城も

旭志も泗水も、あるいは菊池市も共通する使用料あるいは管理委託料というものを

共通するルールというのをやっぱり実施すべきではないかと思うんですが、その

点、いかが考えられるかお尋ねいたします。

以上、再質疑とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）
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［登壇］

私の方では、リバーサイド使用料と管理委託との関連につ○総務部長（髙本信男君）

きまして、ただいま、またご質疑がありましたのでお答えいたします。

第３セクターの取り扱いでございますけども、これは後での一般質問にも出てお

ったかと思いますけども、行財政改革の中で、一応、第３セクターの見直し等も視

野に入れながら検討を進めるということにしておりますので、その中で十分検討を

させていただきたいと思います。

以上です。

建設部長、石原公久君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

再質疑につきまして、お答えさせていただきます。○建設部長（石原公久君）

今回計上いたしております７,９６９万円は、旧七城町議会で継続費の設定をさ

れたもので、現在、橋梁の工事の施工中のものでございますので、その点につきま

しては、ご理解をお願いしたいというふうに思います。

また、ご指摘いただきました今後のあり方につきまして、情報公開等を開示しな

がら希望したいということでございますので、当然、必要なことでございますの

で、今後開かれます建設常任委員会におきまして正確な情報を開示して、十分な審

議をお願いしたいというふうに考えております。

また、予算の執行につきましては、その点を十分に踏まえて慎重にさせていただ

きたいというふうに思っております。

以上、お答えいたします。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

お答えを申し上げます。○経済部長（岡崎俊裕君）

特産品センター等の施設使用料につきましては、菊池市が一本化されたわけです

から、旧４市町村をまとめましてですね、適切な行政財産使用料という形で評価を

しまして、統一したルールをつくっていきたいと考えております。

よろしくお願いいたします。

よろしい、再々質疑はしません。○（渡 康雄君）

終わりですね。○議長（北田 彰君）

終わり。○（渡 康雄君）

次に、甲斐健彦君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

質疑をいたします。○（甲斐健彦君）
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病後で昔の元気がありませんので、お手柔らかなご答弁をまずお願いを申し上げ

ときます。質疑内容に入る前にですね、４市町村の合併ができまして、初めての予

算編成でありました。執行部の皆さんには、大変なご苦労だったというふうに思い

ます。その労を多とするものでありますが、今朝、冒頭にありましたように、もう

既に訂正が出てきた、まだほかにもたくさん訂正が出てきそうですね。今までの４

市町村のいろいろなやつをかき集めて並べてそろばん弾いて、そのそろばんが間違

うとったと、こういうことでではですね、ちょっと困るわけ。今後は、そういうこ

とがないようにしていただきたいということと、お詫びをするならお詫びをするで

ですよ、最近は、テレビで訂正してお詫びしますというのはたくさん、警察の署長

まで含めてお詫びしよっですね。ところが、ここのお詫びは、発言者１人がお詫び

したと。総責任者がやっぱりお詫びすべきじゃないですか。私はお詫びのしようが

足らんというふうに思います。

それで一応ですね、予算書を全部見ました。大変この編成はご苦労と思いますけ

れども、内容的に我々としてですね、情報が非常に不十分と。じゃあ何を、どう理

解していいのかということで項目と計数数字が上がっているだけですよ。しかも私

にとっては、菊池市以外の３町村の事情についてはよくわからんというので、この

数字をどういうふうに理解するのかという点で大変困難でありました。したがっ

て、質問するなら全部質問せにゃいかんごっなったから、１点だけに止めます。

予算書のですね、１２５ページですが、扶助費、この生活扶助からですね、介護

扶助まで含めて４億７,８０８万９,０００円あるわけですけども、菊池市は、今ま

で市の関係で扶助費は計上しておったわけです。ところが、町村の場合には、県の

方で計上するということで実質的には県の方が運用しておったということで、そう

いう限りにおいてこの内容についてですね、お伺いをするわけであります。生活扶

助費がここで計上されておるのが１億１,８９４万７,０００円、住宅扶助が２,４

５７万円、教育扶助が１２８万８,０００円、医療扶助が３億２８万７,０００円、

出産扶助が２９万８,０００円、生業扶助が５３万円、葬祭扶助が４９万７,０００

円、介護扶助が６２３万１,０００円、施設委託事務費が２,５４４万１,０００円

とこうなっておりますが、このそれぞれのですね、旧市町村別に積算をされたと思

うわけですけども、旧市町村別の積算の状況を明らかにしていただきたいと思いま

す。

それから、旧市町村の昨年度のこの費目の実績についてはっきりさせて、対比を

していただきたい。そして、今度の予算編成については、どういう方針を持って予

算編成をされたのか、その辺についてお伺いをします。

質疑は１回で終わります。
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市民部長、木下儀郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

お答えいたます。○市民部長（木下儀郎君）

旧市町村別の生活保護世帯は、旧菊池市１４７世帯、旧七城町１０世帯、旧旭志

村１３世帯、旧泗水町２７世帯の合計１９７世帯となっております。

平成１７年度の扶助費全体の予算としては、４億７,８０８万９,０００円であ

り、内訳としまして、生活扶助１７５世帯を計上しております。住宅扶助は１３０

世帯、教育扶助は７世帯、医療扶助は２２６名、出産扶助は２名、葬祭扶助は３

名、施設事務費としては１１名分をそれぞれ計上しております。

平成１７年度予算を旧市町村ごとに分けますと、生活扶助は、菊池で１４７世帯

８,８７５万７,０００円、七城で１０世帯で６０３万８,０００円、旭志１３世帯

で７８４万９,０００円、泗水２７世帯で１,６３０万２,０００円、合計１億１,８

９４万７,０００円となります。

同様に、住宅扶助は、菊池２,１４７万円、七城３０万円、旭志１００万円、泗

水１８０万円の合計２,４５７万円。

教育扶助は、菊池１１０万４,０００円、七城１８万４,０００円の合計１２８万

８,０００円。

医療扶助は、菊池２億２,４０７万２,０００円、七城１,５２４万３,０００円、

旭志１,９８１万６,０００円、泗水４,１１５万６,０００円の合計３億２８万７,

０００円。

出産扶助と葬祭扶助につきましては、前年度までの実績に応じ、それぞれ２９万

８,０００円と４９万７,０００円を計上しております。

介護扶助は、菊池３７０万円、七城１０万円、旭志２０万円、泗水２２３万１,

０００円の合計６２３万１,０００円。

施設事務費としては、菊池１,６１９万円、七城２３１万３,０００円、泗水６９

３万８,０００円の合計２,５４４万１,０００円を計上しております。

また、１６年度の実績につきましては、生活扶助は、菊池１４４世帯。

ちょっと、計数はもう少しゆっくり言ってください。速記する人は○（甲斐健彦君）

誰もいませんので、ゆっくり言ってください。

失礼しました。○市民部長（木下儀郎君）

１６年度の実績につきまして申し上げます。

生活扶助は、菊池１４４世帯で８,５１２万円、七城１１世帯で４１９万９,００

０円、旭志１３世帯で７６８万３,０００円、泗水２８世帯で１,４２９万９,００

０円の合計１億１,１３０万１,０００円です。
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住宅扶助は、菊池２,０６０万２,０００円、七城２７万７,０００円、旭志８４

万４,０００円、泗水１４０万４,０００円の合計２,３１２万７,０００円。

教育扶助は、菊池９０万６,０００円、七城２０万１,０００円の合計１１０万

７,０００円。

医療扶助は、菊池２億１,６３６万８,０００円、七城９６７万１,０００円、旭

志２９４万円、泗水３,４６２万４,０００円の合計２億６,３６０万３,０００円で

す。

葬祭扶助は、菊池１９万１,０００円、泗水１７万３,０００円の合計３６万４,

０００円です。

介護扶助は、菊池３７１万５,０００円、旭志１９万２,０００円、泗水３８１万

円の合計７７１万７,０００円でございます。

保護施設事務費は、菊池１,４２５万９,０００円、七城２３３万６,０００円、

泗水４７５万円の合計２,１３４万５,０００円となりまして、平成１６年度の支出

合計は、４億２,９４６万６,０００円というふうになっております。

積算についての留意点というふうなご質疑でございましたが、積算につきまして

は、法に定めております、それから菊池市の生活保護法施行細則というのがござい

ます。それによりまして公正、公平ということで考えながら積算をしております。

以上でございます。

以上で終わります。○（甲斐健彦君）

次に、福川幸子さん。○議長（北田 彰君）

［登壇］

おはようございます。○（福川幸子さん）

甲斐議員が言われましたように、私も、こういう議会のやり方は初めて経験する

ものですから、本当に今回の発言通告を出すときに、どこまで発言通告を出してい

いのやらわからずに戸惑いながら出しております。不慣れでございますけれども、

どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、通告に基づき順次、質疑をさせていただきます。

平成１７年度菊池市予算書のページ５９ページ、款２総務費、項１総務管理費、

目１一般管理費、市長交際費２５０万円と、ページ２１９ページ款９教育費、目１

教育委員会費、教育長交際費１５万円は、どのような基準で積算されているのかご

説明をお願いします。

次に、ページ７３ページ、款２総務費、項１総務管理費、目１０国際交流費、き

くちワイフ物語推進協議会補助金５００万について、この推進協議会の内容等をご

説明ください。
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ページ２４３から２４５ページ、款９教育費、項５社会教育費、目１社会教育総

務費の負担金、補助金及び交付金について、その中の説明欄の中で、部落解放熊本

県研究集会特別負担金７８万などは、どういう集会なのかということです。

それから、社会を明るくする運動補助金３０万について、どういう内容の運動

か。

それから、菊池女性の会補助金２１４万６,０００円は、どのように積算され

て、また会の現状についてご説明をお願いします。

細かいことばっかりですけども、寿会活動補助金、これはどういう会なのです

か。

それから、国際交流事業補助金５０万は、どのような会が、どのような活動をし

ているのかご説明をお願いいたします。

何しろ、この４市町村が合併しまして、予算書を見ても私もわからないことが多

すぎますけれども、初めてのことなので、どうぞ説明の方、よろしくお願いいたし

ます。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

市長交際費並びに教育長交際費につきましては、私の方で○総務部長（髙本信男君）

答弁させていただきます。

まず、市長交際費についてでございますけども、平成１５年度旧菊池市、七城

町、旭志村、泗水町の４市町村長の交際費の執行額合計は、３６８万６,１３９円

でございました。平成１６年度の執行額合計が、３２１万９,４２４円でございま

す。その中で、旧町村におきましては、従来、これまででございますけども、各区

の祭りあるいは各種団体等への総会、会合などへ御樽を持参する慣例がございまし

たが、今回、合併を機に、御樽の原則禁止による減少等を考慮いたしまして、２５

０万円を計上したものでございます。

この交際費の使途につきましては、各区での催しあるいは各種団体総会、会合な

どへの御樽代、出張訪問時及び遠来客への土産代、各式典等のお祝い金などが主な

ものとなっております。

次に、教育長の交際費の積算につきましては、過去の実績等を踏まえながら経費

節減を検討し、現在の１５万円となっておるものでございます。

なお、教育長の交際費の使途につきましては、各種団体の会議等に関する会費及

び負担金、渉外接遇に関するものとして遠来からの訪問者などに対するお土産、賛

助、協賛に関する副賞代等が主なものとなっております。

以上、お答えします。
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はい、わかりました。○（福川幸子さん）

企画部長、村山隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

おはようございます。○総務部長（村山 隆君）

きくちワイフ物語推進協議会補助金ですが、その活動内容につきましては、国際

交流を視野に入れました観光振興に寄与することを目的に、菊池市観光協会等の各

種団体、組織等の１５団体で構成されていますその団体に補助するものでございま

す。

近年の宿泊客の減少傾向に歯止めがかからない状況に伴いますところの政策目標

として、観光客倍増を掲げ、観光菊池のイメージ戦略としまして、おしどり夫婦の

里「きくちワイフ物語」をコンセプトに、国際交流を促進し、外国人観光客誘致も

視野に入れました多種多様なワイフ物語を発信しているものでございます。

協議会の名称の由来は、おしどり夫婦のモデルとして徳富蘆花、愛子夫妻として

います。また、また隈府とワイフで地名の隈府と英語のワイフとの語呂合わせであ

り、女性に優しいまち、お互いを大切にする観光イメージづくりを推進するもので

ございます。

その協議会の主たる事業につきましては、おしどり夫婦の里交流物語事業、愛

子、徳富蘆花夫人ですけども、と節子、フランスの具象派絵画の巨匠バルテュス夫

人の物語事業、また東京都世田谷区で開催されます蘆花まつり交流物語事業、韓

国、中国の国際交流物語事業、きくち韓国映画祭事業等を計画しているものでござ

います。

民間の異業種団体によりますところの協議会が行います推進交流に対して、支援

を行う事業費として計上しているものでございます。

以上でございます。

わかりました。○（福川幸子さん）

教育長、木下昭二郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

福川議員の款９教育費、項５社会教育費、目１社会教育総○教育長（木下昭二郎君）

務費の中で、特にご質問のあった項目についてご説明申し上げます。

まず、部落解放熊本県研究集会特別負担金７８万円についてでございますが、こ

の研究集会は、部落解放同盟熊本県連合会主催により、県下の郡市単位の会場を主

会場として例年、開催されております。本年度は、菊池郡市での開催であり、合志

町のヴィーブルを主会場として開催予定であります。このため、開催地である菊池

郡市各市町村は、大会に要する経費を特別に負担することになり、本市におきまし
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ては合併に伴い、これまでの４市町村分を合わせた負担金でございます。なお、こ

の特別負担金は、来年度以降、次期開催まで必要ないことになります。

次に、社会を明るくする運動補助金３０万円についてでございますが、旧菊池市

では、法務省が主唱する社会を明るくする運動強調月間にあわせて、毎年７月に菊

池市集会を実施してまいりました。明るいまちづくりのため、新市としましても、

旧菊池市の要領を基本とし、継続して実施したいと考えております。実施の主体と

しましては、市長を会長として、保護司会、教育委員会、県、学校関係など３９団

体により実施委員会を組織しておりまして、その会による市民集会の開催や啓発活

動の経費に対する補助金でございます。なお、集会の内容としましては、法務大臣

及び県知事からのメッセージの伝達、小・中・高生による作文の発表及び講演を予

定いたしております。毎年、７００名程度の参加をいただき、市の文化会館で開催

しているところでございます。

次に、菊池女性の会補助金２１４万６,０００円についてでございます。合併に

伴い、各種の社会教育団体も統合に向け協議を進めているところでございますが、

女性の会につきましては、菊池市女性の会、７月１６日に泗水町ホールで設立総会

を開く予定で進行されておりますけれども、として新たに発足が決定いたしており

ます。各地域では、それぞれの支部として活動が行われることになります。本年度

補助金は、合併初年度ということもあり、これまでそれぞれの旧市町村での補助金

額を合わせた金額といたしております。

次に、寿会活動補助金５万４,０００円についてでございます。寿会は、旭志の

みに組織されているもので、老人会に加入するまでの男性の会でございまして、そ

の活動に対する補助金でございます。

なお、女性で同じような組織としては、むつみ会として七城，泗水、旭志にもご

ざいます。これらの会も新市といたしまして統合も進めてまいりたいというふうに

考えております。

最後に、国際交流事業補助金５０万円でございます。旧菊池市では、海外を知る

という目的から昭和５９年青年海外研修事業を開始し、その参加者を中心として平

成２年に菊池市海外研修生の会が発足しました。以来２０年の歴史の中で、２００

名を超える青年、市民の方が研修に参加していただき、現在は、韓国のソウル外国

語学院との交流を続け、毎年１０名を派遣するとともに、逆に、４、５名を受け入

れております。この補助金は、派遣に要する経費の一部の補助であり、参加者は同

額程度の自己負担が必要であります。なお、受け入れにつきましては、会員が年会

費として納める１人当たり２,０００円の中で実施いたしております。滞在は、お

互いのホームステイということで、研修後も家族ぐるみの交流が続いている会員も
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あり、日韓交流の一翼を担っているとも言えます。合併したことにより、この組織

を母体として参加対象を菊池市全域とし、１０月ごろ計画したいと考えておりま

す。なお、募集は、市広報により予定いたしております。また、研修生以外の方で

も会の趣旨に賛同いただける方は、会員として加入できることになっております。

以上、お答えいたします。

福川幸子さん。○議長（北田 彰君）

［登壇］

ご説明どうもありがとうございました。中身が少しはわかりまし○（福川幸子さん）

たので、本当にありがとうございます。

再質疑の中で１のですね、市長の交際費等は情報公開、定期的に広報などに情報

公開されないのかどうかお尋ねいたします。すいません。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

市長の交際費についての情報公開についてでございますけ○総務部長（髙本信男君）

ども、現在でも開示の請求がありましたならば、公開をしております。

今後につきましては、さらに市のホームページ等でも公開ができるように検討し

てまいりたいというふうに考えております。

以上、お答えいたします。

ありがとうございます。これで質問を終わります。○（福川幸子さん）

以上で、質疑を終わります。○議長（北田 彰君）

ここで１０分間、暫時休憩します。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩 午前１１時０９分

開議 午前１１時１９分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第３ 委員会付託

次に、日程第３、委員会付託を行います。議案第４１号から議○議長（北田 彰君）

案第６２号まで、請願第１号、請願第２号、陳情第１号までの２５案件をお手元に

配付しております議案・請願付託表のとおり、それぞれ所管の各常任委員会に付託

します。

各常任委員会は、付託されました案件を十分審議いただきますようお願いをい

たします。
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平成１７年 第１回菊池市議会定例会議案・請願付託表

付託委員会 議 案 番 号 件 名

議案第４１号 菊池市総合計画策定審議会条例の制定について

菊池市行政手続等における情報通信の技術の利用に
議案第４２号総 務 関する条例の制定について

菊池市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定
常任委員会 議案第４５号 について

議案第５０号 平成１７年度菊池市一般会計予算

請願第２号 「人権侵害救済に関する法律」の制定に関する請願

菊池市特別養護老人ホームつまごめ荘財政調整基金
議案第４３号 条例の制定について

議案第４４号 菊池市学校規模適正化審議会条例の制定について

菊池市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改
議案第４６号 正する条例の制定について

菊池市七城運動公園条例の一部を改正する条例の制
議案第４８号 定について

菊池市七城芝生交流広場条例の一部を改正する条例
文 教 厚 生 議案第４９号 の制定について

常任委員会 議案第５０号 平成１７年度菊池市一般会計予算

議案第５１号 平成１７年度菊池市国民健康保険事業特別会計予算

議案第５２号 平成１７年度菊池市老人保健医療事業特別会計予算

議案第５３号 平成１７年度菊池市介護保険事業特別会計予算

平成１７年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計予
議案第５９号 算

「扶桑社の中学校歴史・公民の教科書」を採択しな
陳情第１号 ことを求める陳情書

議案第５０号 平成１７年度菊池市一般会計予算

経 済 議案第６２号 市長の境界変更について

常任委員会 「米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、ＢＳＥの
請願第１号 万全な対策を求める」請願書

菊池市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定
議案第４７号 について

菊池市簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制
議案第６１号建 設 定について

議案第５０号 平成１７年度菊池市一般会計予算

議案第５４号 平成１７年度菊池市簡易水道事業等特別会計予算

常任委員会 議案第５５号 平成１７年度菊池市公共下水道事業等特別会計予算

平成１７年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特
議案第５６号 別会計予算

平成１７年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計
議案第５７号 予算

議案第５８号 平成１７年度菊池市農業集落排水事業特別会計予算

議案第６０号 平成１７年度菊池市水道事業会計予算
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日程第４ 一般質問

次に、日程第４、一般質問を行います。発言の通告があってお○議長（北田 彰君）

りますので、これより順次質問を許します。

なお、申し合わせ事項について申し上げます。質問の順序は、通告順です。質問

時間は、答弁を含めまして４５分以内です。通告以外の質問並びに関連質問はでき

ません。質問は一括質問で３回までとなっております。

はじめに、松本登君。

［登壇］

通告をしておりました新総合計画の策定に係る事柄についてお尋ね○（松本 登君）

をいたします。

平成の大合併によりまして、新菊池市が誕生をいたしました。人口約５万３,０

００人、県下に１４の市制がありますが、人口規模から見まして６番目となり、そ

れなりの規模となったと思います。

また先だっては、新生菊池市の初代の舵取り役として福村市長が就任をされまし

た。市民の期待も大変高く、頑張っていただきたいと思います。

本議会に平成１７年度の施政方針とともに本格予算が提案されました。新市のま

ちづくりがいよいよスタートをいたすということであります。

さて、平成１２年の４月、地方分権関係法４７５本が一括法として制定をされま

した。現在まさに実行段階を迎えております。目指すところは、地方の自立であり

ます。市町村は、自らの責任において今日の激変をいたしております社会情勢への

対応あるいは行財政基盤の強化、効率化等々への取り組みが求められます。その対

策として、特に小規模市町村では、行政改革に基づく合併が有効な手段であるとし

て、当該地域におきましては、菊池北部４市町村で合併を目指したところでありま

す。合併に至る話し合いの場として、法に基づき合併協議会が設置をされました。

いわゆる法定協でありますが、４市町村の住民が、同一の市民となることにより、

行政に係るすべての事務事業の均一化を目指し、多くの協議項目が１年数カ月にわ

たり慎重審議が行われたところであります。その審議の中で、新市まちづくりの将

来計画であります新市建設計画が策定をされました。策定のねらいは、合併後の新

市建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、基本方針は、新市における

根幹となる事業、公共的施設整備及び財政計画から成り立っております。建設計画

並びに財政計画は、平成１７年度、本年度から平成２６年度までの１０カ年計画で

あります。本計画の策定に当たりましては、法定協での審議の中で素案の段階から

数回にわたりまして合併４市町村それぞれ持ち帰り、学識経験者を含む議会での審
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議、さらに全住民を対象とした説明会の開催、その後、議会の了解を経て法定協で

決定をされたものであります。

新市のまちづくりの理念は、豊かな水と緑、光あふれる田園文化のまちであり、

この理念を踏まえ、将来像が示されております。

本計画をまとめるに当たりましては、合併４市町村の住民の皆さんの合併に係る

アンケート調査の結果、合併４市町村それぞれの総合計画、さらに国、県の将来計

画との整合性を図りながら新市の将来を展望し、進むべき方向性が定められており

ます。本計画は、法に基づく将来計画であり、基本構想そのものと私は理解をいた

しております。基本構想と申しますと、当然、その会に、５カ年の前期、後期の基

本計画、さらに３カ年の実施計画並びに財政計画の一体化が義務付けられておりま

す。

ところで、去る４月１４日付けの熊日紙によりますと、本年度に策定予定の新総

合計画は、合併協議会での新市建設計画をたたき台として財政計画については、政

策判断が必要とありました。本議会における施政方針によりますと、新総合計画基

本構想を新たに策定されるようでありますが、私は新市建設計画は、これまで申し

上げましたように、新市のまちづくりの理念があり、将来像があり、基本構想その

ものと理解をいたすところでございます。なぜ、新たに基本構想を策定をされるの

か、皆さんお感じになっていると思いますので、以下、お伺いをいたします。

１つ、新市建設計画は、新市の将来ビジョンであり、合併特例法第５条に基づき

策定をされております。総合計画基本構想は、地方自治法第２条第４項で策定が義

務付けられております。その決定には、議会の議決が必要であります。法律では相

違がありますが、合併という特殊事情があり、なぜ新たに策定が必要なのかお伺い

をいたします。

２つ、建設計画と基本構想、私は同義語と思っておりますが、それぞれ法に基づ

かないところの下位計画、前期５カ年の基本計画、さらに３カ年の実施計画、なお

実施計画は翌年度予算編成の基礎となるものでありますが、これらは直ちに策定が

必要であります。その策定スケジュールをお示しください。

３つ、本予算が既に提案をされておりますが、本予算編成の基礎となりました財

政計画と、その財源見通しについてお尋ねをいたします。国と地方の税財政改革に

係る三位一体の改革は、分権改革の実現を目指しております。具体的には、骨太の

方針２００４、第４弾に基づくとろころでございますが、数字は不透明な部分が多

くあります。今日、連日報道されております平成１８年度に係る骨太の方針２００

５第５弾につきましては、熾烈な議論が行われておりましたが、先日、政府で決着

を見たようであります。数字的にはこれからでありますが、いずれにしても地方に
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とりましては厳しい状況であることは明らかであります。歳入の主力の地方交付税

の段階的削減、国庫補助金、国庫負担金の削減、縮減、さらには合併特例措置の打

ち切りも予想されております。合併最大のメリットと強調されております合併特例

債も、計画どおり交付が見込まれるのか。施政方針によりますと、合併特例債の活

用は有利な制度であり、建設計画に基づき積極的に活用したとあります。合併先進

地では、ほとんど特例債の減少が伝えられております。なお、分権の趣旨からし

て、税源の移譲は当然でありますが、移譲の場合は、基本は市の人口であります。

その算定は１人当たり幾らであります。小規模市町村、本市も当然含まれますが、

厳しい現実であります。さらに、骨太の方針第５弾の原案の柱は、国と地方の職員

の総人件費削減策であり、定員数の純減の明記も決定を見ております。給与改革で

は、国家公務員の基本給５％の引き下げも検討中であります。当然、国の改革は地

方に及ぶところであります。予算の減額とともに組織のスリム化、改革等が求めら

れております。今の財政計画は、法定協で苦心の末まとめられたものであります。

報道によりますと、まちづくりの根幹となる建設事業については、財政計画では合

併特例債を当てる１０年間で約４３０億でありますが、合併４市町村の要望額は

１,０００億近くあったとありますが、これはそのとおりであります。さらに、計

画では新庁舎建設予定の平成１９年度の１０４億を中心として計画前半の５年間

は、５０億から６０億が投入され事業ラッシュとあります。今日の厳しい社会情勢

の中で事業ラッシュ、これは計画では現実的な数字でありますが、表現には抵抗と

いいますか、とともに厳しくこれを受け止めるところであります。実際に、計画の

後半の数字減少も大幅となっております。特に、平成２５年度は５分の１程度とな

っており、計画のアンバランスも認めざるを得ないところでもございます。また公

債費も、平成１７年度の２７億から、平成２６年度の３７億とアップをいたしま

す。本市では、これから新しいまちづくりの具現化を目指すところでありますが、

大丈夫かなという思いもよぎるところであります。

その財政計画でありますが、歳入歳出については、合併４市町村の実績を基礎と

して合併特例措置を見込み普通会計ベースで策定をされております。計画では、平

成１７年度は、２４０億程度であります。これは類似団体の２１３億程度を２７億

上回っております。類似団体との比較には、疑問も感じるところでありますが、１

つの目標値ではあります。本議会提案の一般会計の予算総額は２３３億程度であ

り、計画では下回っておりますが、類似団体とは２０億の開きがあります。合併後

初めての予算編成であり、スリム化の難しさが思われるところであります。また、

計画では、課題として地方交付税の削減により、一般財源の減少が見込まれてお

り、また投資的経費、人件費、職員についても数の適正化が必要であり、行財政の
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運営の健全化、効率化への取り組みが指摘をされております。

答弁では、今申し上げました事柄を十分認識をしていただき、財政計画全体に対

する見解とともに歳入の見通しについて、また事業予算の政策判断、政策判断とは

どのようなことか、具体的に手続き等を含め、お示しをいただきたいと思います。

企画部長、村山隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

松本議員のご質問に答弁します。○企画部長（村山 隆君）

まず、第１点目の新市建設計画と総合計画との相違についてですけども、新市建

設計画は議員ご存知のとおり、市町村の合併の特例に関する法律の第５条第１項の

規定に基づきまして策定するものでございまして、合併市町村の建設の基本方針、

合併市町村または合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建設の根

幹となるべき事業に関する事項、公共的施設の統合調整に関する事項、合併市町村

の財政計画等の内容を記載することとされています。

一方、総合計画は、地方自治法第２条第４項の規定に基づきまして、地方自治体

が独自に策定するもので、議会の議決を得て、基本構想を定め、地域おける総合的

かつ計画的な行政運営を図るものとされているものでございます。

このように、それぞれの法の定めるところによりまして新市建設計画及び新市の

総合計画が策定されますが、双方とも、新市の今後１０年間のまちづくりの指針を

示すもので、大きな相違はございません。

平成１７年度は、地方自治法に基づく総合計画を策定するもので、合併協議会で

確認されました新市建設計画を基本とした基本構想を策定し、基本計画及び実施計

画につきましては、諸施策の内容をより具体化したものとして策定してまいりたい

と考えているものでございます。

次に、２点目の基本構想の下位計画策定についてでございますが、総合計画は、

１０年計画の基本構想、５年計画の基本計画及び３年計画の実施計画により構成が

なされています。

まず、基本計画につきましては、基本構想に基づきまして今後５年間の各施策を

より具体的に進めるために策定するもので、現状と課題を踏まえまして、その解決

に向けた取り組みを示すこととし、本年度末までに策定完了を予定しています。

次に、実施計画につきましては、基本計画で示す解決に向けた取り組みを実施す

るための具体的な事務事業計画でございまして、３年間のローリングで策定をした

いと考えています。

なお、策定時期につきましては、基本構想及び基本計画が平成１７年度に策定さ

れるのを受けまして、平成１８年度秋までに、平成１９年度、平成２０年度、平成
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２１年度の３カ年の計画策定を予定しているものでございます。

以上、新市建設計画と基本構想関係について答弁いたします。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

新市建設計画での財政計画では、合併効果を早く出そうと○総務部長（髙本信男君）

前半の５年間に普通建設事業費が集中した形で計画をされております。これまで合

併した他自治体も同様な計画となっており、特例債が要望どおりに活用できるよう

県より事業の平準化指導がなされておるところでございます。

本市といたしましても、景気の低迷による地方税収入の減、三位一体の改革によ

る地方交付税の減となっており、今後作成します総合計画、財政計画に沿い事業の

必要度、優先順位等を考慮し、議会の意見を踏まえながら無理のない事業実施に努

めたいと考えております。

特例債については、上限が約２２４億３,０００万円となっており、今後、事業

を進めていく中で、事業費の増減によりまして他の起債を活用することもあります

し、また新たに特例債を活用することも考えられますけれども、起債に変わりはご

ざいませんので、慎重かつ有効に利用していきたいと考えております。

次に、歳入の見通しにつきましては、三位一体の改革の具体的方策である基本方

針２００４で示された補助金の廃止、縮減と概ね３兆円規模の税源移譲につきまし

ては未だに不透明な点が多く、交付税に依存度の高い地方団体にとりましては、財

政運営に不安を与える状況となっております。今後、地方交付税が縮減されていく

中、市税の均一課税の実施による歳入減等も考えられますので、市税の賦課徴収、

受益者負担の適正化、市有財産の有効活用など、なお一層、自主財源の確保に努め

てまいりたいと考えております。

次に、歳出の見通しにつきましては、今後も大幅な歳入の増大が見込めない状況

下では、歳出の抑制を図ることが必要でございます。必要度の低い支出の削減や減

免制度、補助、助成制度の見直し等が必要だと考えております。特に、人件費につ

きましては、旧市町村時代から構成比率が上昇しており、定員の削減が不可欠とな

っておりますので、今後作成されます職員の定員適正化計画に沿いまして人件費の

削減に努めるとともに、無駄のない歳出に努めてまいりたいと考えております。

また、行政改革について一部お触れになりましたけども、長引く景気の低迷によ

りまして、国、県並びに新市を取り巻く財政状況は、ただいま申し上げましたよう

に、非常に厳しいものがございます。施政方針で申し上げましたように、菊池市行

政改革推進本部を設置いたしまして、今年度中に行政改革大綱を策定いたします。

策定に当たりましては、行政内部はもとより計画段階から市民、民間の意見を十分
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取り入れ、市民と協働した大綱を策定する予定でございますので、これによりまし

て進めてまいりたいと思います。

また、新聞に取り上げられました政策判断が必要ということでございますけど

も、ただいま企画部長で説明を申し上げましたように、総合計画と新市建設計画と

の違いは、法で違いがはっきりしておるわけでございますけども、いずれにいたし

ましても、総合計画は、議会での議決を経て基本構想を定める必要がございます。

それに当たりましては、合併協で確認されました新市建設計画を十分基本とし、基

本構想を策定いたしますけども、その基本構想に当たりまして、新市長の政策判断

が必要であろうかというふうに考えておるところでございます。

以上、お答えします。

松本登君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

再質問をいたします。○（松本 登君）

昭和の合併から５０年ぶりの合併でありました。法的には、合併特例法がすべて

であります。新市建設計画は、法定協での主たる協議の１つであったわけでありま

すが、新たに基本構想を策定されるということでありますが、まちづくりの理念あ

るいは将来像は、これは変更できないと思います。そうだとすれば、建設計画から

基本構想への見直しは、これは必要なのかなという思いを持っております。

建設計画の策定の段階で、県との協議によりまして実施事業と新市の一体性の確

立もなされております。策定、見直しに当たりましては、県との協議あるいは議会

の議決も必要でありますし、地域審議会、これは今回の合併に関しまして、市民の

皆さんが合併に対して不安を持っておられると。その不安を払拭しようということ

をねらいとして設置される機関でありますが、地域審議会も既に設置されておるよ

うでございます。その地域審議会の目的の１つに、建設計画の変更等々があるわけ

でございますので、当然、意見を聴取されるということになろうかと思います。

そういうことでございますが、申し上げたいことは、新市が今スタートしたばか

りであります。即変更に対しては理解に苦しむ、合併のための計画策定だったのか

なという思いもいたします。

ただ、今の答弁では、法に基づく対応ということでございます。当然、行政でご

ざいますので、理解をしなければなりません。ただ、策定には、今申し上げました

が、建設計画という基本がありますので、おそらく最小限度の手直し程度かなとい

うふうに思います。基本構想というのは、まちの将来の姿、形を明確に定めるもの

でありまして、策定に当たりましては、市民をはじめ議会に対して、あるいは地域

審議会に対しても十分な説明をお願いしたいと思うところであります。
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骨太の方針の第５弾で、歳入は間違いなく減少いたします。建設計画には、政策

に係る事業が多彩に掲載をされております。前半５カ年の事業費につきましては、

ただいま答弁にありましたが、早期に合併効果を求めた結果、前半に事業費が集中

しておるという答弁でございました。政策判断については、事業の必要度、優先順

位等々のようでありますが、見直しの段階では、議会にも意見を聞くということで

あります。よろしくお願いをいたしたいと思います。時流に合ったところの計画の

策定、財政計画の策定をお願いしたいと思います。

これも報道ですが、合併後２年目を迎えております上天草市の平成１７年度の予

算についてでありますが、当初予算が人口規模が同等の市と比較して、４５億も多

く、財政計画の目標値もはるかにオーバーしている。合併後の急速なスリム化が難

しい状況を窺わせるとあります。

しかし、予算内容では、建設事業費、単独事業費の大幅カット、市長はじめ職員

給与の引き下げ、市単独補助金のカット等々の努力もありますが、現実は、財政計

画をはるかに上回っている。市では、職員削減の前倒しと行政改革の徹底を図ると

言われております。

行政改革について、これから申し上げるところでありますが、実は、今総務部長

の答弁の中に、もう既に財政改革に関する事柄が触れられたわけでございます。今

日、地方自治体は分権化に伴いまして自己決定、自己責任に基づく行財政の運営が

求められております。運営に当たりましては、最小の経費で最大の効果を上げると

いう視点に立っての取り組みが基本であります。新市スタートという節目に当たる

わけでありますので、行政改革の実行計画の策定というものが求められるというこ

とであります。

総務省でも、本年度中に人口規模が同程度の地方自治体間の財政状況を比較する

財政比較分析表が策定をされますが、これは財政の自由度、人口１人当たりの地方

債残高、職員定数の適性度、給与水準等々のようでありますが、平均より悪いデー

タを示す自治体には、現状の説明、改善策を求めるとあります。同時に、新地方行

政改革指針が策定をされます。地方に改革の断行を求め、市町村では目標達成に集

中改革プランにより数値目標を掲げ、住民に公表させるとあります。

そこで、新市スタートに当たり、ただいまお示しありましたが、施政方針により

ますと、行政改革推進本部の設置と行政改革大綱の策定をなさるということであり

ますが、現在の世相にマッチして、民間も含め各方面の意見要望等を取り入れると

ともに、ここがポイントでございますが、実行期間も１０年とか２０年とかいう長

期ではなく、短期間としてスピード感を挿入し、即効を求めるところであります。

行政改革大綱とともに、実施計画の本年度中の策定とともに所信をですね、お願い
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したいと思います。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

行政改革大綱につきましては、旧４市町村におきまして○総務部長（髙本信男君）

も、大綱もしくは改善計画を定め、これまで改革を推進してまいりました。合併の

成就によりまして、第１段階はクリアをしておりますけども、極めて厳しい財源、

収入を見ますと、合併後において、さらなる改革を進める必要があり、ただいま申

し上げられましたように、総務省におきましても、新たに指針が今年３月に示され

ました。行政組織運営全般について計画策定プラン、実施ドゥ、検証チェック、見

直しアクションのサイクルに基づきまして、不断の点検を行いながら新たな大綱の

策定を行いたいと考えております。

また、大綱に基づき、具体的な取り組みを集中的に実施するため、１つに、事務

事業の再編、整理、廃止、統合。２つに、民間委託等の推進。３つに、定員管理の

適正化。４つに、給与の適正化。５つに、第３セクターの見直し。６つに、経費節

減等の財政効果。

以上６点につきましては、１７年度を起点とし、概ね平成２２年までの具体的な

取り組みを住民にわかりやすく明示した計画、集中改革プランを公表する予定でご

ざいます。中でも、職員数の削減等につきましては、先ほども申し上げましたよう

に、定員適正化計画によりまして、計画的かつ効果的な目標値を設定し、適正な組

織体制、人事配置に努めてまいります。また、これらの計画の前段といたしまし

て、今年５月には、職員の新陳代謝と年齢構成の適正化及び行政能率の向上を図る

目的で、職員勧奨退職要項を制定し、該当職員に周知をしてきたところでございま

す。いずれにいたしましても、大綱に基づく実施計画につきましても順次、策定を

してまいりますが、ご指摘のとおり、行政を取り巻く厳しい状況を十分踏まえなが

ら、より実現性のある計画で、時間的にも短期間で達成可能な計画策定に向け取り

組んでまいりたいと考えております。

以上、お答えします。

松本登君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

再々質問をいたします。○（松本 登君）

行政改革についての答弁がございました。相当厳しく受け止めておられるようで

ございます。今年度中には大綱をまとめる。さらに、集中改革プランもまとめ上げ

て、その中で、その内容については縷々述べられましたが、非常に厳しい内容、私

が申し上げようと思っていた事柄についておっしゃったような感じがいたします。
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ぜひ、そういう事柄をですね、プランの中に挿入して、そして公表するということ

であったようでございますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。

合併も行政改革の一環であります。改革でありますので、当然、痛みを伴うとこ

ろであります。合併４市町村の特別職の皆さん、合併成就のために全力を傾注して

こられました。合併成立と同時に、失職となられました。その原因、歳費等の削減

につきましては、財政計画に見込まれておりますが、職員については、退職者の補

充の抑制、また事務事業については、十分検討した上で外部委託を進める等々の抽

象的表現がほとんどであります。新市としてスタートするに当たりまして、行財政

改革の断行とともに、市民の皆さんが合併してよかったと思えるような市政の安定

運営を目指しながら、将来に向けたまちづくりに積極的に取り組んでいただきたい

と思うところであります。

合併直後ということで、懸念される事柄について申し上げますと、庁内の組織に

混乱はないか。人事はスムーズに実施されたのか。このことが市政の業務推進の原

動力であり、仮に、混乱の兆しがあれば、職員の指揮にも影響を与え、さらには市

民サービスの低下にもつながるのではないでしょうか。職員の声にも耳を傾け、早

め早めの調整をお願いしたいと思うところであります。

終わりに当たりまして、市長に、今縷々申し上げました事柄とともに特に、行財

政の改革について思いをお願いしたいと思います。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

再々質問にお答えいたします。○総務部長（髙本信男君）

行政改革につきまして、議員の強い思いを聞かせていただきました。私どもも、

行政運営をする中で、必ず行政改革はセットでついてまいります。また、痛みも当

然ついてまいります。しかし、この痛みをいつまでも横に置いておきますと、行政

改革がなかなか実行にできないということも十分わかっております。

そこで、今回は新市になりました中での行政改革大綱につきましては、十分実行

できるものを、確実性のあるものを、この計画の中に盛り込みたいというふうに考

えております。

また、人事組織につきましては、議員ご指摘のとおり、いろいろと職員課の方に

も入っておりますけれども、これが合併をした直前でございまして、合併によるも

のであるのか、または、この時期がちょうど時期的に忙しいものであるか、そうい

う諸々のことを現在、担当部署の方で精査をしておるものでございますけども、い

ずれにいたしましても、人事組織が十分機能しませんと、住民のサービスの低下に

つながってまいりますので、十分配慮しながら努めてまいりたいと考えておりま
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す。

以上、お答えします。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

松本議員の方から、市長の思いについてということでございま○市長（福村三男君）

す。

行政改革、叫ばれて大変久しいわけでありますが、一つのその行政改革の時代の

動きというのが結果的には、市町村の合併と、このことではないのかと思います

し、また合併につきましては、私は前進的に、前向きに取り組んでいかなければ、

行政改革という一部の組織機構を含めながら財政計画あるいはまた新市の建設計画

などなどの実現におきましても、いわばスケール的なメリットを考えた上でやらな

ければ、いわば、小手先の痛みをただカンフル注射をするだけのことに終わりかね

ないという思いがありまして、市町村の合併というのを積極的に進めてまいった次

第であります。

ただいま総務部長の方からお答えいたしましたように、行政改革推進本部を直ち

に設置をいたしまして、行政改革懇談という場を通しながら市民、住民の皆さん方

のご意見を十分踏まえながら、民間的な一つのコスト意識に立った行政というのは

どうあるべきかということを根幹にしながら、行革を推進していきたいなと思いま

す。

また、このプラン・ドゥ・チェック・アクションという、このことをやはりやっ

ていかなければ、計画倒れになるのが往往にしてあります。そのようなことにつき

まして、集中改革プランをもって確実にこのことをチェック・アクションを起こし

ていきたいと、このように思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思

います。

ここで昼食等のため、暫時休憩します。○議長（北田 彰君）

午後の会議は、午後１時から開きます。どうもお疲れでございました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩 午後零時００分

開議 午後１時００分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）

次に、渡 康雄君。

［登壇］

それでは、質疑から一般質問ということで、大変恐縮かと存じます○（渡 康雄君）
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が、一般質問をさせていただきます。

通告いたしておきました新市建設計画と経済振興策について順を追って質問させ

ていただきます。

企業誘致についてでございますが、去る５月２１日、日本経済新聞で、熊本県が

大型工業団地の建設に踏み切ったと大きく報道されました。そして、その候補地と

して菊池市、益城町、嘉島町、西原村など旧テクノポリス圏域に跨る１０市町村を

対象に候補地の調査を進めているということでありました。

また、半導体に欠かせない水の確保や空港へのアクセス、周辺環境など立地条件

を総合的に詰めた上で、６月中に用地取得のめどを付けて、地権者との交渉に入り

たいというのが県の意向というふうに報道されておりますが、質問の１つといたし

まして、市長並びに執行部におかれましては、当然、県との交渉を進められ、誘致

に全力をあげておられると思いますが、現在どのような状況か、お示し願いたいと

思います。

２番目に、新聞報道では、２０町から２５町の規模を想定しているということで

すが、面積や立地条件からして、菊池市の候補地としては川辺工業団地周辺かと思

いますが、農振の被っていない２０町から２５町の土地が一地域にあるかどうか、

まずお尋ねいたします。

３番、工業団地は用意するけれども、企業が来るか来ないかは条件次第で、企業

が決めることと、県関係者の中にも極めて冷めた意見もありますが、新市建設計画

では、法人税を旧菊池市にあわせて制限税率の１４.７％までにすることになった

わけでございますが、これでたとえ団地が菊池市に決まっても、企業誘致がスムー

ズに進むのだろうかと心配している次第でございます。執行部の考えをお聞かせ願

います。

次に、１７日の報告業務の中で、旧泗水町土地公社と旧七城町土地公社は、それ

ぞれ未整地を持っておられます。金額にして、泗水町が１１億９,３４３万１,９２

０円、七城町が１３億９,３０４万２０円を持っておられるわけですが、それぞれ

の面積と単価をお示し願いたいと思います。それから、造成後、どれだけの単価に

なる見込みかをお示し願いたいと思います。

次に、合併による経済衰退予想地区に対する施策についてでございますが、合併

合意事項として新市本庁舎は、花房台に移転するということでありますが、本庁舎

が花房台に移転した場合、旧菊池市の商店街の衰退がますます進むと考えられます

が、これに対する施策については、どのように考えておられるのかお聞きしたいと

思います。

それから次に、シンクタンク活用についてでありますが、これも新聞で知ったこ
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とでありますが、熊本大学に政策創造研究センターが設立されることが報道されま

した。言うなれば、熊大にシンクタンクが設立されるということで、去る５月３０

日に開かれたシンポジウムに参加してきたわけですが、国立大学が独立行政法人化

され、熊大も地域に根ざし、地域に還元できる大学を目指し始めたと強く感じまし

た。特に、私はこれまで旧菊池市において、基本計画や長期計画が提示されるたび

に、コンサルタント頼みの計画書等に、物足りなさや血の通わなさを感じ、また機

会あるごとに、その旨を発言してまいりました。いろいろなデータを分析し、立案

能力を付けるためにも、シンクタンクとの提携や情報交換、共同研究は大事なこと

と私は考えますが、執行部におかれましては、どのように考えておられるのかお尋

ねいたします。

以上、第１回目の質問とさせていただきます。

企画部長、村山隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

渡 議員のご質問に答弁します。○企画部長（村山 隆君）

まず、第１点目の企業誘致関係等ですが、企業誘致につきましては、現在、市民

が望んでいる施策の中の大きな柱の１つであると存じてます。地域に存在しない産

業や企業などを新規に導入して、地域に根付かせることで雇用の場の確保や安定し

た税収による健全財政化につながるほか、地域企業への受注機会の増加、また従業

員の日常生活における他産業への波及など、間接的な効果もあると考えられます。

地域の活性化を図る観点からもぜひ必要であると認識しているものでございます。

今回の県の工業団地計画につきましては、約１０年ぶりのビッグプロジェクトで

もありまして、旭志川辺地区につきましては、地元からの期待も大きく、ぜひとも

誘致したいと考えているものでございます。一応、県との交渉状況等につきまして

は、地元からの要望等を踏まえまして、現在、県の方へご要望をしているところで

ございます。

また、２０～２５ヘクタールの農振を被っているのかどうかということですけど

も、現在この地区におきましては、農振を被っているところが何筆かございます。

あと、土地開発公社の関係でございますけども、現在、七城町土地開発公社及び

泗水町土地開発公社の企業誘致が可能な分譲用地の状況でございますけども、七城

町土地開発公社につきましては、９万３,６４０㎡程度が分譲可能というようなこ

とで、９万３,６４０㎡でございます。なお、その内訳としましては、林原工業団

地が２.６ｈａ、一応㎡当たりの単価としましては、１万４,０００円で考えている

ものでございます。また、蘇崎工業団地におきましては、６.７ｈａでございまし

て、㎡当たり１万５,０００円とあいなっているものでございます。一応、売却金
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額としましては、２つの団地で１３億７,８３５万１,０００円に対しまして、未成

土地額としましては、１２億３,０１９万３,７２６円でございますので、差し引き

額の１億４,８１５万７,２７４円が、一応売却収益となる見込みでございます。た

だし、平成１６年度決算書の未成土地額としましては、１３億１,３５６万７,０６

４円につきましては、市売却予定の住宅用地と宅地分譲用地を含んでいるものでご

ざいます。

次に、泗水町土地開発公社につきましては、田島工業団地のみでございまして、

１２.６ｈａが分譲可能な用地とあいなっておるものでございまして、一応、㎡当

たりの単価としましては、１万５,０００円と考えているものでございます。売却

金額につきましては、大体１８億９,３７４万２,８００円に対しまして、未成土地

額につきましては、１３億９,３０４万２０円でございますので、差し引きの５億

７０万２,７８０円が売却収益となる見込みでございます。

次に、５番目の新庁舎関係ですけども、合併による経済衰退予想地区に対する施

策ですけども、今回の合併によりまして新市の面積につきましては、２７６.６６

㎞ とあいなるものでございまして、先ほども質問等でありましたが、県下で４番２

目の広域自治体とあいなるものでございます。この拡大した市域の行政運営の中心

となる新庁舎の建設につきましては、合併協議会におきまして、合併後３年を目標

に新庁舎を建設することとし、国道３２５号、国道３８７号間の菊池市道花房森北

線、通称グリーンロード沿線周辺に適地を求めるとして確認がなされてことは、議

員ご承知のことと思います。ご質問の新庁舎が、合併協で確認されました場所に建

設されまして、本庁機能が移転した場合、旧菊池市の市街地の衰退が予想されると

いうことでございますけども、庁舎が移転すれば、市役所に用事で来られる方や市

職員の通勤等で人の流れが変わることは予測されるものと思います。しかしなが

ら、税務署や菊池地域振興局あるいは警察署等の国あるいは県の施設、また学校、

病院、郵便局、銀行等につきましては、従前どおり市街地にありますので、人の流

れがすべて変わるものではないと考えておるものでございます。

しかしながら、商店街の衰退に大きくつながるのではないかと懸念の声があるこ

とも承知をしてますし、中心市街地の現状を見てみますと、その活性化につきまし

ては、当然、各種施策を展開していかなければならないものと考えているものでご

ざいます。

具体的には、市街地の基盤整備につきましては、平成１５年度より着手してます

まちづくり総合支援事業を継続して実施し、利便性の向上に努めるとともに商店街

の活性化につきましては、商工会との連携を図り、空き店舗の利活用や各種イベン

トの開催、まちおこし事業に対する支援等に努めてまいりたいと思っておるもので
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ございます。

また、歴史や温泉、景勝地等の観光資源を有効に活用した観光産業を推進するこ

とで、観光客などの来訪者によるところの商店街の活性化を目指してまいりたいと

思っています。

また、シンクタンクの活用関係等ですけども、経済振興策につきましては、新市

の上位計画でありますところの総合計画を平成１７年度で策定して、その総合計画

を柱に各種振興計画が策定されまして、計画に基づいた事業を展開しながら新市の

均衡ある発展を図っていく必要があると思ってます。

各種計画につきましては、旧４市町村で取り組んでまいりました施策の長所を活

かしながら新市の新たな施策として策定し、国、県あるいは関係団体とも連携を図

りながら事業を実施してまいりたいと思っています。

計画策定に当たりましては、渡 議員さんからご指摘がありましたとおり、コン

サルタント等へすべて委託するのではなく、本市の現状や課題を正しく認識し、ま

た将来の展望を導き出す計画とするためには、職員自らが策定することが望ましい

ことは十分認識しているところでございます。

一方で、各種施策に対する高度な知識やノウハウを有する専門研究組織や専門ア

ドバイザー等のシンクタンクの活用も欠かせないものであると考えておるものでご

ざいます。

今後におきましては、大学や専門機関の研究組織が開催する研修会等に積極的に

参加することによりまして、職員の資質向上やこれらの機関等の連携に努めるとと

もに、専門アドバイザー派遣の補助事業等を効果的に取り組むことによりまして、

先進的な計画の策定に努めてまいりたいと思っています。

なお、税関係等につきましては、総務部長の方から答弁します。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

法人税につきましては、合併協議会の地方税の取り扱いの○総務部長（髙本信男君）

協議の中で、税率については菊池市の例による。ただし、税率の統一については、

平成１７年度までには不均一課税とし、平成１８年度から統一することとなってお

ります。

税率の改正につきましては、合併協議会の中でも十分協議されてきたところでも

ありますし、合併協議当時の県下１１市におきましても、すべて制限税率を適用し

ています。

また、新市建設計画の財政計画にも影響を与えることになり、自主財源の確保の

面からも合併協議会で決定された税率を適用したいと考えております。
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以上、お答えします。

渡 康雄君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

ご答弁ありがとうございました。○（渡 康雄君）

それじゃ再質問をさせていただきますが、今、総務部長から、税率は合併協議会

の中で決めた税率で行くということでございますが、私は新市の法人税率、まず固

定資産税は今日は省かせていただきますが、法人税率について、菊池市に合わせて

高くするということに対して、菊池市の市町村合併特別委員会の中で反対してまい

りました。しかし、私は合併協議会の委員という形で合併協議会の中には出席でき

ませんでしたので、この主張がなかなか届かなかったわけであります。その理由は

ですね、旧の３町村、泗水、七城、旭志でございますが、これは熊本県下でもです

ね、数少ない経済成長を続けてきた自治体でありました。この３町村の経済成長を

止めてはならないと、私は強く主張を続けてまいったわけでございます。ちなみ

に、菊池市はマイナス成長であります。

法人税率を２割上げるということは、企業誘致に大きなブレーキがかかることは

言うまでもありません。隣接する大津町も合志町も西合志町も植木町も、旧３町村

と同じ、菊池市より２割安い税率であります。工業団地もそれぞれ、旧七城も旧泗

水も持っておられます。今度２割上がるわけでございます、来年からですけど。ど

うして２割高い法人税のところに企業がやってくるでしょうか。周りは、山鹿市は

ともかくとして、菊池郡市、植木町まで、ほとんどが標準税率となっているわけで

あります。２割安いわけであります。

また、合併のときにいろいろ出されたアンケートの中で、経済振興に対するアン

ケート調査では、１位は優良企業の誘致や地元雇用の促進が２１％で第１番でござ

います、１位でございます。２位は、地場産業の育成が１４.１％で、合計３５.９

％であります。これらの住民の要望に応えるためにも、優良企業の誘致は私たちに

課せられた重要課題でありまして、何としても答えを出さなければなりません。そ

のためには、菊池市の法人税率を下げ、旧３町村の税率に合わせ、近隣の自治体と

競争できる条件を整えなければならないと思うものであります。住民は、優良企業

を望んでおります。優良企業ほど、税率には敏感であります。ちなみに、大津町の

本田技研は、約１２億円の法人税を大津町に支払っております。２割高となれば、

２億４,０００万円高く支払うことになるわけであります。

法人税のみならず、固定資産税は、旧３町村の税率とすべきと強く主張してきま

したが、旧３町村の税率に合わすれば、法人税のことですが、法人税だけで約４,

４００万円税収が減るわけであります。そして税収が減る以上、３町村の皆さんに
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迷惑を掛けるわけだから、旧菊池市議が、自らの身を削って報酬を８万１,０００

円下げ、答申どおりの２５万８,０００円にすべきと主張してきたものでありま

す。みなさんは、それに納得していただいた次第であります。

先ほど質疑で、特別職の給与明細について質疑いたしましたが、合併によって市

長及び三役の歳出削減が８,０００万円、平成１８年度から議員が２８名になると

いうことですから、仮に、旧菊池市の市議会議員の報酬となったとしても、約１億

４,０００万前後の削減ができるわけでありまして、合計、その他の特別職は外し

て考えれば、約２億２,０００万円の前後の歳出削減が可能となるわけでありま

す。

法人税を標準税率にした場合の４,４００万円の減収は十分吸収できるものと考

えるものでありますから、何としても標準税率にすべきというのが私の考えであり

ますが、執行部としてはどのように考えられるか、やっぱり高い税率、制限税率に

しとくべきというふうに考えられるのか、再度、ご答弁を願いたいと思います。

それから、一地域に農振が被っていない土地、この団地に対して、そういう土地

は、まずどっかが被っているというようなご答弁でございますが、実は、旧菊池市

では産廃の拡張反対運動として、拡張の約２０ｈａの農振除外に反対することで、

拡張阻止をしてきたと思っております。その結果、市民からの農振除外もその反動

として見送られた時期がありましたし、現在も、薄氷を踏む思いの農振行政である

ということは間違いないと私は思います。早く産廃問題を解決しなければ、本庁舎

の花房台移転も企業誘致も、また畜産農家の農振地での排出物処理にも影響を及ぼ

しかねないことであると思うのであります。産廃問題を解決して、農振除外をする

ということは、むしろ、今後の交渉で相手に塩を送るということに他ならないと私

は考えるものでありますが、このようなことから産業振興の上からも、産廃問題の

早期解決が望まれるところです。執行部におかれましては、どのように考えられる

かお尋ねいたします。

次に、経済衰退予想地区に対する施策についてでございますが、私はご答弁を聞

いておりましてですね、率直な意見として、それくらいなら本庁舎を花房台に移転

してはならないと考えるものです。

来年４月には、法務局が大津町に移転するということが発表があったばっかりで

あります。地域振興局も福祉関係、教育関係など菊池郡の町が合併し市になったな

ら、職員が縮小されることは、これは間違いないわけであります。そして、市本庁

勤務者が花房台に移るとなれば、それにかかわっている職種のいろいろな方々も花

房台に移っていくでありましょう。そういう見通しの中で、今の答弁では、衰退は

加速的に進むと考えられます。むしろ、着眼点も間違っているし、キーワードも定
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まっていないというのが私の思いであります。私はキーワードはですね、経済用語

で言うマインドではないかと思います。マインドとは、気持ちとか思いでありま

す。もう菊池市商店街はだめばいて、将来、発展せんばいというような気持ちにな

ったなら、この気持ちになることが怖いのでありまして、このようなことでは投資

意欲も後継者も育ちません。プラス思考をするマインドづくりが必要なのです。こ

れには財政措置が必要です。今まで新市計画の中では、移転先の財政問題だけが取

り沙汰されておりますが、移転するには、それによって衰退が予想される地域に対

する財政措置も考えなければならないと思うものでありますが、私はご答弁の施策

では、その点は何らお考えになっていないんじゃないか、旧菊池市が考えてたよう

なことを継続的になさるような気がしてなりません。これでは、マインドはマイナ

スマインドになり、プラスマインドにはほど遠い形になっていくと思うんですが、

それに対するご答弁をお願いいたします。

それから、シンクタンクについてでございますが、熊大のシンクタンクについて

は十分検討する価値があるというふうに私は考えるものであります。これまでのや

はりデータ分析とか将来を見越した計画とか、こういうのをつくるには、やはり政

治を抜きにしたところのですね、やっぱり純粋なところでの統計分析とかそういう

のが私は必要になると思います。とかくやはり行政がやる計画には政治絡みもあり

ます。そんなのを排除した純粋なやはり政策というのは、本当はどこにあるのかと

いうのをですね、やっぱりつくり出すということは大事なことだと私は思うわけで

あります。そういう意味で、純粋に考えたところの菊池市はどうあるべきかという

ような答えを常日頃から共同開発、共同研究していくことが誠に大事なことである

と思いますが、それについて、どのように思われるのか再度、ご答弁願います。

また、付け加えますけれども、ここの事務局員さん、この筆頭事務局員さんは、

菊池市在住の方でございます。したがって、連携しながらいろいろのデータ交換し

ながら研究していくというのには、もってこいのシンクタンクであると私は思いま

すが、これもぜひ考慮に入れて、ご答弁願いたいと思います。

以上、再質問にさせていただきます。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

再質問にお答えいたします。○総務部長（髙本信男君）

渡 議員さんの企業に対する思い、また優良企業誘致に対する思い、これまで何

回も質問を受けてまいりまして、十分認識をしておるところでございます。

ただ、前段でもご説明申し上げましたように、いわゆる新市建設計画を進めてい

る中で、その財政財源をどのように確保するか、いわゆる自主財源の確保というも
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のが、私たちに課せられた使命であろうというふうに考えております。

そのために、先ほどご説明がございましたように、合併効果といたしまして、２

億数千万円の人件費が出てきたわけでございますけども、この合併効果で出てきま

した財源は、いわゆる計画の中に上げております建設事業をスムーズに推進してい

くためにぜひ必要でございますので、これらにつきましては、それらの経費に十分

充てていきたいというふうに考えております。

また、今後考えられますことは、福祉行政に対する財源の手当でございます。

今、国の方でもいろいろと検討がなされておりますけども、本市におきましても福

祉行政の財源につきましては、歳出につきましては年々鰻登りの状態でございまし

て、これはここ数年そのような状況になっていくかと思います。

このようなことを考えますと、法人税の税率につきまして、直ちに税率を改正す

るということは非常に厳しいのではないかというのが私たちの持っている考え方で

ございます。

ただ、これと企業誘致とセットいたしますと、なかなか議員さんが言われますよ

うに、企業誘致が難しいという、このことも認識しておりますけども、その中でや

はり条件等を十分整備しながら、ぜひ優良企業の確保に努めてまいりたいというふ

うに考えております。

以上、お答えします。

企画部長、村山隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

再質問に答弁したいと思います。○企画部長（村山 隆君）

まず、農振関係等でございますけども、農振関係等につきましては、農振協議会

におきまして審議される事項だと思ってます。したがいまして、この農振協議会に

おきまして審議の協議がまとまれば、今回の工業団地に関する農振除外について

は、問題はないものではなかろうかと思っておるものでございます。

また、産業振興におきまして、旧隈府地区についての心が、まだ気持ちがないと

いう質問ですけども、自分自身としましても、この地域が衰退していってもいいと

ことを思っておるもんではございません。今後、やはり経済部あるいは商工会等と

も合い協議をしていきながら、この産業振興には努めていきたいと考えておるもの

でございます。

また、シンクタンクにつきましては、当然、職員または地域住民の方、ノウハウ

を持っている方いらっしゃると思いますので、今後、その辺も含めまして検討して

いきたいと思っています。

以上でございます。
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渡 康雄君。○議長（北田 彰君）

［自席］

全く気にくわない答弁であります。○（渡 康雄君）

まず聞きたいのはですね、職員はですね、結果責任をとってないわけですね、今

まで。政治家は結果責任を問われるわけです。私たちは、こう思いますちゅ言うけ

ど、それがでけんかったら、どうなるのかって、結果責任とるのかと、私はそれを

お尋ねしたいと思います。結果責任をとるということなら、それでよろしいでしょ

う。やはり将来、企業誘致ができないような状況になれば、これは結果責任の問

題。これを政治家がとるというのは、市長がとるというのも、おかしな話。私は、

職員とはそうあるべきというふうに思います。ましてや、先ほどから総務部長がお

答えになったような財政問題、財政問題とおっしゃるけども、４,４００万です

よ。確かに、プラスとマイナスじゃ、７,０００万ばっかり出てきます。これは確

かにそのとおりです。そのために、菊池市も下げたじゃないですか、議員報酬を。

それくらいの議員は熱意を持っているんです。また、菊池市をこれから経済振興し

ていくためには、それくらいの頭の転換がなければ、プラス成長にはなっていかな

いということだと私は思います。ずっと、菊池郡市の中で、マイナス経済成長をし

てきたのは菊池市だけです。ほかは、プラス経済成長をやってます。むしろ、総務

部長も総入れ替えで、３町村の総務部長をつくるべきだというぐらいに思うわけで

ございます。

そういうことで、ひとつもう一遍、十分な検討をし、すばらしい結果をですね、

期待するものであります。もう１回、審議し直す気はありませんか、計画を練り直

す、先ほども松本議員の一般質問の中にもありましたけど、新市計画をもう１回練

り直すところも必要だというような発言の内容もあったと思います。私は、新市計

画について、やはりもう一度考え直すべきところが十分にあると思うのですが、い

かがでございますか、ご答弁願いたいと思います。

それから、先ほどの企画部長の話ですけどね、全然ですね、わかってないな、本

当の話。なぜ、どうやって経済が衰退していくだろうか、それに対してどのような

手を打つのかて。今まで同様のことしとったってですね、これは衰退するのみで

す。今までの発想ではですね。変わるんです、状況が。私は、そういうことじゃな

くてですね、だからこそ、シンクタンクを利用しながらいろいろなデータを採りな

がら、いろいろな調査をしながら、菊池市にあった施策をつくらなきゃならない、

また発想の転換もしなきゃならないということを強く言っているわけです。あなた

にも言いますよ、行政責任はどこにあるて、結果責任はとるのかということを強く

申し上げたいんですが、いかがでございましょうか、ご答弁願います。
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以上、３度目の質問とさせていただきます。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

再々質問にお答えいたします。○総務部長（髙本信男君）

大変厳しいご指摘でございますけども、十分受け止めております。ただですね、

議員報酬を下げておるということでございますけども、これは現在が下がっておる

ということで、このまま下がったやつがずっと続くということは、仮に私は保証は

できないものと思っておりますので。

だから、２８名になるわけだよ。○（渡 康雄君）

現時点での比較では、そのようになっておりますし、私の○総務部長（髙本信男君）

手元におきましても、新市におきましての標準税率の場合と制限税率の場合には、

その差が約７,０００万程度出てくるというような試算はしております。こういう

やつも十分見極めながら現行のやつを守っていくということにしておるわけでござ

います。

それから、新市建設計画の見直しでございますけども、これは先ほども申し上げ

ておりますように、合併協の中で十分議論をされてたたき上げられました新市建設

計画でございますので、これを基本に今後１０年間の総合計画をやっていくという

ことでございますので、このことはご理解をいただきたいと思います。

また、最後に、大変厳しい結果責任のお話がございましたけれども、結果責任が

問われますからこそ、市民福祉の向上のために職員一同、一所懸命努力しているこ

とをご理解いただきたいと思います。

以上です。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

渡 議員の再々質問の中で、ご指摘をいただきましたプラ○経済部長（岡崎俊裕君）

ス思考で財政支援あるいは発想の転換をということで、菊池市の経済衰退に向けた

取り組みということで、経済部の方では、観光振興による商店街の活性化につきま

しては、旧菊池市において平成１０年７月６日、市の議長名におきまして市民広場

周辺整備計画の議会からの提言があっておるところでございます。それによります

と、市民広場が菊池観光の拠点及び市民の生活拠点と位置付け、市民をはじめ訪れ

る観光客が長時間楽しめる交流拠点として、また隣接する温泉街や菊池公園、商店

街への移動を誘導する交流中継基地ゾーンとして再整備を目指してきたところでご

ざいます。

このような中で、夢美術館に温泉旅館組合によります足湯がつくられたり、最近
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では、商店街の後継者有志によります菊池人力車が、御所通り界隈を無料で案内さ

れるなど行われているところでございます。新しい観光案内ボランティアとしての

注目を浴びているというところでありまして、観光への取り組みが少しずつであり

ますが、変わりつつあると思っております。

そのように、住んでいる人たちが地域を愛して誇りに思い、菊池を訪れる皆さん

方にですね、おもてなしの心を持って、回遊性の向上を図る仕掛けを配置していく

と。その結果が、菊池滞在時間の延長、まちの賑わい、ひいては地域の活性化、商

店街の活性化につながるものと思っております。

今後、団塊の世代が退職期を迎え、旅行などを楽しむ時代が訪れるものと予想さ

れますが、グルメや温泉を始めとして、地域の地域性を生かした本物、安心、安

全、季節感、遊び心、地産地消をキーワードとしまして、回遊性を高める体験、体

感型のグリーンツーリズムによる観光商品開発も含め、おもてなしの心を基本に受

け入れ体制の整備とともに必要ではないかと考えております。このことが、新菊池

市の各地域の自然を活かした地域間の連携をさらに高め、物産館、道の駅、温泉施

設などの観光施設の連携と整備充実を図りながら、各種イベント等を開催しなが

ら、人と人、物と物が交流して、商店街の活性化に結びつけていくようなストリー

性のある観光ルートの形成を各種団体の皆さん方と連携を図りながら目指していき

たいと考えているところでございます。常に、おもてなしの心を持って、訪れる皆

さん方のための観光振興を含めて、菊池の経済発展につなげていければと考えてお

りますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。

以上、お答えします。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

一言、申し加えたいと思います。○市長（福村三男君）

執行部の答弁につきまして、渡 議員の方から、結果責任というものについて政

治家は求められるけども、行政としての責任というのは、どこにあるのかといった

ご質問あるいはまた趣旨だったと思いますが、これは行政執行部の中におきまし

て、職員の方々には、常に自らのそれぞれの立場と経験において自信を持って職務

に就いてほしいと。また、いろいろな行動と決断というものにつきましては、すべ

て結果については、市長である私にあるということを申し述べております。

旧菊池市の最初に私が就任したときにも、そのようなことを申し述べて、自信を

持って仕事をやってくださいということを申し上げておるところであります。

私のことにつきましては、まだスタートしたばっかりでありまして、結果を論じ

るのは、４年先のことであるということだと思います。もちろん、その時折につき
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まして、いろいろご指摘いただきながら、そのことについては最大限の努力、そし

てまた住民を中心とした中で、何がやはり本物であるのかということで航路を間違

えないように、そのようなことでこれから以降につきましても、自信と責任と、ま

たプライドを持ちながら進めさせていただきたいと思っております。

また、住民税、法人税、市町村民税のことでございましたが、これは渡 議員の

ご案内のとおり、税率については菊池市の例によるということで、合併協議第２８

号によって確認をされたことでありまして、１８年度において統一すると。それま

での間につきましては、菊池市の例によるということになっております。固定資産

税も同じように、不均一ということになっております。

それで新市になりまして、この基本構想つくっていく過程におきまして、見直し

ということについての必要性があるのではないかというようなご指摘でありました

し、また松本議員の午前中の質問につきましての引き合いがなされておりました

が、松本議員のご発言というのは、この新市建設計画というものは、総合計画、基

本構想に全く同じようなことで大変な時間と皆さん方の英知を集めてつくられた、

まさしく基本構想と同じものであるというようなご指摘で、なぜ、この１７年度に

つくる予定の基本構想、基本計画、そして実施計画というものについての、特に基

本構想の部分についてはということで、新市建設計画を基本とした形でつくらせて

いただく、中身については、そんなに大差はないというようなことをご答弁申し上

げました。そういったことで、進めさせていただきたいということを御答弁したこ

とでありまして、幾分ちょっとご発言の趣旨と違ったんではないかなと、このよう

に思っております。

いずれにいたしましても、固定資産税も、この法人、市町村税につきましても、

不均一というのは好ましくないことでもありますし、また税の公平性というものか

らいたしまして、また、その周囲の町村の動向というものはご案内のとおりであり

ます。財政的に非常に厳しい中でありますから、財政状況を見ながらということで

はありますけども、今日の新聞だったでしょうか、お隣の大津町等の企業に対する

補助金等もなされれております。そういった対策というものを、周囲等をちゃんと

把握しながら、この新市菊池市として企業誘致を進めるための法人市町村民税をど

うするかということを考慮していきたいと、このように思いますので、よろしくお

願いいたしたいと思います。

次に、進みます。怒留湯健蓉さん。○議長（北田 彰君）

［登壇］

皆様お疲れさまでございます。○（怒留湯健蓉さん）

私は、２題通告をしております。１つは、教科書問題についてと学校教育法７５
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条学級についてでございます。それぞれ３点ずつございますので、どうぞよろしく

お願いをいたします。

まず、教科書問題について、現状の問題点と、それに対するご認識を伺いたいと

思います。

小・中・高校で使われる教科書は、学校教育法により文部科学大臣の検定を受け

なければならないことになっており、それは概ね４年に１度変わります。来年度

は、中学校の教科書が変わる年です。そのため、教科書会社は、文科省に申請をし

まして、このほど４月５日に８社が検定を通ったことが報道されました。その中

に、扶桑社の歴史と公民の教科書が含まれているということで、また今回もいわゆ

る教科書問題が大きな社会問題として浮上してまいりました。また外交問題として

も、近隣諸国から厳しい抗議を受けることになりました。大変残念な憂慮される事

態です。

わが国の教科書問題は、家永教科書裁判に見るように、検定制度そのものや記述

に見られる歴史認識が内外から問われてきました。そういう中で前回、４年前の教

科書改訂の年、新しい歴史教科書をつくる会、この後、つくる会と略して呼びます

が、が作成した扶桑社が出版した歴史、公民の教科書が大問題となりました。それ

は自由主義史観を標榜するつくる会の特異な歴史認識や民主主義人権に対する否定

的な考え方が、多くの人々に時代錯誤的な違和感と嫌悪感を抱かせることになった

からです。とりわけ、アジア太平洋の戦争の悲惨を超えて、友好と平和を願うアジ

ア諸国の人々には、日本の外交姿勢、歴史認識等々に対して、根強い不信感をもた

らしました。今回に優るとも劣らない政治問題、外交問題であったわけですが、残

念ながら、今回またしても同じような事態を招いています。再々引き起こされるこ

のような事態を、どのように認識されているでしょうか。また、その問題の根は、

どこにあるとお考えでしょうか。

それから２番目に、採択のシステムと情報の開示にかかわってお尋ねをいたしま

す。

菊池のこの地においては、従来どおり、菊池郡市地域の共同採択ということです

ので、これも従来どおり採択地区協議会が設けられて、ここに校長、教員、学識経

験者、教育委員会関係者などからなる調査委員がおかれて、目下、調査研究が行わ

れていると思いますけれども、この調査研究に現場の教員が何人入っているでしょ

うか。また、教科書を実際に使う教員が、展示会に行ける条件、環境はどのように

保証されているでしょうか、これが２つ目です。

３つ目の質問といたしまして、採択のご方針をお伺いしたいと思います。教科書

問題については、私は４年前、前回の改訂のときに取り上げております。０１年６
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月定例議会で、当時の教育長のＩ氏に、その見解を尋ねておりますが、今回質問す

るに当たり、その際の議事録を見てみました。そこには、当時の教育長の人となり

を窺わせる答弁が記録されておりまして、なかんずく歴史認識や人権感覚において

は、その人格、識見を疑わざるを得ない見解が示されております。またその節、市

民の方が、当時の教育委員のある方に問い合わせをされところ 「あんたたちは、、

いったい誰が指図でそがんこつばしよっとか」と言われて、非常に怖い思いをした

という報告もなされています。本市の教育行政の暗い部分の１つとして記憶されて

いるところですが、採択の権限者として、今日でのその方針とご姿勢をお示しいた

だきたいと思います。

２つ目の質問で、７５条学級についてでありますけれども、熊本県のホームペー

ジによれば、学校教育法第７５条による特別支援学級は、児童・生徒の障害の状態

等に応じた指導をするために、少人数学級編成や一人ひとりの児童・生徒の障害の

状態や特性に応じて自立を支援するための指導であり、その中の通級による指導と

して、比較的障害の軽い子どもが、ほとんどの授業を通常の学級で受けながら、障

害の状態に応じた特別な指導を、特別な場、これが通級指導教室と言われるもので

すね、そういう教育の形態があると。現在、熊本県には、言語障害、情緒障害、難

聴の通級指導教室が開設されておって、週に１～３時間程度、その障害に基づく種

々の困難改善、克服を図るために自立支援を中心とした特別の指導が行われている

と説明されています。

私は、市内の小学校で７５条学級を何遍か参観したことがありますけれども、実

際に障害のあるお子さんと、その保護者の置かれている実態というのは、この学校

教育法第７５条の恩恵を十分に享受されているのかどうか、気になるところです。

合併後の新市においては、全体の実情はどのように調査され、把握されているでし

ょうか。

７５条学級の２つ目の質問ですけれども、旧菊池市においては、補助教員の確保

が前年度の水準で維持されて、保護者はひとまず安心されているということのよう

ですけれども、旧泗水、七城、旭志においても、ほぼ同等の体制が確保されている

でしょうか。

それから３つ目の質問です。学校間の格差と信頼関係ということですけれども、

学校間の差という点ではですね、人の配置とともに療育の内容についても開きが認

められます。よく学習された集団として信頼を得て、成果を上げている学校と残念

ながら、そうでないところがあるようです。どの療育の現場にも最善の環境を用意

し、保護者と学校の信頼関係を築かなければなりませんが、この点はいかがでしょ

うか。
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以上、１回目の質問といたします。

教育長、木下昭二郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

怒留湯議員のご質問にお答えいたします。○教育長（木下昭二郎君）

まず最初、教科書問題でございますが、１つ前提としてですね、教育委員会、私

自身も採択の責任者の方になっておりまして、教科書採択につきましてはですね、

公正確保というのが第１番目、それからもう１つは、調査委員、それから選定委

員、協議委員の静謐な環境を保つという、外部からのですね、いろいろな力によっ

て正しい選択ができにくくなることはいかないという決まりがありまして、ちょっ

とお答えできない部分もあるかと思いますが、その点は８月３１日のですね、終了

を待った後で、質問があれば開示するというようなことになるかというふうに思い

ますので、それを前提にしまして、お答えをいたします。

まず、教科書採択に当たっては、これまで文部科学大臣の検定の段階で、検定を

申請した教科書の内容について、いろいろな論評が報じられました。実は、文部省

が一応、教科書として教育課程を教えるのに適当であるかということをまず審査を

するわけで、それが検定でございますが、皆様ご存知のとおり、４月６日にです

ね、一斉に各紙全部、教科書選定の内容、訂正箇所、その他、問題点が公表されま

した。それは、４月５日にですね、文部省が、文部省として検定した内容を開示し

たことによるものでありまして、それは十分読んでおりますが、それから引き続い

て、教科書採択についていろいろな意見があり、教育関係者のみならず保護者をは

じめ県民等の教科書採択に対する関心が極めて高いというふうに言えます。また、

諸外国のいろんな情勢の報道もあったこともあります。

教科書採択は、児童・生徒によりよい教科書を提供する観点から、各採択権者の

権限と責任のもと、教科書の内容について十分かつ綿密な研究調査によって、公正

かつ適正に行われるべきものであり、調査研究の充実に向けた条件整備を図ってい

くことが肝要であるというふうに考えております。

次に、採択のシステムでございますが、もうこれはインターネット等で調べれ

ば、すぐにわかるようになっておりますけれども、すべてを申し上げますと長くな

ってしまいますので、要点だけで申し上げたいと思いますが、まず出版社が原稿段

階の教科書、申請本といいます。を、提出して、文部科学大臣の検定を受け、合格

すること。教育課程を教えるのに教科書として適切であるかどうかということを検

査をするわけでございますけれども、合格した教科書、教科書として適切であると

認められた教科書を、各都道府県の教育委員会へ教科書目録を通して送付いたしま

す。それを、都道府県は、検定を受けた教科書の目録を採択地区の市町村教育委員
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会に送ります。これが菊池市の教育委員会へ送られるわけでございます。

教育長、それは存じております。はい、質問に答えていただけ○（怒留湯健蓉さん）

れば、結構です。

採択地区内の市町村教育委員会は、教科書採択協議会を設○教育長（木下昭二郎君）

置し、教科書調査選考の機関として教科図書選定委員会委員、教科書研究委員を依

頼して、教科書採択地区の児童・生徒に、よりよい教科書を選定する仕組み、ほぼ

４年に１度、ご質問にもありましたとおりのサイクルで行われ、その期間は４月１

日から８月３１日までと定められています。ここで人数が、質問がありましたけど

も、これはそこまで申し上げていいかどうかわかりませんが、人数はいいと判断し

ますので、申し上げますと、教科書調査の先生はですね、全部で４０人選んでやっ

ております。それから、選定委員は１２名以内ということでやっております。

委員の氏名については、先ほど申しましたように、公正確保の上からここでは申

し上げられません。

ところが、教職員とか一般の人が教科書を見ることは、手に入れることは実際で

きませんので、一般の方には、教科書を直接購入することはできませんので、教科

書について関心を持っていただくために、教科書展示会で実際の教科書を見て、読

んで、ご意見をいただき、参考にすることが大事なことと考えております。

また、教職員の参加につきましては、展示会の時間を延長したり、その時間を学

校で工夫したりして展示会に参加できるように図っておりますし、学校長は、ＰＴ

Ａの保護者の方にですね、なるだけ展示会に行かれるように連絡等をしています。

また教育委員会からもそういうことを伝えるようにということを伝えて指導してい

るところでございます。

菊池管内で展示会場は、もうずっと定められておりまして、隈府小学校、大津室

小学校、合志南小学校で、６月１７日から６月３０日までの期間、開催されます。

次に、採択の方針につきましては、児童・生徒の発達段階において、国が定めた

教育課程を指導する教科の主たる教材として重要な役割を持つものであること。ま

た、地域の実情及び学校や児童・生徒の実態を踏まえ、児童・生徒により適切な教

科書を提供するという観点に立って、採択権者として権限と責任のもと、教科書の

内容について十分かつ綿密な調査研究に基づき、公正かつ適正な採択を確保するこ

とが肝要であるというふうに考えております。

次に、学校教育法第７５条学級についてでございますが、合併後の全体の状況を

どう調査されているかということでございます。合併に伴い、菊池市内小学校が１

４校、３,１４２名、それから中学校が５校、１,７５７名の児童・生徒が在籍し、

７５条学級につきましては、小学校で知的障害学級８学級、肢体不自由学級５学
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級、情緒障害学級５学級、難聴障害学級２学級、計２０学級、３０名でございま

す。中学校では、知的障害３学級、肢体不自由学級１学級、情緒障害学級３学級、

計７学級、１３名が在籍しております。

障害に応じ児童・生徒のニーズに合わせた適切な指導が、どの学校でも行われて

います。

次に、信頼ある自立支援体制と要員の確保は可能かということでございますが、

障害のある児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するとい

う観点から、児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じる適切な教育支援を行う

特別支援教育への転換が図られている中、従来の障害に加え、学習障害、ＬＤとい

うふうに言います。注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ 、アスペルガー症候群、高）

機能自閉症による症状を持つ児童・生徒に対しても適切な指導を行うため、本年度

は市単独で２０名の補助教員を任用し、学校に配置し、児童・生徒の持てる力を高

め、生活や学習上の困難を改善、克服するため、個に応じた適切な教育や指導を行

っているところでございます。

学校間格差のことでございますが、現在、菊池市内の中で、その指導に格差があ

るというふうには考えておりません。

以上、お答えします。

怒留湯健蓉さん。○議長（北田 彰君）

［登壇］

ちょっと急ぎましょう。○（怒留湯健蓉さん）

最初のご認識を伺ったのですから、ご認識を伺えばよかったんです。静謐な環境

ということは、私はおっしゃるだろうと思ったら、おっしゃったんですね。これは

ご存知と思いますけれども、つくる会の前会長の高橋史郎氏が、埼玉県教育委員会

に就任するということが問題になったときに、この方がですね、歴史教科書の監修

者であるかどうかについて問い合わせがあったわけですよ。それについて、文科省

が、検定が終わるまで発表しないというふうに言ったわけです。こういう問い合わ

せに対して、静謐な環境をずっと保たないかんといことで、各教育委員会にです

ね、静謐な環境を保とうということで通達を流したということなんです。これは非

常に問題があることで、お問い合わせについては、きちんと答えなさいということ

の反対側なんですね。ということを私たちは認識したいと思います。

認識のところにおいてはですね、少なくともやっぱり、なんでこういう問題が出

てくるかということの認識については、やっぱり侵略と加害の歴史に目をつぶろう

とすること、それからやっぱり根強いアジア蔑視があるということ、それから今行

われている歴史教育は、いろいろ改善が重ねられて、世界史の中で確認されている
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事実に基づいた教育をやっと可能になったのにも関わらず、時計を逆回しにするよ

うな記述が出てきたから問題があるというふうに、少なくともそういう認識をした

いと私は思います。

それから、２回目の質問に入らなければ時間がありませんので、今回の教科書問

題はですね、前回以上に政治の介入が露骨だということです。全国的にそういう報

告がなされていますけれども、熊本の例を申し上げますと、あさぎり町で５月２１

日、つくる会の教科書のいわば宣伝のような集会が開かれておりまして、ここへは

文科省の政務次官、下村さんが来るはずだったそうですが、それはあまりにという

ことで、代わりに来たのが、つくる会の代表の八木秀次氏でした、高崎経済大学助

教授ですね。この方は、憲法９条、１１条、２４条等を攻撃している改憲学者とし

て大変有名な方ですよね。それから２２日には、熊本テルサには、東京都の横山教

育長が来て、講演をしています。そしてまたですね、そのときは主催政党の青年部

より、県下の社会科の教師たちに参加の呼びかけがなされているということも明ら

かになっています。大変異常な状況と言わざるを得ませんけれども、また熊本は、

全国最大の右翼組織と言われているその組織率が高いというところで、そういう勢

力と重なりながら教科書採択に政治が介入してくるという事態が現出しているとも

言われています。熊本が狙われているとも度々言われ、大変不名誉なことですけれ

ども、そういう状況についてのご認識がございましたでしょうか。そして、それに

対するご見解をお伺いしたいと思います。

それから、はしょって言ってますが、採択のシステムと情報の開示については、

８月３１日以降でも構いませんので、ぜひ開示をお願いしたいと思います。

私は昨日ですね、隈府小学校に教科書の展示を見に行ってきました。そしたら、

前回に比べて非常に場所が悪いというか、狭くて３階ですよね。２、３人なら、ま

あいいけれども、意見書くところも３つぐらいしかなくてですね。大勢来られた

ら、ぶつかり合うというような状況で、下の方の第２理科教室、第２音楽教室が空

いていたので、そういう工夫ができなかったもんだろうかと思いますが、いかがで

しょうか。

それから、授業の最も中心となる道具として教科書を使う先生たちは、行くよう

に言っているということでありましたので少し安心いたしましたけれども、そうで

あればですね、校長先生はそのようにして、さらに行けるような配慮をしていただ

きたいと思いますけれども、ぜひ、その旨、ご配慮願いたいと思います。

それから、姿勢と方針については、厳正、公正ということを言われておりまし

て、その厳正、公正を図るものさしが大変重要なんですよね。私情とか感情とか好

みとかで選ばれないようにと節に願うわけですが、姿勢と方針については、宮沢喜
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一官房長官談話と河野洋平官房長、当時のですけどね、談話が教科書に関わっては

発表されております。これは、宮沢官房長官の談話は、１９８０年の８月ですけれ

ども、日韓共同コミュニケ、日中共同声明の中において、過去において日本国が戦

争を通じて重大な損害を与えたことの責任を痛感し、深く反省するとの認識が表明

されておりまして、これらに対する批判については、わが国の教科書の記述につい

ても批判が寄せられた場合は、わが国としては、アジアの近隣諸国との友好親善を

進める上で十分耳を傾け、政府の責任において是正するというふうに、これが宮沢

官房長官談話の、いわゆる近隣諸国条項ですね。それから、１９９３年の河野洋平

官房長官の談話は、従軍慰安婦の記述をめぐってですけれども、従軍慰安婦の調査

の結果、長期にかつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、多くの慰安婦が存在

したことが認められたと。慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたもので

あり、管理及び移送についても旧日本軍が直接、間接，これに関与したことが判明

したというふうに言われて、発表の中身がそういうふうになっておりまして、我々

は、このような歴史の真実を回避することなく、むしろ歴史の教訓として直視して

いきたいと。歴史研究、歴史教育を通じて、問題を長く記憶に留め、同じ過ちを繰

り返さないよう固い決意を表明するというのが談話ですけれども、これらは日本政

府の公式見解であるわけです。国際公約と言われる由縁ですけれども、これが日本

政府の姿勢と方針であるわけですが、つくる会が執筆している扶桑社が出版した教

科書は、まるで政府の姿勢と方針が念頭にないかのような記述になっていますが、

もちろん教育長としては、日本政府の公式見解を支持されると思いますが、いかが

でしょうか。

それから、７５条学級についてお伺いいたします。支援体制についてはですね、

厚生労働省の資料によれば、この４月に施行となった発達障害支援法というのがあ

りますね。発達障害の症状の発言後、できるだけ早期に発達支援を行うことが特に

重要であることに鑑み、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国

及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における支援、それか

ら就労の支援等もありますけれども、発達障害者の自立及び社会参加に資するよ

う、その生活全般にかかる支援を図り、というふうに掲げています。

日本では、この分野の研究が遅れて、これまで健常者でもなく、障害者でもなく

といった曖昧な位置に置かれていた発達障害者、先ほどお触れになりましたＬＤと

かＡＤＨＤ、アスペルガー症候群と呼ばれる人たちですね。で、その支援が国の責

務として明らかになったわけです。であれば、発達障害法の趣旨に沿うとするなら

ば、７５条学級においてもですね、人の確保からもう一歩進んだ療育の質の確保が

求められていると思うんですけれども、専門家の育成、それから高い実践能力のあ
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る人を療育の場、行政の場、双方においてどのようにつくっていかれるかというこ

とをお伺いしたいと思います。

それから、信頼できる関係の学校現場のですね、構築については、学校間の格差

はないというふうに今おっしゃいましたけども、私の報告を受けてますものについ

てはですね、あるんですね、残念ながら。ここでは差し障りがありますから申し上

げませんが、時と場所を改めて、またお話伺いたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。

非常によく学習された学校集団として成果を上げているところと、そういうとこ

ろを見てみますと、まず校長先生が、よくその発達障害に関する学習をされて、理

解されているということが言えるようです。校長が、トップとしてリーダーシップ

を発揮し、学校が集団として機能する体制を築いていく。例えば、適正な担任を選

任するとか、よく学習された加配を要求するとか、当然、専門書とかいろいろ資料

を読むとか、学習会とか研究会にも校長先生が自ら行って、職員も行かせるという

ようなところでは、当然やっぱり信頼が厚くて、成果も見えるんですね。これは現

場としては当然のことですけれども、先ほど言いましたように、なかなかそれがで

きていないところがある。学校によってこんなに違う、校長によってこんなに違

う、担任によってこんなに違うという具体的な報告が幾つもあるんです。

早期な適切な療育を保証することが、当事者の自立と社会参加を可能にするみち

であるとする、この法の趣旨に沿えば、どの現場でも専門性を有した人の配置がな

ければいけないと思われますが、今、そういう学校づくりがとても求められている

わけです。その法の趣旨と保護者の願いに、どう応えていかれるかということをお

伺いしたいと思います。

質問に対してだけ、端的にお答えください。

教育長、木下昭二郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

再質問にお答えいたします。○教育長（木下昭二郎君）

政治介入についてのことでございますが、私自身、採択の一員となっている中で

ですね、そういう会合とかそういうふうのがあったことについて抑圧とか、採択に

ついてですね、公正さを欠くというような例えば、そういう意識は全くありませ

ん。ということは、私は政治介入は受けてないという気持ちでおるところですし、

また、受けてはならないというふうに思っております。

２番目、教科書展示会についてですが、実は、展示会はですね、県の教育委員会

が責任を持ってやるので、いわゆる菊池なら、教育事務所が隈府小学校を借りて展

示しているところですが、その場面設営も全部、ここでは県が教科書採択委員会じ
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ゃなくて、県の委員会がやったものでございます。しかし、学校長に聞いたらです

ね、３階であるということ、大変暑い環境であるということを聞いてですね、これ

はどうにかして下の方に下ろせないかなと思いましたが、まず教室が、いろいろ今

は空いている場合もあるし、ほかの少人数学級とか何か活動しますもんですから、

結局、あそこが開示の場所になっております。確かに、ご指摘のとおりでございま

すし、ちょっと我慢して見なくちゃならんのじゃないかなというふうに思っている

ところでございます。

それから、展示会の意見はですね、参考として、みんなやっぱり研究委員も選定

委員も私たち協議会委員も見ることにしておりますので、それは参考にして見ると

いうことではありますけども、そういうふうにしておるところでございます。

それから、教科書の問題で、政治家のいろんな発言ということですが、これは大

きく言えば、発達段階にあるその教育というなのは、子どもの心理発達段階におい

て実際やられるものでありまして、その発達段階に応じて、その事柄を伝えるとい

うのがやはり大事なことであると思いますので、そういうことでいろいろ慰安婦の

問題なんかも論じられたというふうに私は受け止めているところでありまして、歴

史の真実は、それは曲げられないというふうに思っているところでございます。

次に、７５条学級についてでございますけれども、議員さんは、いつも非常に関

心があり、もう大変詳しくご存知ですが、今は、７５条学級にいない生徒、普通学

級におりながらですね、アスペルガー症候群など、アスペルガーというのは人の名

前で、心理学者が、こういう症状があるということを発見したことから、アスペル

ガーという名前の症候群になってますが、一種の広い意味での自閉症ということ

で、これもインターネットなんかで調べてみると、幾つもの事例がありまして、一

言にはちょっとなかなか言えませんけれども、とにかく普通だと思われている中に

も、実は障害を持った子どもがいると。また、それに対処し、または７５条学級に

対処するためには、その担当の教員だけでは、やっぱりまずいということでござい

ます。それで、近い例で、隈府小学校ですが、去年ですね、専門家を呼んできて、

職員研修なんかもやっておりますし、そういうことは各学校ともやるべきものであ

りますし、また、それぞれは取り組んでいるところでございます。障害児学級の指

導についてですね、みんなが関心を持って、みんなで育てていく。それから、この

自閉症などいうのはですね、いろいろありますけれども、もう記憶力がものすごく

抜群である場合もあるんです。社会性はないけれども、記憶力は抜群である。結

局、その障害というのは、それを個性というふうな考え方でですね、伸ばしてやる

という、それを肯定しながら伸ばしてやるという教育という方へ進んでいっている

というふうに考えていますし、教職員もそういう研究をですね、学校でやっている
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ということをお伝えしておきたいと思います。

それから、菊池市が２０人、菊池市の費用で先生を雇っているんですが、大体は

定数法というのによりますと、障害児学級の場合、５人まで受け持つように国の方

はなっているんです。それでは、やっぱりなかなか障害に応じられませんので、２

０人、市から費用を出して雇って、適切な校長の考えで指導をやっているところで

ございますので、よろしくお願いします。

何でもそれで十分ということはいきませんけども、しっかり力を尽くしていると

いうことはお伝えしておきたいと思います。

以上です。

時間が非常に急いてまいりました。○（怒留湯健蓉さん）

政治の圧力は受けないと。

こっちから指名してから、言ってください。○議長（北田 彰君）

すいません。○（怒留湯健蓉さん）

怒留湯健蓉さん。○議長（北田 彰君）

［自席］

申し訳ありません、急いでおりまして。○（怒留湯健蓉さん）

じゃ３回目、最後の質問に入ります。政治の圧力は受けていないと。そして、事

実記述の教育を尊重するとおっしゃってくださいました。大変ありがとうございま

す。

教育は、ときの権力の不当な介入があってはならず、その独立性、自立性が守ら

れなければならないというような教育基本法の理念でございますので、そのお答え

があったかと思います。ありがとうございました。

もう１つですね、今回の教科書問題について、ちょっと特異なことがあるんです

ね。そのことをちょっとお話しして伺いたいと思いますけれども、いわゆる白表紙

本が出回っていることなんですね。で、文科省は検定審査前、審査中の教科書は外

部に露出しないように厳重な管理が行われておりますけれども、４月６日の衆議院

文部科学委員会で、つくる会のいわゆる白表紙本が、少なくとも７０冊、関係者に

配られて、営業がされていたということがわかったわけです。東京、京都、和歌

山、埼玉、九州では、福岡、鹿児島で確認されていますが、そもそもその白表紙本

の公表禁止を文科省に働きかけたのは、新しい歴史教科書をつくる会だったわけで

す。それを受けて、厳重な管理体制が敷かれたんですけれども、その当事者が、そ

れを破って配っていたということがわかったわけですね。そうであれば、本来、検

定中止であるとか不合格に処すべきところですが、それを見過ごして、文科省も再

々注意はしたと言ってますけれども、それが見過ごされたということは、文科省
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が、この教科書を特別扱いにしているということで、今全国ネットで、その正す運

動が展開されています。こういうふうに教科書を巡る一連のダーティな動きを調べ

てみますと、本当に驚くべき人脈が立ち現れてきます。今日は申し上げる時間があ

りませんので割愛いたしますけれど、２人だけ申し上げときますと、中山文部科学

大臣自身、大臣に就任するまで、つくる会とともに活動してきた日本の前途と歴史

教育を考える議員連盟の座長であるんですね。下村次官も、今も同議連の事務局長

という人脈にあるんですね。こういう事実と、もう１つは、今申し上げましたつく

る会の白表紙本が事前に配付されていたということは、教科用図書検定規則実施細

則、独禁法に違反する行為であるということ。この事実をご認識されているでしょ

うか。そうであれば、そのような記述以前の問題がある教科書を、教科書として、

子どもに渡せるかということですね。

それから、情報のシステムについては、熊本市が前回しておりますが、非常に信

頼ができるものです。時間がありませんのでご紹介ができませんが、本市の情報公

開条例とか、まちづくり基本条例の趣旨に照らせば、今回は、熊本市を下回らない

水準で公開されるのが道理と思われますけれども、それはいかがでしょうか。

それから、方針と姿勢について、もう言い尽くすことができませんので、本市に

かかわることとして伺います。本市は、中国、韓国と国際交流を大変、国に先駆け

てされておりますけれども、非常に評価が高い、これからいろいろ民衆レベルの交

流が発展して、両国の相互理解と発展がされていくと思うんです。そういう中で、

扶桑社の教科書を採択するようになれば、今までの積み重ねが本当に水の泡となっ

てしまうと思うんですね。実際、忠清南道の熊本所長さんが、そんなふうにおっし

ゃってますし、アシアナ航空のご見解もそんなふうに伺っております。ノムヒョン

大統領の独立記念日の演説にも、その旨、触れておられました。で、本当にこうい

う状況の中で本市に限って見ても、失うものは計り知れないと思います。そういう

状況下で、人権を否定するような歴史の歪曲をするような国家主義や復古調に貫か

れた教科書を取り込まない姿勢と方針が求められていると思いますが、いかがでし

ょうか。

それから、７５条学級について、最後の質問でございます。信頼関係の構築とい

うことが非常にやっぱり求められていると思うんですね。障害のある子どもさんの

教育に深い理解と実践が進むことは、その周りにいる私たち大人も子どもも生きや

すくすることだと私、思います。その実践にかかわることは、本当に自分自身を磨

くことだと思うんです。菊池の子どもは、どこか違うようにということをよく聞く

フレーズですけれども、それはそれなりの高い実践と環境があって初めて可能にな

ると思います。そういう実践があった中で、子どもたちは初めて想像力とか思考力
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とか洞察力を獲得していくことになるんではないでしょうか。いずれにしても、７

５条学級の存在意義は、私は大きいと思っております。

今後は、よく学習された学習集団と手厚い行政の後ろ盾により、発達障害支援法

の趣旨を学校の中、７５条学級の中で生きたものとして、そこを中心にしながら、

どのお子さんにも自立、社会参加への適切な療育を保障していかなければならない

と思いますけれども、現状での問題点は何であり、課題は何であるとお考えでしょ

うか。それらに対する具体的な改善策と手立てについて、最後にお聞かせくださ

い。そして、７５条学級の存在と価値について、お考えをお聞かせください。

教育長、木下昭二郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

たくさんの質問で、答えられるかどうかわかりませんが、○教育長（木下昭二郎君）

なるだけ端的に答えさせていただきます。

白表紙の問題は、私は知りませんでした。以前は、白表紙というのは申請本のこ

とでございますけれども、文部省に、その検定を受ける申請本ということでござい

ますが、以前は、その白表紙がもう１０年ぐらい前はたくさん出回っておったとい

うことですけど、今は私、全く見たことがございませんし、私も実は、インターネ

ットでそういうことがあったんだなということを知ったところでございますが、そ

れは規則に違反ということは、もう当然ですので、それはよくないことだというふ

うには考えております。

それから、選定の経過の開示ということでございますが、これは教科書の研究委

員、選定委員の方は、こちらから依頼しているものでございますので、開示につい

て、開示していく方向でありますが、一つ一つその要望があったのを検討した上で

の開示というふうになるかと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思いま

す。

それから、日韓問題ということですが、実は、今月の２７日、もう実は、韓国か

らたくさん公民館、生涯学習の会場を視察に来られます。それから、中学生の海外

研修も計画しておりまして、予定どおりやるという考えでございますし、その子ど

もたちが、本当に純真な気持ちで友好関係を結ぶということは、そういうことは非

常に大事なことであると思いますので、それはもう市長も近隣国との有好を提示さ

れておりますが、そういう意味で今までどおりやるつもりでございます。

しかし、教科書につきましては、一応文部省のその検定を受けてですね、国の教

育課程の指導をするのに適切だというふうにされたものについて、私たちが、それ

を除けるなどいうことは、もう絶対できませんことですし、結局、歴史教科書は、

実は８冊、８出版社から出ておりますので、これは厳正な、本当に中学生徒に適当
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であるかということの考えに立って選定されるものだというふうに考えておるとこ

ろでございます。

それから、７５条学級のことについては、やはり今後、職員の研修も含めまし

て、十分理解した中で、その長所を伸ばすという形、社会参加ができるようにやっ

ていくということに努めなければならないと、議員ご指摘のとおりでございますの

で、鋭意努力していきたいというふうに考えます。

以上でございます。

あと４分ございますので、市長に一言。○（怒留湯健蓉さん）

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

残り時間があるということで、私の方にふられましたけれど○市長（福村三男君）

も、ただいま怒留湯議員がいろいろとお話の中で、総括的に私が果たして答えるべ

きものがあるのかなと思って聞かせていただきました。

まず第１に、先ほどから政治の介入ということがご指摘になっておりました。地

方自治体におきましても、この教科書の採用については、教育委員会、教育長をト

ップとしてされておりまして、その審議の過程であるということもございまして、

首長が、その見解を述べるということも、すなわち、政治の介入につながりかねな

いということでもございます。

ともあれ、ただいまの答弁の中にありましたように、菊池市も日韓の交流、日中

の交流というのを深めてまいっておりまして、特に、この８月には夏休みを利用い

たしまして子どもたちが、それぞれの旧来の４市町村から代表して訪韓するという

ことでございます。また、先方の方からも、清原郡の方から郡首を初めとする議員

団の方々が来庁予定になっております。また、中国の方からも、これ確定ではあり

ませんけれども、老人クラブのコーラス部といいましょうか、そういったグループ

の方々が多数、来市されるという、このような予定にもなっております。

このような中で、やはり今年は特に日韓においては、国交４０年という大変すば

らしい節目を迎え、そして今年は友情年であることで、小泉総理、ご本人そのもの

が、ようこそジャパンということでキャンペーンを打たれております。そういう政

府の日韓、日中をはじめとする国際交流、国際観光の観光客倍増作戦の一環とし

て、この地方自治体が外国客の誘客に今汗を流している最中であります。そういっ

た中でこの２月に、旧菊池市においては、清原郡との経済交流の締結を行いまし

た。これは政府要人も参加のもとでもありました。ですから、そういうことを考え

ますときに、小泉総理に、地方自治体は、いかように行動をとるべきなのかといっ

た実は疑問を抱いているところでありまして、日韓問題につきましては、特に汗を
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流していただきたいということで、旧菊池市がこれまでやってまいりましたビザ問

題につきましても、ぜひひとつ努力をしてほしいというのを過日、６月２０日のソ

ウルにおきますノムヒョン大統領との会談の直前に、実は手紙を差し出したところ

でもございまして、今後、ぜひ、まさに未来志向の中で、菊池市を発信地として新

しい日韓の歴史がつくられることを心から期待をいたしております。このことを申

し添えたいと思います。

ありがとうございました。○（怒留湯健蓉さん）

ここで１０分間、暫時休憩します。○議長（北田 彰君）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩 午後２時３０分

開議 午後２時４０分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）

次に、進みます。栃原茂樹君。

［登壇］

それでは、大変お疲れの中でございますけれども、議長のお許しが○（栃原茂樹君）

ございましたので、ただいまから一般質問をさせていただきます。

考えてみますと、ちょうど正確に言いますと、合併して３カ月と２日でございま

す。その間、執行部におかれましては、市長さんはじめ、大変今までの事務体制づ

くり、いろいろな面でご苦労があったことだろうと察するところでございます。

何はともあれ合併して、新市の住民の皆さん方から、よかったと、１日も早くそ

の言葉が聞けるよう、我々議員も在任期間しかございませんが、特に、執行部の皆

さん方は、定年まで、６０までございますので、住民の福祉向上のために特に頑張

っていただきたいとお願いを申し上げまして、質問に移らせていただきます。

２点について私は通告いたしておりますけれども、１点は、市税について、２点

目は、農業の振興についてでございます。

先ほど、市長の方からちょっと固定資産税のことで私はございますので、ちょっ

と触れられましたけれども、それではわかりませんので、やっぱりやることに決め

ております。

第１点の市税については、これは固定資産の税率の問題でございまして、ご承知

のとおり、現在、不均一課税ということで現行の税法が改正されて、現在、菊池市

が１００分の１.６、他の七城町、それから旭志、泗水町が１.４ということで税法

が改正をなされております。そういうことは皆さん既にご承知かと思うわけでござ

いますが、このことについては合併協議会で一応協議がなされ、３月の合併協議会
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で一応執行部から提案されて、その当時は継続審議ということになって、７月の第

９回目の協議会で修正がなされて、承認が受けられておるという経過をたどってお

ります。当初の３月の時点では、平成２１年度までは不均一課税をやって、２２年

度からは１００分の１.５にする統一の税率だということで提案がなされておりま

したけれども、そういうことでいろいろ論議された結果、継続審議になったんだろ

うと私は承知いたしております。税そのものの性格から申し上げますと、税は公

平、適正な課税が行われるのが、私は税の基本だと承知いたしておるところでござ

います。そういう観点からして、不均一課税が執られておりますけれども、これは

もう合併協議会で４月、５月、６月と継続されて、７月に承認を受けてることは承

知しておりますけれども、なぜ不均一課税なのかというのが私は非常に疑問に思っ

ておるわけです。同じ新菊池市の皆、住民でございます。その中で、菊池市だけ

が、なぜ１.６なのか。このことは何か話を聞くところによりますと、財政的に非

常に１.６を１.４にしたんじゃ１億８,０００万ぐらい落ちるから、厳しくなるの

でということで１.６にするというようなことも聞き及んでおるわけでございま

す。そのことは財政的にということでございまして、全く不均一課税をする問題と

は違うわけでございます。合併特例法の１０条を必ず持ってきて、これを適用して

不均一課税にやりますということをいつもおっしゃっておる。また、この、ここに

持ってきておりますけれども、ずっと以前からの合併協でなされたのが、毎月のが

ございます。この中でも必ず固定資産税のところでは、地方税の取り扱いについて

合併特例法の１０条によりと、不均一課税を適用すると。そもそも不均一課税とい

うのは、税法の総則の６条にあるわけですね、１項と２項に。そして２項の方が、

公益上、課税したら、著しく不均衡を生ずるとか、不均一課税をしないと、公益

上、阻害が起きるというようなときに、公益上という、またその他というところで

６条の方に規定されております。ただ、合併して公益上というのは非常に難しいと

いうことで、捉えがたいということで平成１４年に改正になって、３年間だったの

が５年間に延んただけで、あとは字句は４０年代と１つも変わっておりません。た

だ、合併した町村の賦課上、著しく均衡を阻害する場合に、それとまた、合併した

町村間で財産の区画問題、それから負債関係が著しく不均衡を生じた場合、その範

囲内で不均一課税をすることができますよとなっておるわけですね。私が聞いたと

ころでは、財政の問題だと。全く違った捉え方の不均一課税じゃないかというよう

な解釈を私はいたしております。そういうことで、やっぱり新市は一体でございま

す。そして、住民負担の公正、公平から考えても、早く現行法の市の税条例の固定

資産の税率について統一されたい。統一するのは、私はやっぱり標準税率の１.４

だという考えを持っております。
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そういうことでございますので、先ほど市長も、また施政方針の中でもちょっと

書いてございますけれども、早急に税率を一定税率にするための整備に取りかかる

という施政方針がなされております。それで、早急ということはわかります。私も

早急に、この１.４に改正していただきたいという考えを述べておるわけでござい

ますが、また合併のする町議会の中でも修正された中では、速やかに財政状況を勘

案し、いいですか、速やかに財政状況を勘案し、中ございますが、決定すると語尾

はなっております。速やかというのは、時間を置かずにという解釈を私はいたして

おります。だから、合併して、もう３カ月２日になります。固定資産の賦課期日

は、平成１８年の１月１日でございます。それ以前に、改正を現行の税法改正にし

ないと、菊池市の方は、方じゃなくて、属地主義でございますから、菊池市の家

屋、土地、償却資産については、１００分の１.６がかかるんだという結果になり

ますので、実は、９月、１２月にやろうかと思いましたけれども、今回一般質問

を、そういう観点から早急にしなければならないということで、早急にお伺いして

おかなければならないということで今回させていただいたわけでございます。

参考までに申し上げますと、ただ菊池市の方だけじゃなくて、七城町５０名ぐら

い、旭志が６０名ぐらい、それから泗水が５、６０名ぐらい、１６０何名かはです

ね、菊池市以外の方が、菊池市に土地なり家屋なり固定資産、持っておられます。

そういうような複雑な関係もございます。ただ菊池市が１.６だったから、１.６で

取ろうというようなことで行ったのであれば、いろんな関係で支障が来たします。

また、固定資産税というのは、ほかの税金と違いまして、課税標準額の前に評価額

というのが、もう税務課の方はご承知と思いますけれども、評価額がございます。

そして３年に１回の評価替えがある。そして、直接それを評価額イコール課税標準

じゃなくなっとるわけですね。評価水準に達しているものはそうなりますけれど

も、負担調整がなされて、税法の中にちゃんとございます。そういうことで、評価

額イコール課税標準じゃないと、その前に、各市町村間の土地なり、特に宅地等に

は不均衡があると、これは事実でございます。首長が全部、今までは決定していた

わけでございますから、それと今までの沿革がございますので、なかなか隣接町村

との境等については、まだ格差が多分にございます。むしろ、そういうことをです

ね、やっぱり調査して、そのあたりの調査の上で、税率を考えるということである

なら私は納得いきますけれども、ただ合併特例法に基づいて不均一課税をしたとい

うのは、全く当て外れではないかというふうな考えを持っております。

そういうことで、市長におかれましては、早急に取り組むということでございま

すが、どのように取り組まれるのか。早急というのは、いつまでに条例改正をやら

れるのか、税についてお尋ねをいたすわけでございます。
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それから、次の農業振興についてでございますが、これは旧七城町でハウスリー

ス事業を行ってまいっております。平成１１年に第１回にやりました。そのときは

大型ハウス、それに電灯と二種類か三種類ぐらいございましたけれども、反当でご

ざいます。町が事業主体でやったわけでございますが、その当時は、県からも補助

がございましたし、国からの補助と県からの補助、そして町の補助ということで７

５の補助で実施をいたしております。それからずっと私も要望がございましたの

で、１２年からいろいろ一般質問をしてまいりましたけれども、なかなか反当ハウ

スについては実践ができなかったというのが経緯でございまして、現在、１６年度

にようやく反当ハウスについても県の許可を受けたということでございましたけれ

ども、台風が八代、それから阿蘇で３割以上の被害があったということで、その補

助金の予算が、そちらの方に回ったということで、年度の充用変更をやって、１７

年度で七城町は実施するというような話がついておるようでございます。予算にも

上がっておりますので、やるということは姿勢が見られますけれども、その進捗状

況等、これからどのようにされていくかということをお尋ねしたいということで質

問をさせていただきました。

あとにつきましては、答弁を受けた後で再質問はさせていただきます。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

固定資産税の税率につきましては、合併協議会での地方税○総務部長（髙本信男君）

の取り扱いの協議の中で、税率の統一につきましては、新市において速やかに財政

状況等を勘案して決定する。なお、税率の統一までの期間につきましては、市町村

の合併の特例に関する法律第１０条の規定を適用し、不均一課税とし、旧４市町村

の現行の税率としたものでございます。

ただいま栃原議員さんから、合併特例法の１０条につきましてのいろいろなご指

摘がございましたけれども、確かに、私どももこれを見まして、さらに勉強をさせ

ていただきましたけれども、著しい不均衡というこの取り扱いが非常に難しいとこ

ろがあるというふうに考えております。私たちが調べたところでは、いろいろとこ

れを定義付けたものは何も見つかりませんでした。いわゆる合併協議会において、

当時の税担当で協議された中で、１.６と１.４が、いろいろな状況から見て、著し

く不均衡であるものと判断されたものであるというふうにしか言えないものでござ

います。そういうことで、１.６と１.４、いわゆる不均一課税となっておりますけ

ども、今後は、市民間の不公平感によりまして、納税意識の低下などの問題が考え

られてまいります。十分、財政状況などを検討しながら早急に税率の統一を図りた

いというふうに考えております。
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以上、お答えします。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

栃原議員の質問にお答えをしたいと思います。○経済部長（岡崎俊裕君）

本事業につきましては、旧七城町において、平成１４年度に事業を受けている継

続事業でございまして、平成１４年度には、ハウスリース２５棟、平成１５年度に

情報複合施設１棟、それから昨年平成１６年度に、ハウスリース３棟が実施されて

おります。最終年度であります平成１７年度は、ハウスリース６０棟の建設事業を

計画をいたしておるところでございます。

６月の８日付けでございますけれども、県を通しまして、本年度の国庫補助事業

の内部的な事務連絡があったところでございますので、本定例議会で予算をです

ね、上げておりますので、予算成立後に、本事業の手続きを進めていきたいという

ふうに考えております。

以上、お答えします。

栃原茂樹君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

第１点目の税につきましては、早急に今後検討するということでご○（栃原茂樹君）

ざいます。いつも使われるのが、執行部の言葉は、早急にとか、検討するとかとい

う言葉を聞くわけでございますが、本来は、いつまでやるというようなことをです

ね、お答えしてもらいたいと。できないなら、できないでいいです。それがお答え

なんですよ。日本語はよく、努力をしますとか、早急に対処しますとか、そういう

ことが非常に議会に対する答弁の場合は多いわけですね。だから、いつも私は申し

上げとります。できないならできない、調査期間は何日も掛かるなら、これだけぐ

らい掛かりますから、これくらいの期間は必要ですというようなですね、お答えを

私は望んでおるわけです、ただ言葉だけじゃなくて。だから先ほど、著しいという

言葉の解釈は非常に難しいと、それは難しゅうございます。人それぞれによって違

うわけですね。しかし、著しいというのは常識上考えた場合は、明らかにというこ

とです、物事見て。だから、不均一の場合は、非課税のところもございます、税で

は。そうすっと、課税しておるところとの合併した場合がございます。こういうと

きは、明らかにということですね、片一方は課税して、片一方は課税していないと

いうことですから。これは明確に自治省も示しておるわけですよ、見解でですね。

これは誰しもわかることです。しかし、細部についての著しいというのはですね、

やっぱり著しいていうのは、明白にということですから、私の解釈では、５割も６

割も違うならば、やっぱり著しいという解釈を持ちます。総務部長におかれまして
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は、０.１％でも、０.０１％でも著しいとは考えられないかもしれないというのが

人それぞれの考えですか。大体常識上言ってですね、著しいという言葉は、辞書を

くれば大体の日本語ですから、どういうことだということは自治省あたりが、な

ぜ、ものさしを示さないかというのはですね、合併を進めにゃいかんから、これに

ものさしをあまり挟んでおればですね、合併が崩れるというそういうことを懸念し

てですね、合併する市町村に委ねとるわけです。自治省あたりは卑怯なわけです

よ、大体が、進めながら。そして言葉では、著しいと書いて。そういう内容なんで

すよ、これは。これは自治省に私も実際、指摘したんですから、だから、そうでご

ざいますということでした。だから、あまり総務部長にどうこう言う問題ではござ

いませんけれど、やっぱり常識上考えてですね、やっていただきたいというような

考えを私は持っておるわけです。財政上の問題であるならば、すべて１.６にすれ

ば財政上、幾らか改正するわけですね、解消するわけです。ただ、不均一課税とい

うのは、通常の税より下げてするんですよというのが不均一ですよ、上げるという

ことはできないとなっておるわけですね、通常の。それと、著しい誤差の範囲内と

なっとるから、そういうとを計算されておるかと、その上で不均一を執られたかと

いうことを再度、お尋ねをいたします。

それと、ハウスリース事業については、七城町だけが現在やっておりますので、

他の旧市町村でやっておられるか、ちょっと存じませんが、１８年度、１９年度当

たりに希望があれば、そういう事業に取り組まれるかというようなことも、あわせ

てご答弁を願いたいと思います。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

あとは、市長の方からも答弁があるかと思いますけども、○総務部長（髙本信男君）

固定資産税の試算につきましては、旧菊池市、七城、旭志、泗水町につきまして不

均一にした場合の試算といたしまして、試算１.４％、１.５％、それから現在のや

つということで、１７年との差を出しておりますけども、１.４％にした場合が、

約１億８,０００万のマイナス、１.５にした場合が、１８４万ぐらいの増という、

こういう試算を一応やっております。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

再質問でございますけれども、１８年度以降については、○経済部長（岡崎俊裕君）

どのように考えているかということでございましたけれども、本事業につきまして

は、七城町からの継続事業ということで１７年度については、そのままの継続事業

として予算措置をしておりますけれども、１８年度以降については、その時点でま
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た考えていきたいと。全市的なことがございますので、そういった点で考えていけ

たらと思っております。

以上でございます。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

栃原議員の固定資産税の税率についてのお尋ねに対しまして、○市長（福村三男君）

ただいま総務部長より２度ほど答弁をさせていただきましたけれども、合併協議会

における協議の経過につきまして、ただいま栃原議員の方から具体的にご指摘がご

ざいました。

これにつきましては、合併協議の中で、現在の不均一を均一化するということで

の話が進められたわけでありますけれども、今財政的な問題だということでご答弁

申し上げましたけども、財政的なものもありますけれども、１.５％あるいは１.６

％に均一化するということでいかがなものだろうということは、旧菊池市といたし

ましては、不利益を被る住民を抱えているということもございまして、この均一化

を実は求めたところであります。しかしながら、３町村のご理解を得られず、１.

６％をそのままにして、皆様方の町村は１.４％ということにならざるを得なかっ

たということでございます。

先ほどお話がありましたように、何回もお持ち帰りがございまして、それぞれの

町村で審議がなされ、栃原議員の地元であります旧七城町の方でも論議があったこ

とだと思いますが、いわば、すべての皆さん方の方で速やかに調整をするというこ

との承認をいただいているということでございます。

伴いまして、合併して３カ月ほど経つではないかという話でございますが、議会

が始まったのが今回が第１回目でございます。それで、このことにつきましては速

やかにということで、速やかにというのは、いつのことかということでございます

が、財政状況を十分勘案しながら速やかにということでございます。それで、私は

今回の選挙を通じながら、この１９年度にやるべきような財政的な予算的なものは

裏付けされてたと思っておりますが、これを事務的にこれを早くすることができる

のかどうなのかと、また皆様方のご理解を得なければならないということからいた

しまして、速やかにというのは、１７年度ではとうてい事務的にできるはずもあり

ません。ですから、１８年度の予算としてこれが均一課税に持っていけるかどうか

ということで、速やかにの最も早い措置といたしましては、１８年度から可能性は

あるというふうに思っておりまして、その点を内部的に今後、検討を詰めながら進

んでいきたいとこのように思います。

いずれにいたしましても、この税というものにつきましては、新市建設計画を裏
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打ちするものでありますから、これを前倒しして減免すると、減税するということ

になれば、それだけのものを今度は新市建設計画の中から、また改めて見直しをし

て事業の縮小なりをしなければならないということになりますので、その辺を重大

な問題として捉えながら検討して、１８年度から取り決めるように努力をさせてい

ただきたいとこのように申し上げたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

栃原茂樹君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

先ほど総務部長さんからは、不均一課税のことに、１.４にした場○（栃原茂樹君）

合とか、１.５にした場合とか、１.６にした場合、それは誰でも計算できることな

んですよ。それをして不均一課税だという問題じゃないんですね。そう考えておっ

ていただきたいと思います。

それから、市長におかれましては、大変、うちの町長に対しても一般質問をこの

ことについては、地元でやっております。反対したのかしないのか、１.５になる

のにですね。答えは、１人が反対しても、ほかの３名がおられるので、ご理解いた

だきたいという答弁をいただいておりますので、ああ大体せんだったつなというこ

とを今思い浮かべておりますけれども、菊池市の方を１.４にするということは、

そのときの首長さんでございますから、福村市長は。なかなか地元のことだから言

いにくかったことは事実じゃないかと思います。しかし、住民からすればですね、

やっぱり同じ新市の住民ですから、標準税率である１.４というですね、財政上の

問題とか、財政上の問題いうたら、全体を考えてなくてはならないわけですから、

不均一課税じゃないんですよ。だから、そういうところをですね、間違いのないよ

うに、やっぱり検討していただきたいと。税率が違うから、いくら税金が取れない

から財政的こしこ違いますよというようなことじゃなくして、評価額がこれだけ差

のあるから、かえって菊池市の方がですね、固定資産の宅地は隣接町村よりか高い

んですよ。それに税率が高いなら、まだ高いわけでしょう。これが不公平だと私は

申し上げるわけです。だから、そういう時点のですね、評価替えは年に３回ですか

ら。不均衡是正あたりもやる必要があるのではないかと、そういう計算をですね、

調査を今後進めてもらいたい。ほかのことも６０何項目か合併協議会ではございま

したから、そういう計算する暇もなかったと思いますけれども、やっぱり今後にお

いてはですね、固定資産については、不動産鑑定士が今やっておりますので、大

体、地価公示価格の７割が評価額です。その７割に評価水準が旧各市町村が達して

いるか達していないか、そういう調査もやってみる必要が、必要なんですよ、固定

資産には。そして、そういうところで調整してですね、是正をしながら、税率は最
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後の問題なんですよ。一番に税率をですね、幾らにしようかなんて、全くナンセン

スな固定資産税については考え方なんです。私は、そういうふうに解釈いたしてお

ります。また七城町でも以前は、不均衡是正をやったことがございます。やっぱり

ですね、長くなると、そういう結果が評価水準がまだ２０％しかないと、片一方は

もう９８％いとると。一般の方はこういう言葉がわからないかもしれませんけれ

ど、執行部は税務課長さんは、総務部長さんもわかると思いますので、そういうこ

とを今後ですね、やっぱり調査をしてみる必要がある、税率だけで、いろいろの問

題じゃなくしてですね。

私は、そういうことをお願いして、もう答弁は要りません。お願いをして、これ

で終わらせていただきます。１４分前でございますけど。

福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

私の方が舌足らずだったかもしれませんので、少し補足させて○市長（福村三男君）

いただきたいと思います。

私の方が、税率が１.６％ということで、そのことを言いづらかったんではない

かといったご発言だったと思いますが、私の方は、皆様方、町村の税率よりも０.

２％高いために、非常に市民が不利益を被ると。同じ市民になるのだから、市民に

なったら同一税率で当然ではないかといったことを主張したわけですけれども、３

町村の方は、これは今までの税率をそのまますべきだと、不均一ですべきだという

ことで、歩み寄りといいましょうか、１.５に近間ったらどうだろうかといったも

のも論議の過程ではあったわけです。しかしながら、やはりこの１.６のままでな

ければ、どうしてもご理解いただけないということも何度も何度も持ち帰りがあっ

て、それで結果的には、４５名の合併協議会の委員の１人でも反対をすれば、ご判

断のとおり、すべての協議項目は全会一致をもって協議項目が承認をされておりま

す。もちろん、その背景には、それぞれの議会に持ち帰って、たぶんに全会一致を

もって承認をされて、このことになっているということはご理解をいただきたいと

思います。

それで、七城の旧町長さんの方が、１人反対しても云々と言われたということで

ございますが、決して、この１人が反対したときに、それでは賛成多数で、これで

行こうといったことは協議の中にあっておりません。すべて全会一致で持ち帰っ

て、５１それぞれの協議項目が確認をされたということですから、それについて

は、ご理解いただきたいと思います。

言葉の修正をいたします。

舌足らずと、こういう発言を言ったそうでございまして、これについては不適切
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な発言であったということで、訂正をさせていただきます。

次に、進みます。野口和夫君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

通告に従いまして、人権同和教育についてお伺いをいたします。○（野口和夫君）

定例会の初日の福村市長の施政方針の中で、人権同和教育への熱意は伝わってま

いりました。大変皆さん方もお疲れで、私も疲れておりますので、もう短く質問を

したい、１０分間で回答まで終わりたいと、そのように私は思っております。よろ

しくお願いをいたします。

合併前の旧町村での人権同和教育の取り組みは、当然のことながら温度差があっ

たろうと思うわけでございます。

いよいよ新市がスタートします。新市では、どのような取り組みがされるのか、

会の支部の人たちは、期待と不安でいっぱいだろうと思います。私どもの市では、

すべての差別をなくすため懸命な取り組みがなされております。部落差別をはじ

め、いろいろな差別が現存しております。１日も早く解決しなければならない重要

な問題です。

日本国憲法において法の下の平等、人は、すべて平等であると謳われているわけ

でございますが、歴史の過程で、つくられた差別により、地区に生まれ育っただけ

で今なお、差別に苦しんでいる人たちがいる。あってはならない現実が存続してい

るわけでございます。昭和４４年の特措法以来、行政の責務として学校教育また社

会教育への真剣な取り組みがなされ、同和問題への理解も広がり、また深まってま

いっておりますが、残念ながら完全な解決には至っていないのが現実であります。

未解決のままに国の特措法も期限切れとなっております。１日も早い法の制定が

必要だろうと思います。

新市では、今までの努力が活かせるよう人権同和教育の推進、啓発にどのような

取り組みをされるのかお伺いをいたしまして、１問目の質問を終わります。

教育長、木下昭二郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

野口議員の質問にお答えします。○教育長（木下昭二郎君）

人権同和教育について、人権同和教育の啓発推進をどのように取り組まれるのか

というご質問でございますが、人権問題につきましては、同和問題をはじめとし

て、女性、子ども、高齢者、障害者、ハンセン病などの様々な問題が存在しており

ます。その中でも最も重大で国民的課題であります、わが国固有の部落差別の解決

に関しましては、これまで国、県とともにそれぞれの市町村で様々取り組みがされ

てきたことにより一定の成果はあったものと思います。しかし、本市におきまして
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も今なお差別事象がある現実を踏まえ、これまで各市町村で取り組みを十分尊重

し、またその成果を継承しながら、あらゆる差別問題の解消に向け関係機関、団

体、また住民への教育、啓発になお一層努めてまいる所存でございます。

平成１４年３月を持って特別措置法が失効いたしましたが、国、県におきまして

も、人権教育啓発に関する法律や基本計画なども策定されておりますし、本市でも

部落差別撤廃・人権擁護に関する条例を制定しております。あらゆる機会を通じ

て、これらの法律や条令の浸透を図りながら、お互いの人権が大切にされる明るい

社会づくり、明るい菊池市づくりに努めていかなければなりません。

なお、指導者の養成と推進体制の核となる菊池市人権同和教育推進協議会の発足

に向け、関係機関、運動団体とも協議しながら準備を進めているところでございま

す。７月２６日に設立総会を開くべく、鋭意努力しているところでございます。発

足しますと、それぞれの分野で具体的な活動の推進をしてまいりますので、今後と

もご指導とご協力をお願いいたしまして、答弁に代えさせていただきます。

野口和夫君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

７月２６日には推進協議会を立ち上げ、前向きに取り組むというよ○（野口和夫君）

うな説明だったろうと思います。

教育長の方からもありましたように、いろいろなやっぱり差別があるわけでござ

いますが、差別というものは、弱い立場の人だけに集中してくるわけでございま

す。弱い人の立場に立ってみないと本当のことは見えてこないものと思います。人

権意識を高める教育の推進に努められ、人が人を大切にする明るいまちづくりに取

り組まれて、同和問題とか部落差別とか言わずに済むよき時代が１日でも早く来る

ことを願い、質問を終わります。

ありがとうございました。

次に、進みます。隈部忠宗君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

大変お疲れのところでございますけれども、明日かなと思いました○（隈部忠宗君）

ところ、今日になりまして、ちょっと戸惑っているところでございますけれども、

よろしくお願いをいたします。

先般、通告をいたしておりました農林業の活性化と施政方針の中から、特に、住

民参加のまちづくりの２点について質問をさせていただきます。

菊池市が直面している問題は、先ほどからも論議がありましたように、財政問題

あるいは農業問題、教育、福祉の問題、環境問題、観光問題と非常に多岐にわたっ

て問題が山積していると思います。



－ －212

私は今回、菊池市の活性化は、中心部の活性化ももちろんでございますけれど

も、周辺部の農村部の活性化が菊池市の中心部の活性化につながると思いまして、

農業問題について質問をさせていただきます。

元気な地域農業を実現するために、国は本年３月に、今後１０年程度の施策の羅

針盤として新たな食糧・農業・農村基本計画が策定されました。その中で、これま

での農業を取り巻く行政の変化や施策の検証結果などを踏まえて、食糧自給率を設

定するとともに、目標の達成に向けて生産及び消費の両面において重点的に取り組

む事項を明らかにしました。県も、元気いきいき熊本２１農業振興運動を展開して

いるところであります。

新しい菊池市は、農業の総生産額が２８８億１,０００万で、県下で１位であり

ます。しかし、農業の生産所得を見ますと９１億３,０００万で、県下で３番目で

あります。菊池地方の農業の特色は、豊かな土地、きれいな水、それに先代からの

優秀な人材や技術が組み合わさりまして、他品目の農業生産がされております。し

かし、１戸当たりの農業所得は３０３万１,０００円と、県下の平均１７７万５,０

００円より高いものの、他産業に比較して低い状態であります。このような条件

下、市長は、農業の振興の基本姿勢は何か。また、農家の所得向上対策は、どう考

えておられるかお尋ねを申し上げたいと思います。

また、本市は、米が農業の基幹であります。水田面積３,８９０ｈａ、総生産額

は３６億５,０００万で、新食糧法の下で新たな米政策改革が行われ、昨年それぞ

れの旧市町村で、地域水田ビジョンが策定をされました。平成１６年度を改革の初

年度として、平成２０年度から農業者と農業者団体が主役となったシステムを国と

連携して構築されることになっています。そういう状況の中で、本市の新たな米政

策改革をどう推進されていくのかお尋ねを申し上げたいと思います。

農業は、技術もさることながら、意識の改革なくして振興はあり得ないと思いま

す。徹底した話し合いと指導を望みたいと思いますが、どう対処する考えである

か、３番目にお聞きをしたいと思います。

国は、農業の中心に認定農業者制度を活用し、これを地域の担い手とする考えで

あります。本市における認定農業者は６０７名、その中で、家族経営者協定を結ん

でいる農家が２２２名、２０％にしかすぎません。新規就農者は、平成１０年より

年間１０～２０名でありまして、地域により差があるようでございます。それぞれ

の認定者協議会が、今後どう活動していくか、どう市が支援すべきかお尋ねを申し

上げたいと思います。

４番目に、畜産の振興、基盤の確立について、どう指導していく考えであるかお

尋ねを申し上げたいと思います。
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菊池市は、平成１５年度の飼養頭数で見ますと、乳牛が１万３,２４０頭、肉用

牛が３万８,３４０頭、豚が７万３,７５０頭で、県下におけるシェアは、それぞれ

２６％を占めている畜産の市でございます。それぞれ畜産農家は、コントラクター

の組織の推進あるいは搾乳ロボット、キャリーロボットの普及、畜産環境整備等堆

肥の利用促進、それから堆肥の広域流通の推進、スラリー周期経営の取り組み、牛

肉の消費拡大と農業理解のフェスティバルの開催。先般、議員の皆様にもご協力を

いただきました父の日牛乳キャンペーン、これは菊池から発信をいたしまして、先

般、県、国にもこの運動が展開し、酪農の婦人部が、小泉総理にも渡したような状

況であります。しかし、農業を取り巻く情勢は厳しく、畜産農家自体の自助努力だ

けでは経営を維持することは容易でございません。

特に、昨年１１月より実動に移りました家畜排泄物法の施行調査でも、８０％の

人が、堆肥を完全につくるのに努力をしている答えたのに対して、４割の人が、堆

肥生産に採算がとれないと言っております。畜産農家にとっては、在庫を溜めず

に、いかに捌くかが課題でありまして、今後、ペレット化堆肥の推進あるいは耕畜

連携の推進で、広域流通の促進をお願いしたいと思います。

今後、きめ細かな市の営農基本条例を制定することによって、安定した農林振興

５カ年計画を策定するように要望をいたします。

また、第３セクターは、非常に活気がございますけれども、高齢化が進んでおり

ますし、安心、安全、新鮮、安い、これが物産館の特色であります。しかし、生産

履歴を間違えば、大変なことになることはご承知のとおりであります。今後、物産

館の振興対策について、どう指導していくかお考えをお聞きしたいと思います。

次に、中山間地の農林業の振興対策について、どう指導していくか考えをお聞き

したいと思います。

第２点目の施政方針につきまして、新市建設計画の主要施策の中で、まず１番目

に取り上げてありますのが、住民参加のまちづくりを挙げておられます。市民と行

政の協働によるまちづくりの具体的な推進についてお尋ねを申し上げたいと思いま

す。

以上でございます。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

隈部議員さんのご質問にお答えをしていきたいと思いま○経済部長（岡崎俊裕君）

す。

１点目でございますけれども、旧４市町村は、農林業を基幹産業として発展して

まいりました。九州農政局菊池統計情報センターによる合併後の農業産出額は、県
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内１位でございます。生産農業所得が３位であり、ともに一定の所得の確保が図ら

れていると考えております。

しかしながら、生産者の高齢化や後継者不足、景気の低迷などによる農産物価格

の低迷、畜産環境問題など、農林業における環境は大変厳しい状況であります。

今後は、自ら経営計画を持った認定農業者のさらなる啓発普及に努め、法人化な

どによる企業的経営の育成、新規就農者の確保、育成、家族経営協定の締結を通し

た経営世帯員の意欲向上と女性の経営参画による地位向上の推進を図るとともに、

多様な生産組織の育成などの地域営農システムの確立や高齢者の活動促進、担い手

への農用地利用集積の促進を基本に農業振興に努めるとともに、新市の産業のさら

なる発展には、安全、安心、高品質の農林畜産物づくりが必要であり、そのため生

産基盤の整備を推進するとともに、地域の特性を活かし、環境保全に留意し、魅力

ある農林業の振興を図りたいと考えております。

本市農業は、酪農、肉用牛、養豚などの畜産を中心とした畜産経営や施設野菜や

花卉などの施設型農業や中山間地における椎茸などの林産物を組み合わせた複合経

営の発展が行われてきたところでございます。

２点目でございますけれども、平成１８年度までの実施される水田農業構造改革

対策事業については、旧市町村ごとの地域協議会で事業推進を行い、平成２２年度

を目標年次として平成１９年度から農業者、農業団体の自主的、主体的な需要調整

システムを国と連携して構築していくことが示されております。

平成１９年度以降の制度については、現在のところ、具体的な施策が示されてお

りませんので、今後、国の施策に応じ、地域と一体となって事業の推進に当たりた

いと考えております。

次に、３点目でございます。畜産施設型農業については、一定の規模に達してい

るものの、水稲、麦、大豆を中心とした土地利用型農業においては、専業を目指す

る担い手は少なく、また農地が分散し、生産性が低いなどの課題を抱えておりま

す。このため、平坦地の畜産、施設型農業においては、生産コストの低減や効率・

効果的な土地利用を図るため、地域や集落での話し合い活動を進めながら、地域の

実情に即した多様な生産組織の育成を推進することが必要であると考えておりま

す。

次に、４点目でございますけれども、県内１位の畜産産出額を誇る畜産の市とな

り、これにより排出される畜産堆肥の処理については、市外への流通や多用途利用

による堆肥処理を検討する必要があり、県及び農業団体等との連携のもと、環境保

全に留意した畜産の振興を図りたいと考えておるところでございます。

５点目でございますけれども、営農基本条例及び農林業振興５カ年計画策定につ
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いてということでございますけれども、今後、新市建設計画の基本方針を引き継ぎ

ながら、これにかかわる新市総合計画を作成することになっております。この中で

基本計画において、現状と課題及び課題解決のための取り組み、現状の値と５年後

の目標値などを示しながら、農林業の振興にあたりたいと考えております。

今後の施策展開方向につきましては、各関係機関と連絡、調整を図り、関係機関

の指導、協力のもとに取り組み、議会と相談しながら推進していくことが不可欠で

あると考えております。

６点目でございますけれども、第３セクターの物産館の振興対策については、各

物産館出荷協議会の栽培協定や出荷協定により、現在の体制が確立をされておりま

す。

新市においては、合併協議会の意向を踏まえ、出荷体制等の調整をはじめとした

協議、調整を行うとともに、既存の旧七城町特産品センター、アンテナショップの

現状と今後の見通しを考察し、見直しを行いながら菊池ブランドの確立と販売拡

充、さらには、菊池のＰＲと観光客のアップに向け地域をあげて協力と支援が伴う

ような推進をしていく必要があると考えております。

最後に、７点目でございますけれども、中山間地においては、今後５カ年継続実

施されます中山間地域等直接支払制度を有効活用しながら、集落協定による農業生

産活動及び多面的機能を増進する活動を推進し、集落ぐるみによる共同生産活動や

機械の共同利用などによる生産組織内での担い手及び高齢者の役割分担等を含めた

組織育成を進めたいと考えております。さらに、組織化の確立した生産組織につい

ては、経営の安定や強化を図るため、法人化を推進する必要があると考えていると

ころであります。

林業振興につきましては、平成１６年の１８号台風による森林の風倒木を中心と

した大きな被害を被りました。本年度は、その被害森林の早急かつ計画的な復旧を

図るため、森林災害復旧事業による被害木の整理、跡地造林等を実施します。ま

た、森林の保育育成等の森林整備及び特用林産物振興につきましては、白川、菊池

川流域森林計画を基本とした推進方向に沿って本市森林整備計画を推進し、持続可

能な森林経営の活性化に努めてまいりたいと考えております。

以上、お答えします。

企画部長、村山隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

住民総参加のまちづくりについてですが、市民と行政の協○企画部長（村山 隆君）

働のまちづくり関係ですが、新市建設計画におきまして、新市のまちづくりの理念

であります「豊かな水と緑、光あふれる田園文化のまち」を実現するために、９つ
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の主要施策を掲げまして、その中で住民参加のまちづくり、すべての市民のきずな

でつくる市民参加のふるさとづくりを目指しております。近年、市民のニーズの多

様化や社会情勢の変化あるいは少子・高齢化の進展などによりまして、これまでの

ように行政が主体となって様々な分野で仕事を担っていくことが困難になってきて

おります。また、経済状況が不安定な時代に、市の財政も厳しい現状にありまし

て、健全な財政運営を図るためには、真に市民が必要とする施策を選択し、推進す

ることが重要になってきている状況でございます。このため、新市のまちづくりの

理念を実現していくためには、市民の声を尊重し、市政に反映していくことが不可

欠であるとともに、市民が、まちづくりの主役として自ら考え行動し、積極的に活

動に参加していただくことが必要となってまいります。また、市民と行政が協働で

まちづくりを推進するためには、行政が、市民に情報を提供し、市民と行政が同じ

テーブルに立つことが基本であります。そのためには、行政の重要施策や各種計画

の立案から実施にかけて市民へ説明する機会を設けなければなりませんし、また関

係する制度も整備しなければなりません。

今後、これらを推進するために、必要な基本的事項を新市のまちづくり基本条例

として制定し、新市のまちづくりを進めてまいりたいと考えています。

その内容としましては、情報の共有化や市民全体のまちづくり活動支援、まちづ

くりに積極的に参加する市民の責務等を掲げてまいりたいと考えています。

以上で、終わります。

隈部忠宗君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

４点ほどお聞きしたいと思います。○（隈部忠宗君）

時間がだんだん迫っておりますけれども、１つは、旧七城町では、ご承知のよう

に、おいしい米が生産されるところでありまして、地域間調整を行いまして、米を

なるだけつくるような町民の声を行政に反映しておりました。農家が１万２,００

０円ほど拠出して、昨年は、天草地方から５０町ほど契約をいたしたのであります

けれども、この地域間調整を、今後どうされるのかお聞きをしたいと思います。

２点目は、認定農業者の問題ですけれども、今後、集落営農の中核となる認定農

業者であります。現在のところ、５５歳で計画書を出して、概ね６０歳までとなっ

ておりますけれども、物産館等、高齢者の方々が非常に元気であります。また、菊

池市では、特区を設けて、２０アール以上の方を農業者と認定するようなこともさ

れておりますし、これを６５歳に引き上げていただけないかということでありま

す。農業者年金や経営上の法的な絡みもあると思いますが、もしできなければ、菊

池市独自の高齢者支援対策というのを考えられないかお尋ねを申し上げます。
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３つ目に、畜産物の排泄物の管理の適正化及び利用の促進に関する件でございま

すけれども、先ほど申しましたように、菊池市は畜産の市でありまして、年間に２

８万３,８２４トンの堆肥が生産をされております。これを耕地面積、畑、水田、

１０アール当たり２トンを散布し、半分に散布するとしましても、１４万７,５７

５トンの堆肥が滞まるわけでありまして、生産量の５２％を域外に搬出しなければ

なりません。こういうシステムをなかなか農家だけではできませんので、農業団

体、行政、一体となって、そのシステム構築のために努力をほしいと思います。

４つ目に、ただいま非常に市民と行政が一緒になったまちづくりを計画をされて

おりますけれども、理想的なまちづくりに進んでいる例がございます。三加和町の

例ですけれども、三加和町では、自治の仕組みを考え直すいい機会だと捉えて、住

民主体の地域づくりを推進しております。地域の宝は、そこに暮らす人々であり、

地域が輝くことは、一人ひとりが輝くことであるということを基本に、地域が自立

するような計画を立てております。簡単に言いますと、まちを５０集落あった集落

を８つのエリアに分けて、大体世帯数からいいますと１５０から２００世帯ぐらい

を１つのエリアにして、そこにふるさとパートナーとして職員の方々が参加される

わけです。そして、それぞれの８つの里と申しておりますけれども、里で独自の計

画をされて、子どもからお年寄りまで、いきいきした活動をされているのを見まし

た。

菊池市も、そういった子どもからお年寄りまで、それから職員の方々も一緒にな

ったまちづくりができないものかと思います。

以上、４点についてお尋ねします。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

再質問にお答えを申し上げたいと思います。○経済部長（岡崎俊裕君）

１点目の地域間協定についてでございますけれども、現行制度では、旧市町村単

位で各推進協議会で事業推進をされております。今後、この協議会を中心に議論、

検討してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思いま

す。

２点目ですけれども、これまで各物産館において、地域に埋もれていた多くの資

源が見直され、新たな野菜品目への栽培の取り組みやさらには、林産物等を活用す

るなど、これらの生鮮野菜や加工品の販売によって農家所得が増加し、地域農業へ

の活性化につながっております。また、多くの高齢者や女性の方々が、これらの組

織に参画しておられ、その役割は大きいものがあります。各地域では、こうした取

り組みがなされており、より特色のあるものが求められるようになってきたため、



－ －218

加工品や生鮮野菜などの供給体制の強化や消費者ニーズの的確な把握による高品質

の研究、開発の推進が必要であると考えております。さらに、学校給食、病院への

安定供給も地産地消を推進する上では欠かせないものだと考えております。こうし

た高齢者活動を今後どのように新市総合計画の中に盛り込んでいくかということを

議論、検討してまいりたいと考えております。

次に、３点目でございますけれども、畜産農家では、経営の規模拡大が進みまし

た結果、生産される堆肥を管内だけで処理することは非常に困難な状況になってき

ております。菊池地域の農業振興を図る上で大きな課題となっている家畜排泄物に

由来する堆肥の利活用について、その方向性と具体的なアクションプランについて

検討を行うことを目的として、去る５月２６日に菊池地域堆肥等利用促進プロジェ

クトチームが設置されました。このプロジェクトチームは、菊池地域振興局を中心

に各市町、ＪＡ菊池、熊本酪農協、熊本市酪農協、畜産農協などの畜産関係団体を

メンバーとして、堆肥の利活用戦略や利活用のためのアクションプランを検討して

いるところでございます。検討結果の報告につきましては、１０月ごろになる予定

でございます。ハード面では、ＪＡ菊池が、本年度に北部堆肥センターの建設を計

画されております。この施設は、畜産農家で一次処理した堆肥を高品質堆肥にする

二次処理施設で、管外のＪＡ阿蘇、ＪＡ八代などの耕種農家への堆肥流通を促進す

るとともに、国産稲わらの確保にもつながる施設であると期待をしておるところで

ございます。堆肥に関する諸問題については、ソフト・ハード面において関係機関

と協議しながら最善を尽くしてまいりたいと考えております。

以上、お答えをいたします。

企画部長、村山隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

三加和町の事例によりまして再質問でございましたけれど○企画部長（村山 隆君）

も、職員の地区担当制につきましては、行政区単位あるいは学校区単位等の各地域

で、まちづくり活動がより積極的に、かつ円滑に行われるためには、職員がまちづ

くり専門家としての各地域の活動に参加するということは非常に効果的であると考

えています。したがいまして、地域活動への支援としての地区担当制につきまして

は、職員の服務に関する事項の整理や区長会等、調整と解決すべき問題もあります

ので、今後、それらを整理しながら実施に向けて検討してまいりたいと思っていま

す。

以上でございます。

隈部忠宗君。○議長（北田 彰君）

［登壇］
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最後の質問でありますけれども、私は、まちづくりはですね、中国○（隈部忠宗君）

のことわざに、里三声ということわざがあります。里三声とはどういうことかとい

いますと、１つは、子どもたちのですね、元気に本を読んだり遊んだりする元気な

声、もう１つは、若い人たちの元気で働く力強い声、もう１つは、お年寄りの方々

の、ああ菊池に生まれてよかったという感謝の声、こういう３つの声が聞かれるよ

うな菊池市にしたいなと思っております。

以上、私の質問に対して、農業問題、まちづくりについて、市長のお考えをお聞

きしたいと思います。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

隈部議員の方から、農業問題について、そしてまた施政方針の○市長（福村三男君）

市民と行政の協働のまちづくりということで、そのことについてどう思うかと。市

民参加の協働のまちづくりとはといったことだったと思います。

農業問題につきましては、もう専門的な立場でいろいろとお述べになっていただ

いておりまして、本当にいい勉強をさせていただいた思いでございます。県下の中

でやはりこの菊池地域あるいは城南においては八代地域、この本県の農業を二分す

るような形で競い合ってまいったと思います。しかしながら、グローバル化する農

業状勢の中におきまして、我々の地域は、畜産というこの牛肉の自由化という波に

さらされてまいりましたし、また、この八代地域におきましては、日本一のい草と

いうものが、いわば基幹的な作目であったと思いますが、これがまたさらには、外

国産のい草の輸入によって脅かされているということで、いずれのこの農業地域も

非常に不安定な状況下にあって今日を迎えたと思っております。

その中で、この４市町村の合併によりまして、我々の地域が県下に誇りうる農業

地域として、あるいは粗生産高は、八代地域を抜く県下の第１位になったというこ

とでございます。

しかしながら、今質問の中にも述べられましたように、所得部門においては第３

位に甘んじているということでございますので、やっぱり農業の粗生産高を上げる

ということと同時に、やはり可処分所得をどう上げていくかいうのが非常に大事な

ことではないかなと思って承ったところであります。

これからやはり、環境三法問題含めまして、この地域畜産というものをどういう

ふうにしていくのかということは、ＪＡの方と十分に協議をしていかなければなり

ません。また、堆肥化されておりますことについても、ペレット化することにとい

うようなご指摘があっておりましたけれども、非常に耕畜連携というものも、言葉

として非常に時代を担っておるわけでありますが、先を見た場合に、果たして耕畜
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連携で堆肥の処理というのは可能であるのかといった疑問を抱いておりまして、旧

菊池におきましては、今後この姿、形がなくなって、第一の還元と同時に、エネル

ギー化するということも含めながら、先進地のドイツの方に昨年、関係係長が３名

行きまして、このハイテク時代といいますか、バイオテクノロジーの時代におきま

す今後の畜産糞尿の処理につきまして、どうするかということで環境問題と農業的

な、畜産的な見地から視察にやったところでございまして、施政方針の中でも申し

上げましたように、プロジェクトを早急に立ち上げながら、今後、畜産環境という

ものを踏まえながら農業の高生産制というものを目指していきたいと、このように

思っております。

もちろん、この畜産と同時に、林業地域でもありますから、これもまた施策の中

で申し上げましたように、この地域の地産地消を林業の中でも取り組んでいこうと

いうことで、それぞれの４市町村でも木材の需要というのが高まってきております

し、今後の公共的な施設も含めながら民間の中に地域材の利用というものの促進を

図っていきたいと、このように思っております。

農業、極めて裾野が広く、そして奥深いことではありますけども、ぜひ関係の皆

さん方のご理解とご協力を得ながら行政の方も一生懸命取り組んでいきたいと思い

ます。

また、この販売等につきましても、いろいろと物産館、すなわち第３セクターの

問題もございましたが、これもまた、これからの時代の中で果たして、この精査を

した上で、どう取り組んでいくべきかというものは、出荷協議会等の皆さん方と社

員の皆さん方と相談をしながら方向性というものをなるべく早い時期に見出してい

かなければいけないというふうに考えております。

それから、市民協働のまちづくりということでございますが、新菊池市におきま

しては、まちづくり基本条例というものを基に情報をお互いに共有化しながら、広

報誌やホームページを利用しながら、市民との一体感を深めていこうということで

ございます。旧菊池市におきましては、市長と市民の対話の日というのを毎月１回

設けてまいりました。新市になりまして、大変広く、多くの市民の皆さん方がおい

ででございますが、これにつきましては、仮称ふれあいトークという名前で開設を

目指したいということでございます。市政のまたモニター制度の制定等についても

考えておりますし、また、これまでもやってまいりましたパブリックコメント制度

も、引き続き施策として活用していきたいと思いますし、広く市民の皆さん方の意

見の集約する場、意見を述べられる場というものをたくさんつくっていきたいと、

このように思っております。

一体化ということの中で、今ご指摘ありましたように、里に三声ですか、三つの
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声があるということでございました。この三つの声というのが、三本の矢でもなか

らねばならないと思いますし、お互いが協力、協働しながら、市民と一緒に本当に

住んでよかった、また住み続けたいまちというような、そんなイメージを高めてい

くことが必要ではないかなと思います。

三加和町の先例として５０集落を８つの里づくりに例えながら、２００世帯の方

々が概ねそのような取り組みをされているというようなお話がございまして、初め

てそのようなお話を聞きましたけども、いい参考になるのではないかなと思ってお

ります。今後また、そのことにつきましても農家、農村の繁栄、発展とともに商工

業も含めまして、市民の皆さん方の協働によるまちづくりというものを基本にして

取り組んでいきたいと、このように思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

もう１人、続けます。ご了承願います、もう１人。○議長（北田 彰君）

それでは、暫時休憩します。１０分間です。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩 午後４時０４分

開議 午後４時１４分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）

時間が４時を過ぎましたので、今日は、これで終わりたいと思います。

明日も一般質問となっておりますので、本日の一般質問は、これで終わりたいと

思います。

全員、起立をお願いします。

（全員起立）

お疲れ様でした。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

散会 午後４時１４分
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午前１０時００分 開会

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

全員、起立をお願いします。○議長（北田 彰君）

（全員起立）

おはようございます。

着席をお願いします。

これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりで

す。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第１ 一般質問

日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。○議長（北田 彰君）

はじめに、倉本義雄君。

［登壇］

皆さん、おはようございます。菊池市泗水町福本２５６２番地在住○（倉本義雄君）

の倉本です。議員の中で年を取っている方から５８番目の倉本義雄です。ホリエモ

ン、キムタク、貴乃花親方と同じ３２歳であります。彼らはテレビ局や兄ちゃんと

喧嘩したりして東京で頑張っておりますが、私はこの菊池市で頑張っていくつもり

です。それでは、議長の許可をいただきましたので、菊池市議会会議規則第６２条

第１項の基づき、先に要旨を通告しておりました件につきまして順次質問させてい

ただきます。

平成１５年４月の統一地方選挙において、はずかしさを顧みず泗水町町議会議員

選挙に立候補、６８５人からの指示を下に当選し、町議会議員となり、その後合併

により菊池市議会議員となり２ヶ月余りが過ぎました。その間、複雑多岐にわたる

行財政全般について理解を深め、日々研鑽に努めているところであります。執行部

の皆様方におかれましては、平成１７年度予算の編成作業に英知を結集してご尽力

され、大変ご苦労様でした。今、日本は究極の財政危機を迎えております。国と地

方の長期債務は１,０００兆円を超え、ＧＤＰの２倍となり、財政投融資や地方に

おける第３セクターなどの隠れた負債を入れますと膨大な財政赤字となっていま

す。国債と地方債を合わせた公債の発行残高は７００兆円を超え、さらに毎年５０

兆円ずつ増えており、２０１０年には１,０００兆円という途方もない金額になる

ことが予想されております。仮に金利が５％になったら、その支払い分だけで年５

０兆円となり、国の税収を超えてしまいます。公務員の給与も支払えません。しか

も２００５年には国債費を除いた歳出と国債発行額を除いた歳入に基づく財政収

支、いわゆるプライマリーバランスでさえ約２０兆円の赤字になることが予想され
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ています。一方、地方の税収は約３２兆円ですが、地方公務員の人件費的経費だけ

で３１兆円となっています。企業で言えば、完全に倒産です。借金は国と地方で

１,０００兆円を軽くオーバーしています。新聞マスコミで報道されることの少な

い地方財政の現状を見ていくと地方財政の借入金の残高は平成１６年度末で２０４

兆円と見込まれています。近年、地方税収等の落ち込みや減税による減収の補て

ん、景気対策のための地方債の増発などにより急増し、平成３年から２.９倍、１

３４兆円の増となっています。この借入金のうち、減税補てん債、財源対策債、減

収補てん債、臨時財政対策債、交付税、特別会計借入金という特例的な借入金は７

６兆円と６割程度を占め、さらにこの特例的な借入金のうち赤字地方債である減税

補てん債、臨時財政対策債及び交付税特別会計借入金は５６兆円となっておりま

す。ひるがえって、菊池市の財政を見てみますと、平成１６年度末見込額で起債残

高は一般会計枠で２５３億８,０３６万７,０００円、特別会計枠で１５５億３,１

７５万９,０００円で、先ほど地方財政のところで述べた一般的な地方債とは別

に、過疎対策事業債や辺地対策事業債などもあり、借金のデパート菊池支店みたい

な状況になっております。そのほかに、債務負担行為や債務保証などもあり、平成

１７年度予算の歳入の中の市税収入４５億８,３８８万２,０００円という数字は、

菊池市の行く末を思うと甚だ心許ないものであります。最も起債残高のすべてが自

前で償還していくのではなく、交付税措置など国から裏打ちしてもらっているもの

もありますが、起債残高と自主財源との関係から見ても、今後合併に伴う特例措置

がうち切られたとき、財政がさらに硬直化し、尋常ならざる状況が存在することは

容易に想像できます。今後１０年後以降は職員に給与を支給し、借金を返済すると

何もできない、また市長のなり手がいないという笑い話みたいな状況も考えられま

す。このように、国、地方とも借金漬け体質から抜け出せず、自転車操業でにっち

もさっちもいかない状況であります。この現状を一時的にでも打破するために、東

大法学部卒のエリート中のエリートの、またその上澄みの人たちがひねり出してき

たのが市町村合併と、それに伴う特例措置であります。今後１０年間で菊池市は合

併特例債約２５０億円を理論上使えることになります。かつての地域総合整備事業

債より強力で、過疎対策事業債や辺地対策事業債に匹敵するぐらい起債充当率と交

付税措置が高く、有利な起債を理論上できるようになっています。しかしながら、

国家財政の逼迫により、またその対策である三位一体改革の交付税改革によって、

地方公共団体に配分されるはずの地方交付税総額が年々逓減していくのは必死であ

り、実際交付税特別会計の借入金は５０兆円を突破し、地方交付税制度はほとんど

破綻している状況であります。後年度交付税措置というのも基準財政需要額に算入

するだけのことであり、また交付税の原資である法定五税そのものの税収が落ち込
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んでいっていること、地方交付税法も国家財政優先で改正すれば国側でどうにでも

できるものであり、過度の期待はできないものであります。町議会議員、県議会議

員を経て地方交付税を知り尽くして国会議員になった故竹下登元首相が昭和６３年

に実施した自ら考え、自ら行う地域づくり事業、いわゆるふるさと創生１億円事業

以来、後年度交付税措置を巧みに使った起債による事業の数々は、地方を豊かで住

みやすくする一方、借金漬け体質にしたことも見逃すことはできません。合併特例

債は形を変えた平成版地域総合整備事業債であります。合併に伴う特例措置の趣旨

をよく理解してきますと、今後１０年間での合併特例債の起債での整備事業を推進

していく一方、交付税の合併算定外での激変猶予とその後５年間での激変緩和措置

の時代に、同時にその特例措置がなくても持続可能で、健全な行財政運営をできる

体制を整えていかなければいけません。相反することを同時並行でやっていかなく

てはならない、大変なことだと思います。こういったことを踏まえますと、今後様

々な事業、施策を行っていく上での判断材料として、また来るべき交付税一本算定

に向けて具体的で綿密な中長期的スパンでの財政シミュレーションが必要であると

思います。そこで、１、より具体的で綿密な中長期的スパンでの財政シミュレーシ

ョンを策定するために、また合併により通常のルーティンワークも煩雑であり、い

ずれにしても今後１０年間財政課の果たす役割というものは大変重要であり、大き

いと思います。現在、課長も含めて６名体制である財政課、財政係の職員を若干名

増員する。２、そのシミュレーションの短期的アウトプットの一貫として、なぜこ

の事業をするのか、なぜこの施策をしないのかなど、法律で定める通常の予算書で

は伝わない予算の具体的な内容を住民にわかりやすく知らせる単年度の住民向け予

算説明書を作成し全戸配付する。以上のような考えはないか、お尋ねします。

次の質問です。近年、都市化や生活の利便化により、日常生活の中から体を動か

す機会や場が減少するとともに、社会の複雑化、高度化、高齢化などの急激な進

展、生活水準の向上や自由時間の増大などの社会環境の変化の中で、スポーツやレ

クリエーションの重要性が近年ますます高まっております。言うまでもなく、スポ

ーツの振興は住民の健康増進と親睦、融和のために地方自治体の重要な課題として

推進すべきものであります。本市においても、多様化するスポーツ活動に対応する

ため、施設の整備と維持管理、指導者の育成と資質の向上など、社会体育課の皆様

が中心となって、スポーツ、レクリエーションの振興にご尽力されていることを高

く評価いたします。現在、自己の健康増進や体力の維持向上、病気予防などのきっ

かけは様々ですが気軽に始められるスポーツとして、ウォーキングやジョギングを

される方が増えています。それが長じて、競技としてのマラソン大会に参加される

方も年々増えております。実際、去年１年間で開催された４２.１９５㎞フルマラ
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ソン大会は全国で１０９ヵ所、リレー形式のものや車いすマラソンなど障害者向け

のものも含めると１２４ヵ所で開催されており、九州だけでも１５ヵ所、熊本県で

は今年で３６回目を迎えた本渡市の天草マラソン大会があります。日本陸連公認の

もの、未公認のものなど、規模や参加者数も様々ですが、当地の特色を生かし、趣

向をこらしたフルマラソン大会になっているようです。ちなみに、参加者数は鹿児

島県指宿市の指宿菜の花マラソンで１万５７６人、宮崎市の国際青島太平洋マラソ

ンで５,０７５人、出水市の出水ツルマラソンで１,０４９人となっています。この

ように、フルマラソン大会参加希望者は潜在的に相当居るのではないかと思いま

す。そこで、これは市長の選挙公約の６つ目に掲げられた各種大会や祭りを通して

の市民の融和協調に合致するものであると思うが、新市住民の一体感の創出と連帯

感の醸成の象徴として、市外に向けては菊池市のネームバリューアップに寄与する

ものとして、また大会参加者とその関係者には大会前後に菊池市内に宿泊してもら

い、観光してもらうなどの経済波及効果をも視野に入れて旧４市町村内を走行する

４２.１９５㎞フルマラソン大会を開催する、このような考えはないか、お尋ねし

ます。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

おはようございます。お答えをいたします。○総務部長（髙本信男君）

新市建設計画を基本といたしまして、地方自治法の規定に基づく総合計画を策定

いたします。総合計画は、１０年計画の基本構想、５年計画の基本計画、３年計画

の実施計画により構成されており、当然これには財政計画もセットとなっておりま

す。そこで、政策判断材料としての中長期的なシミュレーションにつきましては、

国の政策や財政状況が変動していく中で把握できない部分が多いのが現状でござい

ます。このような中にありまして、市財政の中長期的なシミュレーションとして

は、合併特例債の償還が最も多くなってくる１０年後のこともございまして、これ

を見据えた２０年程度のものは検討の必要があると考えております。今後三位一体

改革と国の動向を十分見ながら、総合計画、財政計画を策定していく中で十分検討

させていただきたいと考えております。

次に、情報収集につきましては、本年度パソコンでいち早く官庁速報アイジャン

プが見られるような体制整備を進めております。これが整備されますと、これまで

よりもいち早く情報を収集することができるようになってまいります。なお、情報

収集、分析を専門とする財政課職員の増員につきましては、基本的には現体制を維

持してまいりますが、今、合併により組織、配置等が検討なされ、合併と同時に現

体制で進んでおります。その中で、組織廃止等を十分総合的に検討を行うのが大切
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であるというふうに考えております。全体的な状況分析を行ってまいりたいという

ことでございます。そういう中で検討を、このことにつきましても検討を十分させ

ていただきたいと考えております。

次に、住民向けの予算説明書の発行につきましては、農政、建設、教育、福祉関

係等の市単独の補助金や助成金等は、旧市町村時のものをそのまま新市に引き継

ぎ、新市において調整することで合意がされております。予算化にあたりまして

は、調整できるものにつきましては調整を取っておりますが、旧市町村で２年から

３年補助等が約束されていたものなどがございまして、均衡を欠くものもございま

す。今後調整が必要なものがありますので、これらの調整、整理ができた次年度で

本市独自の発刊に取り組んでいきたいと考えております。

以上、お答えします。

教育長、木下昭二郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

おはようございます。倉本議員のご質問にお答えいたしま○教育長（木下昭二郎君）

す。

旧４市町村住民の融和と観光対策をリンクさせて、フルマラソン大会を実施した

らどうかというご意見でございますが、現在菊池、この４市町村、いわゆる菊池市

でやっているものを挙げてみますと、４月に熊日菊池桜マラソン大会、１０月に泗

水コスモスマラソン大会、３月に旭志くらだけ登山マラソン大会を実施及び計画を

いたしておるところでございます。また、毎年１２月に菊池郡市陸上競技協会主催

による菊池郡市旧８ヵ町村一周駅伝大会、及び１月に菊池郡市体育協会主催の熊日

菊池マラソン大会を実施いたしています。しかし、年々交通事情の変化により、コ

ースの変更を余儀なくされているという状況でございまして、毎年コースの選定に

苦慮をしているところでございます。新市発足に伴う旧４市町村を走行する４２.

１９５㎞のフルマラソン大会の新規開催につきましては、菊池市陸上競技協会等と

協議いたしましたところ、コースについてはかなり広範囲となり、その設定が難し

く、また道路事情については県道、国道の走行及び横断、警察官による交通信号機

の操作、交通指導員の各交差点への配置等が多くなり、選手の安全確保に多大のス

タッフを要するとのことであります。なお、大会開催については、警察署から道路

使用許可が必要でありますが、事故防止に対する万全の計画書及び大会開催の条件

整備が厳しく、現在の菊池市管内の交通事情から考えてみまして、教育委員会主催

の事業といたしましては先ほど申し上げましたマラソン大会との関連もあり、現時

点での新規大会の開催は困難かというふうに思われます。また、旧市町村民の融和

につきましては、新たに全市民を対象としたスポーツレクリエーション祭の開催を
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今年度中に計画しているところでございます。

以上、お答えいたします。

倉本義雄君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

１つ目の質問のことなんですが、アイジャンプというのは何かをち○（倉本義雄君）

ょっと教えて下さい。

それと、住民向けの予算説明書のことも各市町村で補助率ですかね、そういうの

が違ったりして、ちょっと書きにくいということだと捉えております。実際そのさ

っき言われたのでいくと、１８年なり１９年からその取り組まれるという言われた

みたいですけど、実際そのどのくらいの実現度、実現する、何％ぐらい実現するか

どうか、ちょっとお聞きしたいと思います。

それとマラソンについてでありますが、実現が困難かと思いますとおっしゃられ

ましたが、この４２.１９５㎞マラソン大会をしないし、するつもりはないと捉え

てよろしいんでしょうか。それを確認でちょっと聞きたいと思います。

以上です。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

まず、アイジャンプについてでございますけども、これは○総務部長（髙本信男君）

インターネットを活用いたしまして国が出しております官庁速報を即時に検索でき

て、情報を得るということでございます。

それから、予算書の発行につきまして、それぞれの旧市町村で違いがあるという

ようなことでございましたけれども、これは当然あるわけでございますけれども、

この調整は速やかに行うということでございまして、予算書の発行につきましては

できるところから一応１８年度には発行を考えておるということでございます。

以上お答えします。

教育長、木下昭二郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

マラソン大会の実施をするかどうかという、フルマラソン○教育長（木下昭二郎君）

大会の実施をするかどうかということでございますが、体育協会がまだ旧のまま

で、今後ずっと菊池市としてまとめていくということに話し合いがなっているとい

うことをお聞きしていますし、体育指導員協議会はもう１つの団体としてまとまっ

ています。そういう関係の方と直接議題としてみんなで集まって相談したというこ

とではございませんが、そういうご意見を聞いた上で大変困難であろうということ

でございまして、そういう案が出たということについては、またその会議などと十
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分協議していきたいというふうに思います。現状としまして、本年度は新菊池市と

いたしましては、１０月にコスモスマラソン大会を市全体で行うこと、それから１

１月にロータリー、小学生駅伝大会、ロータリーてありますけれども、協賛といい

ますか、主催は菊池市の体育の方でやります。それから、くらだけ登山マラソン大

会も、これは全市として取り組むということになっておるところでございます。現

在の判断としてはなかなか困難であろうということでございますが、ご提案があっ

たことはまた担当の方に伝えながら考えていきたいというふうに考えます。

倉本義雄君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

総務部長の再答弁の中でありました１８年度より速やかに取り組ま○（倉本義雄君）

れるということで、来年度になりましたら喫緊の課題として取り組むべき課題とし

て前向きに取り組んでいただきたいと思います。マラソン大会につきましては、私

も実現に向けてはいろいろハードルがあるだろうから、マラソン大会はそういう答

弁が大体予想しておりました。質問の趣旨としましては、手段がマラソン、フルマ

ラソン大会開催であって、目的は４市町村住民の融和協調であります。そこで、市

長にもちょっとお尋ねしたいと思います。残り発言時間が２０分ですが、市長は各

種大会や祭りを通しての市民の融和協調の実現のために具体的にどのようなことを

考えておられるか、ちょっと教育長もさっき言われましたが、市長自身でちょっと

答えてもらいたいと思います。

教育長、木下昭二郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

市民の融和をするということで、体育的な行事をというこ○教育長（木下昭二郎君）

とでございますが、今考えていますことは、種目と開催方法につきまして、菊池市

体育指導員協議会で普及を進めていますニュースポーツをやったらどうかという案

が出ております。それは、ドッチビーというのが１つでございますが、ドッチビー

というとドッチボールを円盤系のを回しながらする競技でございます。それからア

ジャタと、何かこのごろ外国語が多いですけれども、アジャタといいますのはいわ

ゆる玉入れで、１００個なら１００個早く投げ入れた方が勝ちということをする競

技でございますし、フラワーボールバレー、ミニバレーのようなちょっと変形した

ボールをやる競技がございますが、そういうものを予定し、誰でも参加できるよう

なスポーツレクリエーション祭の開催を計画しているということでございます。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

倉本議員の方から旧４市町村のお互いの新市民としての交流、○市長（福村三男君）
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親睦を図るためにいろんな祭りごと、あるいはレクリエーションスポーツ、そうい

ったものを通じて進めるということだけども、具体的にどういうことをやっていく

んだということでお尋ねだったと思います。ただいま教育長の方からスポーツ面と

いうことで、教育委員会としてのお答えをいただきました。聞き慣れない言葉でご

ざいまして、ドッチビーだとか、アジャタとかおっしゃってまして、私も初めて聞

きましたけども、何かしら楽しい遊びがあるんじゃないかなという期待感を一面に

は抱いたわけであります。競技スポーツというものは、やはりこのそれぞれの専門

性というのがありますから、１００ｍ走だとか、２００ｍ走だとかと言えばなかな

かかねがね走る機会に恵まれておりませんから、アキレス腱を切ったり、ケガをし

たりと、かえって傷害が残るいったこともありかねません。それで、やはりレクリ

エーションスポーツを中心としたスポーツというものをやはり皆さん方と市民が楽

しんでもらうということではないかなと思いますし、先刻のお答えの中にもありま

したように、まだ旧４市町村におきます、特に体育関係につきましての関係機関で

あります体育協会が一本化してないということもございます。そこで、やはり体育

協会の方とこのようなスポーツを通じた市民の友好、親睦、交流というものができ

ますようにということで投げかけをやはりやっていくべきだと思っていますし、ま

たそのほかにも各種の専門的な競技団体が構成されておりますし、またそのスポー

ツ以外におきましても、文化的なことであったり、例えばまたカラオケであった

り、踊りであったり、あるいは手芸であったり、お茶であったり、お琴であったり

という稽古事と俗に言われます古来の日本の文化伝統的なものに由来することもあ

りますし、そういう趣味のグループ化したものが４市町村にありますから、特に女

性の会、婦人会とかいった方々、あるいはまた商工会の青年部の方々とかといった

それぞれの各種団体の方々と十二分にやはりこの何をやったが市民の親睦と交流が

深まり、そしてお互いの市民の共有の価値観を持つことができるかということを念

頭に置きながら、その祭りごとについて何をいつごろやるかということの煮詰めて

いくための組織づくりというものをまず手がけていくべきではないかなと思います

ので、どうぞひとつよろしくご理解のほどをお願い申し上げたいと思います。

教育長、木下昭二郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

失礼しました。先ほどのスポーツ競技名を少し誤っており○教育長（木下昭二郎君）

ましたので、ドッチビーというのが１つでございます。次はアジャタ、玉入れのア

ジァタでございます。それから、ふらばーるボールバレーでございます、最後の。

ふらばーるボールバレー。どうも失礼しました。

次に、東政孝君。○議長（北田 彰君）
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［登壇］

おはようございます。通告しておきましたので、質問を申し上げま○（東 政孝君）

す。

合併から３ヵ月を過ぎまして、その間市長選挙も行われ、市民多数の指示を得ら

れ初代の市長として福村市長、見事に当選をされました。本当におめでとうござい

ます。今回の質問は、先の選挙戦で公約された農林業の活性化なり、福祉の充実、

それから新市づくりとはということで質問をさせていただきます。昨日ですね、隈

部議員の方から農林業の活性化については質問されましたので重複するかと思いま

すが、よろしく答弁の方お願い申し上げます。

まず、夢と希望が持てる農林業の活性化に努めますと公約されております。幾つ

かの項目にわたって言われておりますが、そこでまず農林業の現状でありますが、

国も食料・農業・農村基本法が平成１２年４月より施行されております。５年経過

しておりますが、農水省も大きな情勢の変化に伴い、１０年間程度を見通した上で

農政全般にわたる改革に向け見直しがあっているところであります。こういう状況

の中で、新市の産業は農林業を基幹産業として発展したところであります。地形的

には平坦、中山間、山間地に区別されますが、米をはじめ畜産の酪農、肉用牛、養

豚、養鶏、また果樹、花木、菊池特産のゴボウ、かすみ草、いちご等、いろいろあ

るわけでありますが、現在市の農家数はどれだけで、またそのうち専業農家数はど

のような状況になっているか、お尋ねをいたします。また、林業についても、林家

の戸数、またスギ、ヒノキ等の面積、林業生産額もお示しを願いたいと思います。

次に、菊池産スギ、ヒノキ等の利用拡大を図るため、公共事業から民間、個人ま

で利用する方策を樹立しますと市長も公約されております。昨年まで地域産材の利

用から旧菊池市でも戸崎の地区の公民館、それから北中の改築など、地域産材の利

用がなされたところでありますが、鉄骨から比べたら事業費もですね、高くはつい

ておりますが、林業関係者の皆さん方からも地産地消の意味からも非常に好評であ

ったところであります。新市の産業の中にも市老人福祉センターをはじめ、特老の

つまごめ荘、また新庁舎の建設など、計画があるわけでありますが、ぜひ地域産材

のスギ、ヒノキ等の利用拡大を図ってもらいたいと思うところであります。どのよ

うに考えておられるか、お伺いをいたします。

次に、中山間地直接支払制度と集落営農の取り組み状況についてお伺いをいたし

ます。中山間地直接支払制度も食料・農業・農村基本法を基に中山間地の振興を図

るため、傾斜地が多い山間、中山間地域に対し、国土保全や耕作放棄地の発生を防

止し、多面的機能を確保する観点から農業主に対して次年度より実施され５年間が

経過したところでありますが、平成１６年度までに旧４市町村で取り組みがなされ
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ていたと思います。協定数なり交付金額等についてお答えを願いたい。また、１７

年度より平成２１年度までの５年間継続実施されることになっておりますが、１７

年度からは交付要件等も変わってきていると思いますが、どこの部分が変わってき

たか、お伺いをいたします。それから中山間地直接支払制度に関連して、集落営農

集団の取り組みがなされていると思いますが、１６年度までの取り組み状況につい

てお尋ねをいたします。

次に、菊池東部地区の中山間地域総合整備事業についてお伺いをいたします。こ

の事業は平成１２年度より計画が進められ、中山間地の土地利用、農業の構造改善

を進め、加えて高齢化の進行などにより農業農村における過疎の活力が失われつつ

ある中山間地域に対して、基盤整備や生活環境整備を総合的に行い、定住の促進や

環境の保全に資することを目的として計画が進められ、元々も旧菊池旭志との連携

型でやっておりましたが、今回の合併により一体的に県営事業として取り組みがな

されるところでありますが、昨年の１２月の議会で旧菊池の経済建設常任委員会の

方でほ場整備地区６地区の現地も見たところであります。総事業費は約３２億円で

ありますが、１６年度までの進捗状況と１７年度の事業計画はどのように計画がな

っているか、お伺いをいたします。

それから、次に家畜排泄物法による堆肥舎の取り組み状況についてお尋ねをいた

します。市の畜産農家全部が対象農家ではありませんが、法で何トン以上と義務付

けがされておりますが、現在までの旧４市町村での取り組み状況はどのようになっ

ていたか、お伺いをいたします。また家畜排泄物法の事業の目的の中に処理施設を

はじめとし、堆肥の利活用、資源循環を促進するなど、目的に推進するとなってお

ります。市の主要施策の中にもありますように、循環型農業の推進ということで畜

産農家より生産された堆肥を耕種農家が利用しやすい製品にという意味から、生産

だけでなく堆肥散布の受委託まで含めたシステムの確立、いわゆる耕畜連携の取り

組みがぜひ必要ではないか。もう既に耕種農家と畜産農家が連携した取り組みが城

南、宇城地区で始まっております。市でもＪＡ、地域振興局と連携を図りながら推

進してもらいたいと思うところでありますが、取り組む計画があるのか、ないの

か、お伺いをいたします。

次に、福祉でございますが、安心して暮らせるきめ細やかな福祉を目指しますと

いう公約の中に、５、６項目挙げられておられます。少子高齢化と言われる中、我

が国の高齢化は先進諸国の中に例を見ない早さで進んでいるということでありま

す。そういう中で、旧４市町村では高齢化率はどのような状況であったか、また新

市全体での高齢化率はどのようになっているか、お伺いをいたします。平成１２年

度より高齢者の介護を社会全体で支えるシステムとして介護保険制度がスタートし
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ておりますが、４月時点での本市の被保険者の総数は要支援から要介護５まで６段

階ありますが、それぞれ何人ずつになっているか、お伺いをいたします。

次に、高齢者福祉サービスの取り組みについてでありますが、要支援、要介護１

の方についての在宅福祉サービスということでいろんな事業に取り組みがなされて

いると思いますが、実施状況についてお尋ねをいたします。

次に、福祉施設の充実の中で、市長も高齢者の憩いの場として老人福祉センター

を建設しますと公約されております。旧菊池市でも老人クラブ連合会を中心に、老

人福祉センター建設検討委員会も設置され、平成１３年度より１２名の委員の方で

何回となく会合を重ねられ、市の方にも陳情書も上がっており、早急に建設が望ま

れているところでありますが、建設計画の進捗状況はどのようになっているか、お

伺いをいたします。また、特養のつまごめ荘でありますが、旧４市町村での広域行

政組合で昭和５０年に改修し、築後３０年が経過し、改築の時期が来ているという

ことで、平成１４年８月には家族会からもつまごめ荘改修に関する要望書が提出さ

れております。施設の老朽化による雨漏りの改善や６人部屋の解消、介護保険法に

基づく入居室の床面積の改善などを主旨として、改築に伴う議会特別委員会も平成

１４年１０月に設置され、確か水上委員長だったですね、特別委員長、今年１月ま

でに６回の特別委員会が開催されております。特別委員会としてのまとめは、県と

の協議も終え、早急に改築することで可決したところであります。つまごめ荘につ

いても進捗状況についてお伺いをいたします。

また、市長の元気な高齢者向け住宅を計画し、医療と福祉の均衡の取れたまちづ

くりを目指しますと公約されております。高齢者の住宅建設計画とはどのように考

えておられるのか、お伺いをいたします。

次に、組織の見直しと人事について質問申し上げます。合併以来３ヵ月が経過し

たところでありますが、課ごとにばらつきがあって、今でも非常に忙しい課があっ

て、９時、１０時まで残業が続いていると聞いておりますが、５月までの実績で管

理職以外の職員１人当たりの残業が多い課をですね、上から５課ほど挙げていただ

きたい。また、１人当たりの平均残業時間は何時間になっているか、お尋ねをいた

します。

それから、合併により全協等で確認された総合支所制でのスタートであります

が、旭志、泗水、七城については本庁建設までは必要だと思いますが、菊池の総合

支所の場合、何もですね、支所を置かなくても今までどおり本庁で処理してよくは

ないか。また、本庁に一緒になれば人数も増強され、課も充実できるのではないか

と、そう思うところでありますが、現在の菊池の総合支所をどのように認識してお

られるのか、お伺いをいたします。
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以上、１回目の質問といたしたいと思います。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

おはようございます。東議員のご質問にお答えをしたいと○経済部長（岡崎俊裕君）

思います。一部、昨日お答えをしました隈部議員の内容と重複する部分がございま

すけれども、ご了承いただきたいと思います。４点ございます。１点目からお答え

を申し上げたいと思います。

合併後の本市農林業の現状につきましては、九州農政局菊池統計情報センターの

資料によりますと、農家数は３,０４７戸、うち専業農家数が８４９戸でありま

す。平成７年から比較しますと約８％減少をいたしております。農業産出額につき

ましては、乳用牛、肉用牛、養豚をはじめとした畜産部門の産出額が合計１８５億

３,０００万円で、県内１位であります。米、野菜等をはじめとした耕種部門の産

出額は合計１０２億円で、県内６位のところでございます。総農業産出額は２８８

億１,０００万円となっており、県内１位の産出額を誇る市となっております。生

産農業所得につきましては９１億３,０００万円で、県内３位でございます。一定

の所得が確保されているものと考えております。林業関係では、県の林務水産部の

林業統計によりますと、本市の林家は農家林家５０６戸、非農家林家１７８戸とな

っており、林野面積が１万５,３３５ｈａであります。林業生産額は約３億５,００

０万円となっております。民有林面積の１万２,７６６ｈａに占めるスギ植林面積

は５,９２５ｈａで、民有林に占める割合は４６％です。また、ヒノキ植林面積は

２,１４７ｈａで、１７％の割合でございます。本市民有林の約６３％をスギ、ヒ

ノキが占めている状況にあります。

２点目でございますけれども、地域産材の利用状況につきましては、木材流通対

策関係に係る木造公共施設整備事業としまして、平成１３年度に戸崎地区コミュニ

ティセンター、七城木のふれあい館、七城新村コミュニティーセンター、平成１４

年度には旭志小原ほたる交流館、平成１５年度には七城野外交流ホール、平成１６

年度には菊池ふれあい交流センター、七城ふれあい交流施設などの建設に地域産材

が利用されている状況にあります。また文教施設では、平成１３年度に旭志小学

校、平成１６年度には菊池北中学校校舎木造２階建てが落成しております。今後も

森林、林業、産業関係者が一体となり、菊池地域木材需要拡大推進協議会の合意形

成を図りながら、森林の整備や木材の安定供給、加工及び流通体制の整備を推進し

ていきたいと考えております。

次に、３点目でございます。中山間地域等直接支払制度につきましては、平成１

２年度から平成１６年度まで５ヵ年間実施されてまいりました。平成１６年度の実
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績としましては、旧菊池市、七城町、旭志村で取り組みがなされ、旧菊池市で７２

協定、旧七城町で１０協定、旧旭志村で１５の協定、合計９７の集落協定が締結が

なされております。総額２億３,９００万円の交付金によりまして、農業生産活動

等の維持を通じて、多面的機能の確保が推進されてまいりました。本制度の実施に

よりまして、集落の話し合いの活性化、活発化や将来に向けた農業生産活動等の継

続の動きも見られることから、活発化した集落の動きをより充実させ、中山間地域

等における多面的機能の維持増進を一層図り、自立的かつ継続的な農業生産活動等

の体制整備に前向きに取り組む等を推進するため、今年度、平成１７年度よりさら

に５ヵ年間、平成２１年度まで継続実施されることになりました。旧七城町につい

ては、過疎の経過措置期間が平成１６年度で終了いたしますので、地域要件に該当

しなくなりました。新制度については、集落協定策定の考え方としては、その活動

は原則として共同取り組み活動として実施することとし、５年間の具体的な活動、

工程等を協定に記述すること、農業生産活動の体制整備に関する一定の要件を満た

す協定と、その要件を満たさない協定との間で交付単価に段階を設定すること、ま

た、より積極的な取り組みを行う協定には単価の加算措置を講ずること。さらに、

自立的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた活動の強化と合わせて、そ

れらの活動に供する交付金の活用方法、目的や内容等についても明らかにすること

などが主な改正の内容となっております。このような国の施策に即し、旧制度の締

結された集落協定を中心に、中山間地域における農業生産活動の維持を通じて、農

地の荒廃防止、将来的な集落営農の推進を本制度により地域と一体となって進めて

まいりたいと考えております。また、菊池東部地区中山間地域総合整備事業につい

ては、県営事業の広域連携型として、旧菊池市、旧旭志村で申請し、平成１６年度

に事業採択を受けました。農業生産基盤の整備に加え、これらを支える農村の生活

環境の整備を図ることを目指すものであります。平成１６年度は事業費８,０００

万円で旧旭志村の営農飲雑用水施設整備事業１ヵ所と、平成１７年度以降実施予定

の測量試験等を実施しております。平成２２年度までに農業用用排水施設整備事業

を６ヵ所、約３,２００ｍ、灌漑施設を１地区６ｈａ、ほ場整備事業を６地区約４.

９ｈａ、暗渠排水事業を２ヵ所２.５ｈａ、営農飲雑用水施設整備事業を２ヵ所、

受益戸数が６３戸でございますけれども、環境管理施設として堆肥製造施設を６ヵ

所建設し、総事業費は１６億３,４００万円を予定しております。１７年度、平成

１７年度事業としましては事業費２億５,０００万円を予定しておりまして、事業

内容は補助整備を１地区約７ｈａ、用排水路施設２ヵ所約９００ｍ、暗渠排水施設

２ヵ所２.５ｈａ、その他、平成１８年度以降実施予定の測量試験等を予定してい

るところでございます。
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最後に、次に堆肥舎等の取り組みでございますが、平成１７年度５月１８日現

在、菊池市の畜産農家総数が５８０戸でございます。うち法対象農家、規定では飼

養頭数規模が牛、馬は１０頭以上、豚は１００頭以上、鶏は２,０００羽以上の農

家ということでございまして、４９３戸あります。整備済農家が４８１戸で、未整

備農家が１２戸ございます。未整備農家１２戸については、本年度中、国・県の補

助事業及び市の単独事業及び畜産環境リース事業で堆肥舎を建設する予定になって

おります。市の堆肥舎等への単独補助につきましては、平成１７年度予算に補助金

５４４万円を計上いたしております。合併協議におきまして畜産環境保全施設、簡

易堆肥舎等の市町村単独事業につきましては、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし

この事業対象は平成１６年度事業に申請したものに限る、との調整がなされており

ましたので、補助の要件や上限は旧市町村ごとに差異があります。上限額は、旧菊

池市、泗水町が１００万円、旧旭志村が７２万円で、七城町は希望があっておりま

せん。耕畜連携につきましては、畜産農家より生産される堆肥を耕種農家に利用し

ていただくよう農業関係団体や地域振興局と連携し、管内外流通を促進していると

ころでございます。また、口蹄疫が発生した中国からの稲わら輸入が禁止されてい

る中、安心安全な国産稲わらの確保が重要になりますので、今後とも耕畜連携を強

めてまいりたいと考えております。

以上、お答えを申し上げます。

市民部長、木下儀郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

おはようございます。○市民部長（木下儀郎君）

高齢化率、介護保険の認定者数についてお答えいたします。菊池市の高齢化率に

つきましては、平成１７年３月３１日現在の住民基本台帳によりますと、旧菊池市

では人口２万７,０６１人中、６５歳以上の人口が７,２６９人で、高齢化率は２

６.９％です。同様に、旧七城町では人口５,９２５人中１,６２５人で、２７.９

％。旧旭志村では人口５,３９０人中１,５１９人で、２８.２％。旧泗水町では人

口１万４,４１２人中３,０１８人で、２０.９％となっておりまして、新市全体で

は人口５万２,７８８人のうちで６５歳以上の人口が１万３,４５８人、高齢化率は

２５.５％となっております。介護保険の認定者数につきましては、平成１７年３

月３１日現在で旧菊池市が１,２５５人、旧七城町が２８８人、旧旭志村が２２５

人、旧泗水町が４９５人でございます。新市全体といたしましては２,２６３人が

認定を受けられています。内訳といたしましては、要支援が４０９人に、要介護１

が６８２人、要介護２が３２８人、要介護３が３０７人、要介護４が２８２人、要

介護５が２５５人という状況であります。
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次に、福祉サービスの取り組みについてお答えいたします。介護保険認定を受け

られた方々は個々の状態にあった計画により、介護給付サービスを受けることとな

ります。介護保険認定者の要支援と要介護１の人たちのサービス内容につきまして

は、法におきまして１６項目の居宅介護サービス内容が決まっております。本市に

おける利用状況としましては、通所介護が要支援で１３８件、要介護１が２１４

件、訪問介護が要支援で１１６件、要介護１が２０５件と最も多く、続いて福祉用

具貸与、通所リハビリテーションの順となっております。また、介護保険対象外の

サービスにつきましては、合併協議会の協議に基づき介護予防、地域支え合い事業

として１８項目の事業を取り扱っております。主な事業につきまして概要を申し上

げますと、生きがい活動支援通所事業として、ふれあいサロン、ふれあいデイ、ふ

れあい喫茶を実施しております。平成１６年度におきまして、ふれあいサロンが８

６２回の実施で利用者人員が延べ１万１,３６５人、ふれあい喫茶が２４１回の実

施で延べ５,１７２人、ふれあいデイが１００回の実施で２,３２２人の方々が利用

されております。また、一人暮らしの高齢者世帯などに災害など緊急時に利用でき

る緊急通報システムとして、現在５２２人の方々にご利用いだいておりますし、食

の自立支援事業として食生活の改善と健康増進並びに安否確認を兼ねた配食サービ

スを行っております。その利用状況は、平成１６年度においては登録者１２３人、

２万３,１２４食を行っております。いずれの事業も利用者数は伸びております

が、今後も介護予防、地域支え合い事業を積極的に推進してまいります。

次に、福祉施設の充実の中での老人福祉センターの建設の状況ということでお答

えいたします。老人福祉センターの建設につきましてでありますが、旧菊池市にお

いて、平成１３年度から老人クラブ連合会の改築要望に始まり、平成１４年度、１

５年度の内部検討を経まして、平成１６年度に各種委員によります建設検討委員会

が開催されて、老人福祉センター基本構想、基本設計が策定されております。新市

の建設計画にも計上されているところであります。これまでの経過を踏まえ、報告

書に基づき関係者のご理解をいただき、早期着工を目指したいというふうに考えて

おります。

それから、同じ福祉施設で特別養護老人ホームのつまごめ荘の改築問題でござい

ます。これにつきましては、先ほど議員もからもありましたように、築後３０年を

経過しております。これは菊池広域行政事務組合の施設として開設されておるもの

でございまして、施設の老朽化等による入居者の方々の居住環境を危惧していると

ころであり、早急な改善が望まれる状況であります。市といたしましても改善する

ということで組合より引き継いでおりますので、県におきましても平成１７年度施

設生活環境改善計画に盛り込み、国へ地域・福祉空間整備等交付金の申請を提出し
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ております。現在、国・県からの内示を待っている状況であります。事業内容とい

たしましては、入居者の尊厳を重視した個室化のユニットケアを目指す施設を計画

し、鉄筋コンクリート造り、一部鉄骨造り２階建てを現在地に建て替えを予定をし

ております。事業期間につきましては、平成１７年度から１９年度の３ヵ年を計画

をしております。今後早急に議員の皆様とご協議をいたし、予算計上をお願いし、

早期完了を目指し事業推進したいと思いますので、よろしくお願いします。先ほど

農林関係の中の木材の利用というのもありましたけれども、木材の利用につきまし

ても設計の範囲内でやりたいというふうに考えております。

以上でございます。

建設部長、石原公久君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

お答えいたします。○建設部長（石原公久君）

高齢者向けの住宅計画につきましては、高齢者社会を迎え、今後ますます高齢者

が増えることが予想されますので、それぞれの旧４市町村におきまして公営住宅ス

トック総合利用計画を策定しておりまして、高齢者対策として高齢者等の皆様が安

心して住み続けられるよう、公営住宅のバリアフリー化の整備を年次計画によって

取り組んでまいっております。新市におきましても、今後建設する公営住宅はもと

より、既存の公営住宅につきましても高齢者向けに床の段差解消や手すり等の設置

等により高齢者にやさしい公営住宅の整備に努めてまいりたいと思います。

以上、お答えいたします。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

新市発足後の組織機構の問題につきましては、新市発足後○総務部長（髙本信男君）

の事務量の増加等によりまして、複数の課におきまして連夜の残業を余儀なくされ

ている状況下にございます。特に総務部財政課、税務課、水道局、会計課、市民部

福祉課などにおきましては、５月の実績で見てみますと１人平均６０から３０時間

程度の残業があっている状況でございます。また、その他の課におきましても、遅

くまで残業をやっていただいておるというのが現状でございます。この状態が新市

発足に伴う一時的なものなのか、今が業務が忙しい時期に当たっているからなの

か、また根本的な問題に起因しているものなのかなどを慎重に分析、精査しなけれ

ばならないと考えております。その中で、現実的に住民サービスの低下を招いてい

るところや職員の健康問題になっているところがあれば、できる限り早い時期に柔

軟な対応をしていく必要があると考えております。

次に、菊池総合支所についてでございますが、総合支所方式は合併協議会におけ
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る決定事項であり、協議第３９号において確認された新市における事務機構及び組

織の整備方針に基づき、菊池、七城、旭志、泗水の総合支所として整備されたとこ

ろでございます。このような経過を踏まえ、本年３月２２日に新市が発足し早３ヵ

月を迎えましたが、そのような中、市民や関係団体の一部から組織機構や菊池総合

支所のあり方についての意見等があっているのも現実として受け止めております。

基本的には、合併協議への決定事項を尊重していくものでありますが、今後合併の

効果を最大限に生かすためにも、市民の声に基づく状況などにつきましては冷静に

受け止めるとともに、改善すべきところや不十分なところがあれば見直していきた

いと考えており、本庁、総合支所、それぞれのさらなる機能充実と市民サービスの

向上を目指してまいりたいと考えております。

以上、お答えします。

東政孝君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

再質問を申し上げます。○（東 政孝君）

スギ、ヒノキの利用拡大については、菊池地域木材需要拡大促進協議会という組

織もあるということでありますが、森林林業関係者一体となり推進していただきた

いと思います。高齢化など現実にあるわけでありますが、木材の断熱性、吸収性に

優れていることや、また湿度の調整作用、ダニの繁殖を抑制するなど、多くの長所

を持っていると言われております。昨年１１月には広域の組合議会の方からも名古

屋の特老の研修に行きましたが、約２６億円という事業費の中で非常に木のぬくも

りということで、スギ、ヒノキをふんだんに利用されておりました。特に健康面か

らも非常にいいということで、そういう意味からしても地域産材の利用拡大を図っ

てもらいたいと思いますが、市長のご見解を賜りたいと思います。

それから、集落営農の取り組みについてでありますが、農林振興課として１７年

度以降に計画があるならばお示しを願いたいと思います。

それから、介護福祉サービスに取り組み状況でありますが、新市としての菊池市

保健福祉計画及び介護保険事業計画等の作成があるならばお示しを願いたいと思い

ます。

それから、介護保険法の改正に伴いまして、今年の、来年から導入されます筋力

の向上トレーニング等など、昨日一昨日の新聞でしたかね、松橋の美里町でも導入

されておりましたが、市においても介護予防の観点から筋力トレーニング等や温泉

を活用した介護予防事業を計画する予定があるか、ないか、お伺いをいたします。

それから、老人福祉センター建設予定地につきましては、旧菊池市議会の方に合

併前の確か３月上旬だったと思いますが、全協で説明を受け、また５月の文厚の現
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在の常任委員会にも執行部より説明を受けたところであります。まず候補地につい

ては何ヵ所か検討したが、最終的には菊池駅プラザ周辺が適地ではないかと、そう

いう説明があったところであります。予定地の敷地も十分あるし、温泉を掘るにし

ても制限も受けない。そして、その上に下町、中町、切明、中央通り約３１９戸あ

るそうでございますが、地区の公民館もない状態が続いているということでありま

す。ただ問題は、地価代でありますが執行部の説明では路線価からすれば坪の約１

５万円ということでありますが、今の時代だからですね、半値か３分の１ぐらいで

交渉してもらいたい。また相手側からも話に応じてよいということであれば、早急

に交渉してもらい、早期着工を目指していただきたいと思うわけでありますが、こ

れも市長のご見解を賜りたいと思います。

それから、残業時間が５月の実績で３０時間から６０時間ということの説明であ

りましたが、非常にですね、そういう残業の多いことで体調を壊して休まれた職員

もおるというような状態が続いていると聞いております。平準化のためにも、早急

に着手しなければならないと思うところでありますが、あるとすればいつごろを考

えておられるか、お伺いをいたします。

また、菊池総合支所については、市民からの意見などもあり、現実として受け止

めているということであれば、早急に検討していただきたいと思うところでありま

す。菊池の総合支所については、市民からだけではなく、職員の方からもですね、

何人からともなく、もう必要ではなかですよというようなことでありまして、そう

いうことも踏まえて、早急に検討をしていただきたいと思います。

それから、経済部の中に林務課及び畜産課の創設をぜひお願いしたいと思うわけ

であります。林務の方についてもいろいろ仕事量も多いし、また森林組合の方から

もぜひそのような要望が上がっているということであります。また畜産の方につい

ても、先ほど産出額については県内の１位ということでありますし、特にですね、

この３年から４年間の間にＢＳＥ問題から、また口蹄疫、鳥インフルエンザなどが

発生しておりますが、非常に大変な事態が起きておるわけであります。ぜひ林務課

と畜産課の課の設置を創設していただきたいと思うわけであります。

人事について申し上げますが、合併により組織の再編と人事異動が行われたとこ

ろでありますが、人事について申し上げますが、合併より４役所の職員が対等合併

という大義名分の中で行われた結果、年齢に関係なく係長以上の管理職においてば

らつきが起きているということでありますが、実態をどのように認識しておられる

か、お伺いをいたします。確かに現在では年功より能力による人事評価が叫ばれて

いる昨今ではありますが、しかし地方の都市では大まかにはですね、年功序列でき

ていたと思っております。高校を卒業して入る人も大学卒の場合は４年遅れて入所
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されるわけでありますが、ほとんどはですね、入った年齢については一緒ではなか

ったか、そういう思うわけであります。今回の合併により、能力を評価することが

困難であり、比較できかったのではないか。であるならば、今回のような合併に伴

う人事は年功を無視した昇格がなされているという事実であったのではないか。聞

くところによると、ある課では係長以上で課長が一番若く、係長が一番年上のとこ

ろもあると聞いております。共にですね、能力に違いは考えないと思いますが、こ

のように年齢が逆転している背景には、駆け込み的な昇格人事があったのではない

か、疑いたくなるところでもあります。現役の多くの職員は高い執務能力を備え持

っておりますし、今回の人事については特に年齢を重視すべきだったのではない

か、そう思うものであり、全くその均衡が取れていないのが実態であります。職場

の環境づくりからも非常に大事ではないかと思っておりますが、今回の人事は何を

基準にされたか、人事の総括をどのように執られておられるのか、お伺いをいたし

ます。合併により最初から何でも１００％とは行きませんが、このような人事の影

響を長引かせないためにも、早急に手を付けるべきではないか。今回の人事に対

し、職員の思いをですね、把握する必要があると思われるのではないか。そのため

には、ぜひ職員に対してアンケート調査を行うべきと考えております。早急にアン

ケート調査は絶対実施されるように強く要望し、また結果についても時期を見て報

告願いたいと思いますが、どのように考えておられるか、お伺いをいたします。答

弁はですね、ほとんどありませんが、文書でも一応答弁は書いてください。また、

次の機会に質問したいと思います。あと残り２分ですから、市長、何かご答弁をよ

ろしくお願いします。まとめて。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

私の方に対するお尋ねの分だけお答えさせていただきたいと思○市長（福村三男君）

います。

まず、老人福祉センターの早期着工についてどう考えるのか、あるいはまた着工

をということであったかと思いますが、ご案内のとおり、旧菊池市の議会にご相談

申し上げまして、全員協議会で検討していただきましたけれども、この新市になっ

てからということでこの新しい市の中で議論をさせていただくということになった

わけであります。本来、旧市におきましてはこの新市の予算計上するということで

ご相談申し上げた経過はご案内のとおりでございます。また、地場材の、地域産材

の使用についてはご承知のとおり、私が就任しましてから戸崎小学校の戸崎の公民

館、あるいはまた菊ノ池児童育成クラブ、また北小学校、袈裟尾のふれあいセンタ

ー、すべてオール菊池市材でやりました。その１つに、菊池市の市有林を伐採する
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ということの行為を行いましたけども、そのときいろいろと議論が分かれたわけで

ありますが、菊池市の材を使うということは、今は独禁法といいましょうか、ある

いはまた外国との貿易摩擦の関係がありまして、ガットの関係があります。ですか

らなかなか難しいものであるために、菊池市の市有林を切って、この市有林と同等

以上のものを使ってほしいと、そういったことをするためにあのとき市有林の伐採

を実はお願いしたところであります。今後も引き続き、ぜひひとつ公共施設、そし

てまた民間の方々にもご理解いただきながら、地産地消を森林の中から、林業の中

から進めていくということを施政方針でも申し上げましたとおり、進めてまいりま

す。

以上でございます。

市長、質問の時間が４５分となりましたので、発言を中止しま○議長（北田 彰君）

す。

次に、川口良郎君。

［登壇］

４５分ということですが、それを過ぎますと１２時を過ぎますの○（川口良郎君）

で、１２時までには止めますので、もう１人おつきあいいただきたいというふうに

思います。

今、東議員がご質問された中で一部重複するところがありますが、またその中で

総務部長がご答弁されたのが、恐らくそのまま返ってくるんじゃないかなという感

じも受けておりますけれども、通告しておりますので質問をさせていただきます。

平成の大合併によりまして４市町村が合併し、新菊池市が誕生し、また先の市長

選挙によりまして福村市長が誕生いたしました。これから、まさしく未曾有の荒波

に向かっての船出であります。市長におかれましては、この４年間健康に十分注意

をされ、公約実現に向けて賢明な住民のニーズに沿った舵取りをお願いをしておき

たいというふうに思います。新菊池市のスタートにあたり、今最も重要なのは住民

の付託に応える市執行部体制の構築であろうと思っております。人、物、金、情報

を一手に集め、活用できる執行部の活性化、つまり現代に適用した事務機構及び組

織の構築と、その中で仕事をする職員のやる気を引き出すための人事評価の方法の

確立であろうと思っています。今回は、この２点について質問をさせていただきま

す。先ほど申し上げました未曾有の荒波と、地方分権、少子高齢化、経済の停滞及

びグローバル化に伴う税収の減少、雇用環境の変化、農林業の衰退、福祉対策、国

保、介護関係の悪化、住民ニーズの多様化等々、枚挙に暇がないほどであります。

これらは未だかつて経験したことのない前例踏襲主義では解決できない行政課題で

あり、国が有効な方向を示させない中、現場の市町村としては柔軟な発想を発揮
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し、市執行部、議会、住民が協力、創意工夫し解決していかなければならないと思

います。特に新菊池市構築のため、年間４３５億円もの資金を投入し、６１０名の

人材を要し、いち早く市内及び行政情報を入手でき、かつ新菊池市構築の核として

機能しなければならない新執行部の、現代に適用した体制整備が必要不可欠と思い

ます。事務機構及び組織につきましては、合併協議で次のとおり決定しておりま

す。１、市民が利用しやすく、わかりやすい組織機構、２、市民の声を適正に反映

することができる組織機構、３、各種行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織機

構、４、指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明解な組織機構を基本といた

しまして、住民サービスの維持向上を図るよう、１つとして新本庁舎が機能するま

では総合方式、２、新本庁舎が完成後は本庁方式と決定しております。が、本庁方

式の場合の支所の業務内容範囲はどうなるのでしょうか。ご答弁をお願いいたしま

す。現在、総合支所方式として老人ホーム、保育園等に勤務されておられる職員の

方は除きますが、総合支所方式として４７０名の職員中、２９８名、６３％が本

庁、１７２名、３７％が総合支所に配置されておられますが、本庁方式の場合の職

員の配置割合はどうなりますか。ご答弁をお願いいたします。合併し、体制が確立

していない流動的な時期は、本庁に権限を一極集中させ、体制を早期に確立するた

めには有効ですが、本庁舎建設時は内部的には体制も確立しますので、むしろ住民

のニーズを入手しやすい、また住民も足の運びやすい、精算性の上がる現場の総合

支所を充実させるべきではないですか。そのためには、総合支所への職員の増員、

自由に使える裁量予算化、権限の移譲、各地域の住民ニーズの把握の責任体制の確

立、市長への意見具申体制の確立、また不正時の一罰百戒体制の確立等が必要と思

われます。新庁舎建設時までに住民サービスの維持向上を図れる事務機構及び組織

とはどんな体制か、どんな体制が適正か、再度検討される考えはありませんか、ご

答弁をお願いいたします。

次に、施政方針の中からご質問をさせていただきます。施政方針の中にはあまり

人事のことについては表明されておられません。ただその中に、市長はこのように

表明をされている部分があります。新菊池市の総合計画の欄で、総合計画における

新たな取り組みとして、市民に対し行政運営及びその経過をよりわかりやすく知っ

ていただくため、基本計画の中で目標をできるだけ数値化し、成果主義の導入と職

員の意識改革を図り、施策の透明性に努めますとあります。この中で目標の数値

化、成果の導入、職員の意識改革という分野の中で、まずこの目標の数値化の範

囲、どこまで行かれるのか。先日、新聞報道で観光客の入り込み数、あるいは男女

共同参画率ということはおっしゃってました。これは除いていただいて結構です。

数値化の範囲をどこまで行かれるのか、ご答弁をお願いします。次に、成果主義、
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いわゆる成果が出た場合にそれをどの範囲まで利用されるのか、ご答弁をお願いい

たします。３つ目に、成果を人事評価に利用されるのか、これについてもご答弁を

お願いをいたします。新市になり、当然人事評価制度について検討されると思いま

すが、国も地方公務員に能力等級制の導入を考えているようでありますし、一部の

地方自治体ではユニークな人事制度を試しております。本市におきましても、ぜひ

とも各職員に目標を設定させ、その目標に積極的に挑戦するやる気のある職員が登

用される能力、実力主義を採用していただきたいと思いますが、そういうお考えは

ございませんか、ご答弁をお願いいたします。

以上をもちまして、最初の質問とさせていただきます。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

合併に伴いますところの住民サービスの維持向上の支障に○総務部長（髙本信男君）

ついてでございますけども、議員お触れになりましたように合併協議第３９号にお

きまして、本庁及び支所の機能並びに事務分担の基本方針が確認されております。

新庁舎が建設され機能するまでの間は、総合支所方式でいくことが決定されており

ます。その基本方針では、本庁・支所の機能及び地理的事情及び住民サービス等に

十分配慮することを基本に、本庁は総務、企画、財政など管理部門、住民、福祉、

環境などの住民サービス部門及び議会、教育委員会、農業委員会などの事務局を配

置し、新市全体に係る政策、施策の企画立案、総合的な調整・管理事務を所掌して

おります。また支所は新庁舎が機能するまでの間は総合支所とし、本庁でもっぱら

所掌する事務を除き、合併前の旧市町村の区域を所管区域として住民サービスを提

供する総合行政機関として位置づけられております。なお、新庁舎完成後は総合支

所は支所に移行するものとし、支所の機能及び事務につきましては合併の効果及び

職員の定員適正化計画等を勘案しながら、新市で検討することになっております。

合併の効果を最大限に活かすためには、本庁及び総合支所の共通認識による機能充

実が必要不可欠であります。双方に認識のずれがあったり、事務・事業の積み上げ

が不十分だったりして住民サービスの維持向上に支障をきたすようなことがあれ

ば、早急に関係部、課において調整していく必要があると考えております。合併の

効果を最大限に活かすためには、本庁及び総合支所双方の機能充実が必要不可欠で

あります。そのためには、本庁及び支所の機能及び事務分担の基本方針を踏まえつ

つ、本庁・支所の双方がその役割を果たしていけるような組織づくりが必要である

と考えております。その中において、組織の運営にかかわり改善すべきところや不

十分なところがあれば見直していきたいと考えております。今後は、十分に慎重に

状況を見極めていきたいというふうに考えておるところでございます。
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次に、施政方針についてでございますけれども、今回の総合計画策定につきまし

ては、新市建設計画に基づき策定するものでございますが、基本計画につきまして

は各種施策をより具体的なものとしてお示しすることとしております。その中で、

施策の成果及び目標につきましては、市民の視点に立った成果重視の行政運営を目

指し、住民の満足度の向上と行政の説明責任を果たすため、基本計画で掲げる各主

要施策の中で５年後の目標を設定できる主要事業について可能な限りこれを数値で

表し、行政活動の成果をよりわかりやすく市民の皆様にお示ししたいと考えており

ます。数値化につきましては、今後適切な指標を検討することとなりますが、例え

ば指数で表す何％であったり、施設の数で表す何個であったり、延長で表す何ｍで

あったりするかと思います。また成果主義を円滑に機能させる手段といたしまし

て、行政評価システムを導入及びその定着化を図ることとしております。新市の新

たな取り組みといたしまして、目標設定の数値化は市民と行政との協働の確立、職

員の意識改革や透明性の高い市政運営、行政における生産性の向上など、市民サー

ビスの向上に結びつくものと考えております。

次に、成果の人事評価への利用につきましては、総合計画の実施における成果を

直接人事評価にリンクさせることは予定しておりませんけれども、成果主義による

行政運営を推進する上で、何らかの形で人事評価に反映させるシステムの導入が必

要であると考えております。

次に、人事評価能力についてでございますけれども、３月２２日の合併以来３ヵ

月が経過しまして、各部署により事務事業の執行にあたっておりますが、様々な困

難な問題が山積しておるのも事実でございます。しかし、現状は限られた資源の中

で多様な価値の追及など、極めて厳しい状況におかれております。このような中

で、従来の公務員の制度においては職員の能力や成果を適切に評価し、その結果を

任用等に活用する仕組みが不十分であることや、採用年次等を重視した硬直的な年

功序列的任用などが見られてきました。また、政策立案能力に対する信頼の低下、

サービス意識の欠如など、様々な厳しい指摘がなされております。しかしながら、

人事評価につきましては旧市町村の中でも温度差があり、どの市町村も完全に実施

できていないのが現状でございます。このような現状を考えると、評価の導入は必

要であろうと認識は持つものの、実施におきましては十分な協議、精査など、いろ

いろの手順が必要であるとともに、人が人を評価するものであることから、評価さ

れる者がいかに納得して信頼性を置くことができるシステムであるか、その納得

性、透明性を確保するために、評価基準や評価の実施方法は大変重要なことである

と考えております。このような中で、本年度は職員の共通認識を図るために研修を

実施し、準備を進めてまいりたいと考えております。
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以上、お答えします。

川口良郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

再質問をさせていただきます。○（川口良郎君）

今、総務部長の方からご回答があったわけですが、まず本庁方式の場合の支所と

いうのはどういう形になっていくのか。それから、職員の配置割合というのはこれ

から新市で検討されるということであったと思いますが、実はですね、合併協議の

中で平成１６年の１月ですか、第４回の新市事務所の位置選定小委員会のところ

で、実はこういう形に既定してあるんですね。総合支所と支所と出張所というのが

あって、新市事務所の位置、候補選定についての考え方ということがありまして、

支所というのはどういうのかということですが、各部局の窓口的事務までを執る事

務所となっております。窓口、各部局の窓口的事務ということは、組織的な関係か

らいくと、各部局の出先ですかということです。そうなるのかなということを私考

えています。ということは、今、確か泗水町で４７名、菊池総合支所もっと多いの

かな、居ると思いますけども、今、総務部長がご答弁された中で、各支所にもそれ

ぞれいろんな課がまだ現状あります。総務振興課だとか、民生課だとか、産業振興

ですね、それから建設課というのもあるわけですが、本庁方式の場合の支所という

のは各部局の窓口的事務を執る事務所ということは、現状の総合支所の職員をもっ

と本庁へ集めるよということじゃないんでしょうか。ですから、例えばそれが１点

ですね。もっと本庁へ集めるということじゃないのか、これが１点です。それから

もう１点は、組織的から考えたときに、各部局の窓口ということは、そこは総合支

所という１つの組織じゃなくて、例えば建設課は建設部の窓口がそれぞれ４つの支

所にいるよと、こういうシステムなんでしょうか。これが２つ目です。そうなって

きますとね、果たして今申し上げた、私当初申し上げた職員数の配置割合、６３％

と３７％と申し上げましたが、これがもっと本所の割合が大きくなって支所が少な

くなってくるよと、こういうことだろうと思うんですね。窓口的事務ということに

なれば、当然単純な申請書、証明書、発行しかやらないよということだろうと思う

んですよ。果たしてそういう状況になったときに、住民の方がその支所に来られ

て、いろんな相談をしたときに、支所の担当者の方々は意思決定できませんから、

常に本所に相談をせざるを得ないと。本所に権限と財源と集まってますから、本所

に伺いを掛けない限り返事はできないという状態になるのではないかというふうに

思っております。恐らくこれから検討されるということなんでしょうけど、今まで

の合併協議の協議をしてきたらそういうふうになるんじゃないかというふうに実は

懸念をしております。今、社会というのは民間も、あるいは国もそうですが、先ほ
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ど申し上げたとおり、非常に社会が流動的なときというのは権限と財源を一極集中

させて、一下命令のもとに北海道から沖縄まで一律の目標のためにやらせるという

ような時代は非常に一極集中というのは有効なんです。ところが、生活がある程度

レベルが上がってきますと、住民の方々のニーズが多様化してきますので、それを

１ヵ所に集めた場合に、本当に住民の方々のニーズが吸い上げきるかと、私は難し

いんではないかなと思っています。そのために、国が地方分権に出たと、やるよと

いう考えの１つになっているんではないかなというふうに思っております。ですか

ら、なぜ新庁舎を建てるまでにということをお話ししたかというと、ある程度新庁

舎を建てるまでにそれを検討していただければ、ある程度内部的な事務体制は固ま

るはずです。その後で、本当に新庁舎が建った後、一極集中がいいのか、ある程度

支所に権限を与えて、総合支所の範囲である程度ここまではやってもらおうという

形がいいのか、それを検討していただけませんかと、もう一度。そういうご質問で

あります。これが１点目です。

それからもう１つはですね、人事評価のことに関しましては、非常に難しいとい

うお話で、泗水町のときにもこれ聞きました。皆さん必要だとはおっしゃるんです

よ。ところが現実的には難しいとおっしゃるんです。私は公務員でありません、民

間企業で育った人間ですから、公務員のこの組織というのがどうなっているのか、

内部がどうなっているのかよくわかりませんから、一概に一つ一つ細かくお話はで

きませんけど、同じ人間の集団である民間ができて公務員が何でできないんだろう

と、不思議でたまらないんです。それともう１つは、よく耳にするんですけど、公

務員の中にもですね、非常にやる気のあって優秀な方はいるんですよ、いっぱい。

ところが、評価されない、評価されなきゃですね、人間やる気出ないですよ。人間

が本当に、一人間がやる気が出るのは、人から評価されて、年収が上がって、ある

程度の権限が与えられなければ、やる気してこないんです、仕事は。やる気しなき

ゃ、どんなにいい施策打っても現場で働く職員がやる気ないですから、いい結果が

出るはずないです、住民に。いろんな問題とかあるかもしれませんけど、やはりで

すね、ここはですね、ひとつ一歩前進でやってみることが大事じゃないんですか。

新しい組織ができて、今から恐らく人事評価関係お詰めになると思うんですよ。話

し合いがあるはずです。そのときに１つでも２つでも３つでもいいですから、やは

り能力的なものを入れていく、いわゆる職員の方々が本当にやる気が出る要素とい

うものをぜひとも入れていただきたいと。それが一歩前進ですよ。全部一度にはや

ろうとしてもできはしません。そういうことでやっていただけないか、ご質問をし

たいと思いますので、総務部長、もう一度ご答弁をお願いします。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）
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［登壇］

お答えをいたします。○総務部長（髙本信男君）

まず、先ほどもご答弁申し上げましたけれども、新庁舎建設後の本庁及び支所の

あり方につきましては、合併協議会の中で新庁舎建設後本庁方式とし、総合支所を

支所とすると。その際に各支所の機能、役割につきましては住民サービスの維持向

上及び合併による効率化に配慮し、新市において調整するという旨の確認がなされ

ております。ご承知のとおりでございます。今後はこの確認を十分尊重をしなが

ら、新庁舎の建設とあわせまして各支所の機能、役割及び事務機構につきまして検

討するわけでございますけども、この際にただいま川口議員ご指摘がございました

このように確認はされておりますけれども、その細部になる一部集中とか分散と

か、そういう部分につきましてもこの中で検討をしながら、それでは新庁舎はどの

ようなものにするのか、支所はどのようなものにするのか、その構造自体にも影響

を及ぼす部分でございますので、当然その組織、人員等を勘案しなければ建設はで

きませんので、その中で十分検討をさせていただきたいというふうに考えておりま

す。

次に、人事評価制度についてでございますけども、大変必要であるということは

わかっていながら、ただいまご指摘のように難しい部分が多々ございます。しかし

ながら、今多様化する住民ニーズや私たち公務員に対する住民の皆様の目は大変厳

しいものがございます。そのようなことを踏まえまして、人事管理システムの構築

はぜひ必要であるということは十分認識をいたしております。そこで、職員の能力

や成果を適切に評価いたしまして、職務能力を、それぞれの能力を人事任用や人事

育成等に反映させ、また活用していくことは私たちの責務でございまして、大変一

方ではその姿が望ましい姿であるというふうに理解をしております。国の公務員制

度改革に伴いまして、新たな評価制度が地方公共自治体にも要請されております。

このことから、今後は新しい人事制度の構築と地方自治を担います多様な人材の確

保、また育成、さらには活用等を十分図りながら、能力、業績を重視した制度の構

築も必要であるというふうに認識をいたしております。

以上、お答えします。

川口良郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

再々質問をさせていただきます。○（川口良郎君）

まず、事務機構につきましては、これ以上お話ししてもこれからの協議の中でや

っていかれるということでありますから、十分こちらの、私の申し上げたこと、総

務部長おわかりいただいているというふうに思っております。また、ぜひともこの
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結論を出していただくためには、新庁舎の建設まで、いわゆる新庁舎をどれだけの

大きさの建物を建てるかということを決める前までに結論を出して下さい。それに

合った新庁舎を建てればいいというふうに私は思っておりますので、ぜひともお願

いをしておきたいというふうに思います。

それから、人事制度につきましては、新しい４市町村が寄って、それぞれ環境の

違い、考え方の違い、慣習の違いというものはあるだろうというふうには思います

けれども、やはり先ほども申し上げましたけど、やる気のある方を登用していただ

く制度にしていただかないと、本当に市役所内のですね、職員の方々の活性化とい

うのはならないだろうというふうに私は思っております。ぜひともその辺のところ

も含めてお願いをしておきたいというふうに思いますが、もう１つですね、これは

後で感想をちょっとお聞かせいただきたいと思いますが、よければ市長にお願いし

たいと思います。コピーを取ってくればよかったんですが、ちょっと準備しており

ませんもんですから、ちょっと読ませていただきます。感想だけで結構ですので、

ちょっとお聞かせ下さい。今質問した内容に関連することが実は出てまいります。

これは、ニューパブリックマネージメントという理論です。市長はパブリックコメ

ントというようなことで旧菊池市からやっておられたようですけれども、ちょっと

名前が似ておりますけども、これはニューパブリックマネージメント論理というや

つでして、１９８０年代から１９９０年代にかけて、イギリス、あるいはアメリカ

で体系づけられて、試験的にやって体系づけられた理論なんですが、どういう理論

かと言いますと、簡単に言いますとね、基本原則は顧客主義が１つです。それから

成果主義、２つ目、３つ目が現場への権限移譲、それから市場競争原理、これが４

つの原理に成り立っているそうであります。内容をちょっとかいつまんで読みます

とですね、こういうことが書いてあります。顧客主義というのは、これは行政イコ

ール統治機関という日本の伝統的な考え方と相反しますと。日本人はお上に税金を

取られるのは当たり前だと思っています。自分たちが文字通りタックスペアー、い

わゆる納税者という意味だろうと思いますが、として税金を払って役所をつくり、

公務員を雇っているという発想がありません。いわゆるこれからいけば、菊池市役

所のオーナーは住民の方々ですよというような考え方だろうと私は思っております

が、それとですね、そもそも納税という言葉を止めるべきで、年貢を納めるにも通

じる市民に愛させる行政などとよく言いますが、中身をよく見ると水戸黄門や大岡

越前張りの粋な計らいのことだと勘違いしていたりします。例えば、高齢者や新成

人に一律優遇措置やプレゼントをするよりも、新のニーズを生み出し、そこに適っ

た施策を講じることが大切ではないでしょうかということが書いてあります。第２

番目にですね、成果主義と。成果主義というのは先ほどもお話ししたと思います
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が、やったことがはっきりわかってくるわけですね。それに対する反省というもの

が実は出てきます。ただここにですね、最後におもしろいことが書いてあって、こ

ういうことが書いてあります。公務員というのは本来法律尊重主義、いわゆる法律

との適合性という考え方を持っています。しかし法令は住民が自分たちの代表者と

して選んだ議員が議会でつくったはずです。なのに、法令が住民のニーズに反す

る、ならば法令の方がおかしいんではないかという問題意識を公務員には持ってほ

しいということを書いてあります。それから３つ目として、現場の権限移譲、これ

も先ほど総合支所へ権限を移譲すべきではないかというお話をちょっとさせていた

だきましたが、この中にですね、こういうことが書いてあります。すべての意思決

定を本庁管理部門で司ろうとするわけです。その結果、硬直的な内規がはびこり、

いつしか市民に対するサービスが犠牲になるわけです、なりますというふうに書い

てあります。いわゆる自分たちだけを守るため、権限移譲しないで一極集中させれ

ば、どうしても人間は自分たちのことだけを考えていこうという傾向にいっちゃう

と、こういうことです。権限を移譲すれば、必ず職員の誰かが不正するんじゃない

かということも考えるんですよ。ただこれを考えてたらですね、恐らく前に進みま

せん。ですから、先ほど一番最初の質問で一罰百戒制というような考えありました

よね。ですから、不正のときにはいわゆる厳と、罰すると、皆さん方に戒めとして

やるよという体制も必要だろうと私は思っております。それからもう１つ、競争原

理のところでですね、こういうことが書いてあります。競争はイノベーションの源

泉です。改革の源泉だそうです。私もそう思います。それを否定していれば進歩は

ありません。また、誰にでも間違いはあります。失敗したら、あるいは間違ったら

改めればよく、そこから次へのヒントが芽生えます。こうした柔軟な発想が必要で

す。競争イコール無駄、失敗イコール悪と考えていては進歩はありません。さらに

言えば、一端つくったものを壊すことを想定外、あるいは失敗とする文化を捨てる

べきではないでしょうかというような指摘まであります。これを書かれた方はどな

たかと言いますと、ＪＲ九州の現在の会長さん、この方はＪＲ分割民営化になりま

したが、そのときの社長をやられた方です。なおかつ、その後その経験を生かされ

て、福岡市役所の行政改革に携わっておられます。それを基にして自治体、ＧＮＡ

改革という本を執筆されています。その中にいろんなことを実は書いてあります。

やはり市役所で現にそういう改革をやってきておられますので、公的機関の短所、

いいところ、よく本に書いておられるなという感心を私は持っております。今、私

申し上げましたけれども、こういう形で、すべてがですね、この市役所にすぐに、

菊池市役所でできるというものじゃありませんけれども、やはり合併措置がある１

０年後には、ああよくなったなとみんなが言えるようなやっぱり市にしたいと、み
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んながそう思っていると思います。そのためには、住民とタイアップする市役所が

核です。どんなに我々がいろんなことを言いましても、市役所の中で働く職員の方

と組織がしっかりしてないと前には進みません。今、ちょっとご披露させていただ

きましたけども、この点について市長の方から最後に感想をお聞かせいただくなら

と思います。よろしくお願いします。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

最後のご質問にお答えします。○総務部長（髙本信男君）

まず、職員採用の件につきまして触れられましたけども、職員採用につきまして

はこれまでもご指摘のようなこと十分配慮してやっておりますけれども。

［登壇］

部長、私、職員採用なんて言ってませんけど、職員採用なんて聞い○（川口良郎君）

てませんよ。

［登壇］

そうですか。失礼いたしました。○総務部長（髙本信男君）

［登壇］

いやいや、あのですね、今申し上げた方、今申し上げましたね、こ○（川口良郎君）

れの感想だけ申し上げていただければいいんですよ。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

川口議員の事務機構及び組織のあり方についてというお尋ねで○市長（福村三男君）

ございまして、基本的には先ほど総務部長が答弁申し上げましたとおりでありま

す。新庁舎建設後の本庁及びまた支所のあり方につきましては、これは合併協議会

におきまして新庁舎建設後は本庁方式として総合支所を支所とすると。その際、各

支所の機能役割については、住民サービスの維持向上並びに合併における効率化を

配慮して新市において調整する旨の確認がなされておりまして、質問をお聞きいた

だきながら、議会の皆様方がそれぞれの旧市町村の議会としてご議論をされたわけ

でありますから、どのようにご質問を受け止めておられるのかなと実は思ったとこ

ろであります。非常に川口議員がご心配されておりますように、これ新しい庁舎が

できた場合に、この総合支所が支所になってしまうと。その支所になることによっ

て、本庁の方にまたさらに人が異動し、職員が異動することによって窓口の業務と

いいましょうか、住民サービスが低下するんじゃないかという、そういったご心配

の旨だろうと思います。大変口はばったことでありますが、しかしこれについては

そのことを支所方式とするということになって、本庁方式でするということになっ
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ておりますものですから、このような体制を取らざるを得ないと。ただやってみな

ければわからないという現実がこうありまして、この今現在に仮想した状態で仮本

庁舎がこの庁舎に今なっております。ですから、これから本庁舎に移行するまでの

間に、この窓口の業務において今の総合支所というものが機能を果たし得ないのか

どうなのかと。本庁舎になった場合に、さらに窓口業務を残して本庁舎の方に移行

するということが果たしてどうなのかといったことについては、今後の課題ではな

いのかなと思っております。いずれにいたしましても、今後はこの確認を尊重しな

がら、新庁舎の検討とあわせながら、各支所の機能、役割及び組織、あるいはまた

事務機構につきましても市民の皆様方のご意見等も拝聴しながら、議会、関係団体

と協議を進めていきたいと、このように思っております。また施政方針につきまし

ての人事評価を受け入れることについてはどうなのかと、人事評価を入れる考えは

ないかといったことでございます。地方公共団体におきます人事管理システムの構

築につきましては、先ほど総務部長の方が詳しくご説明、ご答弁いたしましたが、

非常にこの近年の多様化する住民のニーズや、あるいは公務員に対します厳しい視

点だと、こう答弁いたしておりましたけれども、大変厳しい現実があります。その

ような中で、職員のそれぞれの個人個人が持っております能力、あるいはこれまで

の経験、そういったものを踏まえながら、成果を適切に評価をしながら職務能力と

いうものに応じた人事の任用であったり、あるいは育成であったりということをし

ながら活用していかなければならないということを考えております。ただ人事評価

という場合に、果たして人が人をどう裁くか、あるいはどう評価するか大変難しい

問題でありまして、私も過日模擬裁判でですね、刑事裁判の陪審員になりまして、

人を殺人未遂にするのか、強盗事件にするのかといった判断をさせていただきまし

たが、大変厳しいと思っております。この辺には公平公正を旨としながら評価をし

て、例えば今評価というのは上司が部下を評価するというのが通例でありますけれ

ども、一部取り入れがなされておりますように、部下が今度は上司を評価するとい

う逆の目で見るということが上司の方がえこひいきをするんではないかと、あるい

はえこひいきをやった場合にはどうなるのかと。１人が１０人を評価をするという

ことで、果たして適切に評価できるかという一面もあります。ですから、考え方に

よっては部下の方が上司を評価する。あるいはまた、この市行政というものについ

てのサービスを受けておられます利用者でありますこの住民の、市民の皆さんがそ

の中に評価をしていただく中に意見としてこの述べられる機会を設けると。また、

一過性のあるこの市役所庁舎を訪れられる皆さん方の中でやっぱり評価というのが

時折においてはよくあります。そんなものを何とかこの組み入れることはできない

のかということで、視点をバランス良く広めながら、評価というものをすると。そ
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してその評価について、本当に適正に評価されているということがされる方もした

方も、そう自信を持って言えるようになったときに、その人事の評価というものを

現実的なものとして組み込んでいければいいのではないかなと、このように思って

おります。国の公務員制度の改革に伴いまして、新たな評価制度が地方公共自治体

にも要請されていますので、今後は新しいこの人事制度の構築と、また地方自治を

担う多様な人材の確保、育成、さらには活用を図りながら能力、そして業績を重視

した制度というものを今申し上げましたような形の中で生み出していければなと、

このように思っております。なかなか合併直後でありまして、いろんな問題でご不

満の点、あるいはまた齟齬（そご）があると思っておりますけども、これにつきま

してもこの後にぜひひとつそういったことで修正をしていきたいと、このように思

っております。

それから、数値化のことも先ほどちょっと一部触れられまして、観光の問題とか

といったものはいいから、ほかのものにはどんなものをやるんだということです

が、例えばやっぱりこの合併という中において、行政区の合併を旧菊池市の方では

進めてまいりましたけれども、やはりこの地方自治体の中における基礎となります

行政区、これにつきまして、例えばその目標数値を上げたならば何年以内にどのく

らいの数にと、あるいは１つの行政区の単位はどのくらいの所帯数、人口を持って

するといった目標を掲げることによって、その到達度というものを示すことも可能

ではないかと思いますし、またごみの問題等につきまして環境問題については分別

収集はどれだけのものを何％、いつまでを目標にしようとか、あるいは減量化につ

いてはどのくらいダイエットして、１日１００グラムを目標にして例えばダイエッ

トしようじゃないかとか、それを何ヵ年で目標達成しようじゃないかとかといった

ものを掲げることによって、数値というものがあって、それが効果になってくれれ

ばというふうに思います。この後、そのようなことを数値化できる限り数値化を上

げながら、行政として目標に向かって努力をするというのが先刻ご指摘になってお

りました諸々の視点においてコストかれこれも含めながら、やっぱり行政は行政と

しながらニューパブリックマネージメントとご指摘になっておりましたが、成果主

義、あるいはまたその市場原理主義というものに積極的にやはり取り組んでいかな

ければならないということでございまして、示唆に富んだご質問をいただきました

ことを改めて厚く感謝お礼申し上げ、答弁とさせていただきます。ありがとうござ

いました。

ここで昼食等のため、暫時休憩をします。午後の会議は、午後○議長（北田 彰君）

１時から開会します。お疲れでございました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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休憩 午後零時０２分

開議 午後１時００分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）

次に、葛原勇次郎君。

［登壇］

葛原でございます。農業関係と新市のことで質問をさせていただ○（葛原勇次郎君）

きますが、その前に農家におかれましては田植えの時期を迎え、今年は空梅雨とい

うようなことで本当に準備から田植えまで終わられた方、また準備の方と大変お忙

しい中に、人の食料の源であります米生産に努力されております農家の方々に心よ

り感謝を申し上げたいと思います。このことによりまして、また通告はしておりま

せんけれども、非常に空梅雨になりまして今日の新聞あたりにも載っておりました

けども、水の対策協議会等々が今なされているようなことでございますし、通告は

しておりませんけれども、菊池の方におきましてもまだ田が植わっとらないという

ようなこともあるそうでございますので、そのようなことの対策のことも考えてい

ただければありがたいなと、まず思っております。

それでは、まず１点から質問させていただきますが、水田減反についてというこ

とで、年度ごとの推移と今後の取り組みについてという通告をしておりました。昨

年、何年に始まりこれで転作の推移と主な転作作物ということをお聞きしたいと思

います。

次に、循環型農業についてと書いておりましたが、循環型農業の取り組みという

ことで、旧菊池市のときに破砕機を市で購入し、堆肥にして土に還元し、土壌維持

の改善になり、環境問題によいということで質問した経緯があります。調べてみま

すと、取り組んでおられます市町村が多いようであります。４月の１４日の農業新

聞に、剪定枝をチップにします、破砕機の出前好評、福島。冬長く、昨年を上回る

利用という見出しで、環境問題から野焼きが困難になり、剪定枝の処分をどういう

ような形でするのかというようなことで、福島県では２台の破砕機を果樹農家に提

供し、チップをして後の処理をしたというような経緯が載っておりましたが、この

破砕機は農家だけでなく、植木、庭木、街路樹の処理にも役立つので取り組みはい

かがなものかというようなことを申し上げた経緯がございます。ところがこれは七

城町の方にもう取り入れてあるというようなことでございまして、七城町にあると

するなら、この機械の利用方法を聞きたいというようなことでございますし、福島

県におきましての資料は私が取り寄せておりますので参考にして、他の団体との打

ち合わせをし、よき方向へ進んでほしいというふうに思っております。
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それから、次に新市行政についてと書いておきましたが、東議員も質問されまし

たのとあまり変わりませんけれども、一応私の方も用意しておりますので一応させ

ていただきますが、旭志、七城、泗水、菊池の４行政の合併により早３ヵ月を過ぎ

まして、合併の経過につきましては皆様方もご承知のとおりであります。合併によ

り、それぞれに集まった各市町村の職員の方々も一生懸命に頑張っておられますこ

とに、心より敬意を表するわけでございます。そこで組織についてというお尋ねで

ございますが、合併協議会の中では本庁方式ということで、現在のような組織が成

り立っております。すなわち、本庁があって、それぞれの各支所が形成されている

現状であります。確かに本庁を中心にそれぞれ各支所があるのは当然のような気が

いたします。しかし本庁である菊池市では、本庁部門と支所部門があるわけで、同

じ屋根の下に同じ部局、同じ組織があるということでありますので、本庁をどこか

別の場所に建設した場合には４つの支所をつくるのが当然だと思いますけれども、

現菊池市の中では本庁と支所が同居しているのはいかがなものかということでござ

います。菊池市の場合は支所は必要ないのではないかというようなことの考えであ

ります。３ヵ月を過ぎましてどのような感じになられているか、お聞きしたいわけ

でございます。支所をなくすことで、事務所、人員、組織が簡素化にもつながると

思いますし、また合併当初で身近な市役所が他の市役所に来たみたいで混乱してい

るというようなことも耳にいたしまして、改善される考えはないのかということで

あります。

まず、１回目の質問をさせていただきます。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

葛原議員のご質問にお答えをしたいと思います。○経済部長（岡崎俊裕君）

１点目でございますけれども、これまでの米の生産調整政策につきましては、昭

和４５年度の米生産調整対策に始まり、現在の水田農業構造改革まで３６年間にわ

たり実施されております。県平均の転作率でこれまでの推移を見てみますと、昭和

４５年度当初の転作率は１０％に満たない率でありました。昭和５３年度からの水

田利用再編成対策の実施期間中、昭和５５年度より２０％を超え、昭和６２年度か

らの水田農業確立対策では３０％を超える率となり、平成１０年度からの緊急生産

調整推進対策以降４０％を超える転作率で、現在の水田農業構造改革対策に至って

おります。また、主の転作作物では、第１位が飼料用作物であり、以下里芋、ゴボ

ウ、メロンなどの野菜、大豆等の豆類となっております。

２点目の破砕機について、導入についてはどうかということで、いろいろな補助

事業の対象機械がございますけれども、播種、定植、収穫、調整、防除用の機械と
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なっており、破砕機については対象になっておりません。これまで七城町では里山

条例関係でですね、過疎対策事業ということで町の単独で導入をされているという

ことでございます。また旧泗水町ではシルバーの方で導入をされているということ

で、いずれもシルバー人材センターで利用されている破砕機があります。この機械

の今後の利用につきましては、シルバー人材センターの方で管理をされているとい

うことでございますので、調整を図り検討していけたらと考えております。

以上、お答えいたします。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

新市における組織機構につきましては、合併協議第３９号○総務部長（髙本信男君）

において確認されましたことに基づきまして、本庁及び総合支所の整備がなされて

きたところでございます。このことにつきましては、先の広報きくちでも市民の皆

様方に周知をしたところでございますが、まだ新しい組織機構に対する戸惑いも一

部において見られているようでございます。市民の皆様が利用しやすくわかりやす

い組織機構を確立していくことは、新市における事務機構及び組織の整備方針の基

本事項であることから、今後とも合併協議における決定事項を尊重しつつ、それら

市民の声に基づく状況等につきましても慎重なる精査と検討を行ってまいりたいと

考えております。

以上、お答えします。

葛原勇次郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

ありがとうございました。年度ごとの推移はわかりました。やは○（葛原勇次郎君）

り１割から始まった記憶がありますが、もう３５年にもなるということは知りませ

んでしたが、約７年ごとに１０％ずつの推移だそうでございますが、４０％を超え

るというような答えでございますが、市町村間での割合が少し違うからこのような

答えと思いますが、私の場合はもっと多いと思います。約半分近くの減反すること

になるわけですが、減反し転作できる条件の水田をお持ちの方たちはよいのであり

ますが、そうでないところがあるわけでございまして、今までは旧菊池市において

は減反目標ができなかった分は他町村とのすり合わせで県に対するクリアはできて

いたと聞いております。今度合併して大きくなり、全体が収まっているとは思いま

すが、いかがなものかということでございます。私の思いますに、今は区ごとに調

整されていますが、行政の仕事の関係で区ごとの調整をされているように思えてな

りません。先日の隈部議員の方からも言われましたが、地域間の調整ができれば一

番よいのでございますけれども、今後の進め方としては減反が始まり、１０％から
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３５年を経て４０％を超えるようなことになり、減反に対する考えも大変変わった

ように感じがいたします。希望を取ってみる必要があると思います。なぜなら、農

業体系がだいぶ変わりつつありますし、大きくなった新市には転作ができる条件と

そうでない条件があると思いますし、アンケートを取る必要があると思います。ま

た、米をつくりたいという意欲があればよいのですが、田舎は荒れ地が目立ち、調

整とアンケートのことを聞きたいと思います。

それからまた、破砕機のことでお答えいただきましたが、剪定枝の破砕機につい

ては補助事業の対象にはなっていませんが、これまで旧七城町と泗水町で導入され

ているというようなことで今答弁されましたが、さすが旧七城、旧泗水、いち早く

農業と環境問題に取り組んでおられます。大変素晴らしいことと思います。足並み

を揃える意味で私が提出しておりました資料を検討していただきまして、全支部で

利用できるように、また団体でもいいし、それから組合組織でもいいですから、購

入の方向へ進めてほしいと思うわけでございます。果樹生産農家の全国大会が６月

の１４、１５、１６、１７であっておりますが、そのときの資料もまた提出したい

と部会の方から言っておりますので、そういうようなことで検討していただきたい

と思います。これは答えがされればお答えしていただきたいと思いますし、私の方

から強く要望しておきたいと思います。これは、できるまで何回でも質問はさせて

いただきたいと思います。

次に、行政組織のことでございますが、いろいろお答えいただきましたが、これ

も東議員の方から質問されましたが、端から見ればよくわかることでありまして、

本庁部門と支所部門があるために職員間での本庁部門におる人がエリート意識を持

ったり、支所におる人が気分を悪くしたり、職員同士がぎくしゃくしてはいないか

というような話も耳にいたしますし、また４つの行政の職員の集まりでございます

し、年齢的な役職の役付けというのがバランスを失っているようなこともあるので

はないかというようなことでありますし、合併して損をしたというような話も聞か

ないわけでもありませんし、その辺の調整なり是正などを考えておられるのかお尋

ねをいたします。

それからもう１点は、観光課の場所のことでありますが、今経済部の観光課は公

民館の１階に移っておりますが、菊池市は観光と農業が目玉でありますし、中心で

あると常々思っております。観光客により多く来てもらうのは大きな目標であると

思いますので、観光は外来者への対応、菊池のことをよく知ってもらうことが顔の

部分でもあると思いますので、そういった意味から従来の市役所の本庁の玄関の横

にあるのが当然ではなかろうかと思いますので、もう一度元の場所に置く考えはな

いかということをお尋ねいたします。
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以上、お尋ねします。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

葛原議員の再質問にお答えを申し上げたいと思います。○経済部長（岡崎俊裕君）

現行制度での水田農業構造改革対策は、平成１６年度から平成１８年度まで実施

されます。この事業期間中の平成１８年度までは、旧市町村ごとの地域協議会によ

り事業推進をすることとなり、平成１９年度から平成２２年度を目標年次として農

業者、農業団体の自主的、主体的な需要調整システムを国と連携して構築していく

ことが示されております。合併後の新市の調整につきましては、現状のところ各地

域協議会ごとの基準反収による割り当てと実績から成り立っており、各地域協議会

間の協議を重ねる必要があると考えております。平成１９年度以降の制度について

は、現在のところ具体的な施策が示されておりませんので、今後国の施策に応じ、

アンケート、農家アンケート等も取り入れながら地域と一体となって事業の推進に

あたりたいと考えております。

破砕機の利用につきましては、旧七城町、泗水町のシルバーが抱えておりますも

のについても検討をしていきたいと思っておりますし、導入につきましては何か補

助対象となるような事業等がですね、ないか十分調査をさせていただきたいと考え

ております。

以上、お答えします。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

職員の年齢的バランスの崩れについてでございますけど○総務部長（髙本信男君）

も、市町村合併という特殊事情の中、それぞれ培ってきた長い歴史や合併前の職員

の状況、さらには各市町村の強い思いやいろいろな制約の中での職員配置となりま

した。そのようなことから、一部役職と年齢の関係におきましてばらつきが生じて

いるのも実態としてあることは認識をしております。また、今後の調整についてで

ございますけれども、これからの人事管理のあり方の中で新たな制度や仕組みの構

築などが求められてきておりますので、その中で慎重に検討して対応を考えたいと

思っております。

次に、商工観光課の窓口についてでございますけども、事務機構及び組織の整備

方針を踏まえまして、部、課の配置について検討していく中で、現在の第１庁舎の

中では配置できなくなり、結果といたしまして現在のような第１、第２、第３庁舎

に分けての組織配置を余儀なくされました。なお、組織配置にあたりましては、部

単位による配置が望ましいことから、経済部と建設部について第３庁舎に配置した



－ －265

ところでございます。このことにつきましては、ご理解をいただきたいと存じま

す。なお、ご指摘のような声が一部からあることも聞いておりますが、役所のホー

ルに設置しております総合案内所等の活用も十分していただきたいというふうに考

えておりますし、総合案内所での対応も図ってまいりたいと思います。また今後状

況を見極めて対応したいと存じますので、ご理解をいただきたいと思います。

以上、お答えします。

葛原勇次郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

ありがとうございました。状況を踏まえて検討をするというよう○（葛原勇次郎君）

なお答えをいただきました。職員さん方たちは長く勤めていただかなくてはなりま

せんので、楽しい職場であってほしいし、それが市政の発展にもつながることであ

りますし、合併当初大変でございましょうけれども、皆様方一生懸命頑張っていた

だきたいと思うわけでございます。

私がなぜ減反に拘るのかと申しますと、今後１０年、いや５年もすれば大分変わ

るような感じがいたします。山間、中山間地、平たん地と、３つに分かれますし、

平たん地はよしといたしましても、山間、中山間は米しかできない水田と条件のよ

い何でもできる水田とがあるわけです。米しかつくれない水田に米をつくり、条件

のよいところに減反し、転作をするという考えであります。山間の水田に段々落と

し、上に水を張れば、下の田の半分は乾燥しない。そういうところに転作しても、

何もできないのが実状であります。普通の水田より収穫が少なくとも、米をつく

り、自然の水を守り、山間の自然水をため込むことにより、水源涵養にもつながる

と思うのであります。今は、条件のよいところに米をつくり、そういう水田は荒れ

放題、年に２回の草切りだけで収入はゼロというのが現状で、今後１０年、いや５

年で大きく変わろうと思います。果たして自然環境に貢献している農業がどこまで

続くかが心配であります。そういうようなことの中から対策が必要と思いますし、

対策といたしましては転作不能な水田に米もつくれないならば、水張りをして水増

し助成をするということであります。水張りの金額は今は少のうございますけれど

も、助成としては今の助成の５倍から１０倍ぐらいの助成が必要と思いますが、強

く強調したいのは水張り奨励、水増し助成でございます。ということで、このこと

により水源涵養に合わせ災害防止、水資源の確保にもつながるものでございます。

これが、今、市長が掲げておられます豊かな水と緑、生まれてくるのでございま

す。少し長くなりますけれども、なぜ私がこのようなことを申しますかと申します

と、１４年の４月１３日、皆様も読まれたと思いますけれども、戦後支えた農業に

希望を、輸入に頼った食生活を反省という記事の中で、１秒間の世界の本があるそ
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うでございまして、食のこと、水のことを書いてありました。１秒間に世界の穀物

の生産量は５８.４トンだそうでございます。消費は６０トンで、１.６トンは不足

しているとのことで、輸入する農産物を日本で生産するとするならば、３分の２に

相当する水が必要であるとのことであります。また砂漠が世界で九州と四国を合わ

せたぐらいの面積で広がっているそうであります。外国の中国では、１秒間に畳み

４８枚分の土地が砂漠化だそうです。人にとって食は命の源でありますし、維持す

るものであります。輸入に頼っている現状がいつまでも続くとは考えられないと思

います。輸入といえば、外来種の動植物が増え、在来種に追いつくし、生態系が変

わりつつあるということは皆様方もご存じのとおりだと思います。このようなこと

から、万分の１の水資源の涵養と合わせ、減反に対する政策を考えてほしいという

ものでございます。くどくなりますが、戦後の食糧難時代の農家には反当たり何俵

という割り当てがあり、実行できないと処罰され、粥をすすり米を拠出した時代か

ら米余りが来て、今後どんな時代が来るかが心配であります。いつどのような時代

が来ても、食料の生産ができるような状態の水田を守る必要があるというのが私の

理論でございます。いろいろありますけれども、最後に総括したところの市長の考

え方をお聞かせいただければ幸いでございますし、最初に言いました干ばつ対策の

ごたったとは考えられとるか、あればお答えいただいて、私の質問は終わりたいと

思います。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

葛原議員の再質問にお答えを申し上げたいと思います。○経済部長（岡崎俊裕君）

水張り転作に水増し助成はということで、現在調整水田として各地域協議会の助

成対象となっております。水張り転作については、１７年度の１０アール当たりの

助成額は菊池及び旭志協議会で２,０００円でございます。七城協議会では１,００

０円、泗水協議会では３,０００円となっており、これまでも転作の手段として推

進されてまいりました。助成額については、各地域協議会ごとに交付される交付金

の中で、助成体系、助成額を審議し、設定されております。額の変更については、

交付金の額の範囲内で他の助成額との調整が必要でありますので、各地域協議会と

の調整が必要になってくると考えております。

空梅雨ということでと、通告外でございますけれども、何か考えているかという

ことでございます。現在、市内の２ヵ所の方で大変水不足をされているということ

で、その対策に追われているということでございます。部内で検討をしております

ので、今後議会とも諮りながら検討してまいりたいと思っております。

以上、お答えします。
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市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

私の方から、水ということについてどう考えているかというだ○市長（福村三男君）

ろうと思いますが、特に中山間地を多く抱えている地域である、旧菊池市の議員と

いう立場にありましてご質問だと思います。この中山間地農業、非常に経営的なコ

スト面において大変厳しい状況下にありまして、また高齢化が進む中におきまし

て、この段差の激しいところにおいて、機械の導入、機械化というのが進まない

と。そしてしかも面積が非常にこの基盤整備が遅れているということもあります

し、難しい状況下にもありますために、経営コストがかかりすぎて収益性に恵まれ

ないということの一面があります。しかしながら、ご指摘のようにこれは水田に限

らず、森林のことにつきましても同じように、この国土の保全という多面的な機能

がかねがねうたわれておりまして、森林に対します国の施策があったり、また先刻

答弁の中にあっておりましたように中山間地域等直接支払制度というものが５年間

続いてまいりまして、改めてまたさらに手法は幾分変わりましたけれども、５年間

さらに継続されるということで、地域間におきます協定を基にして集落営農、ある

いは集落的な１つの地域を守るという一面において、この中山間地域等支払い制度

というものを大いに利活用してほしいと思っております。また水張り等によります

水資源の涵養と、あるいはまた耕作放棄田のひとつの維持保全という一面におきま

して、大変重要なことだと思いますが、１つの自治体、あるいは１つの地域におい

てのみやって効果が直ちに表れるということではないと思いますし、これはやはり

それぞれの自治体が一体化して、国策として制度化をしていくように県、もしくは

国の方に要請をしていくべきものではないかなと思って記憶にとどめさせていただ

き、そのようなことをまたいろんな場において申し上げていきたいと、このように

思います。私は、今内部的に旧菊池市の中で申し上げておったんですが、いろんな

特区申請をし、特区を認証いただいてまいりましたけども、農業いきいき特区２０

アールということもそうでありますが、中山間地のその減反政策というものにより

まして、まずは第１耕作ができにくい、あるいはコストが高くかかる部分の中山間

地域が放棄されていく。そのものが水源の上位地域にあるということによりまし

て、水資源の涵養に大きな影響を及ぼすという一面もあります。ですから、この辺

について減反対策の一環といたしまして、雑穀等のひとつの国の方の指定を受けな

がら、特区の認定を受けるようなことで、雑穀の地域として中山間地域を利活用し

ていくことはできないのかと。その雑穀の穀物が何かを確定をしながら、品定め

を、品物の、耕作の作物を限定しながら、国に対して中山間地に対しての減反にカ

ウントされるようにして特別作物としての雑穀等を作付けするということで認定
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を、特区認定を手続きを申請をしたらどうかということを内部的に言っておりまし

て、まだ引き続き多分新市になりましても内部の事務方におきましてはそのことを

検討していると思っております。そういうことをひとつ皆様方にも、また特に農業

に詳しい葛原議員等においては、ぜひ中山間地の耕作が非常に難しい状況になって

いることにつきまして、ほかにもいろいろとお考えがあろうかと思いますが、ぜひ

またいろんな意味での提案をお願いいたしたいと、このように思います。

次に、福川幸子さん。○議長（北田 彰君）

［登壇］

こんにちは。私は、わかりやすい一般質問を心がけ、議会用語は○（福川幸子さん）

あまり使用しないで質問するようにしておりますので、どうぞよろしくお願い申し

上げます。

３月２２日に合併し、新菊池市がスタートして早３ヵ月となりました。合併して

みて、合併前には住民が思ってもみなかった不便さが出てきております。そこで、

合併前と合併後の住民福祉について、住民からの意見をもとに質問をさせていただ

きます。特に子育て世代の親からは、母子集団健診をはじめ、母親学級、歯科検診

などの母子保健事業が総合庁舎近くの菊池文化会館や西部市民センターを中心に行

われ、周辺の地域から遠くなって不便になった、健診日の回数を増やしてほしいな

どの声が出ております。働く親は休暇を取り、または祖父母に頼んで健診を受ける

工夫や努力をされておりますが、子どもは急に体調を崩して健診をその日に受ける

ことができなくなることが多々あります。私も５人の子どもを生み育てていく中

で、健診や予防接種を計画どおりに受診することは本当に大変なことでした。今、

子育て中のお母さん方の苦労が手に取るようにわかります。そこで、場所はどのよ

うな理由から決められたのか、また健診でも予防接種でも利用しやすくするため

に、年間回数を増やすことはできないのか、お尋ねをいたします。

もう１つは、保育料についてです。合併前の自治体のときよりも保育料の下がっ

た家庭もありますけれども、未満児を持つ、３歳未満児ですね、を持つ家庭は負担

が増えた、つまり保育料が上がったという声がございます。１人の子どもの保育料

がアパート家賃と変わらない、どうして子どもが生めますかと言われました。子育

てにはお金がたくさんかかるというのが皆さんの悩みです。旧４市町村の保育料を

基に調整されていると思いますが、その基準はどのようにして決められたのか、保

育所入所申し込みのとき保育料について十分な説明が行われているか、お尋ねをい

たします。

次に、職員の配置問題について、住民サービスや地域経済に与える影響、または

職員のやりがいから見て質問をさせていただきます。今、本庁の近くを除く他の総
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合支所周辺の商店では、旧役場の注文や職員の買い物などがいかに地域経済に貢献

をしていたのか、合併をしてみてしみじみと感じられ、弁当の注文が減り、閑古鳥

が鳴きそうだ。私たちにはいつ注文が来るのだろうかなどの不満と不安の声が出て

きております。合併しなかった方がよかったなどのつぶやきも聞こえております。

合併協議会は、事務所の設置方式を協議したとき、新庁舎ができて本庁方式になる

まで総合支所方式を選択いたしました。そのメリットは、住民にとって現状に近

く、サービス提供が容易にでき違和感がないこと、既存の施設の利用するため改装

費用程度で済むということでした。デメリットは、職員数が今と同程度必要であ

り、合併による効率化が生かされにくい、新市の一体感が醸成されにくいというこ

とでした。総合支所には従来とほぼ同様の部署が設置、総合支所にないものは三

役、議会、総務課、企画課などと説明を受けました。ところが合併へ向けての新菊

池市総合支所方式は、本庁方式のすべての業務が集中する集中方式にほとんど近い

もので驚いてしまいました。説明とは違うのではないか。またメリットとなる事務

の効率化や職員の効率化が図られたようにも感じられず、それよりも本庁となって

いる旧菊池市役所に大勢の職員が集まり、職員の多さだけが目立ち、職員を減らす

べきだとの声もちらほら聞こえてきて、本当に職員が気の毒だと感じられます。そ

の反面、周辺の総合支所では職員が大幅に変更され、住民の尋ねたことが本庁に伺

いをしなければならず待たされた。今まで来たことのない死亡者に納税書が来たな

どの苦情や合併が４月の異動時期と重なったのもありまして、窓口に今までのこと

を知る職員が１人しかいないため、その人が席を外してたり休んだりすると手続き

ができない。教えたり、覚えたりする間も短いので混乱をしていたようです。合併

での混乱を避けるためにも、適材適所の異動が望まれたのではないでしょうか。職

員にはそれぞれいろいろな資格を持つ方もおられます。その資格を生かせるように

配慮すべきだと思います。また、資格を持つ職員を養成することも必要でございま

す。私たち住民も、○○課の○○さんに聞けば自分の知りたいことがわかる、そう

いうつながりを持ちたいものでございます。職員も常に公僕であることを忘れず、

仕事にプライドを持っていただき、能力ある人は本庁に異動できるようにしてお互

い切磋琢磨し、努力していただきたいと思います。現場優先の行政サービスを目指

すためにも、総合支所への職員の配置を多くしていただきたいが、市長のお考えを

お聞かせ下さい。

次に、教科書の問題について質問をいたします。昨日怒留湯議員の質問に対する

答弁で、教科書の採択システムほか私のわからないこともたくさんわかりました

が、私は太平洋戦争が日本の領土を広げるためということが目的で、近隣の諸外国

を侵略するため戦争が行われ、多くの人々がいろいろな意味で犠牲者となられたと
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思っております。そしてその上に今の平和があり、二度と戦争を起こしてはならな

いと思っております。私は泗水町時代に泗水町が姉妹都市を結んでおりました金堤

市、現在も新市の方に引き継がれたようですけれども、金堤市を町長はじめ、議員

の皆さんと一緒に表敬訪問、そしてそれに参加する機会を与えていただきました。

そのとき、ガイドさんがお話された言葉を忘れることができません。日本は終戦し

たかもしれませんが、韓国は未だ戦争中、ただ休戦しているだけで、いつ戦争が始

まるかわかりません。日本の植民地時代は長く苦しいもので、それを忘れないため

に真実の歴史を教えている、そういう展示場もありますが、日本の観光客はそちら

に行くことはありません。それはなぜかわかりますかと言われ、私は何と答えてい

いかわかりませんでした。ああ、まだ戦争は終わっていないのだ、どうすれば近い

けれどこの遠い国と分かり合えるのだろうかと思いました。それは、真実を学ぶこ

とだと思います。史実にしたがった教育をすることの大切さを実感いたした次第で

ございます。そこで、今、外交でも問題となっている扶桑社出版の歴史公民教科書

は同じように展示されております東京書籍、日本書籍と比較した場合、例えば韓国

併合についての記述１つを採っても次のような違いがございます。扶桑社は日本政

府は日本の安全と満州の権益を防衛するために、韓国の併合が必要であると考え

た。１９１０年、明治４３年、日本は武力を背景に韓国内の反対を抑えて併合を断

行したとありますが、植民地という言葉もなく、韓国併合が日本の安全のために必

要であるとして、韓国の人々の苦悩を考えることができてないということでござい

ます。東京書籍は、１９１０年、韓国は日本に併合されました。日本は朝鮮総督府

を設置して、武力を背景として植民地支配を押し進めましたとあります。日本への

同化政策を行ったという記述だけで、韓国への厳しい弾圧については書かれており

ません。日本書籍は、日本は日本に対する抵抗運動の軍隊の力で抑えた。そして１

９１０年、日本の軍隊がへいかいする中、韓国皇帝に国を治める権限を日本に譲る

条約に調印させ、韓国を日本の領土に併合したとあります。日本が軍隊の力で条約

を結ばせたことが具体的にわかり、植民地支配の内容も詳しく書かれております。

このように、この三社を比べてみてもどの出版社の教科書を選定するかは、本当に

現場の教師や保護者、そして市民の意見を反映され、子どもに真実を伝えていくこ

とが大切だと思います。国際交流に力を入れ、観光客誘致に努めておられる福村市

長として、この問題にどのような認識をお持ちでしょうか。また現場の教師、保護

者、市民の声が反映されるためにどのような方法をお考えか、お尋ねをいたしま

す。よろしくお願いいたします。

市民部長、木下儀郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］
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住民福祉について、母子集団健診等についてお答えいたし○市民部長（木下儀郎君）

ます。

母子保健事業につきましては、旧４市町村の実状を踏まえ、合併分科会で十分論

議し、法定協議会の決定を経て実施しているところでございます。本市の事業を実

施するにあたり、合併による対象者の広範囲化に伴う地理的均衡、事業内容等の充

実、関係医師と専門職の確保、施設の設備等を考慮して健診会場を選定いたしまし

た。歯科検診を文化会館、育児教室を西部市民センターに決定いたしましたので、

中には会場が遠くなられた方もございますが、歯科医師の協力が得られやすいこ

と、中央に多くの保護者が集まりことにより不安解消や安心感が得られること、旧

市町村間の交流が深まるなどの理由により決定させていただきました。また、事業

の実施回数を増やすことも検討いたしましたが、担当していただく先生方は開業医

の先生がでございまして、日ごろの診療で大変お忙しい中にご協力をいただいてお

ります関係上、現状での回数で決定したところでございます。実施にあたりまして

は、該当者が参加しやすく満足していただくよう会場の案内や周知の方法、内容等

を十分検討し、関係機関との連携を図りながら、受診率の向上に努めてまいりたい

というふうに考えております。市民の皆様のますますのご理解をいただきたいとい

うふうにお願いいたします。

次に、保育料の問題についてお答えいたします。基本的には合併に伴い負担増と

ならないように、４市町村間で調整しております。合併前の保育料設定は、旧菊池

市の保育料が４市町村間で一番安く設定しておりましたので、旧菊池市を基本に設

定しており、旧３町村の合併前の保育料と同じか、階層によっては安くなっており

まして、高くなっている階層はございません。また、すべての階層で国の基準額を

大きく下回っており、保護者の負担軽減を図っているところでございます。なお、

国の保育料階層区分は３歳児未満と３歳児以上の２区分で、所得に応じ７段階に区

分されております。旧泗水、七城、旭志は国と同様でございましたけれども、旧菊

池市では階層区分が１０段階、さらに３歳未満児、３歳児、４歳以上児と３つの区

分と細かく分かれておりましたので、旧３町村と同様に国の区分に統一をいたしま

した。その結果、階層が細かく分かれていました旧菊池市では一部階層におきまし

て若干の負担増がございます。平成１７年度の保育料の説明につきましては、通常

では入所申請時や面接の際等に説明をしておりましたけれども、今回は合併に伴う

協議中でございましたので、保育料の入所申し込み、面接の時点ではまだ保育料が

確定しておりませんでしたので、後で合併協議会だよりでお知らせいたしました

が、周知は十分でなかったかもしれません。今後は広報や入所申請あるいは入所の

面接等で十分な説明を行ってまいりますので、ご理解いただきたいというふうに思
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います。

以上でございます。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

総合支所方式につきましては、合併協議会の中の新事務所○総務部長（髙本信男君）

の位置候補地選定小委員会におきまして、新市の事務所位置とあわせて議論され、

新庁舎機能が進むまでの間は総合支所方式とすると結論づけられて、合併協議会に

おいて確認されたところであります。これを受けまして、合併協議会協議第３９号

において確認された事項を踏まえ整備がなされました。職員配置にあたりまして

は、適材適所の原則と合併前の職員の経験や資質を基に、特に総合支所につきまし

ては合併前の旧市町村の区域を所管区域とした住民サービスへの配慮を基本に配置

いたしましたが、この配置によりまして住民サービスの維持向上に支障をきたすよ

うなことがあれば、今後調整を考えなければならないと思っております。いずれに

いたしましても、合併協議の決定事項を基に配置したところでありますので、しば

らくは状況を十分見極めていきたいと存じます。なお、資格を生かせるような配置

につきましては、これまでもやってきておりますけれども、今後も十分配慮してい

きたいと考えております。また、資格修得のための研修等への参加につきまして

も、同様に続けてまいりたいというふうに考えております。

以上、お答えします。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

教科書の採択につきましての質問でございますが、教科書の採○市長（福村三男君）

択権限というのは地方におきましては教育委員会の方に権限が、採択権限がありま

すので、教育長さんの方から教科書採択の問題についてはお答えをいただきたいと

思いますので、よろしくお願い申し上げます。

教育長、木下昭二郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

教科書採択についてお答えいたします。今、市長が申され○教育長（木下昭二郎君）

ましたとおりに、教科書採択の権限は教育委員会にありますので、私の方で答弁を

させていただきます。実は怒留湯議員さんの方から先日質問がありましてお答えし

たとおりでございまして、全く重複することになるかと思いますけれども、その前

に教科書の採択についての指導が教育委員会にあっております。１７年５月１１日

に教科書採択の公正確保についてということで、県教育長から市町村の教育事務所

長を経て教育長に通知があっておりますが、文面はもう長くなりますので読み上げ
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ませんが、教科書採択にあっては十分かつ綿密な調査に基づき、適正かつ公正な採

択事務を行うことと。表題は、教科書採択の公正確保についてということで指導を

受けております。また、６月１１日にも教科書採択についてということで、全く同

じことでございますけれども、教科書採択には公正確保をお願いするということで

すね。公正中立な立場を維持するということを通知を、指導を受けております。ご

存じのとおり、教科書というのは国が定めました教育課程ですね、結局成長発達段

階において、子どもに日本人としての教育をするということで決められたものによ

りまして、その採択、申請本という段階から国が、文部科学省が検査といいます

か、調査をするわけでございますが、その調査を経たものだけが文部科学省から県

へ、県から市町村教育委員会へというふうにまいることになっております。ご指摘

の社会科歴史教科書につきましては、実際８社の会社から見ておりまして、見本本

もそういうふうにまいっております。その８社の、ほかの教科書も５社とかいろい

ろありますけれども、ご指摘のところの社会歴史の本が出ておりますので申し上げ

ますと、８社の中の１冊のことでございまして、一応文部科学省の調査の結果です

ね、中学校の生徒に日本の歴史を伝えるのにこれでいいという承認を得たものが来

ておりますので、この内容に、その是非についてはまた私は採択の一員でもありま

すし、ここでは申し上げられません。８月３１日を経た後ですね、どういう採択が

行われたかということについては、開示の要求があればなるだけ多く開示するよう

になっておりますので開示ができるかと思いますけれども、そういうことでござい

まして、何か決まり切ったご返事を申し上げることになると思いますが。採択につ

きましては、怒留湯議員の質問に対しても答えていますが、教科書出版社が文部科

学省へ文部科学大臣の検定を受けるために出した申請本が検定を得るにあたって、

問題となった教科書の内容、訂正されたことなどを明らかにされ、これは文部省に

申請本が出されて、そしてそれでいいという段階で８社ができたわけですけれど

も、その審査の結果が結局どういうふうにしたかということが開示された、それが

大体４月の５日だったと思います。６日の新聞が一斉にその調査の内容について出

しております。その中で、改正された部分、いろいろな部分が出ておって、そこで

いろいろな批判等も出たところでございますが、しかしその後、検定を受けたもの

が今度は県教育委員会を経て、教育委員会に来ることになるわけでございます。教

科書というなのは、文部科学省の場合には教科書調査官というのがおりまして、調

査を命じられ調査し、教科用図書検定調査審議会に教科書として適切であるかどう

かということを諮問して、審議会が検定基準に基づいて適正かつ公正に審査が行わ

れ、教科書として適切か否かを判定し、文部科学大臣に答申するということの上

で、文部科学大臣が合否を決定した教科書として都道府県へ通知され、それが市町
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村採択委員会に送付されるという形になっております。実際に・・・

［登壇］

すいません、教育長。次にですね、聞きたいことがございますの○（福川幸子さん）

で、まだありますでしょうか。

［登壇］

その辺のところは後回しにします。○教育長（木下昭二郎君）

それと、第２番目の採択の中では教科書を全部手に入れることはできません。私

たちの方には調査関係で十分１人１冊ずつこう配置されておりますけれども、それ

ができませんので、教科書展示会というのを県が菊池郡市だったら３ヵ所に設け

て、菊池は隈府小学校に展示会を６月１７日に・・・

［登壇］

すいません、教育長。それは昨日、怒留湯議員にお答えいただき○（福川幸子さん）

ましたので、私はまたその段階をまた踏んだ質問をいたしますので、再質問をいた

しますので、そこはわかりましたので。

［登壇］

ということでございますので、また一応。○教育長（木下昭二郎君）

福川幸子さん。○議長（北田 彰君）

［登壇］

それでは、再質問をいたします。○（福川幸子さん）

まず、母子保健事業ですね、開業医の先生たちの都合もあって、健診回数を増や

すことができないということでしたけれども、４つの市町村にたくさんの歯科医師

さんもおられます。先生たちも利用してもらった方が、手当も出ますし、それの方

がいいのではないか。また客が増えるのではないかと思いますけども、いかがでし

ょうか。私も保育園に子どもを３人預けたときは、片方の収入が飛んでいったのを

思い出します。少子化対策に保育料を独自に補助する自治体も出てきております。

第三子出産祝い金制度を菊池市も１０万円を行い、本当にこれはありがたいことだ

と思っております。しかし、第三子にたどり着くためには、三子以降を生みたくな

るという政策が必要だと思います。他の少子化対策ではどのような施策をお考え

か、お尋ねをいたします。

次に、職員の配置で、地域経済からですね、職員の配置は適正的確にするという

ことでしたけれども、私は地域経済からもちょっとですね、考えてみました。例え

ばですね、泗水町地域では１２０数人ほどの職員がおりました。ところが、先ほど

も言いましたように職員は４０数名となりました。そして、いろんな意味で注文等

が減ったわけですよね。そして、合併してもいいことのない、ごみ袋だけが安くな
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ったという声が聞こえております。これではですね、市民が一体化するためにもこ

のような声が聞こえてくるのは本当によくないことだと思います。私は、廃置分合

議決のとき、この合併は１年延期して重要案件を先送りせず、中身をきちんと決め

た上に住民に十分な説明会を行い、合併の是非を問う住民投票を行うべきであると

いうことで反対をさせていただきました。１日目の質問の中にも、税の問題、新庁

舎移転後の地域経済の衰退を懸念する質問も出ておりました。旧泗水町の現状を見

ますと、それもなきにしもあらずでございます。ただ救いなのは新庁舎予定地は現

在のところ、商業や住宅地も少なく、職員は自宅に帰る途中で買い物をいたします

から、その心配は当初は軽減されると思います。しかし、新市総合計画が進んでい

けばわかりません。そこで、今までの答弁にも協議会で十分な審議を行い決定した

ということならば、合併協議会当初に説明されたような総合支所方式を取るべきだ

ったと思われませんか。新市における組織機構整備方針としてですね、新市におけ

る組織機構は合併の趣旨を踏まえ、合併の効果を最大限に生かすため、できる限り

統合、一元化に努めながら、次の事項を基本として整備をすると言っておられま

す。１つ、市民が利用しやすくわかりやすい組織機構、２つ、市民の声を適正に反

映することができる組織機構、３つ、各種行政課題に迅速かつ的確に対応できる組

織機構、４つ目、指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織機構とな

っております。私はこの組織機構を提示されたときに、現在もそうですけども、指

揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織機構だったのではないかと私

自身は感じております。そこでですね、市民の一体化ということもありますけれど

も、総合支所にもそれなりの執行権を与えていただいて、地元を活用できるように

していただきたいということがあります。そうでないとですね、新庁舎ができたと

きもこのような問題が吹き出てくると思います。そのときのため、今どうすればよ

いか考えていただきたいと思いますけど、市長のお考えをお聞かせ下さい。

教科書問題につきましては、先ほどから教育長が菊池郡市で隈府小と大津室小な

ど３ヵ所で多くの人に見てもらうためには、私は展示会場が少ないのではないかと

思います。また、展示会場になぜつくる会の教科書が外交で問題になっているの

か、８社の教科書内容の比較表を置くことが必要ではないでしょうかと思います。

それをそしてそれぞれの見学に来た方が考え、意見、感想を提出いただき、現場の

声が反映される選定が行われることを望みます。それを県の方に、県の教育委員会

の方に私たち菊池市教育委員会からも要請していただきたいなと思っております。

そこら辺はいかがでしょうか。それぞれの答弁を聞きましてから、再々質問をいた

します。

市民部長、木下儀郎君。○議長（北田 彰君）
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［登壇］

母子集団健診についての回数を増やせないかということで○市民部長（木下儀郎君）

ございましたが、これにつきましては内部の方でなお検討させていただきたいと思

います。

それから、ほかにどのような子育て支援等の政策があるかということでございま

したが、これにつきましては少子化対策といたしまして３人以上の児童を扶養して

いる多子世帯を対象に、保育料の軽減を実施しております。また、主に未就園児と

その保護者が気軽に集い交流し、育児の孤立化を防止する集いのひろば事業、仕事

と育児の両立を支援し、多様な保育ニーズに対応した相互援助活動を行うファミリ

ーサポートセンター事業、放課後や長期夏休み等がございますが、長期休みの留守

家庭児童対策としましての放課後児童育成クラブ等、平成１６年度に策定しました

菊池市次世代育成支援行動計画を基に子育てへの負担感の緩和を図り、安心して子

育てができるよう政策を推進、実施してまいりたいというふうに考えております。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

地元商店街や地域経済への影響につきましては、旧役場の○総務部長（髙本信男君）

ときと比べまして職員数が減ったことによる多少の影響はあると思われますけれど

も、新市というマクロ的な経済効果を考えますと、市全体の流通を視野に入れた旧

市町村間・各総合支所間のアクセス道路の整備や幹線道路の整備を積極的に進める

ことによる販路拡大や市街地商業地域の活性化などに努め、市全体の商業、産業の

発展を視野に入れたまちづくりが必要でありまして、このことによりまして市全体

としての経済効果の減少は少ないものと考えております。また、住民サービスへの

配慮を基本理念としながらも、職員の集中配置や機構改革による合理化こそが合併

のメリットでありまして、今後人件費の節減に努めることが結果的に市全体の財政

状況を潤すこととなり、経済効果をもたらすものと考えております。今後とも合併

協議における決定事項は尊重するとともに、菊池市支所設置条例を踏まえまして、

支所運営及び事務事業推進に際しましては、地域への配慮はもとより、地域のバラ

ンスある発展と地域活性化を基本に進めてまいりたいと考えております。

以上、お答えします。

教育長、木下昭二郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

教科書展示場を増やすことについての意見を言ってもらえ○教育長（木下昭二郎君）

ないかということですが、このことについてはですね、意見として言うことできま

すが、一応全国的にですね、こういう表にしてあって、菊池郡市は３ヵ所は決まっ
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ておりまして、これは実は教科書採択のときだけ問題になりますけれども毎年やっ

ているんです。そしてその教科書は、その学校に必ず全部置いてありますので、い

つでも、その場合は小学校の許可を得なくちゃいけませんけど、いつでも見ること

はできるようになっております。しかし展示場が少ないということの意見について

は言うことができます。しかし教科書のですね、例えば８社なり、全部ではたくさ

んあるわけですけれども、それに対してどうだこうだという意見は、一応もう採択

のシステムの中でできないことになっておりますので、それはできません。

福川幸子さん。○議長（北田 彰君）

［登壇］

皆様の答弁をお聞きいたしまして、大体わかってまいりました○（福川幸子さん）

が、私は常々子どもを安心して育てることのできる環境のまちには、若い人が集ま

り定住へとつながる。そして町が継続発展していくと考えております。自然環境に

恵まれ、水豊かなこのまちが、子どもやお年寄りを大切にし、互いに信頼しあい助

け合っていけたらどんなによいだろうかと思います。そして、生活が安定し、もち

ろん雇用が保障されることが一番ですけれども、働くところがあるに超したことは

ありませんけれども、よその町に行って働いても、住むのはやっぱり菊池市と言わ

れるようなまちづくりを市民と一緒に築いていかなければならないと思っておりま

す。私も市発展のため、微力ではございますが一生懸命頑張って働かせていただき

たいと思います。

これで、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。

ここで、１５分間暫時休憩します。○議長（北田 彰君）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩 午後２時１０分

開議 午後２時２５分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）

次に、安武俊右君。

［登壇］

通告に従いまして、質問をさせていただきます。○（安武俊右君）

生活安全防犯条例制定についてお尋ねをいたします。全国的な傾向としまして、

強盗や傷害など凶悪粗暴化、また最近起きましたように東京都における夫婦殺害事

件に長男の１５歳の少年が行ったというような話も聞きますし、昨日はまた福岡県

におきます兄弟げんかの末に１５歳の少年が１７歳の兄を刺殺したというような話

も聞きます。また、夫婦げんかの末に子どもを窓から落としたというような話も最
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近聞いておる次第でございます。そのような中に、触法少年による社会を震撼させ

る事件の発生など低年齢化してきているようでございます。また少年が被害者にな

る性的犯罪や福祉犯被害も起きています。被害少年が死亡する深刻な事件が多発す

るなど、少年問題は非行被害の両面において厳しい状況にあります。熊本県におき

ましても、刑法犯に占める少年の割合が４７％、全国平均３７.９％を大幅に上回

り、内容も集団によるひったくりやオートバイ盗、自動販売機ねらい等の街頭犯罪

が続発しているほか、覚醒剤やシンナー等の薬物乱用、出会い系サイトを利用した

犯罪被害も後を絶たないなど、憂慮すべき状況にあります。これらの少年非行の背

景には、少年自身の規範意識の希薄化、非行や問題行動への無関心に見られる家庭

及び地域社会の非行抑止機能の低下、インターネットや携帯電話による有害情報の

氾濫と、問題行動を助長する営業に代表される少年を取り巻く環境の悪化等、様々

な要因が複雑に絡み合っているものと考えられます。少年の非行を防止し、健全に

育成することは行政、家庭、地域の社会的責任でありますが、この責任を達成する

ために、それぞれが少年たちへの深い愛情と関心を持ち、一体となって取り組んで

いくことが何より大切だろうと思います。ここで、県内の少し数値を挙げてみま

す。刑法犯少年の総数が２,３６２人で、学職別では高校生が９９２人、４２％を

占めております。中学生が６６０人で２７.９％で、両者を合わせると１,６５２人

となり、刑法犯少年の６９.９％を占めております。年齢別では１６歳が最も多く

刑法犯少年の２１.２％を占め、１５歳から１７歳までの全体の５８.１％を占めて

います。また、女子の割合は２５.５％を占めています。この刑法犯少年のうち、

初めて非行を犯した少年は１,８７７人で、全体の７９.５％を占めています。非行

歴のない初めての非行を犯した少年の数が非常に多い数値になっています。初めて

の非行を抑えることが必要かと思います。時代を担う少年たちが自覚を持ち、たく

ましく心豊かに成長することが願いでございます。この少年問題についてどのよう

にお考えか、お尋ねをいたします。

２番目に、平成１６年中の菊池警察署管内において乗り物盗、その中で自動車５

台、オートバイが５３台、自転車が１４９台の計の２０７件、車上ねらいが１３２

件、万引きが８１件、脱衣所あらしが３２件、部品盗が２９件、忍び込みが１８

件、また置き引きが１２件、事務所あらしが１１件、出店あらしが１１件と、１０

件以上を挙げてみましたが、この中で乗り物盗の大多数がその少年で、そのうち自

転車盗はほとんどが少年でございます。自販機ねらいも少年がかなりのウエイトを

占めています。万引きの８１件は、３０件が少年で５１件が成人です。刑法犯の認

知の件数は平成１３年から１５年まで増加していましたが、１６年中は減少し、１

７年、現在のところ前年より低めだそうでございます。平成１６年中刑法犯総数が
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９９０件の中で窃盗犯が全体の８３％を占めています。検挙補導状況は１５年中１

４７人、１６年中が１６２人、増加率が１０.２％の増で、この中で刑法犯少年は

１５年中が５９人、１６年中が８６人で、増加したのが２７名で４５.８％の増と

なっています。１６年中の旧市町村別刑法犯認知状況でございますが、菊池市が４

４１件で４５％、人口割にいたしますと１６.１５件でございます。七城町で１１

３件で１１％、人口割にしますと９.７件、旭志村が５２件で５％、人口割で９.５

件で、他がですね、西合志町になっておりますけれども、西合志町は件数は多うご

ざいますけど人口割にしますと一番少ないというのが出ておるようでございます。

このように身近なところで犯罪が起きております。犯罪の未然防止、抑止を図るた

めにどのような考えを持っておられるか、お尋ねをいたします。

次に、菊池署と菊池市と連携し、自主防犯パトロールが実施されることになって

おります。パトロール隊を旧市町村ごとに９２名の隊員で５つのパトロール隊が結

成され、７月に発足することになっています。警察の方から提供された青色回転灯

を点灯させて運行し、継続的な自主パトロール、防犯パトロールの実施が必要であ

ります。原則として週１回以上の活動があることを基準にしておりますが、パトロ

ール中に交通事故に遭遇したり、犯罪、事件等に遭遇したり、また警察車両と間違

えられたり、事件事故の届出を受けたり、収得遺失物の届などがある場合もあると

思いますが、その対応はそれぞれ的確な判断が必要になります。例えば拾得物、遺

失物の届があった場合、この拾得物の代理届は禁止されております。決して預かっ

てはならない。拾った本人自らが届け出るような話をするなど、対応は的確にしな

くてはなりません。自主防犯パトロール、言い換えますと恐らくボランティアパト

ロールというようなことになるかと思いますけれども、週１回以上のパトロールの

実施が必要となります。その中で、配達や通勤など、他の私的な業務を兼ねての青

色防犯パトロールを行うことは認められておりません。皆さん、ボランティア活動

をしてしっかり活動していただくと思いますけれども、菊池市行政としての責任と

して、予算付けも必要かと思われます。犯罪を防止するために、市民の防犯に関す

る意識の高揚を図り、自主的に行う活動の推進を図るために、生活安全防犯条例を

制定して施行する考えはあるのか、質問をいたします。

質問は、２度３度としたくありませんので、お答えは明確にお願いいたします。

教育長、木下昭二郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

安武議員のご質問にお答えいたします。○教育長（木下昭二郎君）

まず、青少年の非行の状況というのは、本当に今ご指摘のとおりでございます。

今、小中学校におきましては、やはり生徒指導というものがすべての基礎になって
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いるという形で、生徒指導、以前は生活指導と言っておりましたけれども、小中学

校とも言葉を同じして生徒指導というふうに言いますが、それはもうほんと学校環

境といいますか、学習環境を整えるための基礎というふうな形で、もうほんと各学

校全力を挙げて指導をいたしているところでございます。また、中学生になります

といろいろな今のような状況もありますので、学警連という学校と警察と連絡して

一緒に状況もお聞きしますし、両方から指導を交換すると。特別な場合には、状況

の開示も両方からしようという調印を実はしているところでございます。菊池署管

内ですと西合志も菊池市以外に加わるところでございますが、そういうところで全

力を挙げてといいますか、もう本当に取り組んでいるところでございます。それで

見ましても、近年の青少年の犯罪を見ますと大きなもので今先ほど言われましたよ

うに、昨日ですか、報道があっていました１５歳の少年が兄を殺すというような、

もうちょっと考えられない事故が起こっていますし、長崎の少女殺傷事件があり、

また青少年の犯罪被害としては奈良県の少女誘拐殺人事件等があり、大変心を痛め

ているところでございます。その背景には、一概には想定できない様々な原因があ

ると思いますが、情報化社会の急速な進展により、人間関係が希薄化する中で、青

少年の健全な育成には家庭と学校、地域社会が一体となり地域の子どもは地域で育

てる、特に大人の方でどこの子どもということでなく、全部で子どもを育てていく

という積極的にそういうことを推進することが必要であります。このような状況を

踏まえて、本市では菊池市青少年健全育成会議の設立を進めております。市町村合

併でいろいろな会議が一応解散という形を取っておりますので、今度またその市町

村の、各市町村のよいところを取りながら、菊池市として青少年健全育成会議を設

立すべく鋭意進めているところで、近くそういう会議ができあがることになりま

す。その会をなるべく早く発足させまして、地域とともに青少年を育てていきたい

と考えているところでございます。また、子供会というのもこのごろできて、つい

先日菊池市全体の統合ができまして、役員さん方も大人の方で決まったところでご

ざいますが、土曜日を活用していろいろな行事をやると。ちょっと市町村で非常に

回数を多くやるところと少ないところとございますけれども、そういう会に合同し

て取り組んでいくということをつい先週ですか、話し合われたところでございま

す。スポーツや文化を通した体験教室などもやり、子どもたちがお互いにふれあい

仲間づくりの場も設けていくというふうなことで組織を考えているところでござい

ます。全国的な少子化の中ですべての子どもたちは地域の本当に宝であります。そ

して、将来の菊池市を担い、国を担う子どもでありますので、どうしても大人が子

どもにもう少しみんなで目を向けて育てるということをしなくてはならないという

ふうに考えているところでございます。今後とも青少年がのびのびと育つ社会を実
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現するためにも、積極的に諸施策を講じてまいりたいと思いますし、菊池市の子ど

もは菊池市で育てるということで立派な子どもを育てる組織、または努力を積み重

ねていきたいというふうに考えております。

以上、お答えいたします。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

平成１６年度中の菊池警察署管内の犯罪概況によります○総務部長（髙本信男君）

と、刑法犯罪は年々増加傾向にあり、特に車上狙い、自動販売機、脱衣所狙いなど

が多発し、犯罪者の低年齢化が進んでおります。市といたしましても、犯罪の発生

を抑止し、市民の不安を解消するために、警察、行政、地域住民が一体となった自

主防犯活動の取り組みが必要不可欠であると考えております。このような状況を踏

まえまして、犯罪の予防及び少年非行の防止、また交通事故の防止などの活動を強

力に推進していくために、対応策といたしまして菊池警察署、行政が緊密な連携の

もと、青色回転灯を使用した安全安心菊池パトロール隊（仮称）結成に向け、現在

各総合支所と連携しパトロール隊員の選任と隊員への講習会並びに車両の確保が終

了いたしまして、７月中旬のパトロール隊出発式に向け鋭意申請準備を進めている

ところでございます。また、前にも述べましたとおり、様々な犯罪が増加し、市民

生活の安全が脅かされています。そこで、犯罪のない地域社会を構築し、もって市

民生活の安全とボランティア団体によるパトロール隊活動時の安全確保を図るため

に、菊池市生活安全条例（仮称）の制定が必要であると考えております。現在、９

月議会上程の予定で準備を進めているところでございます。

以上、お答えいたします。

安武俊右君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

質問はしないつもりでございましたけれども、要望といいますか。○（安武俊右君）

先ほども申し上げましたように、自転車盗がかなりの数を占めております。この自

転車盗の中には、放置自転車、これもまた乗り継いで捕まるということも大変あり

ますので、この放置自転車の処理、これをですね、今条例を策定すると、施行する

というようなお話がございましたので、その中に処理またはその放置自転車をどう

するかですね、これを条例の中に取り入れていただきたいというふうに思っており

ますが、その辺のところどうか、お考えをお聞きしたいと思います。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

ただいまご指摘がございました放置自転車の処理及びその○総務部長（髙本信男君）
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取り扱いにつきましては、検討を進めております菊池生活安全条例の中に盛り込め

るのか、またその他の要綱で定めるのか検討させていただきたいと思います。

以上です。

［登壇］

早い時間でございますけど終わらせていただきます。ぜひとも折り○（安武俊右君）

込んでいただきたいと思います。終わります。

次に、山田健二君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

議席番号１番の山田健二でございます。１番ということは一番若い○（山田健二君）

ということで、本来なら一番に質問しなきゃいけなかったんでしょうけども１３番

ということで中途半端で何も申し上げることはございません。

先にですね、田島工業団地と行財政運営ということでしたけれども、少し内容と

か順番が前後しておりますが、質問させていただきます。

近年、盛んに地方分権についての議論が行われております。最近の象徴的な例と

しては、小泉内閣による三位一体の改革が挙げられる思います。この三位一体の改

革は、地方交付税の見直しについては盛んに議論され、実行されておりますが、税

財源の移譲についてはなかなか進まず、不完全なものとなっています。そこで、地

方六団体からは３兆円規模の税財源移譲を速やかに実施するように意見が出されて

おり、私もそういった提言というものは続けていくべきであると思います。しかし

ながら、仮に速やかに行われたとしても都市部は自主的に運営ができる経済基盤や

人的資源が確保しやすいのに対して、地方はそういったものを確保するのが厳しい

状況であると思います。元々はバブル崩壊後、経済が落ち込み、税収が減少し、Ｇ

ＤＰの１.５倍もの大量の借金を抱えている国が地方を抱えきれずに言い出したこ

とです。少子化あるいは団塊の世代の大量退職が始まる２００７年の問題などによ

り、働き手が減り経済が縮小していくのが必至の中で、政府が従来のような経済成

長を前提とした社会主義的とも言える分配型の大きな政府から競争と自由主義に基

づいた小さな政府の方向に舵を切っていくのは確実であると思います。そういった

状況で三位一体改革が言われる前から、地方分権の一貫として取り組まれてきたの

が市町村合併ではなかろうかと思います。この菊池市も言うまでもなく、合併特例

法に基づく合併をして誕生した自治体であります。先ほども申し上げたとおり、地

方においては現状のままで税財源の移譲を行ったとしても、経済基盤が弱いため、

かえって円滑な行政運営ができないことが考えられます。本市においても、それは

変わらないと思います。また、今後官から民へ、国から地方へと流れが加速してい

けば、近隣の自治体とも競争していかなければなりませんし、急速に進展する世界
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規模のグーローバルゼーションと直接対峙していく可能性も出てきます。つまり、

財源の確保と歳出の抜本的な見直しを行いながら、行政としての企画力、政策立案

能力も上げていくという大変難しいことを同時にやらなければならないということ

です。こういった厳しい時代にスタートを切った菊池市としても、自らの自由にで

きる財源の確保は緊急課題であると思います。財源の移譲が行われれば、実質的に

新たに課税もできると思いますが、まず現実的なものとしては企業の誘致があると

思います。近隣の大津町は本田技研を誘致し、不交付団体になろうというのは皆さ

んご存じのとおりでございます。菊陽町においてはソニーに加えて富士フィルムも

進出することが決まっております。近年では、メードインジャパンの価値が再評価

される動きが企業で起こっており、付加価値の高い製品や精密な部品は日本国内の

新工場で生産する企業も出てきております。まだまだ企業の誘致に関してもチャン

スがあるのではないかと思っております。この菊池市には誘致するための用地に関

しても、県に情報を提供している旭志川辺側周辺もありますし、蘇崎の、七城の蘇

崎の工業団地も余っておると聞いております。そしてまだ１社も入っておらない田

島工業団地もございます。先般の施政方針演説の中にもありましたとおり、新たに

企業誘致係を設けて県と連絡を取りながらＰＲ活動を強化していくということです

が、今後具体的にどのような活動を考えておられますか。また、川辺周辺のことに

ついても県に働きかけをしている段階でしょうけれども、今後現時点での展望もま

だ入るか入らないかということもお聞かせ願いたいと思います。

次に、歳出の削減に関してなんですが、事業全体の抜本的な見直しをしなければ

ならないのは当然です。しかし、現実的な対応として考えることは、職員の定数削

減ではないでしょうか。しかし合併前にメリットとして強調されたのは、行政の効

率化であったと思います。効率化として一番目に見えることと言えば、人に係るコ

ストを減らすことであると思います。事実、４人の首長が１人になり、現在５９人

いる議員も来年には２８人になることが決まっております。また、住民の人件費に

対する見方も厳しい状況であり、職員の削減も議論されてしかるべきであると思い

ます。しかし先ほども申し上げたとおり、行政の能力も問われる時代になります

し、地方においては役所は優良就職先でもあります。そういったことを考えると、

これからの事業や目指す方向性を考えながらの作業になると思います。また、削減

の方法に関しても、当然新規採用の抑制が中心にならざるを得ません。合併協議会

で示されたものもありましたが、新市長が決まり、新たなるスタートを切った今、

人事面も含めて４つが一緒になりわかってきたこともあると思います。こういった

中でどういった計画を予定されているのか、その方法あるいは定数の数値目標など

をお聞かせ願いたいと思います。
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企画部長、村山隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

山田議員のご質問に答弁します。○企画部長（村山 隆君）

財源確保の方策として、企業誘致があるけれども、造成済の団地で空いている区

画への誘致をどのようにしているかというご質問ですが、市としましては分譲可能

な用地につきましては、先日渡 議員のご質問に答えたとおりでございまして、旧

七城町の林原工業団地が２.６ｈａ、蘇崎の工業団地が６.７ｈａ、また旧泗水町の

田島工業団地が１２.６ｈａで、３団地合計で２１.９ｈａとなっているものでござ

います。これまでの誘致関係等の状況としましては、旧町で県への陳情を含めまし

て九州セミコンでの団地のＰＲ、あるいはセミコンジャパンへの参加、企業へのア

ンケート調査など、各種の誘致活動が展開されまして、団地への立地が進展してき

たところでもございます。なお、近年におきましては進出企業の減少や問い合わせ

はあるものの、立地条件等が合わずに契約までには至っていないという案件が増加

している状況でございます。今後の取り組みとしましては、団地の立地条件を考慮

しながら、県との連携を強化し、また関係機関を通じた情報収集や企業訪問、ある

いは企業専門誌への広告等により早期の誘致ができますよう努力してまいる所存で

ございます。また、旭志川辺の件についての進捗状況ということでございましたけ

れども、一応先月の末に地元の方から要望等が市に出されました。したがいまし

て、その要望を受けまして市長と担当部局におきまして、県並びに県知事への要望

を６月２日の日にしたものでございます。なお、その後の情報につきましてはいろ

いろとアンテナは張っているつもりではございますけども、情報が入手できない状

況でございます。

以上、簡単ですけれども山田議員の質問の答弁とします。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

お答えをいたします。○総務部長（髙本信男君）

先の松本議員にお答えした分と重複するかと思いますけれども、お許しをいただ

きたいと思います。職員の定員適正化計画を定めるということでお答えをしており

ますけれども、歳出の予算に占める人件費の割合が１８.４％を占めておるという

ことで、大変大きな構成比になっておるわけでございます。いろいろな要件はござ

いますけれども、やはり職員の削減というのは避けて通れないというふうに判断を

しておるわけでございます。その計画書によりまして、計画的な、また効率的な目

標値を設定したいというふうに思っております。さらには、適正な組織体制、人事

配置というものにも取り組まなくてはならないというふうに考えております。一部



－ －285

職員採用につきましてのご質疑があっておるわけでございますけども、やはり能力

ができる、発揮できる組織体制、人事配置、退職者等を勘案しながら計画的に採用

を図っていかなくちゃならないということでございますけれども、結果的には退職

者の数を見ながら職員採用をやっていくということになろうかと思います。いずれ

にいたしましても、その前段におきまして行政改革大綱を定めまして、その中にそ

れと連動いたしまして定員適正化計画というものができてくるかと思いますけれど

も、住民サービスに低下を招かないように、また住民から十分理解が取れるような

職員の適性化計画を定めていきたいというふうに思っておりますし、それによりま

して十分に取り組みをさせていただきたいというふうに考えております。

以上、お答えします。

山田健二君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

企業誘致に関しては、まだ問いかけている段階でまだわからない○（山田健二君）

と。それでこれから先、また活動していくでしょうからしっかりとやっていただき

たいと思います。

それと、職員の削減に関しても、昨日もありましたとおり、行政改革大綱に沿っ

て、それと合わせてつくっていくということですので、しっかりしたものをつくっ

ていただきたいと思います。田島工業団地のことなんですが、旧泗水町でもしっか

りと取り組んでまいったつもりでございます。しかしながら取り組みが足りなかっ

たのか、それとも条件面が悪かったのか、まだ１社も入っておらないという状況が

ずっと続いております。１２億円余りのお金を投資いたしましてつくったものでご

ざいますので、何とかして活用したいと思っております。やはり１社も入っていな

い状況ということで、今後やっぱり優先的に力を入れてもらえるのかということ

と、もう１つはやっぱり地元の方、私も地元ですので、と話をさせていただくと、

ほかの用途は考えてもよかっじゃなかろうかということもよく聞きます。例えば住

宅とか、そういったことですね。そういうのもよく聞くわけですね。そういったこ

とは一端工業団地として立地したからにはかなり難しいことなのかもしれません

が、そういったことを考える余地というのはあるのはどうか、合わせれてお聞きし

たいと思います。

企画部長、村山隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

山田議員ご承知のとおり、田島工業団地につきましては平○企画部長（村山 隆君）

成８年度に文化財の試掘調査が実施されまして、平成１２年から造成工事、また平

成１３年８月に竣工したものでございます。その後、県への陳情やあるいは企業訪
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問等、各種の誘致活動が実施されてまいりましたが、ご承知のとおりまだ企業が立

地してない状況でございます。一応企業誘致の取り組みを強化するために、市長施

政方針の中でもおっしゃいましたが、本年６月１日に庁内組織の一部の見直しを行

いまして、企画部内に企業誘致係を設置したものでございます。今後熊本県企業立

地課の協議をはじめとしまして、各企業への訪問や県への出先機関であります東

京、あるいは大阪事務所への出向いての誘致活動を実施してまいりたいと考えてお

ります。なお、先ほど答弁をしましたが、川辺団地の件で県に陳情に行った際にも

田島工業団地の件につきましては陳情しているものでございます。

また、用途の変更についてですが、工業団地の開発行為の用途としましては、工

場、倉庫及び事務所となってまして、また熊本県の半導体産業特区としても指定さ

れております。したがいまして、現在のところ誠に申し訳ないんですけども、用途

変更等は視野に入れてませんけれども、団地が早期に売却できますよう企業誘致に

つきましては全力投球してまいる所存でございますので、今後ともご協力のほどよ

ろしくお願い申し上げまして、答弁とさせていただきます。お世話になります。

山田健二君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

恐らくそういう答えが返ってくるんではなかろうかと思っておりま○（山田健二君）

した。これは難しいとやっぱり思います。しかしですね、やっぱり土地ば遊ばせと

くわけにはいかんのでですね、やっぱりそういったことは片隅においといていただ

きたいなと思います。朝ですね、朝一発目倉本議員が質問されましたけれども、や

っぱり財政のことでした。私も財政のことについてちょっと前段お話をさせていた

だきました。やっぱりですね、私どもは今後３０年ぐらいは年金ももらえないわけ

で、これから先のこの国の行く末とか、市の行く末とかというのは、かなりやっぱ

り気になっております。ほんなごて財政が破綻しやせんどかと、どれだけ金ばもっ

とったがよかっじゃなかろうかとか、やっぱりいろんなことを考えるわけです。で

すから、ぜひともですね、早期にやっぱりその基礎的財政収支とか、そういうプラ

イマリーバランスの黒字化とかはですね、達成して、しっかりとこうやっぱり先を

見据えた行政運営、財政運営というのをやっていただかないと、正直我々の世代で

すね、３０代とか２０代ぐらいは、行政に対しての期待度が、そういったものが一

切、一切ない状態だと思います。信用をしてないと思います。もう正直、これはも

う本当に正直な話そうだと思います。ですからですね、そういうこともやはり頭に

入れて行政運営を長いスパンでやっていただくようにお願いをしまして、私の質問

を終わらせていただきます。ありがとうございました。

次に、岩根孝明君。○議長（北田 彰君）
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［登壇］

私は、菊池市は旭志、大変便利なところに住んでおります岩根でご○（岩根孝明君）

ざいます。ただいまから、通告をしておりました２点について質問をいたします。

まず１点目に、家畜導入事業の継続について質問させていただきます。これは、

経済常任委員会に関係するものでございますので、委員長の了解を取っております

ことを申し上げておきます。旧４市町村が合併し新菊池市となりましたが、新市管

内は中山間地域が大部分を占め、特に農業を中心とした産業が柱であり、中でも畜

産は大きなウエイトを占めております。しかし畜産を取り巻く環境は以前として厳

しい状況であります。特に平成１３年９月に発生したＢＳＥ問題では、農家に大き

な負担を余儀なく強いられました。また少子化、高齢化、後継者不足と、畜産業そ

のものが危ぶまれておる現状であります。近年地域内、経営内一貫生産の経営形態

が定着しつつある中、繁殖雌牛の導入意欲が活発で、より能力の高い優良雌牛への

更新がなされておるわけでございます。家畜導入事業におきましては、生産者の積

立金、国及び補助金が交付され、地域畜産振興が図られているところであります。

しかし最近の家畜市場の、特に肉専用子牛の平均価格を見ても高騰し、特に繁殖雌

牛の導入になりますと九州各県などに導入もあり、地元生産農家が導入できずに他

県に導入に行く状況であります。家畜導入事業を合併した新市を調べてみますと、

旧波野村が最高１０万円を上限とし、現在阿蘇市では審議中と聞き及んでおりま

す。新山鹿市では、子牛の競り価格の２５％を補助し、最高１２万円を上限として

おります。そこで菊池市としても財政の厳しい中ではありますが、今後畜産農家支

援のために、新市において補助事業を継続する考えがあるか、お聞きいたします。

続きまして、環境三法に伴う家畜排泄物の処理対策について質問いたします。平

成１１年１１月１日付をもって、国の環境三法が施行され、その中で家畜排泄物の

適切な管理と利用の促進が義務づけられたところでございます。現在、家畜の糞尿

につきましては、堆肥センター等により処理しまして、畑地への過剰投入によって

処理されているのが現状でございます。地域内の豊富な有機堆肥と竜門ダムからの

水を利用した耕畜連携による環境保全型農業の早急な育成が必要ではないかと思わ

れます。特に菊池東部においては、現在取り組まれている中山間地総合整備事業の

中で畜産農家と耕種農家の広域連携が柱となっております。豊富な堆肥を有効利用

した環境保全型農業の育成として、耕種農家の堆肥利用を促進し、また堆肥の流通

を促進する考えの１つの例として、耕種農家の堆肥散布にトン当たりの補助金を支

給するような制度を検討する考えはないか、質問いたします。

１回目の質問を終わります。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）
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［登壇］

岩根議員のご質問にお答えを申し上げます。家畜導入事業○経済部長（岡崎俊裕君）

につきましては、肉用牛繁殖農家による優良雌牛の確保、肥育農家との連携を強化

し、菊池牛のブランド化を図る一方、乳用牛につきましても高品質生乳生産を目的

とした優良雌牛を導入することにいたしております。平成１７年度は６５０万円を

予算計上しているところでございます。また、菊池市の堆肥生産量を畜産統計の飼

養頭数を基に推計しますと、酪農、肉用牛、養豚、養鶏、４部門の合計が２８万

３,８２４トンになります。補助につきましては、現時点のところ大変厳しい状況

だろうとご理解をいただきたいと思います。

以上、お答えします。

岩根孝明君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

家畜導入事業におきましては、国の家畜導入事業が５年間の継続事○（岩根孝明君）

業が始まっております。菊池市においても５年、５ヵ年間の継続でいく考えはない

か。

２問目の環境三法についてでございますが、やはり堆肥の流通促進のためには、

何らかの助成制度をつくる考えがあるかと思いますので、２問質問をお願いしま

す。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

再質問にお答えを申し上げたいと思います。○経済部長（岡崎俊裕君）

家畜導入事業は、菊池牛のブランド化や畜産経営支援のために必要な事業である

と認識しております。費用対効果等を考慮しながら、事業が継続できますよう前向

きに検討したいと考えております。

堆肥流通促進につきましては、耕畜連携を中心とした流通体系の確立を図るとと

もに、関係機関と協議しながら該当する事業がないか検討してまいりたいと考えて

おります。

以上、お答えします。

岩根孝明君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

大変前向きな検討ということでございますが、市長はどのように考○（岩根孝明君）

えておられますか。市長の答えをお願いします。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］
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部長の答弁、ご納得まだいただいてないようでございます。私○市長（福村三男君）

は所信表明の中で申し上げたわけでありますが、新市といたしましては農産物、農

林畜産物につきましては、特にブランド化ということの確立について申し上げてま

いりました。こだわり、品質によるブランド化の推進に努めて、まさにこの国際化

の中で国際競争力に打ち勝てるような産地の確立を目指したいというふうに考えて

いるところであります。この家畜導入事業は、安心安全、そして肉質のよい菊池牛

のブランド化に必要な事業であると判断をしているところでございます。平成１７

年度の予算計上につきましては、ただいま部長の方が答弁いたしましたように計上

してございますが、これについて継続してやってほしいということでございます。

今、行政として私がそのようなブランド化を進めていくという思いの中に、反面に

おいてはこの地産地消という言葉が、現実的に地元の市民の皆さん方によって消費

がされておりますが、特にこの畜産関係、先ほどＢＳＥのお話があったんですが、

ＢＳＥの問題が出ましたときに、はじめて私たちが地元牛の素晴らしい肉質のもの

を食べさせていただき、かねがねにおいては遠く離れて、関東関西の方で消費をさ

れているということで、市民の皆さん方にＢＳＥ対策として大変多額な支援をして

いきましたけれども、理解がなかなか困難な部分があったことを記憶をいたしてお

ります。そのようなことからいたしまして、願わくば、やはりこの生産農家の方

々、あるいはＪＡ等におきまして、地元のこの菊池市民に対しましても素晴らしい

この肉質の地元牛というものがせめて何かのイベントのときには食べられるよう

な、そんなことが考えられればいいなと思うところであります。いずれにいたしま

しても、申し上げてまいりました施策の一貫でありますので、１７年度の予算計上

に引き続きまして、これを継続してまいりたいと、このように思います。１８年度

以降もこの予算計上の額を目途としながら、検討しながら、そして継続を１８年度

も続けてまいるということを答弁いたしておきたいと思います。

［登壇］

大変ありがたいご答弁、ありがとうございました。○（岩根孝明君）

これで私の質問を終わります。

以上で、本日の一般質問はこれで終わりたいと思います。明日○議長（北田 彰君）

の２５日、２６日は市の休日で休会となります。２７日月曜日も一般質問となりま

す。本日はこれで散会します。

全員起立をお願いします。

（全員起立）

お疲れでした。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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散会 午後３時１２分
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午前１０時００分 開議

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

全員、起立をお願いします。○議長（北田 彰君）

（全員起立）

おはようございます。

着席をお願いします。

これより、本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりで

あります。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第１ 一般質問

日程第１、一般質問を行います。○議長（北田 彰君）

早速、外村國敏君。

［登壇］

おはようございます。通告しました順に従いまして、質問いたしま○（外村國敏君）

す。

まず初めに、少子対策についてであります。その１つ、小児医療体制についてで

あります。帰宅したら子どもが熱を出しぐったりしていた、慌てて病院に連れて行

った、こういう経験は皆さんお持ちじゃないでしょうか。子どもを育てるときに、

一度や二度あることであります。しかし、これが時間内であればさほど問題はない

でしょう。これが深夜に発熱したり、異常を訴えたとき、若い経験の浅い両親は不

安であります。このようなときに安心して診察してもらえるような医療体制の充実

は市民の願いであります。以前より訴えておりましたが、人口３万足らずの市町村

ではどうにもならない問題とあきらめておりました。しかし、今回の合併により５

万２,０００余りの市になり、郡市を合わせれば、郡市は１市４町、来年は２市２

町、約１５万人の広域としての人口であります。その中の広域として考えるときだ

と思います。幸い本市には郡市医師会立病院もありますが、小児科医の不足は否め

なく、小児医療体制の整備が急がれているところであります。厚生労働省は１９９

９年度から小児救急医療支援事業として、全国に約４００ある小児救急医療圏ごと

に担当医院の輪番制などを推進してきましたが、現状で導入できたのは半数程度に

留まっているとのことであります。しかも輪番担当病院に小児科医の不足を打開す

るために、日本小児科学会では小児科の集約化として人口２００万人の都市に３次

医療の中心総合病院として中核小児施設を５０ヵ所、また人口３０万から５０万人

の都市、地域小児科センター２４０ヵ所、さらに人口１０万人から２０万人の都市

に小児科病院を５５０ヵ所と小児医療改革構想を打ち出しております。菊池郡市を
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１つのエリアとしても早急な実現を望むところでありますが、郡市には公立病院は

１つもなく、自治体はどうすることもできなく、あとは各首長の手腕にかかってい

ると思うのでありますが、お答え願いたいと思います。

２番目、乳幼児の支援体制についてであります。少子社会の到来が叫ばれて久し

いですが、我が国の出生率は１９７０年代半ばから低下が始まり、１９９０年の

１.５７人から本格的に少子化対策がスタートしたものの、１５年を経過した現在

も改善の兆しは見えておりません。また、急速な少子高齢化の進展は、我が国の経

済成長や社会保障制度の持続可能性に多大な影響を及ぼすことが懸念されておりま

す。少子対策も長期的には経済、財政、社会保障制度、教育改革、社会資本整備な

ど、これまでの少子化対策の枠組みに留まらないあらゆる社会変動、人口構造の変

化にも耐えうる構造改革が必要であります。その取り組みの視点として、子どもの

幸せや子どもの安心を最優先で確保しなければならないと思います。そこで質問に

入りますが、１つ、旧菊池市においては、社協に委託して乳幼児を持つ親どおしが

子どもと一緒に遊べるつどいの広場事業が１５年よりスタートしております。この

事業は親子の交流もでき好評のようでございますが、旧３町村の状況はどうなの

か、お答え願いたいと思います。

２番目、６歳未満のチャイルドシート着用は２０００年４月から義務づけられま

した。昨年１年間に自動車乗車中の交通事故で死亡した６歳未満の幼児は、前年よ

り１０人多い４１人であります。このうち、チャイルドシート非着用が３０人だっ

たことが６月９日警察庁のまとめでわかりました。幼児の死傷者に占める死者の割

合、致死率は着用のケースが０.１４％、非着用が０.５７％で、約４.１倍の開き

がありました。警察庁によると、着用していたケースの死者は１１人、重傷７２

人、軽症７,８５７人、非着用では死亡者３０人、重傷９１人、軽傷５,１２７人と

なっております。死傷者中の重傷者割合死亡重傷率は、着用が１.０５％、非着用

が２.３１％で、約２.２倍の差があったそうであります。また、警察庁と日本自動

車連盟ＪＡＦが４月２０日から３０日まで、全国１０４ヵ所で１万３,０３６人を

対象にチャイルドシートの着用状況を調べた結果、着用率は４９.１％と約半分で

あったそうです。年齢別では、１歳未満が７３.６％、１歳から４歳までが４８.８

％、５歳は３０.４％と年齢が高くなるにつれ着用率が下がっていることがわかり

ました。そこで質問いたしますが、子どもの安全を守るのは親の責務であります

が、今、各自治体で少子対策の一環としてチャイルドシート購入時に何らかの補助

をしているようであります。身近なところでは、隣の西合志町が数年前より助成し

ていますし、この子どもの安全を図るために、その考えはないかお答え願いたいと

思います。
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次に、小中学校及び保育園の防犯体制についてであります。私たちの記憶から未

だ消えない大阪池田小事件のあの痛ましい事故は、それからも校内外での死傷事件

が後を絶ちません。どこに原因があるのか、子どもを持つ親は子どもが家に帰って

くるまで不安の毎日だそうであります。池田小学校事件以来、各学校では防犯対策

に取り組んでいるようでありますが、その状況についてお答え願いたいと思いま

す。

次に、内部障害者への対応及び表示についてであります。皆さんは内部障害者と

聞いて、ピンとすぐに理解できるでしょうか。内部障害者とは、身体内部に障害を

持つ人のことで、内蔵機能の障害により身体障害者手帳の交付を受けた人を総称し

ていいます。心臓、呼吸器、腎臓、膀胱、直腸、小腸の機能障害と人免疫不全ウィ

ルスによる免疫機能障害の６つの障害があり、２００１年８月の身体障害者児実態

調査によれば、身体障害者は全体で３２４万５,０００人、その内内部障害は８４

万９,０００人、２６％を占めております。しかし聴覚障害者や視覚障害者に比

べ、内部障害者については社会的認知が低く、その言葉すら知らせていないのが現

状であります。外見からはわからない見えない障害であるゆえに、内部障害者は社

会の無理解の中で様々な困難に直面しております。職場では障害を持つことが理解

されず、健常者と同じ働きを求められて体をこわすケースが後を絶たず、昇級や賃

金で差別されることもあります。日常生活では、障害者用の駐車スペースを利用し

たら警備員から注意を受けたり、電車やバスの優先席に腰掛けたら周囲から冷たい

目で見られたり、誤解に基づくつらい思いを数多くの人が経験しております。内部

障害者の最大の課題は、外見から障害がわからない、周囲の理解が得られない、社

会復帰しても障害に合わせた労働環境が確保されにくい等の社会的不利益を被って

おります。このような現実を変えたいと内部障害者とその家族の方たちが内部障害

者、内部疾患者の暮らしについて考えるハートプラスの会を結成し、内部障害者の

存在を視覚的に示すハートプラスマーク、身体内部を意味するハートマークに思い

やりの心をプラスをハートプラスマークと言います、を作成されました。こうした

中、今年の３月に開幕した２００５年日本国際博覧会愛知万博では、公的な場所と

して初めて同マークの表示板が高齢者や障害者をサポートする目的で会場の４つの

ゲート付近に設けられ、ケアセンター等に掲示されました。愛知万博では、セキュ

リティ対策として金属探知器による入場者のチェックを実施しておりますが、内部

障害者の心臓ペースメーカーが誤作動する危険性があるため、警備員やスタッフが

探知機を通過せずにケアセンターを経由するよう呼びかけているそうであります。

案内スタッフもハートプラスマークのような表示が普及することで、内部障害者か

どうかがわかるようになれば、その分的確かつ迅速に対応できると同マーク普及の
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必要性を認めております。本市では、聴覚障害者用の方が来庁したときに筆談で申

し込めるように耳マークの表示をしておりますし、内部障害者の切実な思いを受け

止めこの市民にマークを紹介しながら行政、企業も何らかの支援を行うべきだと思

いますが、いかが思われますでしょうか。お答えを願いたいと思います。

次に、障害から、ひらがなの「しょうがい」へであります。言葉に潜む差別、偏

見を言い換えで改善する動きが強まる中で、滋賀県長浜市は４月１日より、福祉課

の障害福祉係をひらがなで「しょうがい」漢字で「福祉係」と表示変更を実施しま

した。福岡市や深川市、鎌ヶ谷市などが障害の障の漢字、害はひらがなと変更され

ております。私も障害の「障」は差し支える、故障などの意味が強いと思います。

害は災いの意味を含んでおり、漢字から与える負のイメージが強く、本市において

もこれを改善する考えはないか。お答え願いたいと思います。

これで、１回目の質問とします。

市民部長、木下儀郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

おはようございます。○市民部長（木下儀郎君）

小児医療対策についてお答えいたします。現在の本市における小児医療につきま

しては、小児科の専門医が少なく、小児を持つ保護者などの相談、特に夜間におけ

る小児の病気への対応など、十分とは言えない状況にあります。このことから、安

心して子どもを育てられるよう早急に対策をすべく本定例会に小児救急医療体制づ

くりを検討するための予算を計上しているところでございます。合併により、人口

５万人強となりました本市におきましては、まずは菊池郡市医師会と十分協議をさ

せていただき、菊池市の小児救急医療体制が整うよう進めていきたいというふうに

考えております。また、広域的な見地から菊池郡市医師会はもとより、近隣の医師

会などとの協議も進めてまいりたいというふうに考えております。その間、市民の

皆様には熊本県が本年６月から開始いたしました熊本地域医療センターでの午後７

時から午後１１時までの電話による子どもの急な病気に関する対応や応急処置につ

いての助言、受診可能な医療機関の紹介等を活用いただきたいというふうに思いま

す。また、平日の午後６時から翌朝午前８時まで、休日の午前８時から午後６時ま

での診療を菊池郡市医師会立病院他４医療機関を指定して実施ていますので、あわ

せて十分活用いただきたいと思います。

それから、小児医療対策の助成関係につきましては、旧菊池市、旧七城町、旧泗

水町において、６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの乳幼児を対象に一部

負担金から高額療養費及び附加給付金等の給付金があるときはその額を、控除した

額を助成しております。旧旭志村においては、３歳児までは旧菊池市ほか２町と同



－ －301

様ですが、４歳から６歳までの助成については一部負担金から高額療養費及び附加

給付金等を控除した額の２分の１を助成しておりました。合併にあたっては、合併

分科会の協議の結果、旧菊池市等の補助に統一することで一致し、現在に至ってお

ります。年齢引き上げにつきましては新市になってから三月ほどですので詳しいデ

ータはありませんが、資料から申し上げますと現在６歳児の補助額は月平均６０万

円程度です。年齢の引き上げにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、旧市

町村の差異がありましたので今回統一したこと、県から補助金基準の見直しも今の

ところないようです。３人以上いる世帯で入院のみで県の補助金は２分の１であり

ます。なお、県下の状況を調べましたところ、若干でありますが６歳就学前以降も

助成している町村もあります。また、他の実施市町村の実施状況は概ね６歳就学ま

で助成となっております。したがいまして、本市におきましても財政状況、受診状

況、県補助内容や他の市町村の状況を見ながら検討してまいりたいというふうに考

えております。

それから次に、つどいの広場整備事業についてのご質問についてお答えいたしま

す。旧菊池市が行っておりますつどいの広場事業、ファミリーサポート事業につい

ての説明ということですけれども、つどいの広場事業は、主に乳幼児、０歳から３

歳児ですけれども、を持つ親とその子どもが気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で

語り合い、交流を図ることやボランティアを活用しての育児相談などを行う場を身

近な地域に設置することにより、子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図り、

安心して子育てができる環境を整備し、地域の子育て支援機能の充実を図ることを

目的として、立町の空き店舗を利用して実施しております。平成１６年度は延べ

４,１１０名を超える親子さんが訪れまして、育児不安の解消の場となっておりま

す。またファミリーサポート事業は、菊池市ふれあいセンター４階に事務所を置

き、育児の援助を行いたい人と育児の援助を受けたい人がお互い会員になって助け

合うシステムでございます。平成１６年７月より地域における育児の相互援助活動

としての地域の子育て機能の充実を図る目的で実施しているものでございます。会

員数は平成１７年３月末現在で５６名でございます。

次に、保育園における防犯体制についてのお尋ねがございましたが、防犯カメラ

を公立保育園で５園中４園、私立１６園のうち約６割で取り付けを完了しておりま

す。防犯フェンス等につきましては、全園で設置しております。通常は門扉を閉

じ、不審者が進入しにくい体制を取っております。また、大部分の保育園で防犯ベ

ル、各部屋には防犯ブザーを取り付け、散歩等で園外に出るときも必ず保育士が防

犯ブザーを携行するなどの対策を講じております。今後も安心して園行事ができる

よう防犯対策に取り組んでまいります。
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次に、内部障害者への対応、障害という字の表示関係につきましてお答えいたし

ます。身体障害者には肢体不自由障害や体幹機能障害、内部障害等様々な障害がご

ざいます。ご提案がありました内部障害者、特にペースメーカーを装置されておら

れる方への対応につきましては、どのような時どのような不安、どのような対策が

必要かなどを身体障害者協議会やそれぞれ障害者の方々のご意見をお聞きしながら

検討してまいりたいというふうに思っております。また障害という漢字を優しく

「しょうがい」とひらがなで表示するというご提案につきましては、現在漢字の

「障害」で一般的に統一しておりますので、身体障害者協議会等のご意見を聞きな

がら検討してまいりたいというふうに考えております。また、ハートマークについ

てのご提案も、今後検討してまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

教育長、木下昭二郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

おはようございます。外村議員のご質問にお答えいたしま○教育長（木下昭二郎君）

す。

幼・小・中学校の防犯対策についてということでお答えしたいと思います。学校

及び幼稚園内の防犯対策につきましては、平成１３年の大阪池田小学校乱入事件以

来、各学校独自の危機管理マニュアルを作成し、安全管理に努めているところでご

ざいます。現在学校等で行っています対策といたしましては、児童生徒の安全教

育、避難訓練、学校と警察の緊急連絡体制の整備、各教室非常ベル等の設置、それ

から学校の死角の原因になる樹木等、いろいろな建物等ですが、の障害物の除去、

来校者名簿を作成し、来校者を確認する対策、教師による学校内外の巡視体制及び

不審者侵入対策訓練など、安全管理への取り組みが行われています。

次に、登下校及び地域の取り組みにつきましては、各学校の通学路のエリアに子

ども連絡所を設置し、緊急避難場所として地域の方々にご協力をいただいていると

ころでございます。また、子どもたちの下校時に合わせて各学校区の保護者による

巡回防犯パトロールが実施されています。全地区実施されているところでございま

す。合併に伴い、小学校１４校、中学校５校、幼稚園２園が教育委員会の管理・運

営となりました。不審者侵入防止の門扉が未設置で、車止め等にて対応している学

校が３校あります。門扉がない３校ありますけれども、車止め等で門を守っている

という形でございます。また防犯ブザーの携帯につきましては、全児童生徒が所持

している学校、低学年のみ所持の学校、それから女子生徒のみ所持の学校、希望者

のみ所持している学校等、各学校で異なった所持の状況であります。犯罪防止のた

めには、防犯装置・管理体制がこれで十分ということはありませんけれども、子ど
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もたちの安全については学校、地域、保護者、警察等の関係機関と連携を図り、子

どもたちが安全で楽しい学校生活が送れるよう教育環境の整備に努めてまいりたい

というふうに考えております。

以上、お答えいたします。

市民部長、木下儀郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

先ほどチャイルドシート関係のご質問がございまして、ち○市民部長（木下儀郎君）

ょっと漏れておりましたので失礼いたしました。チャイルドシートにつきまして

は、県下１４市中１市が購入金額の半額補助をしております。１万５,０００円が

上限となっております。貸し出しを実施しているのは２市でございます。また、菊

池郡内では３町において５,０００円から１万円の上限で、概ね半額の補助を行っ

ている状況でございます。購入補助につきましては、今後の検討課題とさせていた

だきたいというふうに思います。なお、菊池警察署管内の交通安全協会が会員に限

って３ヵ月の無料貸し出しを実施しております。

以上でございます。

外村國敏君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

小児対策についてであります。小児医療についての今部長の答弁が○（外村國敏君）

ございました。まず、医師会と十分協議させていただき、菊池市の医療体制の整え

を進めていくとのことであります。また、県が本年６月１日より開始した熊本地域

医療センターでの午後７時より１１時までの電話による子どもの急な病気に関する

対応や応急処置についての助言等は、子育て真っ最中の若い夫婦に安心を与え、勇

気づけてくれるものであると思います。市民の皆様に早急に周知徹底されるという

ことでありますが、どのような方法でされるのか、お聞かせ願いたいと思います。

また、市長もこの施政方針の中で医療体制の強化は特におっしゃっております。強

化充実につきましては、休日及び夜間の地域住民の救急医療体制を確保するため、

医療機関や保健所、消防署と相互の連携を深め、在宅当番、救急医療の情報提供や

病院群輪番制病院の確保等地域医療サービスの充実を推進します。特に、小児医療

夜間救急医療体制を確保するため、菊池郡市医師会と連携を深め、保護者が安心で

きる地域医療サービスの充実に努めるとあります。今、部長のおっしゃったのと大

体似ておりますが、私も苦い経験がありますが、ちょうど３０年になります。保育

園に通っていた子どもが夕方帰ってくるなりおなか痛いよと言うもんだから、町の

病院に連れて行きました。病院に慌てていったら、これは風邪ですばい。だけん注

射打っときましょう、薬やりますと言うてからですね、痛み止めを打って、その場
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は治まりましたが、９時か１０時ごろだと思いますが、また痛いよと泣き出しまし

た。しかし、どうすることもできずに、そのまま夜の明けるまで子どもを抱きなが

ら夜明けを待ちました。６時ごろ夜明けになり、病院の門をたたき起こしました。

先生のおっしゃったことは、これはわからんですばいと。今から私がここに紹介状

書きますので、国立病院に行ってください。しかし、国立病院は８時過ぎにならん

と開きませんけんて言いなるもんだから、それを時間を待って、そして猛スピー

ド、スピード違反で国立病院に行きました。しかし大きな病院はたらい回しですよ

ね。まずは小児科、内科、そして最後に外科、そのとき行ったときは、もう子ども

は腕の中で意識はありませんでした。最後の外科の教授が、これはもうすぐ手術せ

んとしゃが、こら腹膜炎を起こしとるじゃないかと言うて、その前に手術するのを

のけてうちの子どもしたんです。それで、助かりました。そういうことがあって、

本当に私たちまだまだ、３０年前ですよ、今は医療体制はある程度充実しておりま

す。どうでもいかないときには救急車があります。しかし、そのようにですね、テ

レフォンサービス、軽いときはテレフォンサービスでいい。しかし、本当に困った

ときに安心して見てもらえるような医療体制を望むところであります。これは最後

に市長の方から施政方針で述べておられますが、また詳しく述べていただきたいと

思います。

次に、乳幼児医療費についてであります。一昨年４月より旧菊池市においては、

先ほど部長が申したとおり、就学前までは通院、入院ともに医療費の無料化になり

ました。県の方針は３歳児までですので、その取り組みには感謝を申し上げるとこ

ろでございますが、しかし少子化対策として各自治体がいかに取り組むかは、首長

の考え方一つであろうと思います。どうすれば生み育てやすい環境をつくるか、そ

れを最優先するかではないかと思います。一昨年の６歳まで医療費の無料化を決め

たときには、１１市中菊池が初めてでありました。しかし、今ではほとんどの市で

実施しておりますし、ご承知のとおり中学３年まで無料化されているところも幾ら

もありますし、本気で少子化を思うときに最優先課題として実施しているのだと、

その自治体には敬意を表するところであります。政府は経済財政運営と構造改革に

関する基本方針２００５、骨太方針を正式に決定し、その柱の１つに子育て支援を

国の政策と明記し、国を上げて子育て支援を強化する方針を打ち出したのでありま

す。国も本気で取り組み、各自治体もさらに今までにないような取り組みをする必

要があろうかと思いますが、いかがでありましょうか。今、東京都でも子育て支援

策の１つして医療費無料化を義務教育終了まで、中学３年までを視野に入れ検討を

始めました。本市は小学校入学前まででありますし、ご検討をよろしくお願いした

いと思います。合併当初であり、新しい取り組みとして考えていただきたいという
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ふうに願うところであります。また、就学前までから小学１年生、２年生、３年生

と１歳伸ばしたときに幾らぐらいの費用がかかるのか、お答え願いたいと思いま

す。

次に、施政方針にもこのように述べられておりますので、子育て支援として新市

の特性、実状に合った次世代育成支援行動計画を策定しました。今後地域における

子育て支援、親子の健康の確保、教育環境の整備、子育て家庭に適した居住環境の

確保、仕事と家庭の両立等の目標を設定し、目標達成のための施策を実行してまい

りますとあります。平成１７年度の主な取り組みとして、３人目以降の子どもの出

生に際し、祝い金を支給するすくすく子宝祝い金制度の創設や未就園児とその保護

者が気軽に集い、交流し、育児の孤立化を防止するつどいの広場事業、先ほど言わ

れましたつどいの広場事業、仕事と育児の両立を支援し、多様な保育ニーズに対応

した総合援助活動を行うファミリーサポートセンター事業等と明記してございま

す。すくすく子宝祝い金制度は、３人目以降も同じ１０万円だと聞いております

が、今後旭志村は、旧旭志村は金額は４人目、５人目は確か高かったというふうに

思っておりますが、そのようなお考えはないのか、お答え願いたいと思います。ま

た、つどいの広場事業は旧４町村で地域に合った事業をやるべきではないかと思い

ますが、いかがお考えでしょうか。

次に、学校及び園内の、教育長のご答弁にございましたが、今何があるかわから

ない、今子どもたちは何を考えているか、また大人もいつどのようなときに災害、

事故が起こるかわからない、そのようなことでありますので、今後もご答弁にあり

ましたようの事故が起きないように徹底してやっていただきたいと思うところであ

ります。

次に、内部障害者、今、ハートプラスマークについては今後検討するというよう

な答弁でありました。ハートプラスマークを検討する、先ほど内部障害者のことで

縷縷お話申し上げましたが、金がかかる事業でしょうか。私はプラスマークを掲示

をしたらどうでしょうか。あらゆるところで機会を通じながら、そしてハートプラ

スマークをつくれば、金もかからないし、内部障害者の方たちが安心してそこに行

けるというようなことを申し上げたつもりでありますが、検討するというような何

か金がかかるんじゃないかというようなご答弁のように思いますが、検討というこ

とは金がかかるということじゃないでしょうか。金がかからないことはどんどん、

その人たちが安心して暮らせるようなことをするのが行政ではないかと思います

が、いかがお考えでしょうか。また「障害」からひらがなの「しょうがい」へも検

討するということであります。考え方の相違でありましょうから、今後検討してい

ただきたいと思います。



－ －306

２回目の質問といたします。

市民部長、木下儀郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

お答えいたします。○市民部長（木下儀郎君）

まず、夜間の小児救急医療体制の問題ですけれども、県が始めたということ、広

報をどのようにするかということでしたけれども、これにつきましては市の広報誌

またそれぞれ小児科関係の健診等もございますので、そういった際に啓発してまい

りたいというふうに考えております。

その次に、小児医療関係の年齢別といいますか、６歳児からの医療費はどのくら

いかかるかというようなお尋ねでございました。この件につきましては、大体月６

歳児でですね、現在補助しておりますのが月６０万で年額７２０万円程度助成して

おります。大体子どもさんは小学校上級に行くにしたがって、大体医療費は病気が

ですね、段々少なくなっていくということで下がっていくというふうな状況でござ

います。

それから次に、次世代育成支援計画というふうについてのお尋ねでございました

が、これにつきましては計画書に則りまして満足いくといいますか、できるだけの

ことはさせていただきたいというふうに考えております。その中でもありますが、

つどいの広場につきまして、旧４市町村、支所ごとに広げてはどうかというふうな

ご提案がございましたが、これにつきましても検討させていただきたいと思いま

す。

それからもう１つ、すくすく子宝祝い金制度の４人目以降から増額したらどうか

というご提案がございました。確かに以前は旧旭志村は４人目以降、確か上がって

おりました。しかしこれにつきましては合併したすぐということもございますし、

分科会等で相談されておりますので、当分の間と言いますか、これにつきましては

今１０万円ですけれども、続けさせていただくならというふうに思います。

それから、ハートプラスマーク関係につきましては経費は要らないんじゃないか

というふうな話でした。課に持ち帰りましてですね、できるならこれもひとつ検討

させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

１点だけ、先ほども担当部長の方から申し上げましたけれ○総務部長（髙本信男君）

ども、夜間医療の充実、体制の充実でございますけれども、施政方針でも述べてお

りますように、特に小児救急医療体制の整備につきましては、医師会と早速協議を

お願いいたしまして、確立に向けまして努力をさせていただきたいというふうに考
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えております。

以上、お答えします。

ここで１０分間、暫時休憩をします。○議長（北田 彰君）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩 午前１０時４５分

開議 午前１０時５５分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）

次に、甲斐健彦君。

［登壇］

それでは、一般質問を申し上げます。○（甲斐健彦君）

その前に、私の質問が私の所属する総務委員会にかかわる部分もございましたの

で、総務委員長にご了解を得ておることを、まず申し上げておきます。

私は、昨年１年間、病気療養で議会に出席することができませんでした。その間

に合併が進められて、今日に至りました。したがいまして、私の質問が的を外した

点があろうかと思いますが、ご容赦をお願いしたいと思います。

福村市長は兼ねてから合併の賛成論者、何としても合併をしたい、こういうふう

なお気持ちだったと思います。その合併が自分の意向どおりに４市町村合併が成就

した。しかも、市長選挙においても圧倒的な票数で市長に当選をされた。合併後の

初代の市長として就任されたわけであります。これからの４年間、まさにご安泰で

ございます。おめでとうございます。昭和の合併から５０年を経て、平成の合併に

至りました。平成の合併が、なお全国的には進められておりますが、大方一段落し

た時点で経済界からはどういう主張が出てきておるのか。道州制を目指す町村の合

併、これがもう既にアドバルーンとはいえ、そういう方向がですね、示されており

ます。世はスピード時代。昭和の合併から平成の合併までには５０年余り。平成の

合併から道州制までは２、３０年でそういう方向が来るのではないか。さらに道州

制の成就した暁には何が待っておるのか。これは私の冗談と聞いてもらえばいいで

すけど、アメリカ合衆国との合併、アメリカに併合されるという方向すら今の小

泉、竹中路線では心配せざるを得ない、そういう状況ではないでしょうか。そうい

う点から、この合併が果たして行政に、そして市民の暮らし向きにどのような影響

をもたらすのか、それに対して行政として、福村市長として暮らしを守る点で、市

民の利益を擁護する点でどういうふうな施策をやろうとなさっておるのか。その点

について、基本的な点についてお伺いをしたいというふうに思います。

まず、第１番目に、今回の合併の基本的なところを押さえておかなければです
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よ、合併はあたかもバラ色の社会をつくるというふうに一面的に捉えてもらうなら

ば、間違った施策が出てくるだろうと思います。したがって、執行部として、市長

として、今回の押しつけ合併、政府の主導による押しつけ合併を本質的には何とお

考えになっておるのか、その辺をまず明らかにした上で、それに対抗してどのよう

な施策を執るのかということをお答え願いたい。私は一言で言うならば、今回の合

併はまさに自治体のリストラ、これにほかならない。合併特例債というアメをぶら

下げながら、自治体のリストラを進めていく。もう既に市町村長４人が１人になっ

たでしょう。首を切ったでしょう。この次は、私たち議員を首切ると、そうでしょ

う。６０名を２８名にすると、まさらリストラ。その先に何が控えているか。職員

の首切り。また、今回の合併の目標として、そのようなリストラをやらなければ、

これからの行政運営はできないと、こういう事態に立ち至っておると、私はそう思

うわけであります。したがって、今回の合併が基本的に何なのか、まずお答えを願

いたい。それから、私はせっかく合併した４市町村、それぞれの旧市町村が長い歴

史の中で自らの施策を実行しながらですね、それぞれ住民に暮らしを守っていくと

いう役割を果たしてきた。それはそれぞれ違った方向でやってきた、共通の方法も

あろうかと思いますが、違ったやり方もたくさんある。そういう中で、これを１つ

にまとめていくと。私はまずですね、その施政方針の出る前に通告をしたのでちょ

っとごちゃごちゃしてますが、この市長の政策、市長選の政策、これを見てもです

ね、まず４市町村の住民をどういうふうに意識の統一を図っていくのか。新菊池市

としての一体のものとして、すべての市民が参加をして頑張っていくのか。その方

向をですね、打ち出していくことがまず必要ではないか、私はそう思っておるわけ

であります。時間が４５分ですから、もう先ほどのようになったら困りますので。

３回質問したいので、急ぎます。

次、サービスは高い方に、負担は低い方にと、これは合併を前提としたこれが売

り言葉だったですね。サービスは高い方にするから、負担は低い方にするから、み

んな合併に賛成してくれて、県の職員だってそう言ってきたでしょう。そやんばか

な話ができるかと、手品のごたるこつができるかと私は思いますが、しかしそれが

約束でしょう。サービスは高い方に、負担は低い方に。それで昨日来から問題にな

っております固定資産税、１.４か１.６か。私の予想では、菊池市を除く旧３町村

は１.４です。菊池市が１.４に合意すれば全部すぐ今日にでも１.４になるじゃあ

りませんか。その合意ができなかったというのは、一体どこにあるのか。菊池市

長、当事の菊池市長として、今の福村市長、この問題に対して自らはどういう見解

を持って合併協の中に臨まれたのか。１.４は困ると、１.６は高すぎるから真ん中

取ろうと、こういう方向で行かれたのか。そうだからこそ、満場一致制の中で一致
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ができなかったと、こういうことではなかろうかと私は思っております。その辺は

明確にお答え願いたい。

それから、税金の問題で言うと、私も専門家ですから税金の問題、ちっとばかり

言わんといかんと思いまして。法人市民税だってですね、均等割、旧町村は５万

円、市は６万円です。税率だって旧町村は１２.３、市は１４.７、これをどちらに

統一されるのか。またこれも高い方に統一するとおっしゃるかもしれません。その

辺のお気持ちをお聞きしたいというふうに思います。したがって、今後ともです

ね、サービスは高く、負担は低く、この大前提を守り抜くという決意をですね、こ

こで福村市長として表明していただきたい、こう思うところであります。

それから、それぞれ長い歴史を持った旧市町村です。住民の皆さんもそれぞれ旧

市町村ごとに自分の町、村を愛してこられた。それが１つに合併した。したがっ

て、様々な意見があると思います。そういう点で、市民の意見をどのように尊重す

るか、意見を集約して、そして施策に生かしていくということが必要であります。

市民の意見を聞く点では、私たち議員だった合併問題については選挙で洗礼を受け

たわけではありません。市長は今回の市長選挙で洗礼を受けられた。したがって、

私の考えとしては、市民に合併についての賛否を問うべきだと、七城だけは丁寧に

賛否を取られました。あとの３市町村は、賛否を取られていません。住民の意向が

客観的に果たしてどうだったのかという点ではですね、私は今日なお不十分さを残

しておる、このように思うわけでありますので、今後住民の意見、市民の意見をど

のように汲み上げていくのか、尊重していくのか、その決意のほどを明確にしてい

ただきたい。

それから、最終的には職員の配置というものが今回の合併の自治体リストラの大

きな目標になろうかと思いますが、職員の配置について、当面じゃなくて将来的に

今はこれだけ４市町村の職員が集まった、それが今後年次計画でどのように減らし

て、最終目標としてどこまで減らすのか、その辺をお伺いをしたいというふうに思

います。

それから、市民の声としてですね、私がここに上げております。いつの間にかご

み袋が、菊池市で言うならば、旧菊池市で言うならば１０円が１５円になった。何

も事前に連絡もなしにぽすっと上げたと。考えてみたら、泗水はえらい下がった

と、こういうご不満がですね、市民の中から出ております。それから、新庁舎は花

房の上の方につくるげな。何であやんところにつくらすとだろうかと。私たちが知

らん間に決めてしまわした、こういう意見がですね、市民の中からたくさん出てお

ります。したがって、先ほどから申し上げております市民の声というものをどう尊

重するのかという点からも、それからごみ袋を値上げした、市民の意向を無視して
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値上げした、そういう点。それに市民に何ら図ることなく市庁舎の所在地を決めた

という点。お答えを願いたいと思います。

それから、もう１つ市民の声として、議員が５９名、正確には６０名の欠員１名

と。しかもこれが来年の５月までと。当面何ヵ月間はですね、準備期間としてもや

むを得ないが、もう１年何ヵ月もですね、大勢の議員でおる必要があるのかどう

か、こういうふうなご意見もあります。考えてみますと、有権者を見てみますと、

旧菊池市が２万１,４６９名、旧菊池市以外の旧３町村が２万１１２名。ちょうど

大体パーパーですね。ところが２万１,４６９名、半分の有権者のおる旧菊池市の

選出議員は６０名中２０名、残り４０名が旧菊池市以外の選出。これじゃ民主主義

と言えるですか。１票の格差が余りにも大きすぎはしませんか。そういう点で、議

会のことは執行部はなかなか言いにくいかもしれんが、ひとつお答えを願いたい。

それから、施政方針に入りますが、今も施政方針にかかわって申し上げました

が、私はこの施政方針を見てですね、小泉総理大臣が相撲で言うたように感動した

と言いたいけれども、この施政方針を見て失望した、こう言わざるを得ない。先ほ

ども述べましたように、まず合併の大前提、住民をどう１つにまとめるかという点

で不十分さがある、そういう点でですね、私は問題があるというふうに思います。

それから、かけ声としてはですね 「豊かな水と緑、光あふれる田園文化のまち」、

とこう出されておりますけれども、中身を見ると政策的にはですね、総花的、羅列

的に述べられておる。私は、当面やっぱりこの菊池市をですね、どのようなまちに

していくのか。高いやっぱり理念を掲げて、そして本当に自然豊かなですね、そう

いうまちづくりをしていくと。自然環境を絶対に守り抜くと。その中で、観光も発

展させる、農業も発展させる、そういうことが必要ではないか。そういう高い理念

が欠けておるというふうに思うわけであります。

それから、高齢者政策についても、福祉の観点からは述べてありますけれども、

私も高齢者の一員として考えますと、高齢者の生きがいの問題。まだまだですね、

私は病気したとはいえ、まだ働ける。働き場所、高齢者の働き場所、生きがいをど

のようにですね、高齢者につくり出していくのかと。そして高齢者の積極的な意欲

をどのように引き出していくのか、これが求められると思います。

財政計画についても、特に合併特例債、これについては積極的に活用すると述べ

られております。合併特例債を積極的に活用した場合に、使うときはいいでしょ

う。使うた後は知らんぞということではいかんわけですよ。やっぱり、合併特例債

が使える金が２２４億円あると、これ全部使おうというふうなお気持ちなのか。こ

れを使った場合に、３０％以上の借入金が残るわけです。それには利息も絡むわけ

で、後世の住民負担になるわけで、それらの点についてどのような財政の計画、合
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併特例債を中心にした財政計画、今後の市民、将来の市民の負担割合、こういう点

についてどういうふうにお考えか、まず第１回目、お伺いをいたします。

企画部長、村山隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

甲斐議員のご質問に答弁します。○企画部長（村山 隆君）

まず、今回の合併とは何かということですけれども、合併の目的につきまして

は、国の施策でありますところの地方分権及び行財政改革に対処することや、また

厳しい財政状況を緩和することもその１つではありますけれども、それだけではな

く、生活圏の拡大によりまして、ますます増大する市町村の区域を超えた広域的な

行政需要や近年確実に訪れると予想されます少子高齢化社会等に対応しまして、広

域的なまちづくりを積極的に推進するため自治体として必要なものではないかと考

えているものでございます。また、合併後のまちづくりにつきましては住民の声を

施策に反映させまして、きめ細やかな行政サービスや市民との協働によるまちづく

りの実現ということですが、その１つとしまして旧の４市町村単位に設置していま

す地域審議会がございます。この地域審議会におきましては、本年４月１日、平成

１７年４月１日から向こう１０年間ですけれども、地域住民の意向を的確に把握

し、各地域の実状に応じた施策を展開するためのものでありまして、各地区に１５

名、合計６０名の委員さんを委嘱したものでございます。またこのほか、公聴制度

としまして、パブリックコメント手続き要項を制定し、７月１日から施行すること

としています。このほかにも、市長と直接対話ができますところの仮称ですが「ふ

れあいトーク」や市政モニターなど、市民の意見を聞く機会を数多く設けたいと考

えているものでございます。これら市民の声を各種施策に反映させまして、議会に

提案させていただくことにより市民、議会、行政が一体となったまちづくりが推進

できるものと考えているものでございます。

次に、合併協議会関係におきまして、サービスは高く負担は低い方に調整させる

ことが望まれますけれども、今回の合併につきましては一部ご指摘がありましたご

み袋等の例はございますが、可能な限り負担を低い方にを原則に調整してまいった

ところでございます。

また、合併に対する民意につきましては、合併協議会や各市町村におきましてア

ンケート調査、あるいは住民説明会等の実施によりまして、広く民意を聴取してき

たところと思っております。協議内容につきましても、合併協議会だよりやホーム

ページにより情報を公開しまして、合併に関する広報、公聴につきましては、ある

程度の民意が聞けたものと理解したものでございます。今後も税あるいは補助金等

のように未調整の項目がございますので、民意や新市の財政状況等を踏まえまし
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て、議会や関係団体等と十分協議を進め、決定してまいりたいと思っているもので

ございます。また、ご指摘がございましたごみ袋価格に関しましては、合併協議会

の中の分科会で一応調整を行ったものでございます。旧菊池市や旧七城町の可燃物

のごみ袋が１枚当たり１５円、旧旭志村が３０円、旧泗水町が５０円となっていた

ものを１枚当たり２０円で統一することで、合併協議会で協議を行いまして確認が

なされたものでございます。その理由としましては、旧菊池市におきましては出さ

れたごみ１袋当たり処理費用が３００円以上もかかっているという反面、またごみ

袋の価格は県内の自治体で最も安くなっていまして、価格の見直しを検討していた

時期であったということもあります。また、ごみ袋の価格は少しでも上げることに

より、ごみの減量化の推進を図るためということでもございます。一応市民への周

知につきましては、先ほども申しましたとおり、それ以外にも広報や合併協議会だ

よりで実施してまして、直接意見を聞く場としましては住民説明会等を実施してい

るところでございます。

次に、新庁舎関係ですけど、これにつきましても合併協議会で新市事務所の位

置、候補地選定小委員会というものが設置なされまして、新市事務所の位置の選定

や本庁及び支所のあり方についてに審議がなされたものでございます。その審議の

中で、３年を目標に新庁舎を建設することとし、国道３２５号、３８７号を結ぶ菊

池グリーンロード沿線周辺に適地を求めると新庁舎の基本方針がまとめられまし

て、小委員会提案を基に合併協議会で確認がなされているものでございます。合併

協議会の確認事項は尊重すべきものと考えていますので、基本的に確認事項を踏ま

えまして、新庁舎建設を進めてまいりたいと考えているものでございます。もちろ

ん、アンケート調査やパブリックコメント等によりまして、民意を広く聴取し、職

員からなる庁内検討委員会や市民代表からなる、仮称ですけども、新庁舎及び周辺

整備検討懇談会を発足させまして、議会、関係団体等とも協議をしながら進めてま

いりたいと考えています。また建設経費や管理経費につきましても、なるべく市の

財政に負担がかからないよう協議を進めてまいりたいと存じます。

また、議員の定数、在任特例につきましても、合併協議会におきまして議会議員

及び農業委員会委員の定数及び任期に関する小委員会が設置されまして、議会議員

の定数及び任期について審議がなされたものでございます。その中におきまして、

１市２町１村の議会議員は市町村合併特例法第７条第１項の規定を適用して、平成

１８年５月３１日までの期間、引き続き新市の議会の議員として在任するとしてま

とめられまして、小委員会提案を基に協議会で確認がなされたものでございます。

以上、簡単ですけれども、甲斐議員のご質問に答弁いたします。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）
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［登壇］

職員の配置等につきましては、現在地方自治体におきまし○総務部長（髙本信男君）

ては厳しい行財政環境の中、市民負担の増加を抑制しながら貴重な人材を生かすた

め、最小の職員で最大の効果を上げるようにすることが要求されているところでご

ざいます。このために、新市におきましても定員モデルや類似団体別職員数の状況

との比較による現状分析等を行ったうえで、早急に定員適正化計画を策定し、事務

事業の見直し、組織機構の簡素合理化、民間委託等の活用、スクラップアンドビル

ドの徹底などを図りながら、定員適正化計画を着実に実行していかなければならな

いと考えております。もちろん、今後この定員適正化計画を進めていくうえでは市

民の理解と協力を得ることが必要不可欠でございます。また合併の目的の１つとし

ても行政コスト削減のための職員定数減がありますので、早急に取り組まなければ

ならないところでございます。現実的には、退職者の不補充や採用人員の抑制など

の手法による削減となりますが、数年後の大量退職、また長期的な観点からの人事

管理など、総合的に判断しながら計画的に取り組まなければならないと考えており

ます。職員削減による地域の消費経済及び地域雇用の影響などにつきましては、多

少出てくると考えておりますが、市民の行政に対する負担などを考え合わせると、

これはやむを得ないと考えております。

次に、行財政計画につきましては、現在新市建設計画で示しておりますが、当初

松本議員にお答えしましたように、総合計画作成の中で事業の平準化を図り、無

理、無駄のない事業の実施に努めてまいります。特例債の活用につきましては、１

０年間で上限約２２４億３,０００万円のうち、約２１２億を活用する計画となっ

ております。今後厳しい財政状況が予想されますので、国・県などの動向を十分見

ながら、補助金、助成金等の活用を図り、公債費比率等を十分に考慮しながら特例

債を有効に活用していきたいというふうに考えております。

以上、お答えします。

市民部長、木下儀郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

施政方針の中で自然環境保全の具体策はというご質問がご○市民部長（木下儀郎君）

ざいました。ご承知のとおり、菊池市は阿蘇外輪山に源を発する菊池川、迫間川、

合志川に育まれた豊かな自然と先人の築かれた歴史と文化遺産、恵まれた環境を享

受してまいりましたが、その環境が損なわれようとしている今日、市民、事業者及

び市の責務を明らかにし、住民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、豊か

で快適な環境の創造及び保全に関する基本的事項を定め、資源循環型社会形成を目

指した新市にふさわしい環境基本計画を策定するための組織づくりを進めてまいり
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ます。さらには、市民一人一人の環境問題に対する意識の啓発及びごみの減量化、

リデュース・リユース・リサイクルの３Ｒ運動を推進するため、各区より選出され

た生活環境推進員の組織の強化を図るなど、環境保全に努めてまいりたいと思いま

す。

高齢者の施策は福祉の観点だけで済むのかというご質問がございました。我が国

では平成２６年、西暦２０１４年には総人口のおよそ４人に１人が６５歳以上にな

ると見込まれています。本市の状況は、平成１７年３月末の住民基本台帳によりま

すと６５歳以上の割合が２５.５％と国に試算より早く高齢化が進行し、今後もそ

の傾向が強まることが想定されます。高齢者の皆さんは元気に活動する高齢者の存

在とともに、その豊かな経験と知識を活用した地域づくりの大きな可能性をもたら

しています。一方で、７５歳以上の後期高齢者の増加により、寝たきりや認知症な

ど、要介護状態の高齢者が増加し、介護の長期化や介護者の高齢化など、家庭介護

力をめぐる状況は厳しさを増しています。住み慣れた地域で高齢者の皆さんが尊厳

をもって安心して暮らしていくためには、高齢者の生きがいづくり、保健、福祉及

び医療の充実が必要でありますが、議員ご指摘のとおり、福祉だけの観点で済まさ

れるものではありません。本年度策定予定の菊池市老人保健福祉計画では、高齢者

の福祉サービスのみならず、高齢者が自らの経験と知識を地域のまちづくりに生か

せるよう老人クラブ活動の充実や社会参加を推進し、交流拡大を図るとともに、高

齢者の知識や経験を大いに発揮していただくため、シルバー人材センターの支援と

就業機会の提供を推進してまいります。また高齢者の社会参加、生きがいづくり事

業として、高齢者の生涯学習機会の充実、健康づくりによる疾病予防の推進のため

の各関係課との連携を強化し、高齢者を支援する方策を検討していきたいというふ

うに考えております。

甲斐健彦君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

時間がですね、あと１２分と。せっかく市長もおいでだから、市長○（甲斐健彦君）

にもしゃべってもらわにゃいかんから、簡単に再質問いたします。

ごみ袋は、これは私はですね、１つの例として申し上げたわけで、ごみ袋を長々

とおっしゃったってですな、大したことはない。だから、合併協議会で決まったか

ら何でもよろしいと。私が言いたいのはですね、私たち議員も合併についての有権

者の洗礼を受けてないわけですよ。じゃ、皆さん合併で、合併した方がいい、悪い

ということで前の選挙で戦われましたか。その当時の市長だって、市町村長だっ

て、合併問題については住民の、有権者の洗礼を受けていないと。したがって、合

併協で議論したとしても、本当に住民の意向をですね、やっぱり大事にするという
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構えがなければですね、いかんということを私は申し上げておるわけであります。

そういう点で、今後にそれを生かしていただきたいというふうに思います。

それから、今度のですね、職員の将来的なですね、リストラについて。この今、

現員が職員何名おって、まだ最終的に計画は固まってないけども、将来的な構想と

して何割ぐらい減らそうと思っているかの。また減らす方法についてはどういう方

法で、生首を切るのか、あるいは自然減を待つのか、どういう方法なのか、それら

についてひとつお答えをいただきたいと思います。

あとはまた、３回目に質問します。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

まず、ご指摘がございました住民の意向を大切にしてほし○総務部長（髙本信男君）

いというご指摘でございますけれども、十分このご意見を尊重しながら進めさせて

いただきたいというふうに考えております。

それから、職員の将来的な定数の考え方であろうかと思いますけれども、現在、

精査しておりますので、最終的な数字は出しておりませんけれども、最終的には先

ほど申しました定員適正化計画の中で数値をはっきりと示したいというふうに考え

ております。基本的には、やり方といたしましては先ほども申しましたように、年

度別の退職者を計算いたしまして、それの不補充やそれに合わせまして採用人員を

抑制するという手法を取らざるを得ないかなというふうに考えております。ただ、

急速に定数を抑えますと、先ほども申しましたように人事管理の面から、長期的に

見た人事管理の面から偏りが生じますので、その辺は定員適正化計画の中で十分検

証させていただきたいというふうに考えております。

以上、お答えします。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

先ほどは甲斐議員の方から私の選挙の当選に対しまして、心か○市長（福村三男君）

らなるご祝辞をいただきまして、誠にありがとうございました。なかなか病後で大

丈夫かなと心配しておったんですが、気炎を吐いておられまして何よりでございま

す。

いろいろとお尋ねがありまして、私へのお尋ねがちょっと絞れなかったんです

が、この新しいまちができた、合併というものについての思いというものが、合併

前、そして合併後、こもごもにあったんじゃないかなというふうに思います。ご案

内のとおり、非常経済が緩やかな回復傾向にはなっておりますものの、大変厳しい

状況下の中で三位一体の改革が進められていると。そのことについては、ちょうど
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一昨日にですね、熊日紙の方に書いてございましたけれども、６月２５日号であっ

たんですが、国と地方、借金１,０００兆円を突破かということでありました。国

が７８１兆円、国債と借金、今月、今年の３月末で国民１人当たり６１２万円にも

及ぶということを書いてありまして、地方の借金額は２００兆円ということであり

ますから、２００５年の国債の発行残高５３８兆円というものを加えてみますと、

大体１,０００兆円を超えるんじゃないかといった、そういった記事が書かれてお

りました。このような状況の中で、地方交付税がどんどんと減少されておりまし

て、税源移譲という名の下ではありますけれども、その税源移譲が確たるものにな

っていないということで、これを何とかしなきゃならないというのは、当然この地

方自治体の首長も、あるいは議会の皆さん方も同じ思いであったろうと思います。

そういった中で、先ほど部長が答弁しておりましたように、この地域がだんだん交

通の利便性もありまして、行政の、住民の移動、あるいは行政のサービスを享受す

る方々というものが広くなってきていると。そういったものによりまして、町村を

超えた行政需要というのが高まってきていると。それは皆様方ご案内のとおり、こ

れまで広域連合、あるいは広域行政組合というものを組織しながらし尿であった

り、あるいは火葬場の運営であったり、あるいは老人保健福祉センターであった

り、老人ホームですね、施設であったり、あるいは介護の認定、消防の合併という

ことになりましたけれども、そういった諸々の業務が広域的に事務処理をしていっ

て、実体的に各市町村がその一部事務組合と言いながらも、どんどんとその合併、

統合していく道筋が開けてきてたということもありまして、これをやはり合併を進

めていくべきだという思いで私は先ほどお話ありましたように、積極的に推進して

きた立場であります。そのことによって、メリットというのは果たして何なのかと

言った場合に、市民の皆さん方がサービスを効率的に受けることができると。

［登壇］

市長、３回目の質問が。○（甲斐健彦君）

［登壇］

まだ、あるんですか。まだ、あります。そんなことを思いなが○市長（福村三男君）

らありました。それで、施政方針そのものに非常に大きな期待を評価をしたかった

んですけれども、というお話でございました。私自身も満足度合いというのは極め

て低うございまして、４つの市町村のそれぞれの持っている施策、いわゆる花を４

つ合わせて挿し花というかな、盛り花をつくったということでありまして、菊池が

菊の花ですから、菊の花、それぞれの町村の方がコスモス、そういったものを盛り

合わせたような形になっておるために、施策に何かが見えないと、見えにくいとい

うものは当然と言っていいくらいだと思いますが、それぞれの市町村の皆さん方の
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思いがそこにあるということでお考えいただきたいと思います。それで、合併の有

無、そして新市建設計画の云々ということにつきましては、できればこれは議会の

皆様方が新たなる洗礼を受けてないということではありますけれども、今現状にあ

るものといたしましては住民の意思というものを反映すべき立場にある議会の議決

によって、新市建設計画が策定されていると。また住民代表もそれに参加されてい

るということからいたしまして、行政の長としてはそれを中心に据えながら施策を

つくっていかなければならないということについては、ご理解をお願いいたしたい

と思います。

甲斐健彦君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

この施政方針をよく見ますとね、積極的に推進するという言葉が２○（甲斐健彦君）

ヵ所出てるんですよね。まず１ページ、一番最後、生活基盤の整備、これらについ

ては上下水道の整備、一般廃棄物ごみ、リサイクル、国道３２５線云々ということ

で、積極的に進めてまいります。その次に出ておるのは４ページ、合併特例債の活

用。合併特例債の活用につきましては、合併自治体によって有利な制度であり、効

率的、効果的なまちづくりを推進するため、新市建設計画に基づき積極的に活用す

ると。積極的というのは、ここ２ヵ所ですよ。市長のお考えは、合併特例債を大い

に活用して、多いに土木事業をやろうじゃないかと。結論はそうじゃないですか。

それに対してお答えを願います。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

土木事業が何か無駄な事業かのようなですね、表現のように聞○市長（福村三男君）

こえたんですが、これはすなわち議場におられますそれぞれの議員の皆様方、そし

て住民の方々が長年の懸案であったり、あるいはまたこの新しいまちになることに

よって基幹的な道路をはじめとする連絡道路の整備であったり、あるいはまた今ご

指摘の環境の整備というもので不均一な部分が、不公平な部分があるということ

で、上下水道がないといったところもあります。だからそういったことについて、

公共事業というものについて、それぞれの町村からやはりメニューが上がってきた

ものが調整されたものであるということでございまして、手前の方で勝手につくっ

たものではなく、それぞれの議会において承認をされたものが集大成されたもので

あるということでございます。

ここで昼食等のため、暫時休憩をします。午後の会議は、午後○議長（北田 彰君）

１時から開きます。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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休憩 午前１１時４０分

開議 午後 １時００分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）

次に、坂井正次君。

［登壇］

こんにちは。七城の坂井といいます。今日は私のためにですね、こ○（坂井正次君）

っち見て下さい、国旗を置いてあります。大変喜んでいる次第でございます。

さて、合併から３ヵ月が過ぎました。新執行部におかれましては、大変ご苦労が

あったことと思います。大変お疲れでございました。３ヵ月が過ぎましたけれど

も、合併は目的にあらず、手段であると思います。今後１０年間のうちに約２３０

億円の合併特例債を新菊池市の活性化の手段として用い、償還のピークに入る１０

年後までに、いろんな議員が質問をされましたけれども、優良企業の誘致、道路網

の整備、社会資本の整備ですね、また私に言わせますと分譲地等の若者の定住増を

図り等々により税収増とし、また行政コストを下げ市の財政を健全経営に持ってい

くことが、また菊池市民から合併してよかったと言われることが大事であり、目的

であると思います。そういう観点からしまして、４年間新菊池市の命運を握ってお

られる初代福村市長の頑張りに大変期待しているところでございます。

通告に従い、質問事項、市の活性化について質問します。経済委員会の所轄でも

ございますけれども、一応委員長には了解を得ております。

菊池市の活性化について。まず、日本の現状でございますけれども、平成不景気

からようやく脱却しようとしておりますけれども、税収不足等により国の財政は非

常に厳しい状態で、交付金等減少傾向にあります。また、税源移譲、地方分権など

も叫ばれ、地方の責任は大変重くなりつつあります。また、最近政府が言っており

ますけれども、地方の合併がまた推進されているところであります。小泉首相は郵

政民営化等、やれるものは民営化、企業化すべきだというふうになっていると思い

ます。小さく菊池市の現状をといいますと、大変言いづらいところもございますけ

れども、私に言わせますと将来展望が非常に見えにくい、また優良企業の進出が今

のところないと。大動脈である４車線等、将来のための道路網の整備がまだ不備で

ある。人口増、若者定住を促す大きな団地、分譲住宅地がない。その結果、少子高

齢化が進んでいる。また、隈府などの町並みが衰退している。財政が大変厳しい

と、こういった現状をどうにかして打開していかなければならないと思います。私

たちは七城の議員でアメリカに研修に行きました。そんな中、アメリカの地方分権

社会を見てまいりました。アメリカカリフォルニア州プレゼントヒルという、旧菊
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池市と似たような３万５,０００人程度の地方都市でございましたけれども、その

プレゼントヒル市は、ちょうど隈府のような町並みだと思いますけれども、衰退し

た町並みを市が４０億円等をかけて、市中銀行から金を借りて、全区画買い上げ、

区画整理をやり、住宅分譲地には分譲で売り、商業ゾーンにはテナント料をもら

い、またレジャーゾーンなどにもテナント料を徴収して銀行に返済していくという

ようなことをやっておりました。地方分権社会のアメリカの一端を見たような気が

いたしました。これがまた実に繁盛し、賑わっておりました。非常にうまくいって

いるのではないかというような市民の声でございました。こういった成功例を見て

きたわけでございますけれども、この菊池市もときにはこういった大鉈を振るう局

面も考えなければならないと私は思います。

次に、日産自動車のゴーン社長の弟子の方がですね、学校のコストを下げるコン

サルタントをやっておられまして、ちょっとテレビで見ましたけれども、例えば給

食費などは業者の方が一括して納入されます。その方は、新聞紙上で相場を見ら

れ、野菜相場といろいろ見られ、野菜も安いものを買う、そういった努力をされて

給食費を抑える。その結果、１つの学校で年間２００万、子ども１人当たり４,０

００円の給食費を安くすることができたそうです。また、これは七城町のことです

けれども、いいか悪いかははっきりわかりませんが、庁舎の掃除は５時から職員の

方が掃除をされます。清掃代が５００万円ほどは年間で浮いたと思います。これが

経営的企業のコストダウンの一端だと私は思っております。また株式会社というよ

うなことも書いておりましたけれども、株式会社の社長は市長であり、社員は職員

さんであり、会社は市であり、市民は一つの株主ですね、というようなことが言え

ると思います。取締役は議会と私は思っておりますけれども、社長なり社員の方が

力を合わせて業績を上げ、そしてコストダウン、いろんなところで業績を上げ、会

社が素晴らしい会社になり、利益を出して株主が潤う。市長と市職員さんが心を１

つにして業績を上げ、そしてまた行政コストを下げながら財政をよくし、市が健全

財政に持っていく。そしてまた、負担金とか税金が安くなる。まさしく株式会社的

な要素が多分に私はあると思います。前日、前々日と１回目、２回目に泗水の若い

議員さんが言っておられましたけれども、有能な人材を大事な場所に登用する。ま

たその結果を見て、昇格、昇級をやる。今日、甲斐さんも言われましたけれども、

たまにはリストラ、人員削減をやる。無駄な投資はしない。徹底した行政コストの

削減をやり、また大変難しゅうはございますけれども、優良企業の誘致、住宅団地

の増設をし税収を増やす。将来的には収入を増やし、できるだけ支出を抑えるとい

うことは安く行うことは大変難しゅうございますけれども、株式会社的、企業的経

営感覚での市運営はどうお考えですか。質問いたします。
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続きまして、国道３２５号線の４車線化、主要道路の整備は急務と思うがという

ことで質問いたします。国道３２５号線の４車線化は、菊池から七城へとまだ未開

通でございます。まちづくりは私に言わせれば、まず道づくりからだと思います。

４車線は人間で言うと大動脈であります。鉄道がない菊池にとって、道こそが生命

線であります。４車線が開通しているところは、大変発展しております。大きくは

東バイパス、清水バイパス、大津、菊陽のバイパス、益城のバイパス、西合志のバ

イパスもしかりでございます。しかしながら、菊池にはどれが中心的、主幹的道路

か、私に言わせればわからない状態であります。ここで質問でございます。なぜ菊

池七城方面に３２５号線の４車線化ができなかったのか。原因は何だったのか、質

問いたします。

次に、分譲住宅地等、若者の定住増施策はということで質問いたします。前にも

述べましたが、菊池市は少子高齢化、大変高齢化率も高く、今後の将来の菊池市の

ことを考えると大変不安に感じているところであります。市営住宅建設も合併協議

会事項に計画はされております。しかし、市営住宅では若者の定住増には私はつな

がらないと思います。また、人口増にも決してつながらないと思います。ここに市

町村別１人当たりの所得ランキングが熊日に掲載されておりました。熊本の平均が

２４４万円です。この一応４市町村言います。菊池市が２２４万円、七城町が県の

平均と一緒、２４４万円、旭志村が２４６万円、泗水町が２４１万円で、これが菊

池市のデータでございます。海沿いの地域が大体平均しまして１８０万円程度で

す。山沿いの地域が１９０万円程度だと思います。一方、熊本市は２７９万円。私

が思いますに、熊本市近郊の西合志が２６３万円、合志町が２６７万円、菊陽町が

２５０万円、大津町は、本田技研が景気がよかったのでしょうけれども４０６万円

で、熊本県で第１位となっております。つまり、熊本市周辺、また優良企業が来て

いるところが、つまり新興住宅地域の市町村の所得が断然高いわけでございます。

また、菊池市から本田技研、ソニーなど、ＩＣ関連企業などにたくさんの方が勤め

られております。しかしながら、この菊池市に定住する、また購入する分譲地など

がなければ、近隣の光の森、楠団地、すずかけ台等の菊池市外に移り住んでしまう

可能性もございます。それゆえ一刻も早く分譲住宅地をつくり、若者の定住増を図

らなければならないと思いますけれども、市長の考えをお伺いいたします。

次に、第３セクターの取り扱いについて質問いたします。なぜ私が第３セクター

の件で質問をするかといいますと、第３セクター関係者の役員さん、また職員さ

ん、出荷者の方、いずれの方も合併はしたが新市になったら第３セクターはどうな

るのだろうと、急に今までのやり方が変われば、どう対処すればいいのかというよ

うな不安の声がたくさんあがっていますので、質問することにしました。第３セク
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ターにつきましては、第８回菊池郡北部４市町村合併協議会、平成１６年６月２４

日、旭志村で提出された、旭志村でこれは提出されました。そして、第１３回合併

協議会、１０月２１日において確認をされております。確認事項２３、第３セクタ

ー等の取り扱い。第３セクター等の取り扱いについては、次のとおり取り扱うもの

とする。１、第３セクターについては、現行のとおり新市に引き継ぎ、地域の第３

セクターとして存続することとし、合併後５年を目標に新市において調整する。な

お、きくち観光物産館、七城町特産品センター、七城町銘柄米センター、旭志村ふ

れあいセンター、これは有朋の里ですかね、泗水について言えば、出荷体制等の運

営制度を維持するとし、合併後新市において調整するということで確認されており

ます。と確認してありますけれども、この件につきまして、この確認事項を信じて

やってよろしいのでしょうか。再度、確認をいたします。

最後に、市民一体となった心ふれあうイベントの開催はということでございます

けれとも、その前に旧市町村にはそれなりの、例えばホタルまつり、ホタルフェス

タとか、コスモス祭り、夏祭り、米祭り等、各地域においていろんなイベントが開

催されております。それはそれで地域の皆さんの楽しみの場であり、心ふれあう癒

しの場でもあります。しかし、予算も必要となりますので、合併した今日、いつま

でそういったイベントができるのか皆さん心配をされております。市としてはどの

ようにお考えか、質問いたします。

これで、１回目の質問を終わりたいと思います。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

本市の行財政を取り巻く環境は、依然として厳しい状況に○総務部長（髙本信男君）

あり、初日の施政方針でもありましたように、菊池市行政改革推進本部を設置し、

市民の意見を聴き、新たな行政改革大綱を策定し、大綱に基づき具体的な取り組み

を集中的に実施するための集中改革プランの策定を進めてまいるところでございま

す。その中で、行政は住民が本当に求めているサービスは何か、ということを常に

考えなくてはならないと思っております。行政と民間企業の立場は違いますが、企

業のお客様は行政では市民と考えられますし、できるだけ多く、高品質のサービス

を最小限のコストで提供することを使命としていることを考えれば、その手法は異

なりますが共通する部分があると考えております。行政は過去のしがらみや体験を

判断材料にすることが多いと言われますが、時代の変化に取り残されないために

も、企業の得意とする変化への対応能力を備え、市民にとって何が新しい価値なの

かを把握し、求められるニーズにできる限り応えていきたいと思っております。ま

た、企業は利益や実績によって成果がはっきりと見えてきますが、行政にとっての
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成果は菊池市民でよかった、という住民の満足であります。形としてはわかりにく

いかもしれませんが、新たな価値を創り出していくために、私たち職員が積極的に

行動していかなければなりません。その１つとして、行政評価制度がございます。

この制度は、効率的、効果的な事業の推進と行政の説明責任の確保を目的として実

施するもので、旧菊池市では平成１５年度から試行的に実施しておりました。新市

においてもこれを引き継ぎ、平成１７年度は職員へ向けた行政評価研修会などを開

催するなど、本市における行政評価システムの早期確立を目指して、行政改善につ

なげてまいります。さらに、職員一人一人の意識改革を徹底し、現在取り組んでお

りますＩＳＯ推進の徹底やコスト削減につながることを今まで以上に推進していか

なければなりません。企業的感覚の見習うべき部分は積極的に取り入れ、サービス

の受け手である市民のサイドに立った政策を実践し、一方的な押しつけではなく、

住民参画型の行政サービスを目指してまいります。

以上、お答えいたします。

建設部長、石原公久君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

３２５号線の４車線化についてお答えをいたします。３２○建設部長（石原公久君）

５号線の４車線化につきましては、菊池市の産業、経済、それの活性化、生活基盤

の充実、それらを図る上で早期整備は不可欠であり、より一層の促進を図っていく

必要があります。近年国家・地方財政の制約が厳しい状況において、３２５号線の

整備の遅れが懸念されていることから、関係機関への促進要望とともに、用地買収

などに対する支援を強化していくことが必要であると考えております。このため

に、山鹿市及び大津町との連携のもと、機動力のある要望、支援体制組織を確立す

べく、現在関係機関との調整を図っているところでございます。現在の整備状況

は、旭志工区４.２㎞のうち、旭志伊坂から大津町杉水の間３.５㎞が今年度中に完

成し、延伸された森北から旭志伊坂間０.７㎞については、今年度から用地買収及

び一部工事に着手されることとなりました。また、台工区０.７㎞については用地

買収が完了し、平成１８年度の完成を目途に今年度は改良、舗装工事の予定となっ

ております。なお、七城町台から森北間につきましては、平成１６年３月に国道３

２５号検討委員会より国道３２５号道路計画に関する提言が県に提出されておりま

すが、中心市街地へのアクセス性を高めるルートでの積極的な整備の推進が望まれ

るとされているところでございます。本市といたしましては、将来のまちづくり、

市街地の活性化に寄与する新たな区間の早期事業着手に向けて県との密接な連携を

図りながら、市街地内区間のルートなど、諸課題の合意形成に向けて積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。議員ご指摘の、なぜ菊池市と七城町間の４車
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線化が実現されていないのかということでございますが、道路整備の優先順位は交

通量が多く、交通渋滞や混雑が著しい区間、災害、事故時の代替路線がない区間、

費用対効果などが総合的に評価されて事業採択されております。３２５号の市街地

内区間であります野間口から大琳寺にかけましては、主要地方道植木インター菊池

線のバイパスが整備されまして、現道とバイパスに交通量が分散され、現在事業中

であります旭志や鹿本地区の日交通量約２万台に対して、その区間は約１万台とい

う現況でございます。このような理由により、旭志大津地区や鹿本地区が先に整備

されているものと理解しております。ご意見のように、まちづくりは道づくりから

ということで、社会資本の整備は重要なものでございますので、今後４車線化の早

期実現に向けて全力を挙げて取り組んでまいりたいというふうに考えております。

以上、お答えいたします。

企画部長、村山隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

分譲住宅と若者の定住増施策についてでございますけど○企画部長（村山 隆君）

も、新市建設計画におきまして、公営住宅団地等の整備や企業誘致等による雇用の

場の確保、後継者対策等を掲げているものでございます。また新たに作成します新

市の総合計画におきましても、新市建設計画を引き継ぎまして、若者の定住に向け

た施策を展開してまいりたいと考えているものでございます。また、ご質問の住宅

団地の整備関係、あるいは大規模住宅団地の整備等につきましては、今後土地区画

整理事業にあたるものと思いますが、新市建設計画においては、その構想、計画等

は掲載してません。今後新市の位置的条件やまた人口増加策、若者の定住策など、

将来の展望を見据えるとともに、少子高齢化や核家族化の進展、あるいは住宅需要

の動向、市の財政状況等を十分に考慮し、判断してまいりたいと考えております。

また、旧４市町村で開催されておりました各種イベント、祭りにつきましては、

合併協議会におきまして地域の歴史や伝統及び文化を尊重し、現行のまま新市に引

き継ぐ、ただし統合できるものについては新市の一体性を図るために新市において

調整するということで確認がなされております。したがいまして、現在各地域で行

われていますイベント、祭り関係等につきましては、今後継続して開催してまいり

たいと思いますけれども、今後新市の一体性を図るため、催し物等につきましては

庁内関係部署や市内の関係機関と協議を進めながら、新市の一体性を推進するため

の新たなイベント等の開催を検討してまいりたいと考えています。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

こんにちは。坂井議員さんのご質問にお答えを申し上げた○経済部長（岡崎俊裕君）
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いと思います。一部、先日お答えしました隈部議員と重複する部分があると思いま

すけれども、ご容赦願いたいと思います。

第３セクターの取り扱いにつきましては、合併協議会において地域の第３セクタ

ーとして存続し、各出荷協議会の運営制度を維持しながら、合併後５年を目標に調

整することになっております。今後合併協議会の意向を踏まえ、各出荷協議会と協

議検討を重ねながら、よりよい推進体制の確立を図りたいと考えております。とり

わけ物産館の位置づけにつきましては、平成１７年度策定が予定されております新

市総合計画の基本構想、基本計画をベースとして、活力ある地域づくりのため、積

極的な事業展開を図るとともに、市民ぐるみの第３セクターとして愛着と誇りを持

たせ、地域を上げて協力と支援が伴うよう推進する必要があると考えております。

また出荷協議会の組織につきましても、地域全体の住民意識の高まりや緊密な協力

体制があってこそ、よりよい成果が生まれてくるものと思います。組織内の各部会

が果たすべき役割を認識し、自らが意識改革を図り、積極的に創意工夫など、お互

いに協力しあいながら助け合うことが重要であると考えております。特産品は売れ

ること、地域づくり事業は成功させることで、それぞれ関わった人たちのチャレン

ジ意欲がかき立てられるものであると信じます。そのことがよりよい第３セクター

運営につながるものと考えております。

以上、お答えいたします。

坂井正次君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

ありがとうございました。小泉首相も民営化できるものは民営化○（坂井正次君）

と、郵政民有化と言っておられますし、国鉄は莫大なる赤字に苦しんでおりました

が、民営化したＪＲ東日本、またＪＲ西日本の経営などはなかなかいいようであり

ます。以上の観点からしまして、第３セクターの理想の運営は地域の方々が地域に

あった地域の方々の創意工夫、また自助努力によって運営されるのが一番望ましい

と私は思います。

続きまして、分譲住宅のことでございますけれども、今後においてですね、新庁

舎建設もありますけれども、将来の菊池市を考えても土地区画整理等で考えて行く

気はないのか。またこの分譲住宅のことに関しまして、今後どのような前向きな姿

勢でやっていくのか、質問をいたします。

それと、４車線のことでございますけれども、かなり進んだ答弁をいただきまし

たが、例えば玉名バイパスなどは、今は２車線ですけども、既に４車線の用地を買

収してございます。菊池市も、これは私の考えでございますけれども、スーパーユ

ーのところから野間口の３２５号線のところまで、４車線で買っていればと思った
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りもいたしますけれども、行き当たりばったりの考えではこの４車線は実現できな

いと私は思います。もっと先を見据えて、じっくりと路線を考えて近いうちにつく

っていただきたいと思いますけれども、早期開通のためにどのようなお考えをお持

ちか、再度質問いたします。

最後に、ＪＡ菊池が菊池郡市、１市７町村で合併をいたしました。合併はしまし

たものの、今ひとつ親近感に乏しく、一体感が感じられない。例えば機関紙「いぶ

き」など地元の人が出て入れば見るが、ほかは見ないといった人がほとんどである

と思います。それというのも、ＪＡ菊池は一同に会した催し物はなく、心の結びつ

きに欠けていると私は思います。４市町村、合併し３ヵ月余り、今こそですね、せ

っかく合併したのでございますから、新菊池市が誕生したのでございますから、例

えば４市町村から郷土芸能を出し合う、また各市町村ごと出し物を出し合う、また

各市町村に物産館などがありますので、物産品を持ち寄りバザーを出す等、いろん

なイベントができると思います。市長も施政方針の中に市民一体となったイベント

の開催ということで書いておられますけれども、心を一つにするイベントの開催は

考えておられるのか、質問いたします。

企画部長、村山隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

土地区画整理関係等で分譲住宅等を考えていく必要がある○企画部長（村山 隆君）

のかどうかというご質問ですけれども、一応先ほどもご答弁申しましたとおり、今

後は都市計画、あるいは土地区画整理事業関係等を考えまして、住宅事情の動向、

あるいは市の財政状況等を十分考慮して、今後判断していたきたいと考えているも

のでございます。また市民が一体となった心ふれあうイベントの開催関係ですけど

も、確かに新市になりまして広範囲になりました市の区域、市域については、市民

の皆様が心を１つにしたまちづくりを進めるためには、非常に重要なことであると

考えているものでございます。このことにつきましては、議員おっしゃるとおり、

市長の公約にもあります市民の融和、協調を推進することであると思っておりま

す。しかしながら、各種施策を通して新市の一体性を推進することは一朝一夕にで

きるものではございません。今後１つの方法としましては、市民の心を一体とする

スポーツイベント等は今後また検討していきたいと考えています。

以上でございます。

建設部長、石原公久君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

国道４車線化の整備の今後の進め方でございますが、正直○建設部長（石原公久君）

申し上げまして、森北から七城までの間につきましては、正式なルートは決定され
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ておりません。平成１６年３月に国道３２５号検討委員会から国道３２５号の道路

計画に関する提言書というのものが出されております。それにつきましては、２通

りの考え方が示されております。市街地ルートにつきましては、旧菊池市議会にお

きましては現道の拡幅と、電鉄のバスターミナルがございますが、あそこを通った

ところの現道拡幅というようなお話も伺っております。しかし、このことがまだ県

の方にどちらのルートを使うか決定されておりません。そういうことも今協議中で

ございまして、早急にこのルートの確保を決定することが先決だと思っておりま

す。基本は、現道を拡幅するということを基本に置きながら、今、県と協議中でご

ざいます。早急に議会とも協議を重ねながらルートの決定を進めてまいりたいとい

うふうに思います。

以上でございます。

坂井正次君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

最後となりますけれども、やはり今までなぜできなかったのかとい○（坂井正次君）

うのは、市がはっきりとした、はっきりとした答えを出さないからできなかったん

じゃないんですか。どっちがいい、どっちがいいと迷っていても、とてもできない

ものと思います。そういう観点からいたしまして、また私、分譲住宅も大変大事だ

と思っております。若者が定住して、たくさん子どもを産んでもらって、人口がな

るべく増えてもらう。この２点は市の活性化にとって、工場誘致も大事ですけど

も、大変大事なことだと思います。この２点に関しまして時間もございませんけれ

とも、簡単でよろしゅうございますから、市長、思いなり、心をぜひ一言お願いい

たします。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

坂井議員のご質問、３２５号線の路線決定について、市の方が○市長（福村三男君）

躊躇をして決まっていなんではないかというお話でもあります。決定してないの

は、ただいま部長答弁にありましたように決定してない。決定はどこがするかとい

ったら、それは県がするということであります。そこで、いわば市民の皆さん方、

住民の声というものを表に出していくための結局、道路の路線を決定するための委

員会が開かれまして、そこの中での答申がなされていると。と同時に、議会の方と

いたしましては先ほど答弁ありましたように、現在の３２５号線の４車化というこ

とで、現道を通すと、拡幅するんだということでなっております。国の道路施策と

いうのもご案内のとおり、高規格道路をはじめとする１つの方針というのがなかな

かこの定まってない部分もありまして、この高架による１つの交差点であったり、
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平面交差であったり、どちらになるかというのが非常に揺れ動いた時期があったわ

けでもあります。それで、その今の現状としまして、これは少なくともこれから恐

らくどんなに早くっても１０年以上の時間を必要としているということもありま

す。そこで、今の現在の路線をなるべく早く決定している７００ｍの延伸工事など

について工事を進めていただくということがまず大前提であって、その後にその路

線決定というものがなされてくるものであろうと、このように思っております。

それから、分譲住宅、大規模開発によります分譲住宅によって、若者の定住をと

いうことでありますが、非常にこの人口の推計というものを見ました場合に、今大

型な住宅団地というものをこの菊池の新市の中でつくって、果たしてこの住宅団地

がその他と比較した中で最優良な団地として若者に魅力を感じるような住宅団地に

なるのかといった、非常にこの、今私がお話を聞く限りにおいては、非常に厳しい

リスクを背負った形になるのではないかなといった感じを抱いているところであり

まして、この点につきましては部長答弁もありましたように、今後さらに調査をい

たしまして、果たしてそのようなことが可能であるかどうかというものについては

検討を要する必要性があると思っております。これまでの社会環境の中におきまし

ては、住宅をつくれば誰でも入ってくれるという状況にありました。市町村営住宅

についてもそうでありましたけれども、結果的には人口が少なくなり、所帯数もど

んどん少なくなってきて、空いている家がたくさんこう増えてまいっております。

それで、所得が先ほど発表されましたように、それぞれの所得そのものも低くなっ

てきているということで、いわば安くて、便利でというようなことでの公営、公共

住宅に対する入居者が非常に増えてきているということでありますけれども、国の

方としてはその公共住宅というのは充足しているという観点におきまして、新規の

着手というのは認められないということで、リニューアル、もしくは改築というこ

としかないということでありまして、そこら辺には地方自治体の財政というものも

考えながら判断していかなければならないということを今お話を聞きながら判断を

したところでございます。

以上、お答えいたします。

次に、坂本昭信君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

旭志の坂本でございます。一般質問もですね、後半戦になりまし○（坂本昭信君）

て、山田議員、外村議員、重複する質問もございますけれども、よろしくお願いい

たします。

それでは、通告に従いまして、一般質問をいたします。

まず、１点目として、旭志川辺地区における県の工業団地誘致の現状についてお
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尋ねいたします。熊本県が整備した工業団地につきましては、テクノポリス関係で

は熊本テクノリサーチパーク、セミコンテクノパークがありますが、またこのほか

熊本中核工業団地、鳥子内陸工業団地なども県が積極的に工業誘致を行ったと聞い

ております。私が聞いたところでは、これら団地はほぼ完売という状況で、いわゆ

る優良企業が立地していることは皆様ご承知のとおりです。企業誘致は雇用の場の

確保や安定した財源の確保をはじめとして、日常生活における他産業への波及効果

も期待できます。一方、市では既存の工業団地で今後企業誘致を積極的に推進しな

ければならない団地が、旧七城町と旧泗水町に２団地あり、昨今の経済財政状況か

ら見て、市単独の新たな工業団地の整備につきましては非常に厳しい状況かと思わ

れます。今回県が進めます工業団地は、市としてのリスクは少なく、地域活性化を

図る上では大きなメリットがありますので、ぜひ積極的に誘致する必要があると思

っております。福村市長は、今回の施政方針の中で工業用地の確保については、熊

本県が半導体関連企業の誘致のため、工業団地建設の適地を旧テクノポリス圏内に

求めており、旧旭志村においては以前から計画がありました川辺地区を候補地とし

て、県に情報を提供し、地元と連携して工業団地の誘致を推進していくという説明

をされました。県に情報提供があった候補地としては、１０数ヵ所の要望があった

と聞いております。その候補地の中から、県はさらに適地調査を進めて、最終的に

は１つに決定するものと思いますが、今後の経過と、今までの経過と現在どのよう

な状況かお尋ねいたします。

次に、１点目ですが、少子化問題についてお尋ねいたします。著しい少子化現象

は、我が国の地域経済や社会全体に大きな影響を与えかねない国民的課題となって

います。労働省が６月１日公表した２００４年の出生率は１.２８８と４年連続

で、その過去最低更新となりまして、このような状況の観点から、政府は財政運営

の基本方針、骨太の方針第５弾でも少子化対策は柱の１つになると訴えられていま

す。本市も住民の方々と一番近い地方自治体として、現状の出生率低下に何らかの

施策を講じ、歯止めを掛けなければ地域の活力は失われ、社会経済に大きな停滞を

招く要因となります。市長は施政方針の中で、１７年度の主な取り組みとして３人

目以降の子どもの出生に対し祝い金を支給する、いわゆるすくすく子宝祝い金制

度、１０万円を創設するとおっしゃっておられますが、旧旭志村でも祝い金制度は

行っておりました。その対象者には大変喜ばれましたけれども、余り効果は見られ

ないような感じがいたしました。私は思いますに、小出しに予算を配分するよりも

思い切った手厚い予算の配分をした方が活動の場が広がるのではないかと思いま

す。子どもは地域の宝であり、社会全体の財産でもあります。このような観点か

ら、少子化問題に対する基本的な政策を伺います。
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次に、次世代支援行動計画について質問いたします。急速な少子化の進行は、地

域社会全体に深刻な影響を与えることから、地方公共団体及び企業における１０年

間の集中的、計画的な取り組みを促進するため、次世代育成支援対策推進法が平成

１５年７月１６日に公布され、これに基づき次世代育成支援対策の実施に関する計

画、市町村行動計画を策定することとされています。計画期間は平成１７年から２

１年までの５年間を１期、前期として平成２１年度に前期計画を見直し、平成２２

年度から２６年度までが後期計画となっています。ニーズ調査等に基づき策定さ

れ、素晴らしい行動計画ができあがっていますが、しかし仕事と子育てを考えてみ

ますときに、自治体だけでは解決は困難でありまして、一般事業主の理解と協力が

必要と考えられますが、その点について質問いたします。事業には財政が本当につ

きものでございますけれども、行動計画では目標事業量は設定してありますけれど

も、財政的予算の見通しは全然触れてありません。財政の計画も必要であろうと思

いますが、どういう考えか伺います。また、日本世論調査会の調べによりますと、

育児や教育に多額なお金はかかるが全体の６４％を占めております。全国的には経

済的支援を求める声が非常に強くなっていますが、我が新菊池市においては思い切

った施策、例えば事業の量を減らしてでも将来の活性化のために３人目の子どもか

ら義務教育期間中の学校給食の全額を助成するような考えはないか。実際、この前

２８日の晩でございましたが、ＮＨＫで長野県の下條村ですか、あそこの取り組み

について放映されていましたけれども、なかなか素晴らしい考えだと思います。あ

そこはやっぱり若者がそのためによって住民の方々定住してきますし、その子ども

も大分増えてですね、活気が満ちてきたとおっしゃっておりました。ちなみに菊池

市の給食のですね、１ヵ月の平均値はですね、小学校が３,６６４円です。中学校

が４,４９５円となっております。

最後に、行政の電話について伺います。役所は代表電話で対応されております

が、なかなか通話中でですね、かかりにくいことが多いと聞いておりますがどうな

っているのでしょうか。合併により本所までの距離も遠くなりまして、少々の要件

は電話で済ませたいという住民の声を聞くわけですが、そのシステムについてお伺

いいたします。

これで、１回目の質問を終わります。答弁につきましては、的確に、大きな声で

お願いいたします。

企画部長、村山隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

工場団地誘致関係等の現在までの経過でございますが、熊○企画部長（村山 隆君）

本県が半導体関連の大規模工場の誘致を目的に新たな工場団地の造成に本年、平成
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１７年から乗り出すということが本年２月に新聞報道されたとおりでございます。

去る４月８日は、熊本県企業立地課より旧テクノポリス圏域である市町村に対しま

して、情報提供依頼がございました。市としましては、旧旭志村が平成１３年に計

画しました川辺地区を候補地として情報提供したものでございます。その工業団地

の条件としましては、２０ｈａ以上のまとまった土地を購入できること。また半導

体関連の工場に必要な日量数千トンの水を確保できること。空港や高速道路インタ

ーチェンジから近距離にあることなどでございます。また、県への情報提供と並行

しまして、地元役員への説明会、また地元役員さんによる地権者集会が実施されま

して、市におきましてもその情報提供、協力依頼を実施してきたところでございま

す。また、去る５月３１日には地元役員さんなど代表の９名の方が来庁されまし

て、川辺地区地権者５１人全員の同意書を添付した工業団地誘致の要望書が市長あ

てに提出されてきたところでございます。本市としましても、候補地の絞り込み作

業を県が進めている中、６月２日の日に熊本県への要望書提出など要望活動を実施

したところでございます。また市長ほか議会、地元にもご同行願いまして、一体と

なって要望活動をしているところでございます。以上のような経緯で本日まで推移

しているところですが、県の方の絞り込みも慎重に慎重を重ね検討されているよう

で、決定までにはもう少し時間を要するような状況でございますが、引き続き川辺

地区への誘致に向け強く要望してまいりたいと考えているものでございます。

市民部長、木下儀郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

少子化問題につきまして、お答えいたします。少子化の現○市民部長（木下儀郎君）

象は議員のご意見のとおり、社会全体、日本経済に大きな影響を与えておりますけ

れども、そこで国でも少子化問題に対していろいろな施策を行い、今後もさらに少

子化に歯止めをかけるような施策を検討しているところでございます。本市でも次

世代育成支援行動計画に基づき、少子化対策を行ってまいります。菊池市の過去５

年間の出生数は平成１１年度４６１人、平成１２年度４２２人、１３年度４４０

人、１４年度３８９人と、変動はありますけれども少しずつ減少しているのが現状

でございます。平成１６年度に合併を前提に策定いたしました次世代行動支援計画

を実のあるものにするため、平成１７年度に保育園、幼稚園、学校、ＰＴＡと、子

どもに関わりの深い方を中心に子育て協議会の立ち上げを予定しております。主な

取り組みといたしましては、３人目以降の子どもの出生に際し祝い金を支給する、

先ほどありましたすくすく子宝祝い金制度の創設をはじめ、つどいの広場事業、フ

ァミリーサポートセンター事業、放課後児童育成クラブ等、子育ての親が持つ子育

ての負担感の緩和を図り、安心して子育てができる環境を整備し、さらに地域の子
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育て支援機能の充実を図ってまいります。また、保育料につきましても保護者負担

の軽減を実施したところでございまして、さらに延長保育の実施や多子世帯の保育

料の軽減、子育て支援センターの充実等の施策を引き続き実施してまいりたいとい

うふうに思っております。行動計画につきましては、平成２１年度までを１０年計

画で行います。前期５年、後期５年ということで計画しております。地域における

子育て支援、親子の健康の確保、教育環境の整備、子育て家庭に適した居住環境の

確保、仕事と家庭の両立等、幅広い分野におきまして目標を設定し、目標達成のた

めの施策を平成１７年度より逐次実行してまいりたいというふうに考えておりま

す。財政問題につきましては、次世代育成行動計画に係る様々な施策は国が提示し

ております特定事業をはじめとしまして、事業実施によるポイント制ということに

よって交付金が決定される仕組みとなっております。事業実施する上で財政的裏付

けは必要でございますけれども、様々な事業を取捨選択しながら、新しい事業も含

め、より効果の高い事業を今後も実施してまいりたいというふうに考えておりま

す。

以上でございます。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

役所の電話につきましては、現在市役所１階に電話交換室○総務部長（髙本信男君）

を設けております。職員２名により電話受付交換業務を行っており、市役所への電

話はこの電話交換室ですべて対応しておりまして、各部、課、局、室へつないでお

る状況でございます。交換業務につきましては、合併に伴い本庁舎、第２庁舎のほ

か第３庁舎と、施設数も多くなり、部、課、係も増えまして、同時に交換業務の範

囲も拡大し、受ける電話数も当然増加している現状でございます。対応する職員も

相手が必要としている部、課、係へ的確に案内できるよう努めておりますが、相手

用件や内容等の確認は、時には各総合支所にも行い、案内した課から他の課へのた

らい回しにならないよう行っているところでございます。しかし現状といたしまし

て、多いときには同時に１０本以上の着信があり、どうしても待たせ、ご迷惑をお

かけすることがあるのも事実でございます。今後さらに市民へのわかりやすい業務

内容、業務課、係、問い合わせ等の周知に努めるとともに、状況を見ながら他の方

法等も検討をさせていただきたいと考えております。

以上、お答えします。

坂本昭信君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

ご答弁ありがとうございました。それでは、再質問させていただき○（坂本昭信君）
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ます。

最初の工業団地誘致についてでございますけれども、工業団地を誘致するうえで

は地元の協力は不可欠であり、川辺地区の地権者においては集会を開催され、雇用

の場の確保による後継者、若者の定住促進と税収の増につながる菊池市の新市の地

域活性化につなげようという意見で、地権者全員の協力の同意書を添付し、新工業

団地誘致の要望書を市に提出してありますが、地元の協力体制と熱意に対しまし

て、市長のお考えをお尋ねいたします。また地元からですね、非常に執行部として

はその取り組みアピールするのが生ぬるいんじゃないかという意見も聞くわけでご

ざいます。そういうわけでございまして、その点はいかがなものございましょう

か。お尋ねいたします。

それとですね、次に少子化問題について質問いたします。少子化の流れを反転さ

せるにはですね、国や自治体だけではなく、さっきも申しましたように企業や地域

社会も加わり抜本的な対策を打ち出す必要があろうかと思います。それでですね、

企業側もある程度計画を進めていると思いますけど、わかっていらっしゃったら企

業側のその計画はどのようになっているか、お尋ねいたします。本市自体もです

ね、いろいろ少子化問題については調査し、かつ解決しなければならないことがあ

ろうかと思いますが、少子化対策室や行政と市民の方々、地元企業による少子化対

策プロジェクトチームなどを結成するような考えはないか、お尋ねいたします。よ

ろしくお願いいたします。

市民部長、木下儀郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

まず、少子化プロジェクトチーム、あるいは少子化対策チ○市民部長（木下儀郎君）

ームをつくる考えはないかということでしたけれども、これらにつきましては現在

ただいま申し上げましたように、次世代支援行動計画をつくっておりまして、今後

の検討材料といいますか、それにさせていただくならというふうに考えておりま

す。それから、企業での対応について状況を把握するならというようなことでござ

いましたけれども、企業に勤めておられますお母さん方、あるいはお父さん方の子

育ての支援というふうにことについての調査ということでございましたが、申し訳

ありませんけれども、これについては私まだ調査しておりません。いずれにいたし

ましても、今後子育てについては大事なことでございますので、よりできるように

努力してまいりたいというふうに考えております。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

坂本議員の工業団地の誘致についてという質問に対しましてお○市長（福村三男君）
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答えいたしたいと思います。ただいま企画部長の方から経過の説明を申し上げまし

たけれども、私といたしましても川辺地区の地権者の皆様の協力の同意というの

は、大変力強く、ありがたく存じておるところでございます。県の工業団地決定に

あたりましては、この地元住民、そして地元の皆さん方のご熱意というのが大きな

１つのアピールになるんではないかと思っております。先刻経過についてはそれぞ

れ答弁の中で説明を申し上げましたけれども、私は４月の２６日に実務的に市長就

任をいたしましたけども、よく２７日に県の企業立地課の方とお会いする機会をつ

くりました。早速アクションを起こしたわけでありますが、その後、ただいまご紹

介申し上げましたように、県の方の企業立地課、あるいはまた県の幹部の方々に２

度ほど議会を代表する議長さんをはじめ、また地元の議員さん、あるいはまた地権

者を代表する方、地元区の区長さん方々と同行いたしましたし、また別にも私でま

いって関係の幹部の方々にお願いを繰り返してきたところであります。そこで申し

上げたのは、いわば旧テクノ圏域の中にこの工業団地をつくるというお話でござい

まして、見回してみますと今のやはり国・県が進めてまいりました市町村の合併と

いうものについて、菊池市は本当に模範的に合併を成し遂げたということでありま

す。そのことについて非常に厳しい税財政の状況の中で、合併の選択をやってきた

と。そのことを考えますときに、周囲の市町村のテクノ圏域の中においても大変優

位な存在として県の方として捉えていただくべきではないかということを強く幹部

の方にも申し上げたところであります。それと同時に、旧菊池市におきましても工

業団地のひとつの建設、土地の取得造成というものを考えてまいったわけでありま

して、私は旧菊池市の市長選挙におきましては企業の誘致のための工業団地という

ことを公約の１つには入れておりました。しかしご案内のとおり、産業廃棄物問題

によりまして、優良農地を確保していることを解除できないということで、農用地

の除外というものを認めない状況で今日に至ってまいりました。そのような過程か

らいたしまして、その菊池市の工業団地ができなかったのは産廃問題との絡みがあ

ると。その産廃問題の中で、特に県の方のいろんな意味で関わり合いが一番深かっ

たのは、何をおいてもこのＢＳＥの問題でありますし、肉骨粉ということで熊本県

畜産が大変な打撃を受けて出荷ができない状況になりました。畜産流通センターが

止まっていまう、タンパクミールが止まってしまう。そういった危険部位を含めて

放置されざるを得ない状況になっているということで、鹿児島県においても同じ状

況の中で、熊本県側からも鹿児島県側からも当菊池市の許可というものが一つの印

鑑がないためにそれが処理ができないということで、非常に厳しい選択を迫られた

ことは旧菊池市議会の皆さん方はご承知のとおりであります。そういった中で、こ

の合併の中にあります旭志村の村長さん、当時が畜産振興の協議会の会長でありま
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した。あるいはまた、お隣七城町の方は、その産廃処理をしなければならない肉骨

粉というものをそこで保管している状況にあったということもありまして、そうい

った関わり合いもありまして、菊池市における、産廃処分場における肉骨粉の処理

というものが苦渋の選択という表現をその当時したことを覚えておりますが、１３

年だったでしょうか、１２月２８日、御用納めのときに知事室においてその決断を

させていただいたことをご承知でありますでしょうということをその当時の農政部

長さん、現副知事でありますけれども、そのようなお話を申し上げながら、そうい

った多面的なもので菊池市というものが非常にこの企業というものについて恵まれ

てなかったということを再度ご認識をいただきながら、ぜひひとつ今回の工業団地

の建設については合併の優等生である菊池市に墨を、点を下ろしてほしいというこ

とをお願いを申し上げたところであります。もちろん、県の方の判断というものと

同時に、半導体企業というものが求めておられる、先ほどるる申し上げておりまし

たように、水の問題かれこれを含めながら、立地的に果たしてどうなのかといった

ものは企業の判断がまた約２分の１程度はあろうかなと思いますときに、ぜひひと

つ県の方はその辺についてご理解をいただきながら進めてほしいということを申し

上げて、売り込みを続けているところであります。特に川辺地区の皆様方議会の地

元の方々を含めて、非常に大変なご熱意であると。しかも同席いただいております

地権者の代表の方、５１名の皆さん方が同意を既に取っているということについ

て、強くまたこの点についてはご認識をしていただきたいということを訴えて今日

に至っております。今、この場に立っておりますときに喋々述べておりますけれど

も、もう気持ち方は県の方の企業立地課に１日でも早く行きたいと。まだ明日も一

般質問があるのかと、あと残された６月中に絞り込むという声があったことはご記

憶のとおりであります。あとわずかに数える日しかないということからして、非常

にこの時間に制約されながら県の方に行きたい、行きたいという思いでいっぱいで

おります。今後とも残された時間はわずかでありますけども、積極的に取り組んで

いきまして、誘致ができますように頑張っていきたいと思います。このことについ

ては、ぜひひとつまた坂本議員はじめ議員の皆様方のご協力を心からお願いを申し

上げながら、私の答弁とさせていただきたいと思います。大変お世話になります。

坂本昭信君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

再々質問をさせていただきます。さっきですね、私の前でしたか、○（坂本昭信君）

外村議員がですね、少子化問題について質問されました。部長は検討します、検討

しますと、さっきからその検討します、どのくらいの検討、どのようにされるの

か、お尋ねいたします。
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市民部長、木下儀郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

失礼しました。保育事業につきましてはですね、現在小学○市民部長（木下儀郎君）

校関係では放課後児童育成クラブ事業、あるいは働く方のための子育てとして、ト

ワイライト保育事業といったような夜間までするような事業もございますが、いず

れにいたしましても検討しますといいますのは、多分９月がその次の議会でござい

ますので、できるだけ早急に、早く結論を出したいというふうに、そしてその際に

お答えいたしたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いしま

す。

［登壇］

よろしくお願いいたします。質問を終わります。○（坂本昭信君）

［自席］

議長、今の市長のね、答弁では、議会軽視をね、ほのめかすような○（甲斐健彦君）

言葉があったです。これはけしからんと思うとです。議長から直接注意して下さ

い。

ここで１０分間、休憩します。○議長（北田 彰君）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩 午後２時１５分

開議 午後２時２５分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）

次に、樋口正博君。

［登壇］

こんにちは。旧菊池市選出議席番号３番の樋口と申します。よろし○（樋口正博君）

くお願いします。２番から３番まで、ちょっと議席番号２番から３番まで急に年が

飛びまして、若干フレッシュさに欠けますが、ご了承よろしくお願いします。ま

た、この一般質問に関しまして、所属の総務委員会に係る案件がありますが、ちょ

っと委員長ご不在みたいですが、副委員長のご了承を得て質問をさせていただきま

すので、よろしくお願いします。

それでは、通告に従いまして、市長施政方針について質問させていただきます。

様々な施策が示されましたが、３つの事柄について絞って行わせていただきます。

最初に、市長公約２つ目、きめ細やかな福祉、新市計画８、障害者福祉の施策、い

ずれに関しましても障害者に対する、障害者の雇用に対する事項がありませんが、

今後の方向性をどうお考えかをお答え下さい。また旧菊池市においては、障害者雇
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用促進法、いわゆる雇用者５６名以上の民間事業主は、その１.８％を雇用しなけ

ればならないと身体知的障害者をですね。その基準値をクリアしておりましたが、

合併後、その数値は１.８％を切っていると思われるんですが、一方では職員数の

適正化計画に基づき人員削減もしなければならないと。そういう中で、この障害者

雇用も適正化をやる気があるかどうか、またやるのであれば何年程度を目途に調整

をされるかをお聞かせ下さい。

２点目、商業地の活性化について。空き店舗の利活用、イベント支援等が上げら

れておりますが、平成１７年度の予算には空き店舗対策の予算は計上されておりま

せん。今後の取り組み、タイムスケジュールを明らかにしていただきたい。またわ

かりますれば、予算規模もお答え下さい。

３点目です。地域通貨について。住民同士の共同体意識の推進に努めるというふ

うにうたって、その地域通貨のことを書いておられますが、その具体的な仕組み、

手法がちょっと全くわからないものですから、それについてお聞かせを下さい。

以上、１回目の質問を終わります。

市民部長、木下儀郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

お答えいたします。○市民部長（木下儀郎君）

障害者の福祉施策関係についてのお尋ねでございますが、雇用支援につきまして

は自立に向けて必要な訓練をしながら、障害者の社会参加促進を目的として、小規

模作業所がございます。かもんゆ～す、ひまわりの会、ふくとく・きぼうの家など

でございまして、自動車部品の組み立てなどの作業をしておられます。市も自立支

援のため援助をしているところでございます。自立の根源には、やはり就労の場の

確保が必要になります。現在、除草作業や部分的でございますが、選挙の際の看板

設営、撤去等の作業もお願いしております。また、菊池夢美術館内の喫茶店での雇

用もあっております。今後の雇用につきましても、市の委託事業の中で障害者の方

に適した仕事があれば積極的に関係機関、あるいは事業所等と連絡しながら、雇用

の場が拡大するよう、障害者の方々の自立支援を行ってまいりたいというふうに考

えております。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

障害者の雇用につきましては、地方公共団体は障害者の雇○総務部長（髙本信男君）

用の促進等に関する法律において、民間事業主に対して率先して模範を示すよう、

民間事業主の障害者雇用率１.８％に対し、より高い雇用率２.１％が定められてい

るところであります。平成１６年度における旧各自治体の状況といたしましては、
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菊池市、泗水町におきましては、この障害者雇用率を達成しておりましたが、七城

町、旭志村におきましては未達成という状況でございました。合併をしましてこの

障害者雇用率におきましては幾らかの不足が予想されますが、今後達成のため計画

的に取り組みながら、引き続き障害者の方の雇用の場として模範を示すことができ

るよう今後も努めてまいりたいと考えております。

以上、お答えします。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

樋口議員のご質問にお答えをしたいと思います。○経済部長（岡崎俊裕君）

商業地の活性化、特に空き店舗の利活用につきましては、旧菊池市議会におきま

して早急に対策を講ずる旨の答弁がなされております。その後、商工会、商店街連

合会等の関係団体の協力をいただきながら検討を重ねてまいりましたが、今日まで

これといった方策が策定されていない状況にあります。旧菊池市の中心市街地にお

ける空き店舗の状況を見てみますと、平成１３年度に商店数２０５、空き店舗数が

２４戸、空き店舗率が１１.７％でございました。平成１６年度におきましては商

店数が１９１、空き店舗数が３６、率にしまして１８.８％となっております。商

店街の空き地、空き店舗化がさらに進んできております。このような中、一部の空

き店舗につきましては子育て支援センターや知的障害者サポート施設などによる活

用がなされているところでございますが、こと商業施設につきましては出店希望は

あるものの、店舗件住宅という家屋の構造上の問題や貸し手と借り手の考え方の相

違などから話がまとまらず、出店まで至っていない状況にあります。本市としまし

ては、所有者の意向調査や空き店舗の実態を精査したうえで、空き店舗への出店に

対する家賃、改装費用等の補助制度の確立など、同時に、新規開業に取り組みやす

い環境づくりにも努めながら商店街の活性化を図っていきたいと考えております。

予算規模ということでございましたけれども、商店街活性化に関する支援という

ことで今年度約２,３００万円を計上いたしております。中小企業活動支援としま

して約３,０００万円を計上しているところでございます。

以上、お答えします。

企画部長、村山隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

３点目ですけども、地域通貨関係ですが、この地域通貨に○企画部長（村山 隆君）

つきましては全国で３００程度の事例があるように聞いているものでございます。

主に地域住民が主体となった取り組みがなされております。地域の人々がお互いに

持つ知恵、あるいは時間、才能、物などを持ち寄りまして、地域通貨と呼ばれる地
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域独自の紙幣や通帳などを媒介としてサービスを交換し、助け、助けられるという

地域での支え合いを実現するための道具と言われているものでございます。また、

地域通貨には大きく分けますと２つの手法があるそうでございます。まず第１点目

は、地域活動の活性化を目的としたもので、例えばある人がケーキの作り方を教え

るという作業に対し地域通貨を受け取り、その受け取った通貨を使ってほかのひと

から庭の除草作業をしてもらうなどといった、人が行ったボランティア的行為の対

価を通貨で表すもので、相互扶助的な側面があるものでございます。２つ目は、地

域経済の活性化を目的としたもので、一定地域で利用できる地域通貨を発行し、購

入した住民や来訪者がその地域通貨を利用することで、地域の潜在需要の呼び起こ

しや地産地消の促進などを通じて商店街の活性化を促進するというものでございま

す。こうした地域通貨の取り組みは、行政や市場から得られるサービスや財だけで

地域の豊かさが形成されるものではないという思いが込められているとともに、地

域で眠っている人や物といった資源を掘り起こし有効に活用することで、地域の活

性化を図ろうとするものでございます。本市で導入を考えています仕組みにつきま

しては、ただいま説明しました２つ目の地域経済の活性化を目的としたもので、市

内の道の駅や物産館、あるいは地元商店などで使える地域通貨を発行し、その通貨

を使えば普通に現金で購入するよりも少しお得に買い物ができることや、おまけの

商品がついてくるなど、付加価値を設けることなどを想定しているものでございま

す。例えば、今まで近隣の大型店舗等で買い物をしていた人が地元商店で地域通貨

を使って買い物をする。あるいは旧七城町の方が旧泗水町の商店で同じように買い

物をすることで、経済活動が生まれ、新たな人と人とのつながりが芽生えること

で、お互いの顔が見え、住民同士が親近感、連帯感を抱くことができます。元々歴

史的、文化的、あるいは経済的にも結びつきの深い４市町村でありましたので、こ

の地域通貨の導入によりまして、これまで以上に住民同士の地域間交流が活発化

し、ますます共同体意識が推進されることを期待するものでございます。

以上でございます。

樋口正博君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

ありがとうございました。なんとなくわかったような、わからない○（樋口正博君）

ような、ちょっと難しいご答弁だったんですが。まず、一番最初の、総務部長申し

訳ないんですが、調整を今後、今後調整されるということなんですが、大体何年ぐ

らい目途かわかればお教え下さい。

それと障害者の雇用についてですが、毎年度福祉予算、かなり広がっていると。

そういう中で、私は何もその予算をどんどん投入しろという話じゃなくて、先ほど
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話をしたとおり自立に関する支援をしていくということです。自立とは何かと。平

たく言えば、働いて、収入を得て生活をすると。その支援を行うという部分です

ね。補助制度たくさんありますけど、１億、２億かけても結局は障害者の所得向上

にはなかなかつながらない。ハード部分には使えるけど、その部分のところをどう

かご理解をいただきたいと思います。話の中に出てまいりました小規模作業所、共

同作業所等の平均賃金が、旧菊池市議会で申し上げましたが、平均賃金が月１万円

なんですよ。その１万円で自立をしろという方がやっぱり無理でして、障害者を持

った親御さんたちは、どうしてもその共同作業所等をデイに使って、デイサービス

に使って一生懸命働いて、子どもよりも１日でも長生きをしなければならないとい

う精神的に非常なプレッシャーの中でやられているところを考えれば、地方自治体

が中心になってその自立を支援するというところを十分わかっていただきたいと思

います。手法としてはですね、先日父の日で県酪連と連携をして牛乳を庁内上げて

買いましたよね。今、パンづくり等は止めているらしてんですが、例えばそういう

機会に障害者の方の、年に１回でいいですよ、昼食は全庁を上げて今日はパン食べ

るんだと、パンの日とでも称して県酪連と連携を取りながらパンと牛乳で１日過ご

すというぐらいのことはアイデア１つで幾らでもできることですから、どうかまず

はそこら辺をやる気を、やる気というか、そこら辺をどう考えていくかという部分

ですから、機転を効かせていろいろやっていただきたいと思います。また委託事業

に関しましても、シルバー人材センターと同様に共同作業所、小規模作業所等とは

個人との契約ではなくて会社との契約ということでできますので、そこら辺も市民

部だけではなくて、すべての皆さんで、各部長さん、局長さん、支所長さんが連携

を取りながらやっていただきたいと思います。この点について、市長のお考えをち

ょっとお教え下さい。

次に、空き店舗対策についてですが、答弁にもありましたように、これは平成１

４年のですね、３月議会で甲斐議員に対して関係団体と協議のうえ、条例制定等を

含めまして具体的な策を１４年度中にお示ししますという議事録が残っています。

また市長自身も私の一般質問において、店舗改装等を含めた他にない独自の空き店

舗対策を講じるという発言をされております。確かにその後、合併の話が非常に加

速度を帯びて簡単にできないという、そういう理由はあったとは思いますが、でき

ましたら今回こそは指定地区、または予算規模等を十分に検討され、実施されるこ

とを望みます。先日、確か川口議員の質問の際に市長がプラン・ドゥー・チェック

・アクションという言葉を持ち出されましたが、私はこのＰＤＣＡというのは一過

性、つまり直線的な動きではなくて、常にリンクして同じところに留まらないとい

うのが定義と考えています。言い換えますれば、早い話が様々なハードルがあるに
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せよ、いち早い予算化によって実践主義的に施行していくことが制度確立のポイン

トであると考えますが、そこら辺のところをどのようにお考えでしょうか。市長、

これもご答弁をいただきたいと思います。

また、３番目の地域通貨につきましては、いろんなバリエーションあると思うん

ですよ、部長おっしゃったように。ボランティアポイント制度であればそういうの

もあるでしょうし、私が知っている事例でいうと宮崎県の高千穂町という観光に非

常に力を入れた町なんですが、そちらではですね、旅行会社と企画を組んで、宿泊

施設では泊食分離、要するに泊まることと食べることを別に分けるわけですよね。

それで企画を組みまして、よそから来られたお客様に商工会または観光協会加盟の

１００数十店舗の店と契約をされて、宿泊施設ですね、夕食分の３,０００円分ぐ

らいの地域通貨、これは曲玉なんですよね、それをお渡しして、外に食事に行って

いただくと。また、買い物もその地域通貨でやっていただくというシステムを取っ

ておられます。また、これに関してはですね、非常に作り方にも工夫をこらされ

て、その曲玉の色をですね、中国の風水になぞって、白とか金色とか、黄色とかい

っぱいあるんですけどね、その中で黄色は特に金運を招くということで、その地域

通貨自体をおみやげにして帰られるお客さんも多々おられるということです。そう

いう中では、特にこの制度においては地域通貨を使ってですね、観光業種のお金の

流れをつかむとともに、その波及効果を町民に多く知ってもらうことで、自然に観

光に一番重要な点であるそこに住む人々すべての方が観光客を温かく出迎えるとい

う、そのソフト面のメリットも出たということであります。そういう部分では、ま

さに市長提唱である住民同士の協働意識の推進に近いものがあると思われますが、

まずは先ほど述べられました執行部でお考えの制度をどのようにお考えか、中身ま

でちょっと理解しにくかったんですが、それを成功されることがまず第１段階の不

可欠と思われますが、できれは実施までタイムスケジュール、これも１７年度の予

算書には載っておりませんので、予算等どのようにお考えかをお聞かせ下さい。

以上、２回目の質問を終わります。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

障害者、職員の雇用につきまして、いつまでにというよう○総務部長（髙本信男君）

なご質問だったかと思いますけれども、現時点で言えることは、やはり率先して障

害者の雇用率２.１％が早く達成できるよう努力するとしか言えないわけでござい

ます。なぜならば、雇用の門戸は開いておりますけども、採用申込者にその該当者

がおられるのか、該当者の方が市役所の採用要件を満たされて合格されるのか、ま

た採用予定者数がどれくらいになるのか、いろいろな要件がございます。ただ言え
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ることは、門戸を開いておりますので、率先してまたこちらの方に採用されるよう

に努力していただきたいということでございます。

以上、お答えします。

企画部長、村山隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

貴重なご意見、大変感謝しています。実施までのタイムス○企画部長（村山 隆君）

ケジュールということですけれども、大体事務方としましては９月の定例会までは

何らかの形をお示ししたいというような考えで進んでおります。

以上でございます。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

それでは、樋口議員のご質問にお答えいたしたいと思います。○市長（福村三男君）

商業地の活性化についてということで、以前にも確か１３年だったでしょうか、

ご質問をいただいたことがございました。それがそのままになっているということ

でございますけれども、空き店舗対策の地域を設定するなどして、何とかこの補助

制度というのを早くつくりたいということで申し上げてまいったんですか、今ご指

摘のとおり合併になってきたということもございまして、足踏み状態になってまい

っとりました。そこで１７年度、今年度中に再度、再度といいますか、調査を行っ

て、１８年度中には制度を設定し動き出したいと、このように考えます。

また、施政方針についてのお尋ねでございましたが、特に障害者、きめ細やかな

福祉ということについてということでございます。ただいま総務部長の方から障害

者雇用につきまして行政としての考え方といいますか、述べましたけれども、行政

は当然のことながら、その縛りを受けてやっていかなければなりませんし、ご指摘

のように障害者の方々が地域で自立していくというのは非常に環境的に不整備の部

分があることを確認をいたしております。生活の基盤となります就労の場というの

を確保しなければならないわけでありますが、そのためには障害者の雇用に関しま

して市民の方々や、また広く事業を成しておられます事業主の方々のご理解をいた

だかなければなりません。また障害者雇用促進協会とか、あるいは公共職業安定所

ハローワークなどとも連携を保ちながら、あるいはその制度というものを活用しな

がら、障害者の方々に適した仕事、職場があればと。それを積極的にひとつ進めて

いかなければならないと改めて認識を深めた次第であります。今後そのような意味

からいたしまして、障害者をサポートしていただきます、先ほどありました諸々の

施設等につきまして、多分今後さらにそういった施設が各地域に根ざしてくるであ

ろうと思いますときに、この障害者支援をしていただきます施設の方々、あるいは
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施設に対しまして、理解と協力と、あるいは支援というものをさらにやっていかな

ければならないと思います。また、そのような事業主に対しましてその障害者支援

をする施設以外のいろんな雇用状況をつくっていけるような事業所につきまして

も、また雇用ができますように、障害者雇用が促進できますような環境整備という

ものをお願いしていきたいと、このように思います。

それから、地域通貨についてということでございましたけれども、これは３月の

２２日に菊池市となって以来、自治体組織としては一体化したわけでありますけれ

ども、住民にとっては未だ市の感が拭いきれないと思っております。それぞれの市

民の皆さん方が自治体が１つになったんだという意識、自覚というものが芽生えな

ければならないわけでありますが、そこで本当に菊池市民として一体感を醸成して

いくためにはどうしたらいいのかということの中で、一番手早く進められるという

のは、やっぱり今までもそうでありましたように、それぞれのこの４市町村の中で

同じような行事をサークルとしてされたり、あるいはまた組織団体として老人クラ

ブの皆様方であったりとか、あるいは女性会の皆さんであったりとかといったこと

でやっておられた、そういったもののイベントというもの、そういうことをこの合

併新市において取り組むことは非常に手早いことではないかなと。そこで、祭りの

開催など様々な手法というのはいろいろございますけれども、１つとしてこの地域

通貨の導入というものは、この低迷したこの地域につきまして経済的な活性化にも

なりますし、また新市民としての共通の話題と、それから経済活動を通じた連携、

融和というものが図られるんではないかということを考えております。今年度は地

域経済の活性化をこの通貨をもって導入することによって、早急に関係機関と協議

を進めていくことから始めなければならないと思っております。また協議の結果、

本年度実施が可能な場合につきましては、また議会の方にお願いをいたしまして事

業費の補正ということを予算で対応させていただきたいと、このように思っており

ます。また、このような事務事業というものが進められている過程において、うま

く載ればこの９月にはぜひひとつ補正予算をお願いしたいと思っておるところであ

ります。いろいろと説明でも申し上げましたように、地域通貨の実施を１つの大き

なきっかけにいたしまして、地域活動の活性化というものを目的とした地域通貨

で、ボランティア的な行為の対価を通貨で表す総合扶助的なものも含めているとい

うことで先ほど申し上げたところでありますが、ぜひひとつ地域の活性化につなが

るように、この地域通貨というものを活用していきたいと、このように思っており

ます。行政としてできるだけ早めに効果を現し、市民が連携融和を１日でも早くで

きるようにという意味におきまして、スピードアップしながらこのことを進めてい

きたいと、このように思っております。
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樋口正博君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

再々質問をさせていただきます。○（樋口正博君）

雇用に関してということで、障害者雇用に関してということで市長からお話あり

ましたが、市民部長申し訳ありません、できればこれ答弁書要らないと思いますの

で、前向きにやるならやると壇上で一言いただければありがたいと思います。

あと、２番目の空き店舗についてなんですが、元々商業予算そのものは農林水産

業の予算と違い、どちらかというと国・県とのその連動予算というよりは、単費で

の予算が多い部分があると思うんですが、この商業者の方々は単費予算でのその商

業施策というのを非常に期待をされております。できればその点を踏まえて早急に

対処をお願いしたいと思うんですが、その空き店舗対策について、概ね何年度まで

に実行できるんだというものがあれば、市長、お答えを下さい。

それと、３点目の地域通貨については、どうせやるならですね、市の職員さん、

議員さんの給与、報償等もですね、その、ほんと、３０％程度はその地域通貨で発

行するぐらいのことをやらないと、絶対に僕はやっぱり成功しないと思うんです

よ。どうせやるんだったらそこまで徹底して、地域の中で流通するように、市執行

部、議会等が先頭に立ってやれるような仕組みをつくって下さい。

それとですね、今回私を含めた５９名の議員さんたちがほとんど旧市町村との施

策がどう違うということをかなり確認をされておられます。先ほどの甲斐議員のお

話じゃありませんが、今後道州制が導入されるまで、今回新菊池市の第１回の定例

会です。私はこの定例会議事録というものは、例え地方議会であろうと絶対的に尊

重をしていく部分だと思っておりますので、そこら辺のところをお約束いただい

て、ご回答をよろしくお願いします。

以上、終わります。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

まず、障害者の雇用でございますけれども、先ほども部長○総務部長（髙本信男君）

の方から答弁がありましたように、市の委託事業等の中で障害者の方々に適した仕

事があれば積極的にやらせていただきたいというふうに考えております。それか

ら、地域通貨の件でございますけども、既に検討をはじめておりますが、ただいま

ご指摘のように議員さんの報酬、職員の給料、その範囲に考えております。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

空き店舗対策のことでございます。空き店舗につきましては、○市長（福村三男君）
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もう先ほど申し上げますように３月に樋口議員がご質問いただき、確か６月ごろだ

ったでしょうか、甲斐議員の方からもご質問をいただきまして、取り組むというこ

とを申し上げてきたことを忘れてはおりません。新しい新市体制になりましたの

で、また新しい１つのこの旧菊池市を対象とした空き店舗対策という構想の中での

お話でもあって、またお答えでもあったわけでありますが、広く七城、旭志、泗

水、この４市町村、旧４市町村全域を眺めた中での空き店舗対策ということになり

ますときに、少々時間が調査のために必要かなといった思いをいたしておりますの

で、なるべく早くやらなければ、空き店舗をふさぐために、さらに次の空き店舗が

できてしまうといった非常に悪い状況になっていることも自覚をいたしております

ので、しばらく時間を貸していただきたいと最後お願い申し上げたいと思います。

次に、三池健治君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

議長より質問の許可が出ましたので、先刻通知をしておきました地○（三池健治君）

域活性化事業について、随時質問させていただきます。昼過ぎで一番眠気が差すと

ころでございますけども、皆さんの子守歌にならないように質問していきたいと思

っております。

一口に活性化事業と言っても範囲が広く、林業から商工業の活性化、また観光産

業の振興、それに企業誘致等もこの中に入ると思われます。既に何人かの議員さん

が質問されています。それほど活性化事業は、皆さんの関心のほどが高い事業であ

ると認識しているところであります。それでは、２つほど質問させていただきま

す。

その１つとしまして、巡回バス事業についてお尋ねします。この事業は、住民の

皆さん、特に高齢者の方の行動範囲に絶対不可欠な事業ではないかと思っておりま

す。地域活性化に欠かせないのが皆様の足の確保が最も重要と思われ、人も最初に

弱るのは足からと聞きます。地域の衰退も足からではないでしょうか。若い人とい

うより、車の運転できる人は好きな時間に好きなところに行きます。だが車の運転

ができない人はそう簡単には出て歩きません。自由が全く利かないのであります。

人の往来がないと、そこの町は寂れてゆくばかりではないでしょうか。旧泗水町で

は、地域活性化及び高齢者の外出支援として、泗水町の商店街を起点として、Ａ、

Ｂ、Ｃのコースを設け巡回バスの試行運転を約１ヵ月間行っています。県では赤字

路線のバスの補助を打ちきりにしますと６月１６日の熊日に大きく載せてありまし

た。内容はと言いますと、１日平均の利用者が３人未満と運賃収入が起点から終点

までの１人分の運賃に満たない路線、まだほかにもありますが、不採算路線の補助

金打ち切りを軸にした赤字バス路線に対する単独補助制度を２００６年１０月まで
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に抜本的に見直す方針を決めたとあり、単独補助金うち切り対象路線は約４０％に

上るとあります。中山間地域の多い菊池市では、補助金打ち切りの対象路線はかな

り多いと思われます。県としてはただうち切るだけでなく、各市町村の事情を考慮

したよりよい代替手段で地域の足を確保すべきだと言っています。補助金打ち切り

を予測していたわけではないと思いますが、旧菊池市では菊池市近郊には便利カー

を配備し、市街地を中心に毎日１時間の間隔で便利カーを巡回しています。住民の

皆さんの足をしっかりと確保し、地域の活性化に貢献しているようです。また中山

間地域のバスが通っていないところには、事前予約による乗り合いタクシー制を導

入しており、重宝がられているようです。導入前のこの地域の方は足がなく、でか

ける機会が少なかったことでしょう。まさに陸の孤島だったと思います。この不便

さを解消した乗り合いタクシーの制度は、まさに住民への気配り、住民へのサービ

スを考慮したシステムと思われます。そこで市長にお尋ねします。合併協議の中

で、バス対策事業は新市に引き継ぎ調整するとあります。旧泗水町のバス対策事業

は新市に引き継ぎ検討されるのか。その検討時期はいつごろになるか。また旧泗水

町ではなく、ほかの町村のバス対策事業はあるのか。正確なお答えをお願いしま

す。

２つ目としまして、業者登録制を設けないかについてであります。この制度は、

市が発注する小規模工事や修繕工事などの契約に業者登録制を導入し、菊池市内の

零細事業者の方を対象に工事受注の機会を増やし、事業者の安定を図り、地域の活

性化につなげないかということです。公共工事が多いとは思いませんが、民間の設

備投資も現状では足踏み状態のようです。ある個人事業者は、仕事があったりなか

ったりで、必至に耐えていらっしゃいます。ほんの少しでもいいから仕事があれば

と願っています。入札参加資格を持つには、それなりの書類提出がいると聞きま

す。自分では書類作成もままならず、行政書士に依頼し、初めて指名願が提出で

き、入札の参加資格者となるそうです。入札参加資格を持たず市に登録していれ

ば、見積もり提出で仕事ができる可能性が大であり、零細事業者の方も大いに夢が

持てるのではないでしょうか。まさに住んでいてよかったと言えるまちとなると確

信しています。そこで市長にお尋ねします。業者登録制を設ける考えはないか。ま

た市が発注する小規模工事及び修繕等の登録制の設定価格をいかほどにするのか、

お聞かせ下さい。

これで、私の１回目の質問を終わります。

企画部長、村山隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

バス対策事業等の取り扱いにつきましては、菊池北部４市○企画部長（村山 隆君）
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町村合併協議会におきまして、三池議員おっしゃるとおり、バス対策事業及び乗り

合いタクシー、循環バス事業については新市に引き継ぎ調整する。予約制乗り合い

タクシー、循環バス事業の調整の具体的内容として、生活の利便性の向上を目的

に、交通体系を考慮のうえ検討するということで確認がなされております。地域の

交通コミュニティにつきましては、少子高齢化が進展する中で生活交通手段の充実

確保は不可欠のものでありまして、重要な課題であると認識しているところでござ

います。交通コミュニティ対策につきましては、先般、廃止代替バス事業に対する

県の補助金見直しの方針が示されたところで、またＪＲ九州バス株式会社の路線廃

止の問題もありまして、財政的な面も踏まえながら新市全体の交通体系をどうする

かといった観点から検討を行う必要がございます。このため、市民及び各種団体、

交通事業者、行政で構成する、仮称ですですけれども、交通コミュニティ検討委員

会を発足させまして、早急に検討作業に着手したいと考えています。また昨年、平

成１６年１０月に試行されました旧泗水町の巡回バスにつきましては、利用者から

は大変好評であったという報告もなされているところで、試行の結果を参考にしな

がら、循環バス、あるいは乗り合いタクシーなど、どういった輸送手段が妥当かも

含めて、今後総合的な検討を行ってまいりたいと考えているものでございます。

以上、簡単ですけれどもご答弁に代えさせていただきます。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

市が発注いたします工事の契約につきましては、地方自治○総務部長（髙本信男君）

法第２３４条で定められており、本市におきましても競争入札と随意契約の２つの

方法で現在契約を締結しております。またこの随意契約ができる金額につきまして

も、施行令の１６７条の２の規定に基づきまして、予定価格を設け実施していると

ころでございます。質問にあります小規模工事等の登録制度につきましては、県下

でも数市が現在要綱等を設けまして実施しており、入札参加資格申請を行わない小

規模の事業主の方の仕事を確保し、地域の活性化を図る目的で数種類の業種につい

て実施されているものでございます。本市でも合併によりまして大小多くの事業主

の方を抱えることになりましたが、すべての事業主の方について公平な利益供与の

機会を与えることは当然のことでございます。今回ご質問の小規模事業者登録制に

つきましては、どういった方法が一番本市に適しているのか、実施した場合のメリ

ット、デメリット、また何の業種がこういった制度に適しているのか、その設定金

額は幾らが妥当なのか、など多くの角度から、また多くの視点から検討が必要だと

認識をしております。いずれにいたしましても、今後合併による不利益、不均衡が

業者間に出てくることがありましたら、関係各課と十分協議をしながら、こういっ
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た制度の導入も検討してまいりたいというふうに考えております。

以上、お答えします。

三池健治君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

先ほども、検討、検討と言われたんですけれども、６月の初めごろ○（三池健治君）

議員の方も研修に行きました。そのときに、野村先生という方をお迎えして勉強会

をしたんですけれども、その中に検討するということは、執行部はこれはやらない

という答えに似ていると、全然やらないとは言わないですよ、その大体今まで野村

先生というのはあっちこっちの行政に行かれて、いろんな質問を聞かれて、ある程

度経験を積んだ方だと思いますけれども。それで私も泗水町のときには一般質問し

まて、検討しますというお答えをもらっておりました。そして、検討するというも

んですから、私は検討しているもんとばかり思ってずっと待っておりました。２年

待っても、全然その答えが返ってこないわけですよ。私も民間業者の出ですから、

検討をすると言うならすぐ検討する、でないと、２年間も検討しないでそのままず

っと続けよったら、その会社はつぶれてしまいます。まして、そこの職員さんは、

もう恐らく首になると思います。それで検討しますと言って検討しないのも、これ

もまたかなり罪なものでございまして、約束違反になると思います。それでです

ね、乗り合いバスのことなんですけど、早急に検討すると言われたんですけども、

大体いつごろまでなのか、期限きっとかんとですね、またその時期になったらまた

質問せにゃいかんもんですから、正確な時期と検討内容どういうものか、ちょっと

お聞かせもらいたいと思います。

それと、２番目のあれですね、登録制制度なんですけれども、これも検討すると

いうことだったんですけれども、これも大体いつごろまでに、どういう検討をする

のか、お答え下さい。

企画部長、村山隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

現在の乗り合いバス関係等につきましては、担当の方で４○企画部長（村山 隆君）

市町村の状況とバス停、そういったことを現在調査中でございます。したがいまし

て先ほども申しましたとおり、交通コミュニティ体系をつくりますには検討すると

いつまでとおっしゃられても、ちょっと今の段階で何月までということはできませ

んけれども、現在４市町村のその状況等を調査中であるということをお知らせして

おきます。

以上です。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）
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［登壇］

結論から申しますと、小規模事業者登録制、合併しまして○総務部長（髙本信男君）

初めて上がってきたわけでございますけれども、旧菊池市におきましては、例えば

修繕工事等につきましては指名業者以外の業者、いわゆる入札参加資格申請を行わ

ない業者さんにつきましてやっておりました。だから、これはできないことではな

いとは考えておりますけれども、ただ検討しないとやれるのか、やらないのかわか

りませんので、そういう言葉を使わせていただきましたけれども、前向きに努力し

たいと思います。

三池健治君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

前向きということで信じまして、今度の一般質問のときにまた聞か○（三池健治君）

せていただきたいと思います。企画部長もよろしくお願いしときます。

質問を終わります。

次に、山瀬義也君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

大変こうお疲れの中と思いますけれども、今日の最後と思います。○（山瀬義也君）

通告をしておきました市長選挙と公職選挙法について、これは福村、今の市長の前

の菊池市の市長のときのことでございます。

まず１番に、前市長交際費について。２番目に、前市長給与の値上げについて。

３番目に、公務員と選挙について。４番目に、準公務員と選挙について。５番目

に、違法文書について質問いたしますが、質問の前に冒頭で議長にお願いしておき

ます。選挙は市民にとって、また市行政にとっても特に重大な問題であります。な

ぜならば、公職選挙法によれば、この法律は選挙が選挙人の自由に表明する意思に

よって公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期す

としてあります。なかんずく、市長選挙に有権者が投票により重大な責務を負い、

たった１人の市長を選出し、そのたった１人の市長に全市民が向こう４年間の市政

を付託するからであります。しかし福村市長は、先般の選挙で善良な市民、選挙民

に対し虚偽の事項を公表し、有権者を欺き当選しました。しかし、未だに有権者及

び相手候補に対し訂正どころか、一言の謝りもない市長の姿勢であります。この問

題は、市長に直接かかわる問題であります。市民の納得のいく答弁がない限り、質

問時間などを制限すべきではないと思いますが、一般質問のルールですので、これ

に従います。しかし、納得のいく答弁が得られない場合は、後日特別委員会を設置

して公開でその真相を明らかにするようなお取り計らいをお願いするものでありま

す。なお、これには議員各位の協力もお願いし、市長の選挙行為を正すものであり
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ますから、当然ながら市長におかれましても積極的に協力されるものと理解し、あ

わせてお願いしておきます。

質問に移ります。市長は、４月２４日執行の菊池市長選挙に立候補され、当選さ

れました。ご承知のとおり、本来選挙は各候補がその政策を有権者に訴えて、１票

でも多くの支援を得て当選が決定されるものですが、今回の選挙はどうしてもそう

は思えないのであります。なぜならば、福村市長はクリーンなイメージが強い有力

な相手候補の牧さんを、元市長は市民に我慢をしてもらう、財政健全化の途中にも

かかわらず、自ら市長交際費を３倍に上げましたなど、事実を曲げた全くうその宣

伝をし、牧さんを著しく汚れた人物に仕立て上げたからであります。実際には元市

長の牧さんは前任者の市長時代の市長交際費を５％減額しても一銭の引き上げをし

た事実はないのであります。この嘘により、牧さんは回復不可能なまでにその名誉

を傷つけられ、多くの牧支援者が牧候補から離れてしまったのは疑いようもありま

せん。まずは、幾人もの市民の方から牧さんは市長交際費をこそっと３倍も上げた

ということは本当ですかとお尋ねが私たちにもありました。牧候補の選挙事務所に

詰めていた人たちが、このリーフレットの内容について多数の電話による問い合わ

せや非難を受けています。福村市長ご自身写真入りリーフレットなどに、元市長の

市長交際費について、事実を曲げて堂々と述べてあるからであります。当然のこと

ながら、一般市民の方は、その内容を信じて問わないで、疑わないでしょう。誰も

嘘とは思わないのが普通であります。しかしこのリーフレットなどが意図的に作成

された事実関係があります。牧後援会の会長と顧問の２人がこのリーフレットが頒

布されていることを知り、福村市長の後援会長宅を訪ね、市長交際費の内容が事実

と異なることを伝え、調査を申し入れました。翌日再度訪ねた折に、リーフレット

の土台となった交際費執行状況調べなる書類を渡され、その際に福村市長の後援会

長は、この書類は昨年の１２月に福村市長本人が作成したものであると２人に対し

て言いました。福村市長の後援会長は、市内においては立派な社会的地位にあり、

しかも市民の尊敬を集める医師でありますから、まさか嘘をおっしゃることはない

でしょう。市長、あなたの後援会長の言葉にありますように、私も当然、市長ご自

身がこの資料を作成されたものと理解し、市長及び執行部に質問をいたします。

最初に総務部長にお尋ねいたします。まず、平成２年度から平成１６年度に至る

予算調整者氏名と市長交際費予算額及び執行額を１,０００円単位で明らかにして

下さい。

次に、特別職等報酬決定の手続きを説明して下さい。

次に、平成２年度から平成１６年度にかけての市長職報酬の増額した額、減額し

た額、及び特別職報酬等審議会議における市長職報酬の、特にその増減、及び減額
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に係る審議内容を述べて下さい。

次に、市長にお尋ねします。市長、あなたはあなたの後援会長が言ったこの書類

は１２月に市長本人が作成したものであるということを認めますか。

次に、市長あなたは事実を曲げてこの資料を作成しているが、どうのような意図

があったのか、お尋ねをします。

３番目に、公務員と選挙についてであります。本来公務員は選挙運動はできない

と思っていましたが、選挙戦途中で市民の方の話によると、推薦か選挙に協力する

ならば仕事をしてやると話があったと聞きますが、選挙にどこまで公務員がタッチ

できるのか、選挙管理委員会にお尋ねをいたします。

４番目に、準公務員と選挙についてであります。市長選挙の告示の前に福村選挙

事務所に多くの区長に動員がかかり、赤いリーフレットと、ご存じですか市長交際

費、元市長は市民に我慢してもらう、財政健全化の最中にもかかわらず、自らの市

長交際費を３倍に上げました。また、市長報酬も５回上げました等のチラシを渡さ

れ、区民に配付するようにと話があったと聞いております。正しいリーフレットな

ら許されると思いますが、区長さん方は嘘のリーフレットと知らず、年行事や区民

に配られております。選挙管理委員会にお尋ねをいたします。違法文書について、

菊池市の指名に入っている入札業者がファックスで選挙協力と名簿の提出を、ない

方においては今後の発注状況に影響する場合があります。注意して下さい。取引業

者や下請け業者に流してあります。福村三男遊説案内で、校区長並びに区長、推薦

しております。福村候補の遊説が来ますので、激励して下さい。新菊池市長福村三

男誕生のために、区民の皆さんで頑張りましょうというチラシが区民の家に配られ

ていると聞きました。区長さんは、牧さんが出馬されたので推薦の取りやめの電話

を福村さん本人にしたと聞きました。校区長の名前が扱ってあります。区長の名前

が使ってあります。両人とも承諾はなかったと聞いております。そしてまた、チラ

シが各戸に配られたという話があるので、他の校区においても同じようなことがあ

っていると聞いております。このようなチラシの配布について、選挙委員会の考え

をお聞かせ下さい。このたびの選挙は、菊池市の建築業者、土木業者、水道業者、

おおよそ全部の業者の推薦、選挙運動の動員がなされていたと聞いております。今

後の入札などに対して大変こう疑問を持つわけであります。心配しております。ま

た、４月１４日に選挙管理委員会の職員の方に牧後援会の人がビラの配布批判と、

市長交際費の嘘のリーフレットの話があったと聞いております。選挙管理委員会に

よりますと、菊池警察署の署員の方に文書を渡されたと聞いておりますが、選挙委

員会のその後の対応はどうなされたのか。

以上、第１回の質問といたします。
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総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

お答えをいたします。○総務部長（髙本信男君）

まず、これにかかわった調整者というような言葉だったかと思いますけれども、

一応予算につきましては所管課におきまして予算額を計算いたしまして、財政課長

が査定をいたします。その後に、内容によって総務部長が査定し、内容次第では一

緒に総務部長、収入役、助役含めまして市長査定という段取りになります。そこ

で、旧菊池市における市長交際費の推移について申し上げますが、各年度の決算額

を基に平成２年度から１６年度まで申し上げます。年度、予算額、執行額、執行率

の順番に申し上げます。まず、平成２年度５００万円、４９２万５,０００円、９

８.５％。平成３年度５００万円、５００万円、１００％。平成４年度５００万

円、５００万円、１００％。平成５年度５００万、４９９万８,０００円、９９.９

％。平成６年度４７５万円、４７４万８,０００円、９９.９％。平成７年度４７５

万円、４７４万８,０００円、９９.９％。平成８年度４７５万円、４７４万８,０

００円、９９.９％。平成９年度４７５万円、４７４万５,０００円、９９.９％。

平成１０年度４７５万、４６６万７,０００円、９８.３％。平成１１年度４７５万

円、４６６万１,０００円、９８.１％。平成１２年度４７５万円、４３４万３,０

００円、９１.４％。平成１３年度２７５万円、２３４万８,０００円、８５.４

％。平成１４年度３００万円、１２６万５,０００円、４２.２％。１５年度２２０

万円、１２８万７,０００円、５８.５％。最後に、平成１６年度１５０万円、１２

９万２,０００円、８６.１％。以上となっております。

次に、特別職等報酬決定の手続きでございますが、市長は菊池市特別職報酬等審

議会条例に基づきまして、市内の公共的団体の代表者など住民７名から組織される

審議会に対し議会議員の報酬額及び市三役の給料額について諮問をいたします。審

議会では市長の諮問を受け、その年度の人事院勧告による一般職職員の給料の増減

幅、県内各市及び郡内自治体との比較、民間の景気動向などを参考に額を決定さ

れ、市長に対し答申をされます。市長はその答申額についてあらゆる方向から検討

し、改正が妥当なものと判断した場合は議会議員の報酬条例及び市三役の給与条例

の改正案を議会に提出いたします。そして、議員の皆様にご審議、ご議決をいただ

くという流れで額が決定をされております。

次に、旧菊池市の市長給与について申し上げます。平成２年度からのデータで申

し上げます。これも適用年月日、給与月額、引き上げ額、引き上げ率の順に申し上

げます。平成２年４月、６３万１,０００円、平成３年４月、６６万４,０００円、

３万３,０００円、５.２３％。平成４年４月から７２万４,０００円、６万円、９.



－ －352

０４％。平成６年１月から７９万円、６万６,０００円。９.１２％。平成７年４月

から８０万円、１万円、１.２７％。平成８年４月から８１万２,０００円、１万

２,０００円、１.５０％。平成９年４月から８２万６,０００円、１万４,０００

円、１.７２％。平成１２年４月から８４万円、１万４,０００円、１.６９％。平

成１６年４月から８３万円、マイナス１万円、マイナス１.１９％と推移をいたし

ております。また、増額及び減額にかかわる審議内容ですが、先ほど申し上げまし

たように、平成３年、平成４年、平成６年、平成７年、平成８年、平成９年、平成

１２年に改定増がなされておりますが、これは近隣類似市との不均衡是正、市職員

においては人事院勧告に基づき、毎年給与改定が行われている。また激動する社会

経済の下、地方行政を取り巻く環境も大きく変化し、住民からの行政に対する要望

も複雑、多様化するにつれ、行政の果たすべき使命もますます増大しており、特別

職の職責も増大の一途であり、誠実な職務遂行に対する適切な報酬等の確保は必要

であるとの認識から増額の答申をいただいております。

次に、平成１６年には減額がなされておりますが、これは現在の地域経済の状況

や市民生活の実態を考慮し、また人事院勧告では２年連続で引き下げの勧告がなさ

れ、民間企業では定期昇給の停止やボーナス削減、賃金カットのところも多いこと

などを勘案し、特別職報酬等についても引き下げるべきとの答申をいただいており

ます。

以上、お答えします。

［自席］

髙本部長、１５年までは一緒ですね、給与は。１３、１４、１５は○（山瀬義也君）

８４万円。

［登壇］

１２、１３、１４、そういうことです。○総務部長（髙本信男君）

［自席］

その後の１２年から１３、１４、１５。○（山瀬義也君）

［登壇］

一緒です。○総務部長（髙本信男君）

選挙管理委員会委員長、中野數馬君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

選挙管理委員会委員長の中野でございます。○選挙管理委員会委員長（中野數馬君）

選挙管理委員会に対してのご質問をいただきましたので、私の方から答弁をさせ

ていただきます。

まず、公務員と選挙についてですが、公職選挙法第１３６条、特定公務員の選挙
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運等の禁止の条文で、選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、検察官、会計検査

官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏及び徴税の吏員は、在職中選挙運動をす

ることができないと規定されています。また公職選挙法第１３６条の２、公務員等

の地位利用による選挙運動の禁止の条文第１項で、国もしくは地方公共団体の公務

員、また特定独立行政法人、特定地方独立行政法人、もしくは日本郵政公社の役員

もしくは職員はその地位を利用して選挙運動をすることができないと規定されてお

ります。また準公務員と選挙についてということですが、区長さん等の非常勤の特

別職公務員についても選挙関係実例、判例集によりますと、公職選挙法第１３６条

の２が適用されることになっておりまして、その地位を利用しての選挙運動は規制

されております。

次に、チラシの配布の件ですが、選挙管理委員会では本年４月６日に市長選挙の

立候補予定者説明会を開催しています。その説明会の際に立候補届等のしおりを３

候補者の代表の方に配付しております。立候補届等のしおりの第５、選挙運動につ

いての中の公職選挙法第１４２条、文書図画の頒布のところで、頒布できるのは通

常ハガキ８,０００枚までに限ると規定されています。また、公職選挙法第１４６

条、文書図画の頒布または掲示につき禁止を免れる行為の制限で、何人も選挙運動

期間中はいかなる名義を持ってするを問わず、公職選挙法第１４２条、文書図画の

頒布、公職選挙法第１４３条、文書図画の掲示の禁止を免れる行為として、候補者

の氏名、もしくはシンボルマーク、政党その他政治団体の名称等を表示したものを

頒布、または掲示してはならないと説明しております。また頒布される文書等につ

いては、選挙管理委員会には指導を行う権限はありませんので、事務局に持参され

ましたリーフレットのコピーにつきましては菊池警察署の方に渡しただけで、その

後の対応は選管としては行っておりません。また、警察のその後の対応はどうなっ

ているかについては、お答えする立場にございません。

質問、答弁とも市の行政事務に限られますので、その範囲で質○議長（北田 彰君）

問答弁を行うように申しそえます。

山瀬義也君。

［登壇］

ただいま選挙管理委員会の委員長の方からご説明いただきました。○（山瀬義也君）

公務員と選挙について、まずこちらの方からいきたいと思いますが、この問題につ

いてはすべて禁止であるということでございます。私も職員はやっぱり生活の場が

役所でございますから、このことについては追及いたしません。ただ、市サイドと

して、やっぱり庁内にそのことを徹底してもらいたいと、そのことを要望しておき

ます。また、準公務員の方も、チラシの配布等々はやっぱりできないんだというこ
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とでございますが、このこともですね、やっぱり行政を預かる市として、正しい文

書だったらですね、私たちも言いませんけれども、やっぱり確認をしてできる範囲

でやってくれというようなことをやってもらわんとですね、この問題もできない

と。ほかの問題、違法文書についてでも、やっぱり禁止事項でございますので、あ

とは選管の方では指導できないということでございますから、それ以上は追及しま

せん。よくわかりました。

また、総務部長の方の答弁の中で、はっきりこう数字が出てまいりました。平成

３年、４年、５年、６年、７年、それぞれに今、市長の交際費を述べられました。

何でこんな嘘をつくっているんだろうかなと思います。皆さん方もご存じでしょ

う。このような形でですね、本来５００万からずっと推移しているんですね。それ

を１５０万からいきなり５００万に上げてあるわけなんですね、意図的に。ですか

ら、これを皆さん方もよく知っておいて下さいよ。皆さん方もこれを配った人がお

るかもわからんとですよ。ですから、過ちは過ちですから、はっきりそこはしとっ

て下さい。そうすると、市長の、前市長の給与についても一緒なんですね。特別報

酬審議会があって、その答申を踏まえながら議会の承認を得ると。勝手に市長が上

げるということはできないわけなんですね。このこともはっきりしてまいりまし

た。ここにですね、市長報酬も５回上げましたて、はっきり書いてあります。です

から、これは誰がつくったかはっきりわからんばってんですね、大変こう私はこの

ような文書が出たことについて、市民がみんな騙されているんですよ。ですから、

この問題は議会も含めて、行政も真剣に考えてほしいと思います。

再質問をいたします。総務部長答弁に対する再質問でございます。ただいまの総

務部長答弁により、市長報酬は市長自身が決めるのではなく、決められた手順を経

て決定されるのが明確になりました。議員各位も、皆さんがこれで確認ができたで

しょう。つまり、福村候補陣営が頒布したビラの中の市長報酬は上げた、下げたと

いう文言は間違いであります。あることはわかったわけなんです。これもまた、事

実を曲げることにより、牧元市長の人格に悪いイメージを植え付ける。福村市長に

はよいイメージを植え付ける。そぎゃんしましたね。事実、ビラの中では比べてみ

て下さい、市長としての姿勢を、違いを、と述べてあります。実に巧妙、本当にこ

うきまわりない騙しであります。ちなみに、手元の資料によれば、福村市長は平成

１３年４月に市長に就任して依頼、平成１６年に至るまで前市長と同額の報酬を受

けております。同じく総務部長答弁によるリーフレットの内容と実際の数字が全く

異なっているのがわかります。市長交際費の数字が歪曲されていることを議員の皆

さん方もおわかりになったと思います。議員の皆さんが仮に牧さんと同じ立場に立

ったなら、どう思われますか。福村候補陣営が実際と異なる内容のリーフレットを
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頒布したことについて、選挙管理委員会にお尋ねしたいと思いますけれども、選挙

管理委員会の方から権限がないということでございます。あれば、何か述べて下さ

い。

山瀬議員、行政事務のですね、範囲内で質問をお願いしたいと○議長（北田 彰君）

思います。

［登壇］

また、先ほど市長の方からですね、私が質問しました後援会会長の○（山瀬義也君）

１２月に福村市長が作成したということについては、答弁がございませんでした。

これはどうしますか。再質問の中で。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

山瀬議員の方から選挙に関するご質問でございまして、ただい○市長（福村三男君）

ま２度ほど議長の方から注意がありましたように、行政事務に関することについて

は市長としての答弁をしなければなりませんが、私的な選挙のことでありますの

で、本来は答弁をするべきではないと思いますが、誤解を招かないように一言だけ

申し上げておきたいと思います。お尋ねの中で２点あるわけでありますが、この書

類は昨年１２月に市長本人が作成したものであるという言葉を認めますかというこ

とでございますが、私がこの作成したものではありません。またこの書類というも

のはどれを指しておられるのかなと思っております。今、ご質問の中に虚偽の事項

を公表して有権者を欺いたというお言葉であったりしてますけれども、虚偽の部分

がどこなのか、意図的にリーフレットを作成したということでありますが、意図を

してたというところの事実関係が意図してたという事実がどこにあるのか。また、

今申し上げますように私がつくったと決めつけてありますけれども、それは私がつ

くったものではありません。

また、２つ目の質問の中で、これはもう決めつけた話なんですか、あなたは事実

を曲げてこの資料を作成しているが、どのような意図があったのかというのことで

ありますが、事実を曲げてつくったということでもなければ、私がつくったもので

も全面的にありません。そのことは申し上げたいと思います。

山瀬義也君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

今、福村市長の方から私はそのようなことは知らないということで○（山瀬義也君）

ございます。また、意図的にまげてやったということも知らないというお話でござ

いましたけれども、あくまでも私は宮本さんの話を信用してですね、想定して言っ

ている質問でございます。ですから福村市長もご存じでしょう。この福村市長、こ
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のあなたが出したこのパンフレットのやつ、これに５００万のやつをですね、１５

０万からいきなり上げているわけなんですね、市長交際費を。これは後で市長にま

た帰りにやります。

再質問の中でやりたいと思いますけれども、認めていないということでございま

すから、市内で立派な地位にある、また市民の尊敬を集める医師であるあなたの後

援会長に対して、あなたは会長は嘘つきだというレッテルを張るような形になるわ

けなんですね。それを認めますかと聞いたときに、認めませんということでござい

ますからですね、恐らくはですね、私が思うに、認めないと言うのであればです

よ、牧後援会の会長さんがですね、当事者が恐らくあなたの後援会長の宮本会長の

宅を訪れて、会長に言ったことが正しいんですかと、多分問いただすと思います

よ。これも付け加えておきます。またあなたは誰が作成したか知らんということで

ございますが、あなたの後援会長はあなたが昨年１２月に作成したと言っておりま

す。これはあなたが逃れることのできない言葉なんですよ。ですから、結論であな

たの会長は嘘つきだということになります。

山瀬議員、行政事務の範囲内に限るということでありますけ○議長（北田 彰君）

ど、今の質問はちょっと範囲内を超しておりますので、中止をせにゃいかんわけで

すから、質問を変えてやって下さい。

［登壇］

それではですね、市長交際費の予算額、予算執行額を知ったり、か○（山瀬義也君）

つそれをわざわざ作成できる立場の人は、執行部の中ではですね、市長である福村

さん、ほかに当時の助役、収入役、総務部長、財政課長なんです。私はそう思いま

す。私は前助役さん、収入役さん、既に退職されております。ですから、私は確認

を電話でいたしました。両人とも作成には関与していない、はっきり言われまし

た。それでは、当時の総務部長さん、財政課長さん、あなたたちのうち誰かがこれ

を作成したことはないですか。お尋ねします。

以上、再質問いたします。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

お答えいたしますけれども、市長の交際費につきまして○総務部長（髙本信男君）

は、先ほど私が平成２年度から１６年度まで申し上げました。これが決算額での予

算額でございますので、これには間違いございません。作成、変えた立場にある方

は、作成に関連した方は、当時の市長、助役、収入役、当時は総務企画部長ですか

ね、それから財政課長ということでございますけども、どれを作成したのか、ちょ

っと私には理解がでけんとですけども、私はそれを見ていませんので全くわかりま



－ －357

せんけれども、予算書の作成は担当者から市長まで誰でもできます。

以上です。

山瀬義也君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

わかりました。確かにこう、総務部長、また財政課長方は、一切タ○（山瀬義也君）

ッチをしていないと思います。また、選管の方からも先ほどのことは議長の方から

それ以上のことは言うなということでございました。

それでは、再々質問をしたいと思います。市長の方からは私は知らんということ

ですから、あなたの答弁で謝罪の言葉はありませんでしたが、あなたはこのことに

ついて心の痛みを感じませんか。感じなければ、これは私の方から言うわけですか

らですね、あなたは他人の不幸や傷みも感じない、人としての倫理感に欠ける人で

すよと。そのような人物が果たして市の心を捉えて、市政の運営ができるものかな

と私は不満に思います。私は、本当に宮本先生の話を信じて、あなたの謝罪があ

り、申し開きが相手候補者にもあるものだと、有権者にもあるものだと思っており

ました。大変こう残念であります。有権者ばかりでなく、市長自身の後援会や支援

者も、これは誰がしたのかわかりませんけれども、欺いて当選した福村市長だと、

私はこう思っておりますが、これから４年間果たしてこう市民の信頼に応えうる市

政を進めることができるのかなと思います。改めまして疑問であります。市民を欺

いて当選したのですから、市民を欺いて市政ができるかと、そう思うのは私だけで

はありません。他の人もそう思うと思います。質問の終わりにあたり、今回の市長

選挙において福村市長が公にした選挙の、もしもですよ、そうなるときですが、選

挙の文書の内容、これは公職選挙法のですね、第２３５条の２項、当選を得るさせ

ない目的をもって公職の候補者または公職の候補者になろうとする者に関し、虚偽

の事項がこうにしてですね、公にして、虚偽の事項をですね、公にして、またはこ

う事実を歪めて公にしたものは４年以下の懲役もしくは禁錮刑、または１００万円

以下の罰金に処するとなっております。虚偽事項の公表罪に当たると。または同じ

く公職選挙法第２５１条の当選人がその選挙に関し、この章に掲げる罪を犯した場

合刑に課せられるとあります。そしてまた、当選人の当選は、そのときは無効だ

と。当選人の選挙犯罪による当選無効ということもございますから、私は大変心配

するわけでございます。

以上をもって、質問を終わります。答えがあるならば、言って下さい。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

お答えいたします。○総務部長（髙本信男君）
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市長選にかかわりまして、いろいろとご質問がございましたけども、はっきりと

答弁をしなくてはならないということは十分わかっておりますけれども、行政事務

から離れた問題も多々あったようでございましたので答弁は差し控えさせていただ

きますけども、いずれにいたしましても施政方針で申し上げております事項等につ

きまして、全力を挙げて市民福祉の向上のために頑張ってまいりたいと考えており

ます。

以上です。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

個人の名誉のために付け加えさせていただきます。後援会長の○市長（福村三男君）

お名前が出ましたけれども、後援会長の方には今日私も確認をしてまいりました。

私が１２月にそういった資料をつくったということを第三者、相手候補者の後援会

長、また顧問と言われておりましたけども、お二方にお会いした事実は事実であり

ました。そこでその資料を私がつくったということをそこでお述べになったかとい

うことについては、一切そのことは言ってもいませんということで確認をされてお

ります。山瀬議員が私どもの方の会長に直接聞かれたのではなくて、牧候補者の後

援会長、そして顧問にお聞きになったものをその私の方の後援会長が言ったという

ふうに言われているように聞こえておりますが、事実ではなかったということをご

認識いただきたいと思います。なおまた、この資料等については、私が記憶によれ

ば私の見解として述べさせていただきます。そういうことで、資料についても約１

年ほど前にその資料を私が秘書課の方に命じて資料をもらったものであります。そ

してその内容等については、１年間の中でどういった大体接待交際費というのが使

われているのかといったものを見ながら、そして交際費の縮減を図っていこうとい

う意図によって調査をしまして、そしてその内容資料についても取り寄せたわけで

あります。その中において、十分と考えさせるものがありました。その中に本当に

このような交際費の支出でいいのかと、非常に不当な支出があったことも事実であ

りまして、そういったものを確認しながら、次の交際費の算定に果たして予算をど

うするかということをするために取った、取り寄せた資料であるということを申し

添えてたいと思います。

明日も一般質問となっておりますので、本日の一般質問はこれ○議長（北田 彰君）

で終わりたいと思います。本日はこれで散会します。

全員起立をお願いします。

（全員起立）

お疲れでした。
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

散会 午後３時３９分
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平成１７年第１回菊池市議会定例会

議事日程 第５号

平成１７年６月２８日（火曜日）午前１０時開議

第１ 一般質問

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本日の会議に付した事件

日程第１ 一般質問

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

出席議員（５８名）

１番 山 田 健 二 君

２番 倉 本 義 雄 君

３番 樋 口 正 博 君

４番 二ノ文 伸 元 君

５番 川 口 良 郎 君

６番 中 山 繁 雄 君

７番 水 上 博 司 君

８番 岩 根 孝 明 君

９番 三 池 健 治 君

１０番 清 水 昭 栄 君

１１番 怒留湯 健 蓉 さん

１２番 坂 本 昭 信 君

１３番 安 武 俊 右 君

１４番 森 誠 雄 君

１５番 隈 部 忠 宗 君

１６番 工 藤 春 雄 君

１７番 奈 田 臣 也 君

１８番 葛 原 勇次郎 君

１９番 河 島 秀 逸 君

２０番 木 下 雄 二 君
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２１番 福 川 幸 子 さん

２２番 坂 井 正 次 君

２３番 森 隆 博 君

２４番 山 瀬 義 也 君

２５番 本 田 憲 一 君

２６番 栗 原 康 敏 君

２７番 渡 康 雄 君

２８番 栃 原 茂 樹 君

２９番 青 木 積 君

３０番 坂 田 公 弘 君

３１番 野 口 和 夫 君

３２番 牧 野 洋 一 君

３３番 松 本 登 君

３４番 森 俊 二 君

３５番 中 原 泉 君

３６番 松 本 隆 幸 君

３７番 坂 本 正 弘 君

３８番 石 本 利 治 君

３９番 上 田 巖 君

４０番 水 元 征 雄 君

４１番 東 政 孝 君

４２番 中 山 和 幸 君

４３番 工 藤 恭 一 君

４４番 木 村 末 弘 君

４５番 岩 下 満州子 さん

４６番 笠 愛一郎 君

４７番 中 繁 君

４８番 出 口 サチコ さん

５０番 境 和 則 君

５１番 森 田 精 一 君

５２番 福 島 利 徳 君

５３番 工 藤 道 昭 君

５４番 甲 斐 健 彦 君

５５番 北 田 彰 君
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５６番 外 村 國 敏 君

５７番 久 川 知 一 君

５８番 徳 永 隆 義 君

５９番 横 田 輝 雄 君

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

欠席議員（１名）

４９番 荒 木 建 令 君

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

事務局職員出席者

事 務 局 長 樋 口 昭 彦 君

議 事 課 長 春 木 義 臣 君

議 事 係 長 城 主 一 君

議 事 係 参 事 吉 野 幸 子 さん

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

説明のため出席した者

市 長 福 村 三 男 君

収入役職務代理者 川 口 齋 子 さん

総 務 部 長 髙 本 信 男 君

企 画 部 長 村 山 隆 君

市 民 部 長 木 下 儀 郎 君

経 済 部 長 岡 崎 俊 裕 君

建 設 部 長 石 原 公 久 君

菊池総合支所長 城 直 輝 君

七城総合支所長 平 野 國 臣 君

旭志総合支所長 稲 葉 公 博 君

泗水総合支所長 井 手 政 寛 君

建設部総括審議員 松 岡 隆 君

企画部主席審議員 友 田 豊 和 君

財 政 課 長 川 上 憲 誠 君

職 員 課 長 松 永 完 一 君

教 育 長 木 下 昭二郎 君

総務課長兼選挙
中 村 鉄 男 君

管理委員会事務局長

農業委員会事務局長 五 島 千 秋 君
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水 道 局 長 後 藤 定 君

監査委員会事務局長 山 口 正 司 君
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午前１０時００分 開議

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

全員、起立をお願いします。○議長（北田 彰君）

（全員起立）

おはようございます。

着席をお願いします。

これより本日の会議を開きます。

本日の日程は、お手元に配付のとおりです。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第１ 一般質問

日程第１、一般質問を行います。○議長（北田 彰君）

初めに、二ノ文伸元君。

［登壇］

皆さんおはようございます。蒼々たるメンバーで、何か圧倒され○（二ノ文伸元君）

そうです。

昨日は、市長におかれましては、集中砲火を浴びて、大変お疲れのことと思いま

すけども、しっかりとご答弁のほどをよろしくお願いします。お体を大事に。肩で

も凝られたときにはどうぞ言ってください、肩でも揉みに行きますので。

それでは、通告に従いまして質問いたします。

まず、指定管理者制度について質問いたします。この制度は、国が地方自治体の

スリム化を目的に、２００３年９月に地方自治法２４４条が改正され、管理委託制

度が廃止になり、指定管理者制度が制定されたと伺っておりますが、具体的に指定

管理者制度とはどのような制度なのかお伺いいたします。

さらに、当てはまる公共施設と管理者、それとメリット・デメリット、そして本

市の方向性についてもあわせてお伺いいたします。

次に２点目に、新市における市役所内の人事について質問いたします。

最近、役所を訪れると感じることがあります。それは旧菊池市のときより新菊池

市になって若い職員さんがずいぶんと増えたような感じがしております。このこと

は、合併効果で大変いいことだとは思いますが、その反面、職員の方の年齢が４０

歳前後の方から５０歳前後の方にかけ、何かしら覇気がないと言いますか、元気が

ない職員さんが随分多く見受けられるように感じます。このことは、私だけでなく

先に一般質問されました東政孝議員さんの方からもおっしゃられておりました。

どういうことかと申しますと、職員さんの年齢が、下の方が管理職で上の方が管

理職でない、逆転現象が非常に多くなっていると感じております。これではやる気
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のあった職員さんもやる気がなくなるのは当然のことかと思われます。

そこで質問ですが、今回の合併による新市の人事異動は、いつ、だれが、どのよ

うな基準でやられたのか。また、今後の職員の昇格の選定基準をお示し願います。

以上、２点について質問いたします。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

おはようございます。○総務部長（髙本信男君）

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより、より効果的かつ効率的に対応

するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費

の削減を図ることを目的としており、公の施設の管理に指定管理者制度を導入した

地方自治法の一部を改正する法律が平成１５年６月に公布され、同年９月から施行

されたことを受け、地方自治体の公の施設に従来の管理委託制度に替わって、指定

管理者制度を適用させるものでございます。従来の管理委託制度と指定管理者制度

には、相違点があり、管理運営主体に民間事業者を含む法人、その他の団体も指定

することができるようになります。また、管理委託は契約を締結するものですが、

指定管理者は指定という行政処分であり、指定された管理者は地方公共団体から管

理に関する権限を委任され、施設の使用許可なども行うことができます。

指定管理者制度に当てはまる公共施設とは、住民の福祉を増進する目的を持っ

て、その利用に供するための施設であり、地方公共団体が設ける施設でなければな

りません。例として、体育施設や教育文化施設、社会福祉施設などが考えられま

す。ただし、個別法に公の施設の管理について定められている場合は、そちらが優

先されます。例えば学校は学校教育法において、管理は設置者が行うことと規定し

てあるため該当いたしません。管理者となられるのは、法人、その他の団体となっ

ており、その対象は民間事業者など、幅広く含まれます。また、個人ではできませ

んが、営利企業のほか、社会福祉法人などの公益法人、特定非営利活動法人、ＮＰ

Ｏ法人、及び法人格を持たない団体に対しても広く門戸が広がることになります。

このことにより、地域住民の方々が、施設の管理運営に主体的に参画できるように

なると考えております。

指定管理者制度を導入するにあたっては、条例の制定、改正はもちろんですが、

指定管理者を決定する際に、議会の議決が必要となっております。この制度の目的

であります、住民サービスのさらなる向上と経費の削減に向けて、迅速かつ慎重に

取り組んでまいりたいと考えております。

次に、指定管理者制度による住民にとってのメリットとして、公の施設に運営管

理に民間のノウハウが活かされ、より効率的で利便性のよいサービスが受けられる
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ことが考えられます。さらにこれまで同様、法人格を持たない団体も管理者になる

ことができるため、地域住民の積極的な参加も期待でき、地域のニーズに合った管

理運営となると思われます。また、行政にとりましても今まで以上に施設の効果的

な活用を行うことが住民サービスの向上につながると思われますし、財政面でも経

費の削減が見込まれます。ただ、コストの削減や利益主義を優先しすぎると本来の

目的である住民サービスのさらなる向上からかけ離れていくことが懸念されます

が、業務条件などの管理基準を明確に表示し、事業計画書の提出を求めた上で、審

査選定を慎重に行うことと、管理者の指定をするには議会の議決が必要であること

などを考慮しますと、サービスの低下にならないような判断ができ、制度のよりよ

い活用ができると思われます。

また、管理者は毎年度終了後、事業報告書の提出が義務付けられておりますし、

地方公共団体自身が設置者としての責任を負うべき利用条件の設定は、管理の基準

として条例で定め、必要に応じて指示を行ってまいります。

今後の本市の方向性といたしましては、現在、管理を委託している公の施設につ

いて、平成１８年９月１日までに管理方式を指定管理者か直営のいずれかに決定

し、その管理方式に沿った管理条例の改正を行う必要がありますので、早急に該当

する施設を調査し、管理運営のあり方を十分検討し、管理方式を決定したいと考え

ております。その中で、指定管理者を選択した場合には、先ほど申し上げました制

度のメリットを十分活かせるよう考慮をし、導入していきたいと考えております。

限られた短期間ではありますが、いずれの管理方式を選択したとしても、住民の

求めるニーズにできるだけ応じられるような施設の管理運営ができるように努めて

まいります。

次に、人事についてでございます。職員の人事は、首長の裁量権であります。そ

のようなことから、今回の人事配置に際しましては、合併協議会における４市町村

の首長、議長合同会議で組織機構が検討され、協議確認を経て、それに基づき、合

併前の４市町村長の協議及び合意により配置されたものであります。

なお、人事の基準は適材適所を原則に、加えて今回は市町村合併という特殊状況

下での配置であることから、合併前の各市町村におけるそれぞれの職員の経験や資

質等を考慮し、総合的に勘案された上での人事案の作成が行われたものであると理

解をしております。

今回の職員配置は、通常の人事異動と違い、旧４市町村の強い思いやいろいろな

制約、本庁、総合支所という関係、さらには限られた時間の中での配置であり、無

理を生じている部分の調整などにつきましては、慎重なる精査の上、今後の人事管

理の中で検討していく必要があると考えております。
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以上、お答えいたします。

二ノ文伸元君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

はい、それでは再質問をいたします。○（二ノ文伸元君）

まず、指定管理者制度での１点目ですが、まず１点目にある程度、施設の充実が

なければ、参入してくる団体、民間会社とかは恐らくないものと思われます。例え

ばですね、市営プールがありますよね、体育施設ということで、市営プールを例に

挙げさせていただくわけなんですけども、今の菊池市営プールはですね、５０メー

トルのですね、これは公認プールなんですよ。しかしですね、ここ２年ぐらいの間

に、水泳協会としましてですね、私、水泳協会の協会員でもありますので、公認申

請を市当局の方にお願いをしていたんですけども、なかなかそれが受け入れられて

いないというのが今現状です。５０メートルは今、公認されておりません。それ

で、その弊害としましてですね、今年、県レベルの中学生を、中学の大会ですけど

も、誘致をしていたわけですよ、８月後半ぐらいにですね。それが公認されていな

いということで、他の場所に移されたわけですよ。このことは市長がスポーツを誘

致して観光、宿泊につなげるということにちょっとそぐわないんじゃないかな、そ

ういう小さいところをですね、そんなに公認申請が２０万も３０万もかかるわけで

はありません。これは恐らく４、５万だろうと思います。これをやらないばかり

に、大会はよそに行くわ、それをやはり県南のですね、学生さんたちや保護者の方

は宿泊をですね、なされるわけですよ。８月の後半というのはやはり観光地である

温泉街にとってもですね、これは少し打撃を受けるんじゃないかなと、私は思うわ

けですよ。そういう観点からもですね、施設の充実というのはですね、指定管理者

制度にとっては大事ではないかと思います。

それともう１つですね、例を挙げておきますとですね、文化会館の件なんですけ

ども、これも文化を目的に指定管理者が可能であると、今お答えになったと思いま

す。で、本来、文化会館というものは市民のよりどころだろうと私は思うわけです

よ。そういう中で、市が合併しまして、市庁舎が、職員さんが菊池の旧市役所に集

中し、駐車場がちょっと足りないということで、文化会館のですね、横の庭園を駐

車場にしてあるわけですよ。芝をつぶして、砂利を入れて。そこを市の職員さんの

駐車場にしていらっしゃる。元々あそこは、文化会館というのは市民のものであっ

て、職員さんのものではないと私は思うわけですよ。あそこはやはり保育園のお散

歩コースになったりとか、老人の人たちの朝の散歩コースであったりとか、やはり

ですね、いろいろな人から声がですね、上がっているんですよ。これはいつ元に戻

してもらうとだろうかと。そういうですね、施設の充実というものを図ってもらわ
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なくては、やはり参入してくる管理者も、私はいないと思うんですが、その辺ので

すね、ご見解をどなたがしてくださいますか、ちょっとわかりませんけども、明確

にですね、お答えを願いたいと思います。

次に、指定管理者の２点目なんですが、現在、管理委託を行っている施設の管理

を、そのまま現在の団体などに管理させる場合は、そこに従事している方々の身分

はあんまり問題にはならないと思いますが、別の団体が管理するようになった場合

の従業員や職員さんの身分はどうなるのかをお伺いいたします。

３点目に、同一の施設に複数の希望があった場合はどうなるのか、その選定基準

とか、選定委員会などは作られるものと思いますが、どのように考えておられるの

か、お伺いいたします。

次に、人事についてですが、旧４市町村の人事というか、階級がそのままスライ

ドしたものであると私は思っております。全く別々の自治体の中で築かれた人間関

係を、新自治体の中でつくろうとしても、相当無理があるのではないかと私は思っ

ております。旧４市町村のときは、職員同士の長いつきあいの歴史の中で、あの課

長は私より仕事はできないが、年齢が私より上だから仕方がない。また逆に、あの

課長は私より年齢は若いが仕事ができるから仕方がない。といったようにですね、

職員同士のですね、長い歴史の中で互譲の精神というのが働いて、今まで成り立っ

てきたと私は思っております。

合併してですね、いきなりこのような形で組織図ができ、さあこれでみんな仲良

くやりなさい、と言われても、やる気が起こらないのも、やはり私は当然ではない

かと思っております。あとですね、２、３年で退職なされる方はですよ、我慢はで

きても、それ以上、５年も６年もまだこの役所に残っていかれる方は、私はちょっ

と辛抱できないんじゃないかというふうにですね、思っているところでもありま

す。何も年功序列がいいと言っているわけでもないです。

そこでですね、人事についてお尋ねですが、まず１点目に、このような状況をど

う思われているのか、市当局執行部の方がですね。２点目に、このような状況の解

消策を今後、策定されるのか、されないのか。

以上、２点、管理者制度と人事のことについて、以上、質問いたします。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

まず、管理者制度でございますけども、議員ご承知と思い○総務部長（髙本信男君）

ますけども、ただいま法の改正に触れられましたけども、これは総務省が平成１７

年の３月に新自治法、行政指針による地方行革の推進の中で、前段の質問の中でお

答えいたしましたけども、行政改革大綱と集中改革プランを策定するようになって
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おります。特にこの集中改革プランは、市民に平成１７年度中に公表するというこ

とでお答えをしたところでございますけども、その中に、５、６点ございますけど

も、その中の一つといたしまして、民間委託等の推進が挙げられております。その

中の項目の中に、指定管理者制度の活用を図りなさいというようなことが総務省の

通達でございます。これにとって、今回、この制度に取り組むべきか、これまでど

おりにやっていくのかというのを検討するということでございますけども、この指

定管理者制度云々の前に、やはり先ほど申し上げました、施設の充実というのは、

これをやる、やらんにしても当然必要なことでございまして、計画的に施設の充実

を図っていくということでございます。

まず、例といたしまして、市営プールの公認申請の問題に触れられましたけど

も、これにつきましては教育委員会の方でお答えがあると思いますので、私の方か

らは控えますが、文化会館の件につきまして、今、触れられました。たしかに文化

会館は駐車場も含めまして、文化会館の施設でございますが、ご承知のように、合

併によりまして、現市役所庁舎内の駐車場でどうしても対応が当分できないという

ことで、いろいろ財政課の方で検討したわけでございますけども、ご承知のとお

り、民間の敷地を借り上げて対応いたしております。その中で一つ出てきたのが、

文化会館の現在使用している駐車場でございます。議員さんご承知のとおり、文化

会館につきましては、相当な使用料を払いまして、年間支払いまして、使用をして

おりますものですから、一時的なものとして職員の駐車場に活用することはやむを

得ないという判断に基づきまして、駐車場として利用しておるところでございま

す。ただ、その後、市民の皆様から要望が何回も市長の方に上がっておりますの

で、今、内部で検討しておりますので、このことには今しばらくお待ちしていただ

きたいと思います。そういう見解でございます。

それから、団体がそのままになったとき、また別の団体が云々ということにお触

れになりましたけども、先ほども申しましたように、これをやるにつきましては条

例を制定しなくてはなりません。その条例の中で選定基準というものを設けまし

て、事業計画書の提出を求めます。その中で、やはり住民の平等な利用活用するこ

とができ、また施設の効果の最大の発揮をするとともに、経費の削減、ほかいろい

ろございますけども、そういことを踏まえまして選定をしていきたというふうに考

えております。

いずれにいたしましても、この指定管理者制度につきましては、先ほども申し上

げましたように、現在の施設につきまして、管理方式をどちらにするのか、指定管

理者制度にするのか直営にするのか、今後、今やっているのを調査してから決定し

たいということでございまして、その中で十分、現施設の老朽化したもの、また本
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当にこれが指定管理者制度を採用できる公の施設であるか、検討しながら選択をさ

せていただきたいというふうに考えます。

次に、人事についてでございますけども、このことにつきましても何人かの議員

さんにお答えいたしまして、現状をどう考えるか、解消をどう図っていくかという

ようなお尋ねであったかと思いますけども、人事担当者としても張り付けはいたし

ましたものの、大変厳しく、心苦しい面も現実として受け止めております。しか

し、地方分権の推進によりまして、自己決定、自己責任の範囲が拡大していくとい

う、新たな段階を迎えておることはもうご承知のとおりでございます。そのこと

で、求められる職員像や能力につきましても、大きく変わっていかなくてはなりま

せんし、より一層の資質の向上が求められ、望まれてきます。そのような状況の中

におきまして、現在、公務員の人事管理における、人事評価システムの導入が必要

とされております。これ、検討をやっておりますけども、その人事制度の見直しの

中で、大きな流れとなっているのが、先ほどお触れになりましたけど、年功からや

はり能力、実力主義の人事制度への転換でございます。これは担当としては避けて

通れないところではないかというふうに、強く受け止めております。

そういうことで、より効率的な、かつ効果的な行政運営を目指していくために

は、これからの本市を担う人材を育成していきながら、個々の能力を最大限に引き

出していく。このことが大変重要なことであるということでございます。

このような現状を踏まえるとともに、今後の人事管理の中で、新市としての新た

な仕組みの構築を検討し、市民福祉サービスのために頑張っていきたいというふう

に考えております。

以上、お答えします。

教育長、木下昭二郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

お答えします。○教育長（木下昭二郎君）

菊池の市営プールにつきましてはですね、私自身は公認されたプールであるとい

うふうに把握しておりました。しかし、今の議員ご指摘の、公認がされていないと

いうことで申請があったということがあればですね、私まで実は上がってきていな

いんです。だから、早速調べましてですね、そしてお答えすることにしたいと思い

ます。

二ノ文伸元君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

はい、教育長、よろしくお願いしておきます。あれはですね、た○（二ノ文伸元君）

しか３年か４年周期にですね、公認申請を出さなくては公認は持続しないわけです
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よ。そのことはよろしくお願いしておきます。

それではですね、再々質問をいたします。

まず、指定管理者制度ですが、何か問題点も多いように感じております。特にそ

の選定基準やですね、選定委員会、恐らく選定委員会なるものも立ち上げられると

思いますけども、そういう設置についてはですね、十分な人員の選定と言います

か、そういうのもやっていただきたいと思います。

それからですね、選定委員会とか言いましたけどもですね、このような制度をで

すね、利用してですね、悪徳業者とですね、組んでですね、腹黒い政治家がいない

とも限りませんので、その辺もよろしくお願いしておきます。

また、この指定管理者制度をですね、損得勘定だけでやるのもいかがなものかと

思います。十分に問題点をですね、分析し、そして精査して実行するように、この

ことはお願いをいたしておきます。

次に、人事の件なんですが、なかなかですね、このような逆転現象とかを解消す

る策はあまりないかなと思います、この解決策はですね。そこでですね、私がです

ね、私なりに考えたことをですね、一つ提案したいと思います。

聞いていただきたいと思います。まずはですね、ここにですね、勧奨退職者とい

うですね、これみなさん方も恐らく５０歳以上の勤続年数が１０年以上の方は、恐

らくもらっていらっしゃると思います。それでですね、この議場にいらっしゃる幹

部の方たちもですね、対象者になるだろうと思います。そこでですね、やはり下の

方に模範を見せていただくためにですよ、全員ですね、これに応じていただいて、

空いたポストをですよ、昨年の、私が１６年の３月にですね、一般質問をしたと思

います。課長を選ぶ選挙制度の導入ということで。それで、今回はですね、これに

対象する方は部長さんもいらっしゃるわけですよ。そこでちょっと広げまして、課

長と部長を選挙で選ぶ導入のやり方とかですね、いろいろなことは１６年３月の一

般質問でやったことが議事録に残っておると思いますので、３町村の方はちょっと

見てみてください。そして、その空いたポストをですね、今ご不満の恐らく職員さ

んがいらっしゃると思うわけですよ。その方たちにですね、立候補してもらう。そ

うすると恐らく解消につながるんではないかなと私は考えております。ちなみにで

すね、６月１７日までにこれの結果をですね、ご報告なされなければならないと私

は聞いているんですが、よかったらその勧奨退職ですか、これに応じられた方が今

年は何名いらっしゃるのか、教えていただければと思います。

それとですね、２つ目の提案ですね。もう一つは、管理者委託制度ですね、指定

管理者制度を使ってですね、恐らく市役所の全部の委託管理はできないというふう

に思っておるんですが、今、特区というものがあると思います。それでですね、こ
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の特区を活用してですね、民間に市役所を委託するわけですよ。名付けてですね、

仮称市役所いきいき特区、こういうのも一つの方法じゃないかなと思います。民間

の方はですね、やはり仕事のできる方から上にばんばん上げていく年功序列ではな

いという、これもご不満の方に一つの解決策になるのではないかなと思いますの

で、その辺のところもちょっとお考えになってみてはいかがでしょうか。

以上、２つの提案について、どのように考えておられるのか、市長のですね、ご

意見をですね、お伺いいたしたいと思います。特にですよ、特に選挙制度について

はですね、これは滝沢村ですか、岩手県の滝沢村、ここでは恐らく実施されている

ことだろうと思います。１６年の３月のですね、一般質問の折に、総務部長の方か

らですね、しっかり勉強してそういうのを考えてみたいということをですね、おっ

しゃられております。総務部長がですね、あと現職というですかね、この職員でお

られるのがですね、あと１年もないわけですよ。その間にですね、やはりしっかり

勉強をしていただいて、その滝沢村に研修に行っていただいてですよ、実際やられ

ておると思いますので、それをやっていただいた上でですね、導入するという形を

とっていただいて、そして市長はあと４年まではないんですが、４年近くあるんで

すから、最後の１年ぐらいにはですね、これは可能かもしれませんので、やっぱそ

のくらいやらないとですね、今、職員の方は自信もなくして、やる気もなくて、何

かうつ病になっている方がいらっしゃるとも限りませんので、その辺をよろしくお

願いをしておきます。やはり、職員がやる気がなければですね、やはり市の運営は

成っていかないと思います。市長のですね、手となり足となり頭となってやってい

かれる方々ばかりですから、じゃないと市長の公約された政策やそういうものは全

て素晴らしい施政方針演説の中でですね、まるで菊池市が未来はバラ色かのように

謳ってありますが、やはり職員の方がしっかりすることによって、それは実現が可

能になると思いますので、その辺含めて、ご見解をよろしくお願いいたします。

以上です。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

大変前向きなご提案をいただきまして、全てに満足いくよ○総務部長（髙本信男君）

うな見解はないと思いますけども、あとで市長の方からもあると思いますので、

私の方からの部門を答えさせていただきます。

まず、先ほどありました制度についての取扱いでございますけども、考え方とい

たしましては、やはりこういう時代になってやっていかなくてはならないというふ

うに受け止めております。その前に、旧菊池市におきましては、例えば公の施設、

体育施設が主でございますけども、そういう施設の管理を法人あたりをつくってで
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すね、やろうかという検討をやっております。これが来たときに、この延長かなと

受け止めておりますので、市長の方からも最終的に指示があるのではないかという

ふうに受け止めております。

それと、特区の活用で、市役所いきいき特区あたりの検討ということでございま

すけども、これにつきましてもうちの市長、特区大好きでございますので、後でま

た指示が出るかなというふうに考えておるところでございます。

それと、勧奨退職の件でございますけども、これにつきましては文書で、新菊池

市としてはもちろん初めてでございますけども、旧菊池市といたしましては、文書

では出しておりませんでした。しかし、今度合併いたしまして、旧菊池市も退職手

当組合に加入いたしました。この手続上、どうしてもこれが必要でございますの

で、対象者にこの文書を流したということでございます。対象者として上がってお

りますけども、最終的にまだ市長の決済をいただいておりませんので、ここに何名

ということは差し控えさせていただきたいと思います。

それから最後に、滝沢村の件でございますけども、これも大変素晴らしい提案を

いただいておりまして、人事、職員課の方では勉強しておりますけども、私の最終

的な期間とは別にですね、十分勉強させていただきたいというふうに考えておりま

すので、ご理解を賜りたいと思います。

以上です。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

二ノ文議員の方から、私の方の見解をということでございま○市長（福村三男君）

す。

人事のことと、指定管理者制度ということで、２面についてお尋ねをいただいて

おるわけでありますが、指定管理者制度につきましては、ただいま部長の方から答

弁いたしましたように、ぜひ一つ検討をして、できるものからというようなことで

ありますけれども、ご指摘のように、施設あっての管理でありますから、施設が不

整備であると、あるいは何かしら要件を欠いているような古いものであるとかいっ

たものについては、十分整備をしてから管理者を指定しなければ、それを応募する

人もいないんじゃないかといったご指摘であったわけですが、まさにその通りだと

思います。ただやはり、どれからやっていくのかといったものを含めながら、十分

内部の方で検討をやりまして、そしてできるものからやはりやらせていただきたい

と思います。これは、施設そのものを本当はつくる時点において、この施設はどう

管理していくのかというのは、前段にあるわけでもありまして、ご案内のとおり、

ＰＦＩによってやれば全て製造からあるいは建設から全てＰＦＩの方が、引き受け
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会社の方が引き受けて、管理運営までやってくれるということになります。既存の

施設について行う場合には、この指定管理者制度というのが有効になってくるのか

なと、このようにも思っているところであります。

それから、人事評価の問題でありますが、職員がやる気が非常にないんではない

かということでございますけども、滝沢村に見習えということであります。これは

やはり、合併という大きな一つの歴史的事業が成し遂げられて、そしてそれぞれの

ご指摘がありましたように、村には村の人事管理制度がありましたでしょうし、ま

たやはりこの職員数等におきましても、市町村、それぞれに定数が違うと。そこで

みんな自分達の親戚縁者みたいな村もあれば、全く会うけれども職員が多いため

に、何年経っても新しく入ってくる人たちが覚えられないといったものもあります

し、私自体も今現在、職員の方々のお顔がまだまだわからないというのが現状であ

ります。

そういった中で、仮に評価制度をつくりましても、非常に上意下達的な評価とい

うのは極めて末端と言いましょうか、広々く、全ての職員の把握可能な人は少ない

とみていいんじゃないかと。そういった中で、えこひいきというものが起こりうる

んではないかということの懸念も、当然この日本の社会風習の中にあるわけであり

ますから、そこを過日、ご答弁いたしましたように、部下が上司を評価をすると、

あるいはまた市民の皆さん方が、きょうも傍聴にもお見えでありますけども、市民

の方々が役所の方を市民としてご覧になっている、それで市民の声として職員は非

常にしっかり頑張っているよとか、この人は眠り続けているんじゃないかとかいっ

たことも市民参加の中でのその評価の度合いは違いますけれども、参加いただくと

いうことも考えてもいいんじゃないかなと思う次第であります。

それで、これは二ノ文議員、結婚されて恐らく四半世紀になられると思います

が、非常に仲むつまじいおしどり夫婦だと私は思っております。しかし、それを考

えますときに、やっぱり四半世紀に及ぶ人間関係というのが基礎になってあるわけ

でありますから、今、合併した直下において、仲良くみんなが不平不満なく頑張ろ

うというようなことは、非常に難しいと、ご指摘になったとおりだと私は思ってお

ります。

それで、それぞれの市町村の抱えていた役制と言いますか、役付、そういったも

のが降格人事にならないように配慮しなければならないということで、先ほど部長

の方から答弁いたしましたように、市町村長、そして議長会、一緒になって検討し

てどういったポジションをつくるかということで、組織機構については検討させて

いただき、ご了承いただいた上で、そのポジションにそれぞれの人たちが座ってい

ったということでございます。



－ －378

特区大好きということで先ほど部長が言いましたけど、大好きであります。それ

で、それはどんなに首長が好きであっても、やる気が首長が一人ありましても、こ

のことについてはやっぱり内部にある職員の方々が常々の行政執行上においての経

験、その中でまた非常に国に対して規制緩和を促す、あるいは規制の撤廃を促す、

そういうことを求めてやるわけでありますから、職員の方々が日常の業務の中で得

たものをぜひ一つ特区として申請してくださいということを促すのが私の立場であ

りまして、それにちゃんと答えてくれて、特区の町、旧菊池市と言われるくらいに

あったんではないかなと思いますが、今後もぜひ一つそういった外部に向かっての

提案、改革といったものについても、職員の方々に機会を捉えながら、ぜひ積極的

に参加していただきたいと。そしてまた菊池市の情報発信を広めていただきたいと

いうことにつきましてもやっていきたいと、このように思っております。

以上、お答えいたします。

教育長、木下昭二郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

市営プールの件でお答えいたします。○教育長（木下昭二郎君）

全く私の監督不行届としか言えませんけれども、１５年５月に公認切れになって

おったということでございます。その後、すぐ公認しなければならないものをです

ね、今日まで延びておったということで、実は５年間が公認の期間で５万円が要る

ということでございます。早急に関係機関とですね、相談しまして、善処をすると

いうことをお約束しまして、ご答弁に代えさせていただきたいと思います。

実は以前、中体連大会もやっておりましたので、私は菊池市営プールは非常に素

晴らしいプールだということで公認されているということで、それがそのままにな

っているというふうに思っておりましたが、今後また、指導も、私にきちっとあげ

るということもまたやっていきたいと思いますが、大変申し訳ないというふうに思

っております。

以上です。

ここで、１０分間、暫時休憩します。○議長（北田 彰君）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩 午前１０時４２分

開議 午前１０時５４分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）

次に進みます。

奈田臣也君。
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おはようございます。通告に従いまして、質問をさせていただきま○（奈田臣也君）

す。

もう何か、降壇したような気持ちでございますので、どうか時間内に降壇できま

すように、執行部のご協力もお願いしておきます。

それでは、早速質問をいたしますが、まずはじめに財政の安定対策と、新庁舎の

建設問題について質問をいたします。

福村市長は、前回の市長選でこのまま牧市政が続くならば菊池市は潰れると、牧

市政を痛烈に批判されまして当選をされました。

そこでまず、福村市政が公約どおり、菊池市を活性化させたかどうか、財政的な

面で検証してみたいと思います。

まず、財政調整基金の総額で見てみますと、牧市政での就任時は基金の総額は１

０億４,５００万、退任時は３１億３,８００万と、１３億４,３００万も上積みを

され、財政の健全化を果たされました。これが福村市政になりますと、１６年末に

は２２億７,０００万円と、４カ年足らずで９億１,５００万も取り崩されました。

なおまた、起債の残高も牧市政では６５億円で安定していたものが、福村市政では

平成１７年の３月末現在では７４億８,０００万と、９億８,０００万も大幅に増加

悪化しております。福村市政の実態は、牧市政で財政調整基金等が１３億４,００

０万も上積みされたものが、逆に福村市政では基金が９億２,０００万取り崩さ

れ、借金も９億７,０００万も上積みされ、合わせて１８億９,５００万円も悪化し

たのが実態であります。

私は議員が議会で最も大事な仕事は、財政の安定に一定の責任を持つことである

と考えております。この点から考えますと、現在の市政は、現在はありません、旧

ですね、市政は危機管理能力にあまりにも無頓着ではなかったかと今は反省をして

おります。

そこで、このような財政の悪化をした原因は何であるか、端的にお願いをしたい

と思います。

次に、新庁舎ですが、福村市長は新市長当選の新聞インタビューで、新庁舎の建

設は優先して進めたいと発表されておりますが、私は新庁舎の建設につきまして

は、多くの問題が山積をしておると考えております。

まず、財政的な問題といたしましては、新市の現在の基金の額は５９億６,００

０万円ありますが、１０年後には１３億７,０００万まで落ち込みます。１３億７,

０００万ですよ。２つ目ですが、旧市町村の投資的経費である普通事業費は、近年

３カ年の平均事業は５１億３,０００万でありましたものが、新市での旧市町村の

既存事業費は２９億５,０００万と、合併前の実に５７.５％まで落ち込みます。さ
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らに新庁舎の建設に伴う自己負担は、パンフレットによりますと７割ぐらいが返っ

てくる、７０％が財政措置になると思いますけれども、新庁舎の総事業費は４５億

円でございます。道路の整備もあります。その４５億円から算定いたしますと、自

己負担は２７億８,０００万。負担率の６２％、これは私の計算ですから、間違っ

ておったならば訂正をしていただきたいと思います。これで本当に市民が期待して

いるところのサービスの維持向上ができるのか。大変心配しております。

それからまた、新庁舎の建設方式の違いが、地域経済への影響の問題ですが、私

は本庁方式と総合支所方式では、天地の差ほどの影響があると考えております。本

庁方式でするならば、総合支所は支所となり、市町村の現在の財政上の厳しい状況

を考えますと、市当局が活性化のためにいろいろ申し上げましても、衰退していく

ことは容易に推測をされます。

これらのことを考えますと、まだいっぱいありますけれども、早急な建設は、将

来に大きな禍根を残す結果とも成りかねないことが十分に予測されると思っており

ます。

そこで私は、ここしばらくは総合方式を堅持しながらいくのが最善の方策ではな

いかと考えております。特に、合併特例債におきましては、基金の造成も可能でご

ざいます。このような制度を利用されまして、十分な基金の積み立て等をしなが

ら、財政が安定した折に、庁舎を建てる。これが基本的には最も大事であると思い

ます。もし期限を定めるならば、いろんな事情を考えますならば、１０年先ぐらい

にですね、新庁舎の本格的な花房台地に建てる計画は見直したがいいんじゃないか

なと、そのように思っております。

次に、産廃問題について質問をいたします。福村市長は新市の市長選挙におい

て、多くの団体から推薦を受けられております。その中の一つ、旧菊池市の土地改

良区からの推薦ももらわれましたが、その推薦理由は、今まで誰もが解決できなか

った産業廃棄物問題を解決されたので、その功績について推薦をするというのが根

拠であったものと記憶をいたしております。

そこで、福村市政が解決したというような産廃処分場の早期撤退の実態を要約し

てみますと、埋立期間は５年間短縮すること、増設・拡張については一部嵩上げに

ついては既に１０ｍ 許可がなされております。リニューアル方式によるところの３

３０万ｍ に及ぶ増設計画につきましては、現在、県で審査審議中であります。参３

考でありますが、今申しました４０万ｍ の量がどれくらいか、それをお知らせし３

ますと、県の体育館のパークドームが５０万ｍ と言われております。あの大きさ３

まではいきませんけれども、あれくらいの量を埋め立てるわけでございます。

それから、操業短縮期間の５年分と営業所の２年間、７年分の補償を県と市が負
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担するとなっております。この補償金額につきましては、現在、４５０万円の予算

化をし、コンサルタントに委託してもうできあがっております。

４番目に、未解決の課題として、会社の拡張を予定し、多分私は環境アセスメン

トをしますと６.３ｈａですが、県の公共関与予定地の有力候補として残っており

ます。なおまた、かの地には環境アセスメント調査も終了しております。なおま

た、会社の土地利用目的が明確になれば、かの地は農振除外の手続きを行うと、市

は発言をしております。これが菊池市における産廃解決問題の実態であります。

このような、私が申し上げれば、でたらめな解決策は本当に解決されたと言える

のでしょうか。市民にとって本当に安心して賛同を得れる解決策なのでしょうか。

私は全く逆で、産廃問題は益々多くの問題を抱え、悪化しているものと心配をして

おります。本当にこのような解決の仕方でよいのか、市当局の見解を伺います。

続きまして、私たちは産廃反対市民同盟を、平成元年に結成以来、環境を守り、

私たちの大事な地下水を守るため、産廃処分場の増設拡張運動を一生懸命展開をし

てまいりました。その反対同盟の中核である区長会が、県・市・会社の３者協議の

中に取り込まれてしまいました。私は反対同盟の中核である区長会が４者協議の中

での発言を考えますと、産廃反対同盟、詳しく時間がありますならば、一つ一つ取

り上げまして説明いたしますけれども、省略いたしますが、産廃反対市民同盟は事

実上、彼らの区長会さんの発言を考慮いたしますと、したものではないかと大変心

配をしております。

そこで市長に質問ですが、市長は今までの産廃反対同盟の活動をどのように評価

されておりますか、お答えをいただきたいと思います。

以上で、最初の質問を終わります。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

少し、当初の聞き取りと違ったようでございますけれど○総務部長（髙本信男君）

も、議員の方から、財政悪化は端的にどういうことかと、まとめての質問でござい

ましたので、基金と公債比率につきまして、まとめてお答えさせていただきたいと

思います。

いろいろ厳しい財政状況を見てみますと、要因はいっぱいございますけども、そ

の中の大きな一つにやはり、交付税の縮減が考えられると思います。対前年比で見

てみますと、平成１３年度で約２億７,０００万、１４年度で約２億６,０００万、

１５年度で２億４,０００万、１６年度で約３億３,０００万、合計で約１１億の減

額となっております。このように、減額になってきておりますけども、やはり住民

福祉のために、住民のニーズに応えていくためには、お金がないからしないという
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わけにもいきませんので、持っております基金を有効に活用してきたところでござ

います。しかし、基金の活用はしてまいりましたけども、公債比率で見てみます

と、大体１３.６％を維持しておるということでございまして、公債比率につきま

しても、特段下がってはおらないというふうに判断をしております。特に、県下に

おきましては１５年度でみますと１３.６％は県下で１番という値を占めておりま

すので、よそと比べましても、特段悪くなっておるという認識は持っておりませ

ん。厳しいのは現実でございますけども、そういう判断でございます。

また、基金の状況を見てみますと、平成１５年から、１７年は年度途中でござい

ますけども、平成１５年で約１８億４,０００万ありまして、半ばで３０億あった

時代もございます。しかし、平成１７年度末現在でも、約２２億７,０００万は基

金を持って準備しておりますので、そういう面からは特段、悪化しておるという判

断は持っておりませんけども、それでもやはり先ほど申しました交付税の減額がま

だまだこれからも続きますし、不透明な部分が大変多くございますので、予断を許

さず、財政運営に当たっていきたいというふうに考えております。

以上です。

企画部長、村山 隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

新庁舎の建設時期関係ですけども、この件につきまして○企画部長（村山 隆君）

は、何回も申しますけども、合併協議におきまして、合併後３年を目標に建設する

という確認がなされているものでございます。なお、現在の本庁でございます菊池

市庁舎につきましては、昭和４３年に建設されまして、現在既に３８年が経過して

いる現状でございます。また、新庁舎建設後は現在の総合支所方式から本庁方式へ

移行し、総合支所を支所とすることで確認がなされているものでございます。新庁

舎の建設にあたりましては、建設場所の確定、あるいは新庁舎の規模、庁舎の周辺

整備等におきまして、関連する基盤整備、商業関係、あるいは住環境関係事業に配

慮した総合的な構想計画が必要であると考えているものでございます。早急に構想

計画に係る検討組織を立ち上げまして、市議会、また関係団体とも密接な連絡を取

りながら、検討してまいりたいと考えているものでございます。

また、検討組織としましては、庁内に仮称ではございますけども、新庁舎建設等

検討委員会を発足させるとともに、また広く市民の意見、提案等を反映させるため

に、仮称ではございますけども新庁舎及び周辺整備検討懇談会を設置したいと考え

ているものでございます。本庁、支所の機能、役割につきましては、当該地域の盛

衰に大きな影響を及ぼすものと想定がなされますので、アンケート調査の実施等住

民サービスの維持向上、合併による効率化等を考慮して、民意を反映した構想、計
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画等を策定していきたいと考えておるものでございます。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

新庁舎建設が財政に及ぼす影響でございますけども、先ほ○総務部長（髙本信男君）

ども申し上げましたように、大変厳しい財政状況でございますけども、この問題に

つきましては、合併時に合意された案件でございますので、議会の意見を十分踏ま

えながら、財政としても建設に向けて努力をしたいというふうに考えております。

以上です。

市民部長、木下儀郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

産廃問題は、市の最重要課題の一つと考えまして、平成１○市民部長（木下儀郎君）

４年７月から地元住民や区長会、市議会などに対して問題解決のため、会社と協議

をすることにご理解を求めてまいりました。その結果、平成１５年１２月の定例市

議会や区長会でご了承いただきましたので、平成１６年１月から市や県と区長会代

表者との勉強会や協議を行い、市、県、会社の３者に、区長会代表者を含めた４者

協議や、環境保全協議会で産廃問題解決に向けて協議を行っているところでござい

ます。

平成１０年１１月１７日付、県を立会人として市と会社で締結した環境保全協定

書第１３条では、会社の最終処分場の操業期間は協定書締結後２０年間、平成３０

年までとなっておりますけれども、平成１６年６月１１日の環境保全協議会で協議

を行い、最終処分場の操業期間に係る問題解決に向け、今後の協議事項を確認した

ところであり、現在の協議の状況は最終処分場の操業期間を５年程度短縮すること

や、会社の増設拡張計画をいかに縮小するかなどで協議を行っており、損失補償金

につきましては、会社から早めに提示してほしい要望があっておりましたけれど

も、県や市からの補償額の提示は行っておりません。しかしながら、今後の補償問

題の協議につく上で、補償金算定の資料の一つとして、専門的な機関に依頼したい

と考えておりまして、昨年９月の定例市議会において、業務委託について補正予算

をお願いしたところでございます。

今後は、業務の受託業者からの成果品報告書を基に、県や弁護士等と相談を行い

ながら、問題解決のめどができた時点で交渉したいというふうに考えております。

なお、会社の増設拡張につきましては、既に１０万ｍ の嵩上げは終了しており３

ますけれども、リニューアルによる３４万ｍ の増設計画や、田崎牧場跡地に約８３

０万ｍ の拡張計画があります。許可権者は県にあり、市には何も権限はありませ３

んけれども、環境保全上の見地から、県に対して・・・
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もうよかけん、わかったけん、それは。わかりました、そういうこ○（奈田臣也君）

とは私は質問しておりません、俺が言うたかそぎゃんとは。

答弁を続けなさい。○議長（北田 彰君）

市の考えは、５年程度短縮で埋立処分が本市からなくなる○市民部長（木下儀郎君）

のであれば、それまでの容量確保はやむを得ないというふうに思います。あくまで

も市民のご意見を尊重したいというふうに考えております。

それから、会社と問題解決に向けての具体的な協議は行っていませんでしたが、

議会及び区長会のご理解とご協力により、埋立期間を５年間程度短縮するというこ

とで協議を進めており、問題解決に向けて一定の評価をしておるものだというふう

に考えております。

次に、区長会が協議参加をお願いしましたのは、市民の意見を最優先に考えて協

議を進めていくためでございます。市民同盟は産業廃棄物処理場の増設拡張に反対

するためにできた組織であると認識しておりますので、会社の増設拡張に反対され

るのは当然のことだと思います。しかし、反対ばかりでは産廃問題が解決しないの

も事実であります。たしかに増設拡張に反対する市民同盟の活動と、４者協議に参

加して産廃問題の解決に向けて協議を行うことは矛盾するかもしれませんけれど

も、立場上仕方がないかと考えています。

次に、市民同盟の評価に関しましては、産廃問題に関する市民の意識の高揚や、

市や県に対しての貴重なご意見等があり、一定の評価ができるものというふうに認

識しております。

はい、奈田臣也君。○議長（北田 彰君）

あのですね、自分達の考えばかり言ってから、私の質問に何も答え○（奈田臣也君）

ていない。現状認識をですね、自分達が行っていることをはっきりと正確に認識

していただきたいと思います。

続けていきます。

再質問いたしますが、市当局は、市長は北中学校の建設につきましては、地場産

業の育成、林業の振興を図るということで、２０億円で事業計画がなされていたも

のを、３０億近くに予算をされました。そしてその財源としては、１１億７,００

０万円の市債発行と、財政調整基金の６億４,４００万円を取り崩されておりま

す。なおまた、あまりにも豪華な日本一の校舎を建設したため、国からの補助率も

３分の１の補助率が２１から２２％に落ち込んでおります。この２１か２２につき

ましては、私の計算でございますので間違いがあったら訂正をしていただきたいと

思いますが、特に財政調整基金の取り崩し処分につきましては、地方財政法に基づ

き、規制がかけられており、処分ができる項目は５項目に限られております。しか
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しながら、どの処分項目を調べましても、地場産業の育成や地域林業の振興のため

に基金の取り崩しが認められている項目はありません。私はこの４年間の財政の悪

化の原因は、市当局、特に市長が有権者に対し迎合した政策、そのような法を無

視、恣意的な予算の執行に原因しているものと私は思います。

こういうことから考えますと、なおまた財政比率は過去の公債比率はまだ現在に

は比率は加わっていないわけですよ。北中の建設が公債比率に影響するのは、２年

か３年後なんですよ。そういうのを抜きにして、財政が安定している、そのような

認識を部長が持っておっては困りますよ。

次に、新庁舎の建設につきましては、今回、議会においても新庁舎建設特別委員

会が設置されることになりました。しかし、この件につきましては既に位置候補地

選定小委員会で検討され、事務所の位置、建設の事、庁舎の建設方式等についても

一応の合意がなされ、議員間でも確認をされております。

そこでお尋ねですが、今回建設される、建設特別委員会の審議、検討内容は、位

置候補選定小委員会で検討されました以上の項目についても、答弁、審議されるも

のと思いますが、検討委員会で合併前の確認と違う結果に至った場合、合併前の確

認事項の変更はあるのか。行政の立場からお答えいただきたいと思います。

それから、私は会社が申請をしております、４０万ｍ の拡張増設の許可はされ３

るものと思っております。そこで私は、４０万ｍ という増設拡張の規模の決定根３

拠について、私の推測をお話し、見解をいただきたいと思いますが、私の調査で

は、会社の１年間の処分量は５万ｍ でございます。これから算出いたしますと、３

４０万ｍ の増設拡張計画は、８年分の操業期間になります。この８年間と、現在３

市が計画しております短縮期間５年間を足しますと、１３年間であります。これに

今までの会社の操業期間７年を足しますと、ちょうど２０年間になります。この２

０年間の操業は、環境保全協定で施設の使用許可と定めている２０年間にちょうど

合致をいたします。

そこで、市当局にお伺いしますが、拡張増設の量、４０万ｍ の根拠は市当局が３

環境保全協定の中で定められている２０年間の使用期間に合致させるために、逆算

して決められた規模ではないかと私は考えておりますが、私の考えが間違いなら

ば、ご指摘いただきたい。なおかつ、４０万ｍ の根拠を教えていただきたいと思３

います。

それから、環境保全協定書には、会社の増設拡張については別に設置する環境保

全協議会で協議することになっております。しかしながら、今回の拡張増設の量、

４０万ｍ の決定は、間接的ではありますけれども、間接的ですよ、菊池市の前川３

県議、県の副知事を窓口として、県と市が協議して決定された政治的な産物である
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と私は確信をしております。このことは、今は亡き福島知事が立ち会いの下で締結

された環境保全協定書を無視して解決された産物でありますが、こんな政治的な解

決の方法で真の解決ができるのかと考えております。

次に、産廃処分場の早期撤退の真の目標は環境の保全と公害を未然に防止し、私

たちが健康で豊かな生活をする上で、最も大事な地下水を守ることにあります。人

の健康は金では買えませんが、しかしながら産廃の早期撤退により、私たちの大事

な健康が守られるならば、補償金を出すことは血税ですので、簡単には出せません

けれども、必要であると私は思っております。しかしながら、今、部長がいろいろ

申し上げましたけれども、その中で欠落しておることは、何で５カ年間の短縮か、

その辺がご理解いただいていない。一方で、５カ年間の短縮のために、数十億の市

民の血税を払いながら、片方ではまた新たな環境の下、地下水汚染の素となる４０

万ｍ に及び処分場の拡張増設が計画され、市はそれに賛同しております。こうい３

う矛盾した対応で本当に環境や地下水が守られるのか、市民の賛同が得られるの

か、再度伺います。

以上で、再質問を終わります。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

まず、私が先ほど申し上げましたことが認識不足というよ○総務部長（髙本信男君）

うなご指摘であったろうかと思いますけども、私は財政の一つの見方といたしまし

て、基金の状況と公債比率を申し上げまして、これから見てみまして、他市と比べ

てその状況は特段悪い状況ではないというふうに判断しておることを申し上げたと

ころでございます。

次に、北中建設につきましては、通告にございませんでしたけども、手持ちがあ

る部分につきまして、質問にお答えいたします。

まず、平成１４年度に公共施設整備基金から３,６１９万円、北中建設校舎改築

事業に充当いたしております。また平成１５年度におきまして、公共施設整備基金

から１億円、北中学校校舎建築事業に充当しております。この財政調整基金の運用

につきましては、当然、議会にご提案を申し上げましてご承認をいただいたもので

あり、この運用、取り崩しにつきましては何ら問題はないと考えております。

以上、お答えします。

執行部の答弁も通知事項の範囲内で行ってください。○議長（北田 彰君）

はい、企画部長、村山 隆君。

［登壇］

新庁舎建設特別委員会が設置される予定ということで、協○企画部長（村山 隆君）
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議によっては変更があるのか否か、行政の立場からの答弁をということでございま

した。ご承知のとおり、合併協議会におきましては、平成１５年８月１日に任意協

議会が設立されまして、法定協へ移行したものでございます。その合併協議会の中

の小委員会で審議がなされ、その報告が合併協議会で確認されたものでございま

す。行政としましては、この件を真摯に受け止めたいと考えております。

なお、特別委員会の設置につきましては、今後、その案件等について協議がなさ

れるものではないかと思っているものでございます。

以上でございます。

市民部長、木下儀郎君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

２０年間の操業等について、いろいろございましたけれど○市民部長（木下儀郎君）

も、この件につきましては、県と協議しながら、県の方が許可を持っておりますの

で、県と協議しながら計算等をやっておるということで聞いております。

それから、通告の最後の方にちょっとありましたけれども、補償関係の問題です

けれども、補償関係につきましては、先ほど申し上げましたように専門のコンサル

タントに委託いたしまして、補償価格の一定の調査はいたしております。しかしな

がら、まだ先ほど申し上げましたとおり、弁護士等々の相談をしながら、問題解決

のめどができた時点で、慎重に交渉してまいりたいというふうに考えております。

奈田臣也君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

今、私は中で重大なですね、問題発言なのか、これはあくまでも私○（奈田臣也君）

は、議長はそのようなお考えでしょうけれども、私はあくまでも質問をした範囲

の中で言っておりますので、その辺はご理解をいただきたいと思います。

それから、いろいろ部長申されましたが、菊池市の財政の悪化の要因ですけれど

も、福村市長は他の新聞発表で、悪化の原因は税収の落ち込みの中でも交付税が大

幅に減少したこと、下水道、介護保険の繰出金が増えたこと、特に何かをしたから

目減りをしたわけではない。このようなことを申されておりますけれども、先ほど

部長の答弁にもありましたように、地方交付税はたしかに減っておりますけれど

も、臨時財政対策債では合わせますと従来の交付金と同額でございます。まして多

分、この臨時財政対策につきましては１００％の財政措置がなされると私は思って

おりましたわけでございます。また、下水道とか介護保険の繰出金の増加は、こう

いうのをわからずにですね、事業をなさったのか。こういう予測もできずにです

ね、事業をなさったけんしようがなかと言われるのか。そういうですね、無責任な

発言、考え方はですね、私は許すことはできません。
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総括いたしますと、予算をかえりみず、豪華な建物はつくる、身内からきた陳情

には予算をどんどん付ける、そういう使うことには積極的でありますけれども、倉

本議員さん、山田議員さんたちが質問ありましたように、今は国も地方も借金漬け

になっております。このようなことが認識をされず、時代が最も要求しております

ところの財政改革、行財政改革をですね、何もなさらなかったのが財政悪化の主な

原因であると私は思いますけれども、菊池市は行政改革を第３次までつくっており

ます。今までどのような行政改革をなされてきたのか、考えをお聞きしたいと思い

ます。

それから、産廃問題ですが、私が菊池市の産廃問題はこんな形で多くの問題を残

しながら決着することは、誠に残念で悲しいことであります。産廃問題が市民にと

って、このような不利益で不安定な形になった原因は、私はひとえに産廃反対市民

同盟に対する評価を誤ったこと、それから環境保全協定の内容を無視したこと、こ

れが現在の曖昧な形の解決になっておる。私はそのような確信を持っております。

私は産廃問題のような法の力では無力で、法の力に対抗できず、それによって広く

市民の権利や市民の生活が脅かされるような問題につきましては、市民の結集を力

として戦い、その戦いの中から市民の安全、幸福を勝ち取っていくのが他にないわ

けでございます。菊池市にとって不利益な方を守る、こういう戦ってこそ、本当に

住んでみてよかった、菊池市に住んでよかったと、そう言うことが出てくるわけで

ございます。市長は、市民反対同盟の力を借りて環境保全協定の約束事を盾に、断

固戦うべきであったところを、戦いを放棄したのがきょうの結果を招いた原因と私

は信じております。

特に環境保全協定、１３条の２項の中には、使用期間は書いてありますけれど

も、この使用期間を菊池市が補償する、そのよなことは一切書いてございません。

なおかつ、産廃同盟の拡張増設につきましては別途協議する。そのようになってお

りますが、菊池市が５月１９日、区長会代表に挨拶された中で、協定を結んだ当事

者である市が、操業期間を短縮してもらうのでありますから、市が補償すべきであ

ると思います。何で市がですね、補償せにゃんとですか。環境保全協定の１３条に

対しての認識をですね、知恵をですね、みなさん方が無くしておるからこのような

結果になるわけでございます。

答弁をお願いします。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

まず、臨時対策債にお触れになりましたけども、ご承知の○総務部長（髙本信男君）

とおり、臨時対策債も起債でございますので、地方債には間違いございません。し
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たがいまして、地方債は計画的に進めていかなくてはならないということでござい

ます。前段でご説明いたしましたように、公債費比率が現在１３.６％前後で推移

しておりますけれども、これらが地方債発行の適正な判断する指標となってまいり

ますので、この辺を十分見極めながら、地方債の活用は進めてまいりたいと思いま

す。

それから、公共下水道特別事業、また介護保健事業の繰り出しにお触れになりま

したけど、他にもございますけども、この２つにつきまして、どちらも市民にとっ

ては大切なものでございます。多額のお金を一般会計から繰り出しておりますけど

も、健全運営には努めてまいりますものの、厳しい状況でございますので、議会の

ご理解をいただきながら進めさせていただきたと考えております。

いずれにいたしましても、限られた予算でございますので、予算の中で効率的、

効果的な予算の運営に努めてまいりたいというふうに考えております。

以上、お答えします。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

時間がありませんので、一言だけ申し上げておきます。○市長（福村三男君）

北中学校が大変豪華で無駄遣いであったということでございますが、予算は奈田

議員が議決の中にご賛同いただいて成立しておりまして、何ら質問もその場にはあ

っておりません。予算がどんどん無駄遣いで、基金崩したと言いますけども、やっ

ぱり時代が少子高齢化の中で、ご案内のとおり、扶助費が増え、医療費が増え、そ

してご案内のとおり、私の任期中、平成１３年度に介護保険法が適用されるなどな

ど、財政需要が大変多くなってきたということもご理解いただきたいと思います。

産廃問題については、奈田議員、８年間ぐらい反対運動をされておりますけど

も、それでは反対運動の延長線上で解決の策はあるんですかと、何度私は申し上げ

たことでしょうか。提案をしていただきたいということを皆さんに申し上げなが

ら、この会議を進めてきたところであります。

ここで、昼食等のため、暫時休憩します。午後の会議は、午後○議長（北田 彰君）

１時から開会します。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩 午前１１時４０分

開議 午後 １時００分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）

次に、木下雄二君。
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［登壇］

皆さんこんにちは。○（木下雄二君）

今回、合併後の初めての議会で、市民の代弁者として一般質問させていただきま

す。新菊池市として前向きな一般質問をしたいと思いますので、福村市長をはじ

め、執行部の方々にはよろしくお願いを申し上げます。

それでは、通告をしておきました順に従いまして質問をさせていただきます。

まず、合併後の市としての企業誘致に対する考えについては、渡 議員、山田議

員、坂本議員の質問に対する答弁によりまして理解をさせていただきました。今後

は、企業誘致の担当係を設け、県に対しても積極的に推進をし、現在は特に県が半

導体関連企業の受け皿としての整備の計画に、川辺地区を候補地として手を挙げて

いるということであり、また地元地権者の努力にも敬意を表するところでありま

す。この件につきましては、福村市長におかれましては、就任早々地元県議と供

に、県に対してトップセールスをしていただいておりますので、今後ともさらなる

努力をお願いしておきます。

次に、地場企業、既存誘致企業の現状と対応についてでございますが、この件は

旧菊池市議会のときに何回か質問させていただきましたが、今回は特に合併により

まして、地場企業、既存誘致企業がそれぞれの旧町村にありますので、現状を把握

し、新菊池市の企業として再認識する必要があると思われます。市として今後、地

場企業、既存誘致企業に対する対応はどのようにされるのか、お尋ねいたします。

また、雇用対策、税収面からはどのように考えておられるのか、お尋ねをいたし

ます。

次に、竜門ダムの今後の対策について質問させていただきます。竜門ダムは、皆

様もご存知のように、菊池川沿線の度重なる洪水による被害を防止、軽減するとと

もに、熊本県北部地方唯一の水瓶として、渇水時の水不足を解消し、この地域一帯

で必要とする水資源を確保するために、昭和４３年に計画発表され、地元の協力に

よって他の類を見ない速さで事業が完了した多目的ダムであります。その計画発表

から完了まで、竜門ダムの建設の対策についての調査審議、ダム事業の円滑な推進

を図るために、昭和４６年１０月に水資源対策協議会に代わって設置されたのがダ

ム対策協議会であります。ダムの建設に伴い、尊い犠牲を強いられた水没者の生活

対策を第一に協議されてきましたが、平成１４年３月のダム竣工により、廃止され

ることになっておりましたので、平成１３年度のダム対策協議会において、廃止後

はダムの自然環境に与える影響等も考慮し、ぜひ水質保全対策等を目的とした協議

会の設置を申し入れ、私も議会におきまして、平成１３年９月の定例会で一般質問

をさせていただき、ダム建設のための協議会からダム完成後の水環境対策等につい
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ての調査審議機関として存続をさせる、との答弁によって、平成１５年５月に菊池

市ダム流域対策協議会設立総会の運びとなったものであります。その後、平成１６

年度は第１回ダム流域対策協議会が６月に開催され、国、県に対しての要望書を提

出している状況であります。

本年度は、合併により、旧七城町が流域として加わることになりますので、組織

の再編が必要となると思われますが、ダム流域対策協議会について、現在、どのよ

うに取り組んでおられるか、お尋ねいたします。

次に、地域に開かれたダムとしての整備の状況と、今後の取り組みについてお尋

ねいたします。竜門ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持、灌漑、工業用水

を目的として建設されておりますが、県や市の総合計画におけるダムの位置づけを

基本として、交通至便の郷ダムであることと、水面が利用しやすいダムであること

など、竜門ダムの特徴を生かしたユニークな整備が行われています。ゲートゾー

ン、賑わいと交流ゾーン、自然発見ゾーン、サイレントスポーツゾーン等の整備が

進み、菊池市交流促進センター龍龍館の建設、熊本国体ボート競技大会、全国高校

総体、市民レガッタ等、先日は全日本ジュニアボート選手権が開催され、連日、熱

戦が繰り広げられました。現状としては、整備等はほとんど終了していると思われ

ますが、竜門ダム、班蛇口湖等を今後どのように活用されるのか、市の考えをお示

しください。

以上、１回目の質問とさせていただきます。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

木下議員のご質問にお答えを申し上げます。○経済部長（岡崎俊裕君）

地場企業、既存誘致企業の現状につきましては、世界経済の回復により輸出が増

え、穏やかな回復の兆しがありますが、中小企業においては大企業と比べ、景気回

復に遅れが見られ、引き続き厳しい状況にあると思われます。本市においてもデジ

タル家電の供給過剰懸念や、素材価格の高騰の影響などもあり、生産活動は調整局

面を迎え、操業度が幾分下がっている状況でございます。それは、雇用及び生産

量、景気調査においても、顕著に現れてきているようでございます。現在の工業統

計調査結果では、旧菊池市においては平成１２年の製造品出荷額が３５６億９２万

円であったものが、平成１５年には２６６億６,５６４万円と、２５.１％の減とな

っております。旧七城町、旭志村、泗水町の合計で見ますと、平成１２年の製造品

出荷額が１,４９４億６１３万円であったものが、平成１５年には１,１８６億１,

０８２万円と、２０.６％の減となっております。このような中、これまで旧菊池

市では、工業連絡協議会が旧七城町、泗水町では企業連絡協議会が設立され、他企
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業への視察研修やスポーツレクレーション、または行政との懇談会などを実施し、

企業間及び行政との連携、各種情報交換等を図りながら、地域産業の発展に寄与す

る取り組みがなされてきたところでございます。しかし、ただいま申し上げました

とおり、協議会等につきましては合併前の組織がそのまま存続しているような状況

にありますので、今後は各協議会の意向等をお伺いしながら、新菊池市としてさら

に企業間の連携を図れるよう、組織づくりの調整に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、雇用対策につきましては、企業各社に対し、機会あるごとに地元雇用を最

優先にしていただきたいと申し入れをしているところでございます。このことを、

工業統計調査結果から見ますと、旧菊池市においては平成１２年の従業員数が２,

３３６人であったものが、平成１５年には２,３０８人と、１.２％の減となってお

ります。一方、旧七城町、旭志村、泗水町の合計で見ますと、平成１２年の従業員

数が４,５７１人であったものが、平成１５年には５,２２７人と、１４.４％の増

となっており、全体的に見れば雇用拡大が図られている状況にあると言えます。本

市としましては、今後ともハローワークや熊本労働局、県労働雇用課等の関係機関

と連携を図りながら、若年労働力の確保、中高年齢者の就業促進に努め、さらなる

雇用拡大を図ってまいりたいと考えております。

また、既存企業の発展をサポートすることは、企業の増収益、雇用拡大にもつな

がりますので、本市の税収面の増大も図られると考えております。

以上、お答えします。

建設部長、石原公久君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

まず、ダム流域対策協議会の取り組み状況につきましてお○建設部長（石原公久君）

答えさせていただきます。

この度の市町村合併に伴いまして、竜門ダム流域は旧七城町の迫間川流域まで拡

大することになりました。このことから、旧七城町の迫間川流域の関係者を含めた

組織再編を行い、新市としてのダム流域対策協議会の活性化を図ることは、重要な

ことであると考えております。

しかし、ダムが完成するまでの地元のご苦労や活動団体設立の目的、そして最も

忘れてはならない、竜門ダム建設の目的など、これまでの経緯を十分に踏まえて、

その対応について総合的に検討していかなければならないと考えております。現時

点では、旧菊池市ダム流域対策協議会条例は、市町村合併と同時に失効いたしてお

りますので、この条例の取扱いをはじめ、協議会の今後のあり方などにつきまして

も、旧ダム流域対策協議会関係者の皆様方と十分協議をさせていただきまして、そ
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のご意向を踏まえた上で、考えていきたいというふうに思っております。

また、平成１６年度において策定されました竜門ダム、水源地域ビジョンを参考

に、今後の対策等を併せて考えていきたいと思っております。

次に、地域に開かれたダムとしての整備の状況と、今後の取り組みはということ

についてでございますが、竜門ダムの地域に開かれたダム整備は、議員さんお話の

中にありましたように、エントランス広場や青空ギャラリーのゲートゾーン、いき

いき運動広場をはじめ、月、風、花、鳥などの広場がある賑わいと交流ゾーン、流

入河川エリア、自然の森エリアなどの自然発見ゾーン、ボートエリアのサイレント

スポーツゾーンに分かれております。この関連施設の整備状況につきましては、漕

艇場を核としたレイクスポーツのメッカとして、ダムの完成とともに、ハード面の

整備においては概ね達成できたものと受け止めております。特に、班蛇口湖ボート

場は、平成１１年、くまもと未来国体開催を契機に建設された西日本唯一の公認

２,０００ｍ常設コースでありますが、国体以降は市民のボートに対する関心も高

まり、市主催の班蛇口湖ふれあいレガッタも今年で５回目を迎え、年々参加クルー

も増えております。現在では、県内外の主なボート大会も開催されておりまして、

来年度は国体九州ブロック夏季大会のボートカヌー競技、それから平成２０年に大

分県で開催されます第６３回国民体育大会のボート競技が予定されているところで

ございます。今後は、このような各種大会や高校、大学などの合宿を通して、若者

が集うボートのまちづくりを積極的に推進することとなっております。

このほかの取り組みといたしましては、今年２月に竜門倶楽部及び水源地域ビジ

ョン推進実行委員会の主催により、水源の森づくり植樹祭を開催していただきまし

たが、引き続き、今年度も実施される予定となっております。あわせて、国におき

ましては、今年度、ダム湖周辺管理用道路をダム堰堤から班蛇口湖大橋を周遊する

サイクリングロードとして一般開放するための整備が行われることになっておりま

す。

このような取り組みを生かして、今後、なお一層、竜門ダムを地域に開かれたダ

ムとするために竜門ダム水源地域ビジョンに基づいた自主的、持続的な取り組みを

行い、竜門ダムの積極的な利活用を図っていきたいと考えております。

以上、竜門ダムに関する答弁とさせていただきます。

木下雄二君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

答弁ありがとうございました。○（木下雄二君）

答弁によりますと、地場企業、既存誘致企業につきましては、製造品出荷額につ

いては旧菊池市、七城町、旭志村、泗水町においても厳しい状況であるようであり
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ます。雇用面から見ますと、旧菊池市は減ですが、旧七城町、旭志村、泗水町は増

であり、全体では雇用拡大が図られており、少しは安心をいたしました。しかしな

がら、旧菊池市は製造品出荷額、雇用の面、税収の面から見ても大変厳しく、今後

は、先ほど触れられました、旧市町村にそれぞれ工業連絡協議会があるようですの

で、合併を機に、お互いに企業間の情報交換等によってメリットがあるように、早

急に一本化する必要があると思われますが、現在の取り組みをお示しください。

次に、ダム流域対策協議会については、旧七城町の流域を含め、再編をするとの

ことでありますが、なぜか合併と同時に失効しているということでありますので、

早急に条例を制定していただかなければなりません。ダム流域対策協議会の国、県

に対する要望書の内容としましては、１、清流迫間川を取り戻すための水質保全、

及び水辺環境保全の継続的かつ強化対策の促進。２、ダムサイト下流より、迫間め

がね橋に至る間の直轄管理区間への早期編入。３、ダム下流域の管理用道路として

既存道路の早期改良整備。４、川とふれあう親水空間等の整備推進。５、迫間川堰

群の早期整備。６、迫間川護岸の草刈り等、維持管理に係る地元負担の軽減であり

ます。今後も、国、県に対して継続的に強く要望していかなければならない事柄で

あります。本来であれば、合併後にスムーズに条例が制定されるべきであったと思

いますが、現在は失効しているとのことです。条例制定はいつ頃になるのか、お答

えをいただきたいと思います。

次に、地域に開かれたダムとしての整備の状況と今後の取り組みについては、答

弁によりますと竜門クラブ及び水源地域ビジョン推進実行委員会等で、下流域の水

利用団体等に呼びかけ、私も参加させてもらいましたが、水源の森づくり植樹祭が

開催されているようであります。今後も竜門ダムを中心として、地域に開かれたダ

ムとして、市民はもとより、水利用地域の住民の方々にダムの必要性を認識しても

らうためのイベント等をさらに計画していただき、活性化に結びつけていただきた

いと思います。

今回、ダムに対する質問をさせていただきましたが、ダム事業は旧菊池市におい

ては総務企画部政策推進課で所管をしておりましたが、合併後には建設部に移行し

ているようであります。私としては、ダムについては事業の幅が広く、いろいろな

分野に関連しておりますので、総務企画部が所管の機構として相応しいと思われま

すが、執行部の考えをお示しください。

以上、２回目の質問とさせていただきます。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

木下議員の再質問にお答えを申し上げます。○経済部長（岡崎俊裕君）



－ －395

各協議会組織につきましては、旧体制のままでございます。旧菊池市は、工業連

絡協議会、旧七城町、泗水町は企業連絡協議会が設置されております。旧旭志村に

つきましては、設置をされておりません。現状といたしましては、旧菊池市は誘致

しました製造業部門の協議会であります。旧七城町、泗水町は製造業以外の企業を

含めた協議会であります。まだ統一された連絡協議会とはなっておりません。先

般、５月の１８日でしたけれども、旧菊池市の工業連絡協議会の定期総会が開催さ

れました。合併後の協議会はどのようにしていくのかというご質問がありまして、

その際も、新市の企業間の連携が緊密に図られるよう、組織づくりに努めてまいり

ますと、お答えを申し上げたところでございます。その中の要望で、新市協議会設

立の際、ぜひ製造業は製造業で集まれる組織がほしいということでございました。

その方がお互いの連携も、情報の共有もより緻密に図られるからというご意見でご

ざいました。

先ほどご答弁申し上げましたけれども、この企業間の連絡協議会の組織づくりに

つきましては、今後、十分調整、協議をいたしまして進めてまいりたいと考えてお

ります。

以上、お答えを申し上げます。

建設部長、石原公久君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

議員さんご指摘いただきましたように、ダム流域対策協議○建設部長（石原公久君）

会の役割は、非常に大きなものがございます。６項目あげていただきましたが、非

常にそのような事業を抱えておりまして、早急な整備が必要であると思います。ご

指摘のように、合併後、スムーズな事務調整を図り、条例を制定すべきところでご

ざいましたけれども、諸般の事情によりまして、現在のところ、条例が存在いたし

ておりません。なるべく早くその組織を立ち上げて、早くスタートしたいというふ

うに考えております。早急に関係機関との調整を図り、できれば来る９月の市の定

例議会に提案させていただくところで、前向きに検討をしてまいりたいと思いま

す。

議員さん方におかれましても、ご指導、ご協力を賜りますように、節にお願いを

申し上げまして答弁とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

ダムに関する所管のお尋ねでございますので、私の方でお○総務部長（髙本信男君）

答えをさせていただきます。
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先ほど部長の方からございましたように、ダムのハード面につきましては、ほぼ

完成でございまして、これからダムに関する個別の事業等には取り組んでまいりま

すけども、個別の事業につきましては、その主管にあたるところでやらせていただ

きたいというふうに考えております。

それから、以前よりダムに関することは企画または総務企画、そして総務部とい

うようなことで、その時々の組織によって変わってまいったわけでございますけど

も、お尋ねの菊池ダム流域対策協議会につきましては、ただいま建設部長がお答え

しましたように、９月、条例制定ということで、事務方の方では素案をたたき台に

しながら、検討を重ねておりますけども、その所掌事務につきましては、議員ご指

摘がございましたように、ほとんどが県、国とも国土交通省に関係する部分がござ

いますので、この条例に関することにつきましては、建設部の方で対応したいとい

うふうに考えております。

以上、お答えします。

木下雄二君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

ありがとうございました。○（木下雄二君）

合併後の協議会については、よく協議をしていただいて、新市の企業間のさらな

る連携が取れるように努力されることを期待しておきます。

私は、地場企業、既存誘致企業について今回質問をさせていただきましたが、私

自身、まだ勉強不足で、旧町村にどのような企業等があるか把握できておりませ

ん。もちろん、新しい市民の方々もご存知ないと思われます。私たちも含め、行政

と市民の皆様と、今後取り組まなければいけないことは、企業版地産地消だと思い

ます。それぞれの地場企業が何を生産し、販売しているかを十分把握し、市民が消

費活動をし、行政としても地場製品リストを作成し、それを公共工事等で採用する

必要があると思います。今回の旧菊池北中学校の建設にも、地元産材がふんだんに

使われており、その工事も地場企業による受注によって、大きな経済波及効果を生

んでおります。旧菊池市にイノアックという企業がありますが、約３０年前に菊池

に誘致された会社です。今回の北中学校の体育館のランニングロード部分にイノア

ックの環境舗装材が使われており、このように再確認をすれば、地場企業、既存誘

致企業で採用できるものがたくさんあると思います。もちろん、新たに企業誘致す

ることも大事ですが、市内の企業を大切に守っていくことが一番だと思います。今

後は新たに行政としても、市の広報等を通じて、市民の皆様にそれぞれの旧市町村

の既存の企業の紹介等も含め、理解していただき、地産地消に取り組んでいかなけ

ればいけないと思います。



－ －397

次に、市ダム流域対策協議会の条例については、建設部長は前向きにということ

でございましたし、総務部長は９月に制定するということで確認をしておきたいと

思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

それと、所管についての問題につきましては、所管が土木の方に変わるというこ

とでございますけれども、いろんな形できちんとした対応をしていただければ結構

だと思いますので、その点は十分よろしくお願いしておきたいと思います。

竜門ダムは今年は長引く少雨のために、今日現在、６１.３％まで貯水率が低下

しています。今日は今、ちょっと雨が降り出しましたけれども、６月１３日から迫

間導水路より菊池川へ、毎秒１トンの放流が行われ、ダムのおかげでまだ深刻な被

害は出ていませんが、このまま少雨が続けば大変心配であります。市としても、状

況次第では地下水をくみ上げるポンプのレンタル代などを補助する事業も検討中と

いうことで新聞に載っておりましたので、この件は竜門ダムに関連ということで要

望をしておきます。よろしくお願い申し上げます。

最後になりましたけれども、竜門ダムにつきましては、建設に伴い、尊い犠牲を

強いられた水没者の方々の協力によって現在があると思います。市長も昨日、県に

対しての今回の企業誘致のＰＲとして、合併の模範として評価をしていただきたい

と言われていましたが、旧菊池市には国、県に対して最も協力をし、他の類を見な

い速さで事業が完了し、現在、下流域の水利用者に対して恩恵を与えている竜門ダ

ムがございます。このことからも、県に対しては強く要望ができる材料があると思

いますので、県に対してのトップセールスをさらにお願いをいたしておきたいと思

います。

本日は質問を終わりますけれども、今日は一般質問も私ともう一人で終わります

ので、終わった後は県に向かってＰＲに行っていただきたいと思います。

最後に、市長の方から一言だけご意見をいただければと思います。よろしくお願

い申し上げます。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

竜門ダムにつきましては、今、議員ご指摘のように、本当に貴○市長（福村三男君）

重な先祖の土地、田畑、あるいはまた家屋など、水没されて、移転を余儀なくされ

た方々の尊い思いがあるわけであります。昭和４３年に計画発表いたしまして以

来、３４年間という長きを要したわけでありますが、今ご指摘のとおり、本当に

今、ダム問題というものはそれぞれの地域において住民のみなさん方の論議の的に

なっております。今、６１％台まで落ち込んだというのを関係者の方から報告を受

けたところでありまして、早速対策会議を開かなければならないということでござ
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います。この恩恵というものを本当に私たちはありがたく考えておるわけでありま

すが、やはりこのダムを直に利活用している方々のみがその恩恵を感じていて、そ

の他の県民サイドにおいては、果たしてその認識がどうなのかと、非常にそこまで

お考えになっていないんじゃないかなという思いはいたします。今、ご指摘のとお

り、県等につきましても、この竜門ダムの問題を含めながら、菊池市が抱えている

地域の課題というものを常々そのようなことを訴えてまいっておりますし、今後も

ぜひ菊池市がいかに公共的なものに、国策に沿ってきたのかといったものを含めな

がら、いろんな意味でまた支援をお願いしていきたいと、このように思います。

ありがとうございました。○（木下雄二君）

次に、本田憲一君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

一般質問も私の最後の質問で、今回の定例会の一般質問も終わりま○（本田憲一君）

す。４５分の時間をいただいておりますので、もう少しの間、ご静聴のほどよろし

くお願いします。

それでは、通告に従いまして質問してまいりたいと思います。

まず、新庁舎建設計画について、それから畜産環境対策について、質問いたしま

す。

合併協議会で新市の庁舎を国道３８７号線と広域農道、通称グリーンロードの交

差する花房台地に、３年をめどに建設するという決定をしていますが、変更の考え

はありませんか。合併協議会便りなどで市民にも報告はされましたが、市民の方々

はまだまだ庁舎が移転するということを知らない方が多いようで、私もびっくりし

ております。ただいまの市民の願いは、庁舎が菊池市の中心部に移転するのだった

らしてもらいたいというのが市民の願いだと私も認識しております。市長は、協議

会の委員でもあり、また旧菊池市の市民の一人として、庁舎の移転をどのように受

け止められているか、市長の率直な答弁をお聞きいたします。

次に、畜産環境対策について質問いたします。昨年の１１月に施行されました、

畜産環境対策法で設置義務付けられました管内の農家は、１７年度で１００％達成

すると先の答弁で聞いております。地下水の汚染が進む中で、大変望ましいこと

で、関係者の方々の努力に敬意を表したいと思います。

同僚議員の答弁にもありましたように、設置が進む中、生産された堆肥の処理が

懸案のようにお聞きしました。その中で、農家次第では堆肥が不足している農家も

あると聞いております。そういう農家は素晴らしい製品を生産して、すなわち完熟

した良質の堆肥ができているからです。良質な堆肥を生産すれば、農家ばかりじゃ

なく、家庭菜園や花作りなど、用途も広がると思うが、行政の対応をお聞きいたし
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ます。

また、農家の耕畜連携についてお尋ねします。同僚議員の質問に重複するかもし

れませんが、旧市町村の耕畜連携の現状を説明願います。

１回目の質問ですから、まず市長の方から率直な答弁をお聞きしたいと思いま

す。よろしくお願いします。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

それでは、本田議員のご質問にお答えいたします。○市長（福村三男君）

ご質問につきましては、先ほど部長の方からご答弁いただきましたように、新庁

舎の建設については、合併協議会におきまして、新しい事務所の位置候補選定小委

員会と、そちらの方からの提案がありまして、合併後、いつの時期にするのかとい

う中で、合併後３年を目標に、新庁舎を建設すると。しかも、場所につきましては

国道３２５、通称菊池グリーンロード沿いの沿線で適地を求めると、このように小

委員会の提案がありまして、そして確認が合併協においてされたところでございま

す。そのことに対してどう思うかということでありますが、このことにつきまして

は、どちらの市町村も合併前の考え方としては、自分達が住んでいる町に本庁舎を

おいてほしいというのは、それぞれの思いがあったと思います。旧菊池市民として

と言われましたけども、旧菊池市民としては当然のことながら、自分の住んでいる

町にあったらいいなという思いは強くあったわけでありますけども、合併という対

等な４者の話し合いの中において、この位置というのが小委員会の方で提案をされ

て、それが合併協議会におきまして確認をされたということでございます。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

本田議員のご質問にお答えを申し上げます。○経済部長（岡崎俊裕君）

耕種農家などが堆肥に対して求めているものは、安定した品質であるかと思いま

す。それぞれの畜産農家で生産される堆肥の品質は一定でなく、耕種農家にとって

は使いづらい面がございます。幸い、ＪＡ菊池が二次処理するための北部堆肥セン

ターを建設する予定でございますけれども、均一した品質の堆肥が生産できるよう

なことになるのではないかと、期待をしております。

このＪＡ堆肥センターを拠点としまして、管内外や多用途利用への堆肥流通を促

進してまいりたいと考えております。

耕畜連携につきましては、畜産農家が生産する堆肥が耕種農家のほ場に還元する

ことにより、地力の向上を図るとともに、畜産農家にとっては安全な国産粗飼料の

確保、堆肥の利用先の確保など、双方にとってメリットがあります。旧市町村の耕
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畜連携の状況につきましては、耕種農家と畜産農家が連携して、補助事業等に取り

組むことを推進し、堆肥舎や収穫用機械を導入いたしました。今後とも、各種農業

団体や県と連携をとりながら、管内外、耕種農家への堆肥流通促進を図りたいと考

えております。

以上、お答えします。

本田憲一君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

市長は、協議会で決定しておる項目は真摯に受け止めていかれると○（本田憲一君）

いうことですので、花房台地に移転するということでありましょう。

それでは、庁舎を花房台地に移転した場合のメリット、そしてデメリットを具体

的にお聞かせいただきたい。仮に花房台地に予定した場合は、建設予定地は優良農

地で、既に区画整備補助事業等の計画もあります。果たして、変更が可能かどう

か、お聞きいたします。また、新庁舎を建設する事業費ですが、概算とは聞きます

が、庁舎建設に３０億円、用地買収に１０億円とお聞きしました。事業費は、合併

特例債で賄われるものと思いますが、２８億円は特例債の適用になると思います

が、残りの１２億円、これはどういう財源を充てられますか、お聞きいたします。

市長は先の選挙で公約に商工業の活性化と観光産業の振興により、所得の増加を

図るということを公約になされております。庁舎を花房台地に移転されましたら、

市の中心部は目に見えて寂れていくと思われます。その対応策はどのように考えて

おられますか、お聞かせください。

次に、堆肥の問題でございますが、私、福岡の友人から聞いたことがございま

す。熊本は九州で一番ゴルフ場が多いと。そこで、ゴルフ場に堆肥を販売に行って

いるそうです。ゴルファーの健康上のうえからも、化学肥料が使われることなく、

完熟した良質の堆肥をゴルフ場に販売していると聞きました。フェアウェイの芝用

の肥料、グリーン上の芝用の肥料と、何種類も分けて作っているそうです。完熟し

た良質な堆肥を生産すれば、この堆肥センターも供給が不足するそうです。菊池市

内は、市内の畜産農家は西日本でも有数の規模を誇っております。生産される堆肥

の量も莫大なものがありますけど、またこの莫大な量が強い味方にもなると思われ

ます。

良質の製品を生産するには、自治体と関係機関の後押しがぜひとも必要と思われ

ますが、見解をお聞きします。

耕畜連携についてお尋ねします。中国で発生しました口蹄疫で、輸入のワラがス

トップしております。ワラが確保できず、肥育農家は稲ワラ不足で心配と聞きま

す。菊池牛の一層のブランド化を高めるためにも、トレーサビリティ事業を構築し
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て、安全、安心な生産体制を確立するためにも、管内の稲ワラの受給率を高めるの

が早急な課題と思います。

稲作農家に対して、助成措置をとる必要があると思いますが、市長の考えをお聞

きいたします。

企画部長、村山 隆君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

庁舎を移転した場合のメリット、デメリット関係ですけど○企画部長（村山 隆君）

も、まずメリットにつきましては、旧４市町村の庁舎から均等な位置に新庁舎を建

設することによりまして、市民にとって、最も利便性の高い庁舎となること。及

び、合併によりますところの庁舎機能の分散化の解消ができることが上げられま

す。また、合併後の新市で一体性の調整を図るためにも必要なことであると考えて

いるものでございます。仮に反対に、庁舎移転によりますデメリットにつきまして

は、当然のことながら旧４市町村の中心市街地の衰退等が懸念されるところでござ

います。しかしながら、このことにつきましては新市建設計画におきまして、周辺

整備や中心市街地の均衡ある発展や、商業地の活性化についての施策が盛り込まれ

ておりまして、その実現に向けて、市として取り組んでまいりたいと思っておりま

す。

以上でございます。

総務部長、髙本信男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

新庁舎建設の中で、財源についてのお尋ねでございますけ○総務部長（髙本信男君）

ども、合併債の後部分につきましては、一般財源、いわゆる普通建設事業費を充て

る予定でございます。

以上でございます。

経済部長、岡崎俊裕君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

本田議員の再質問にお答えを申し上げます。○経済部長（岡崎俊裕君）

ゴルフ場に畜産農家が生産した良質堆肥の使用については、ということでござい

ますけれども、実際にゴルフ場が望む堆肥がどのようなものかがわかりませんの

で、調査をいたしたいと思いますし、畜産農家が生産することができるかどうか、

関係機関と検討したいと考えております。

次に、耕畜連携につきましては、５月下旬に中国で口蹄疫が発生したことにより

まして、中国産稲ワラの輸入が禁止されております。このような状況においては、

国産粗飼料の確保が安心安全な畜産物生産に欠かすことのできない要件です。安全
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な粗飼料確保に向け、農業関係団体と連携を密にいたしまして、取り組んでまいり

たいと考えております。

稲作農家への助成措置については、ということでございますけれども、現在のと

ころ考えておりません。

以上、お答えします。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

新庁舎の建設についてのお尋ねでございますが、これは渡 議○市長（福村三男君）

員の方に答弁をしてありますので、一部重複するところがあろうかと思います。

まず第１に、本田議員の方が市民も含めて私自身がビックリしているということ

で、庁舎の建設そして位置の問題をご指摘されましたけども、これこそ合併協議の

中で、みなさん方が参加をいただきまして、そしてその位置決定がなされたという

ことで、あんまりビックリしてほしくないと思うところであります。

それで、菊台の受益地域であるということで、これは除外は可能かというお話も

ありました。このことだけではなくて、このことも含めて、農振の除外であった

り、あるいはまた文化財の調査発掘であったり、あるいはもちろん受益農家であり

ます、あるいは地権者であります農家の方々が、地域のみなさん方のご理解とご協

力というものも進めていかなければ、わからない問題がたくさんあります。そうい

ったことを含めて、３年を一つの目標として進めていくということが、お互いに合

意に至って、確認をされているということでございます。

新庁舎が移転することによって、旧菊池市が衰退するのではないかといったご質

問でございましたけども、予想されるということですが、これは旧菊池市のみなら

ず、やっぱり合併によりまして本庁舎ができればやはり総合支所についてはどうな

るのかといったご質問も過日あっておりましたように、本庁舎方式そのものにもち

ょっと疑義をはさまれるようなご意見もあっておりましたけども、本庁舎でいくと

いうことに決定を見ていると、それを進めれば総合支所というものはさらに人が少

なくなって、職員が少なくなってくるという懸念があっていましたように、そうい

うことを一つこれから、どのような影響になってくるかというのは、やはり今後の

新庁舎建設と合わせて検討していかなければならないと、このように思います。

庁舎市役所が、役所が移転すれば、当然、市職員のみなさん方が勤めが違うわけ

ですから、通勤で人の流れが変わってくるということにおいては、当然そういった

衰退というのが予測されると。その新庁舎が商店街の衰退に大きくつながることを

大変懸念していただいておるわけでありますが、それは商店街の皆様方一人一人に

も非常にご心配になっているということを承知いたしております。
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現在の中心市街地の現状を見てみますと、その活性化につきましては、当然、各

種施策を展開していかなければならないものであると考えているところでありま

す。それで、過日、質問がありました、例えば老人福祉センターの建設等につきま

しても、今、郊外にありますけれども、やっぱり町の中心地に近いところに公共施

設をなるべく導入したいという思いでこの老人福祉センターの位置を商店街に求め

ているというのは、そこにあるわけであります。

具体的な市街地の基盤整備につきましては、平成１５年度より着手しております

まちづくり総合支援事業ということで、旧菊池市のことでありますが、これを継続

して実施いたしまして、景観、利便性の向上に努めるとともに、商店街の活性化に

つきましては商工会との連携を図り、あるいはまた空き店舗の利活用につきまして

もご意見を賜りましたけども、このようなことを図りながら、各種イベントの開催

あるいはまた町興しなどの事業につきましても、支援を努めていきたいと、このよ

うに思っております。

また、歴史や温泉、景勝地などの観光資源を有効に活用した観光産業を推進する

ことで、観光客などの来訪による商店街の活性化も、今後もまた引き続き積極的に

進めていきたいと、このように思っているところでございます。

以上、お答えいたします。

本田憲一君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

最後の質問になりますが、きのうの同僚の甲斐議員の方から、庁舎○（本田憲一君）

問題について質問がありましたが、そのとき企画部長は、合併協議会で決定したの

を真摯に進めてまいりたいということを言われました。その後、総務部長はいろい

ろな新庁舎建設協議会を立ち上げて、市民の意見を聞き、それを参考に考えたいと

言われましたので、私はまだ決定する位置の再考があるんじゃないかと思いまし

た。その中で、私が思った、私なりの案でございますが、お聞きしてもらいたいと

思いますが、４０億近くで花房台地に建設すると言われました。そのうち１０億が

用地買収の事業費と聞いておりますが、用地買収の面積が５ｈａとお聞きしており

ます。将来は２０ｈａということも耳に挟んでおります。私が思うには、やっぱり

庁舎は旧菊池市の中心部に建設するのが一番、菊池市の市民の人たちの願いではな

いかなと思っております。

そこで、私なりに庁舎の建設位置は適当なところはないかなと思いまして、探し

てみました。その中で出てきたのが、中央グラウンドですね、昔の。あそこの勤労

青少年センター、中央グラウンド、勤労青少年ホーム、市民広場、あそこの面積が

３万６,２００㎡あるそうです。花房台地で１０億も用買かけて建設するより、一
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番身近な建設予定地があるんじゃないかと思っております。

既存の施設も勤労者体育センターが建築後２７年、勤労青少年ホームが２５年、

そして物産館が１３年と経過しているそうです。施設も老朽化しており、建築する

かまたはほかの施設に統合するかということになってくるのではなかろうかと思い

ます。その中で、勤労者体育センターは、上に国体のときに作られました素晴らし

い総合体育館があります。そして歴史と文化のある、私は最高の場所だと思いま

す。物産館も他の場所に移転し、例えば国道３２５号、それから国道３８７号線の

交差点あたりに用地が確保できるなら、素晴らしい物産館ができると私は信じてお

ります。

市内の農産物はもちろん、地元の特産品の販売の拠点とするなら、菊池市の発展

に貢献していくものだと思います。一番市民が望んでいるのは、中心部の活性化で

はないかと私は信じております。

この点につきまして、執行部の見解をお聞きし、私の３回目の質問といたしま

す。

市長、福村三男君。○議長（北田 彰君）

［登壇］

それでは、質問にお答えいたしたいと思います。○市長（福村三男君）

市民広場という具体的な位置が提案をされましたが、５９名の議員さん方の中

に、位置決定の小委員会に所属され、あるいはまた委員長であったりされた方もも

ちろんおられるわけでありまして、いわば５９名の皆さん方は、それぞれの市町村

旧議会におきまして、この位置決定につきましても関わってこられ、それを承認さ

れていると。ですから、それを執行部としてやはり行政長としては守って、なるべ

くその皆さん方の提案されたものについて、執行していかなければならないという

のは、当然のことでありまして、朝令暮改と申しますけども、まさしくまだ２カ月

しか経っていない中で、そのような新市建設計画の根幹となります、庁舎の位置を

それではということで、そちらの方はいいとか悪いとかという立場にもないとも思

っておるところであります。中心市街地の活性化につきまして、ご心配いただくこ

とは大変ありがたい限りでございます。いろいろなこれまでの、今回の初議会の一

般質問を通じながら、この新市建設計画で確認されてきました、議会の承認を得ま

したこの内容等について、ご意見の中ではありますけれども、この決定事項と違っ

たご意見をお持ちになっておられる議員のみなさん方もおられるということを感じ

たわけでありますが、それはまた議会の内部的な一つの意思をぜひ一つ再度新市建

設計画というものをご確認をいただきながら、進めさせていただければと思ってお

りまして、この点につきましては、市民広場についての具体的な答弁というのには
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至らないということでお許しをいただきたいと思います。

以上で本日の議事日程は全部終了しました。○議長（北田 彰君）

次の会議は、７月７日の午前１０時から開き、議案の採決を行います。

本日は、これをもちまして散会します。

全員、起立をお願いします。

（全員起立）

お疲れ様でございました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

散会 午後１時５９分
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平成１７年第１回菊池市議会定例会

議事日程 第６号

平成１７年７月７日（木曜日）午前１０時開議

第１ 各常任委員長報告・質疑・討論・採決

第２ 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について

第３ 新庁舎建設検討特別委員会の設置について

第４ 政治倫理条例策定特別委員会の設置について

第５ 意見書案第１号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出について

上程・説明・質疑・討論・採決

第６ 意見書案第２号 地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出について

上程・説明・質疑・討論・採決

第７ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

追加議事日程（第６号の追加１）

第１ 議案第６５号 助役の選任につき同意を求めることについて

上程・説明・質疑・討論・採決

第２ 議案第６６号 収入役の選任につき同意を求めることについて

上程・説明・質疑・討論・採決

第３ 議案第６７号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

議案第６８号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

まで一括上程・説明・質疑・討論・採決

第４ 議案第６９号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

議案第７０号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

議案第７１号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

議案第７２号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

議案第７３号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

まで一括上程・説明・質疑・討論・採決

第５ 議案第７４号 公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて

議案第７５号 公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて

議案第７６号 公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて
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まで一括上程・説明・質疑・討論・採決

第６ 議案第７７号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて

議案第７８号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて

議案第７９号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて

議案第８０号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて

議案第８１号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて

まで一括上程・説明・質疑・討論・採決

第７ 意見書案第３号 「米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、ＢＳＥの万全な対策

を求める」意見書の提出について

上程・説明・質疑・討論・採決

第８ 意見書案第４号 「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求める意見書の提

出について

上程・説明・質疑・討論・採決

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本日の会議に付した事件

日程第１ 各常任委員長報告・質疑・討論・採決

日程第２ 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について

日程第３ 新庁舎建設検討特別委員会の設置について

日程第４ 政治倫理条例策定特別委員会の設置について

日程第５ 意見書案第１号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出につ

いて

上程・説明・質疑・討論・採決

日程第６ 意見書案第２号 地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出について

上程・説明・質疑・討論・採決

日程第７ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について

日程第８ 議案第６５号 助役の選任につき同意を求めることについて

上程・説明・質疑・討論・採決

日程第９ 議案第６６号 収入役の選任につき同意を求めることについて

上程・説明・質疑・討論・採決
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日程第１０ 議案第６７号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

議案第６８号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

まで一括上程・説明・質疑・討論・採決

日程第１１ 議案第６９号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

議案第７０号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

議案第７１号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

議案第７２号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

議案第７３号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

まで一括上程・説明・質疑・討論・採決

日程第１２ 議案第７４号 公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて

議案第７５号 公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて

議案第７６号 公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて

まで一括上程・説明・質疑・討論・採決

日程第１３ 議案第７７号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて

議案第７８号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて

議案第７９号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて

議案第８０号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて

議案第８１号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて

まで一括上程・説明・質疑・討論・採決

日程第１４ 意見書案第３号 「米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、ＢＳＥの万全

な対策を求める」意見書の提出について

上程・説明・質疑・討論・採決

日程第１５ 意見書案第４号 「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求める意見

書の提出について

上程・説明・質疑・討論・採決

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

出席議員（５６名）

１番 山 田 健 二 君

２番 倉 本 義 雄 君
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３番 樋 口 正 博 君

４番 二ノ文 伸 元 君

５番 川 口 良 郎 君

６番 中 山 繁 雄 君

７番 水 上 博 司 君

８番 岩 根 孝 明 君

９番 三 池 健 治 君

１０番 清 水 昭 栄 君

１１番 怒留湯 健 蓉 さん

１２番 坂 本 昭 信 君

１３番 安 武 俊 右 君

１４番 森 誠 雄 君

１５番 隈 部 忠 宗 君

１６番 工 藤 春 雄 君

１７番 奈 田 臣 也 君

１８番 葛 原 勇次郎 君

２０番 木 下 雄 二 君

２１番 福 川 幸 子 さん

２２番 坂 井 正 次 君

２３番 森 隆 博 君

２４番 山 瀬 義 也 君

２５番 本 田 憲 一 君

２６番 栗 原 康 敏 君

２７番 渡 康 雄 君

２８番 栃 原 茂 樹 君

２９番 青 木 積 君

３０番 坂 田 公 弘 君

３１番 野 口 和 夫 君

３２番 牧 野 洋 一 君

３３番 松 本 登 君

３４番 森 俊 二 君

３５番 中 原 泉 君

３６番 松 本 隆 幸 君

３７番 坂 本 正 弘 君
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３８番 石 本 利 治 君

３９番 上 田 巖 君

４０番 水 元 征 雄 君

４１番 東 政 孝 君

４２番 中 山 和 幸 君

４３番 工 藤 恭 一 君

４５番 岩 下 満州子 さん

４６番 笠 愛一郎 君

４７番 中 繁 君

４９番 荒 木 建 令 君

５０番 境 和 則 君

５１番 森 田 精 一 君

５２番 福 島 利 徳 君

５３番 工 藤 道 昭 君

５４番 甲 斐 健 彦 君

５５番 北 田 彰 君

５６番 外 村 國 敏 君

５７番 久 川 知 一 君

５８番 徳 永 隆 義 君

５９番 横 田 輝 雄 君

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

欠席議員（３名）

１９番 河 島 秀 逸 君

４４番 木 村 末 弘 君

４８番 出 口 サチコ さん

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

事務局職員出席者

事 務 局 長 樋 口 昭 彦 君

議 事 課 長 春 木 義 臣 君

議 事 係 長 城 主 一 君

議 事 係 参 事 吉 野 幸 子 さん

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

説明のため出席した者

市 長 福 村 三 男 君
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収入役職務代理者 川 口 齋 子 さん

総 務 部 長 髙 本 信 男 君

企 画 部 長 村 山 隆 君

市 民 部 長 木 下 儀 郎 君

経 済 部 長 岡 崎 俊 裕 君

建 設 部 長 石 原 公 久 君

菊池総合支所長 城 直 輝 君

七城総合支所長 平 野 國 臣 君

旭志総合支所長 稲 葉 公 博 君

泗水総合支所長 井 手 政 寛 君

建設部総括審議員 松 岡 隆 君

企画部主席審議員 友 田 豊 和 君

財 政 課 長 川 上 憲 誠 君

職 員 課 長 松 永 完 一 君

教 育 長 木 下 昭二郎 君

教 育 次 長 梁 池 精 二 君

総務課長兼選挙
中 村 鉄 男 君

管理委員会事務局長

農業委員会事務局長 五 島 千 秋 君

水 道 局 長 後 藤 定 君

監査委員会事務局長 山 口 正 司 君
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午前１０時０５分 開会

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

全員、起立をお願いします。○議長（北田 彰君）

（全員起立）

おはようございます。

着席をお願いします。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

午前１０時０５分 開議

ただいまより本日の会議を開きます。○議長（北田 彰君）

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第１ 各常任委員長報告・質疑・討論・採決

日程にしたがいまして、日程第１、去る６月２３日の会議にお○議長（北田 彰君）

いて、審査を付託しました、議案第４１号から議案第６２号まで、並びに請願第１

号から陳情第１号までの２５案件について、各常任委員長から審査の結果の報告が

あっておりますので、これを一括して議題としたいと思います。

ただいまから各常任委員会における審査の経過及び結果について、常任委員長の

報告を求めます。

まず、総務常任委員長、中 繁君。

ご報告いたします。○総務常任委員長（中 繁君）

今定例会で、総務常任委員会に付託されました議案につきまして、慎重に審議し

ましたので、その審査の経過と結果についてご報告いたしますが、委員会冒頭、新

聞報道にもありましたように、固定資産税の納税通知書を本来、送付してはならな

い方に送付したということで、税務課長の報告を受けました。委員から、特別な場

合、上司の決裁を受ける、整理簿を活用するなど、チェック体制を再確認し、再発

防止策を講じるよう指摘したところであります。

当委員会に付託されました案件は、議案第４１号、菊池市総合計画策定審議会条

例の制定について。議案第４２号、菊池市行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する条例の制定について。議案第４５号、菊池市税賦課徴収条例の一部を改

正する条例の制定について。議案第５０号、平成１７年度菊池市一般会計予算の分

割付託分、及び請願第２号、人権侵害救済に関する法律の制定に関する請願。

以上の案件であります。

まず、議案第４１号でありますが、菊池市総合計画の策定に関する重要な事項に

ついて、調査、審議、答申を行うため、制定するものであります。
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次に、議案第４２号でありますが、インターネットを活用して、オンラインによ

る申請、届出等を可能にするために制定するもので、県内全ての自治体が取り組ん

でいるところであります。委員より、特にセキュリティ、中でも内部からの個人情

報の流出、盗難などに対する質問があり、パスワード等で使用を厳格に限定するな

ど努めるということでありました。

議案第４５号は、地方税法の一部改正により、市条例の一部を改正するものであ

ります。

次に、議案第５０号、平成１７年度菊池市一般会計予算の分割付託分であります

が、合併後、初めての本格予算、また総額２３３億円もの大型予算の審議であり、

現地調査も行い、慎重に審査いたしました。全体的な委員の皆さんの意見では、合

併前の旧４市町村の当初予算の合計と比較して、２.６％マイナスの予算であると

のことでしたが、まだまだ見直す点がある。具体的には公用車も、合併して相当数

になりますが、あまり使われていないような車もあるようで、車検など、維持費も

相当額にのぼる。また、庁舎の清掃など、職員である程度対応できる部分もあるの

ではないかという意見。さらには、臨時嘱託職員の採用につきましても、職員の適

正な配置で、ある程度対応できるのではないかという意見等々出されました。要約

すると、経費削減など、合併効果を得るためには、もう少し事務事業の見直しをす

るべきということですが、執行部からは平準化すべきものは見直していくとのこと

でした。

一方、市民の安全と安心を確保するという観点から、防犯灯設置補助金は２分の

１補助の予算が計上されております。合併前の旧菊池市と泗水町は２分の１補助、

旧七城町と旭志村は全額補助ということであり、旧七城町、旭志村に合わせた全額

補助で要綱等の整備をするよう、委員会として要望いたしました。

その他、歳出の主なものでは、款２総務費、項１総務管理費、目１７小川記念館

建設費９億５,７７１万円ですが、旧泗水町の基金条例、ご遺族から市長に対する

手紙も見せてもらいながら、慎重に審議いたしました。基本的にはすでに継続費と

して議決されている予算でありますが、ご遺族との話し合いを十分解決した上で、

予算執行されるよう、要望いたしました。

さらに、一般質問でも取り上げられました、市長交際費につきましては、資料提

出を求め、慎重に審査をいたしました。市政の発展のために、効果的な支出は当然

支出するべきだが、過去に選挙の当選祝い、あるいは各種結婚祝い、市職員の家族

の葬儀に対する香典など、不適切ではないかと思われる支出が見受けられ、執行部

に対し、専門家と十分相談をして、不適切な支出であるならば、ただちに返還請求

を行うような強い意見も出されましたが、執行部より、今後十分精査して執行する
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とのことでした。

歳入の主なものでは、市税のうち、法人市民税の法人税割と均等割が旧菊池市と

３町村では差があること、また固定資産税についても不均一課税であることについ

て質疑があり、執行部からは、合併協議会で決定した協議項目に基づき、事務を進

めるとのことでしたが、委員から、市民に対する十分な説明がなされるよう、意見

が出されました。

また、入湯税についても、特殊浴場から一般公衆浴場に変更され、課税免除され

たところがあり、約２,１００万円の減ということになっておりますが、当初の建

設時の目的は、老人福祉の施設であったものが、観光が主になっていること、宿泊

や休憩することもできて、民業圧迫という観点からも、再検討するように要望がな

されました。

第三セクターについても、予算の分割付託のために、使用料と委託料を同じ次元

で審査できない部分もあるが、適正な予算措置であるのか等含めて検討する余地が

かなりあるという意見がありました。

さらには、住宅使用料についても、市営住宅を倉庫代わりに使ったり、又貸しを

したり、本来の使用目的とズレがあり、精査するよう要望がありました。

以上、慎重に審査いたしました結果、議案第４１号、議案第４２号、及び議案第

４５号につきましては、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。

議案第５０号につきましては、細かい部分で市民の負担と、市民へのサービスと

いう点から、反対意見が出され、挙手採決の結果、原案のとおり可決すべきものと

決しました。

次に、請願第２号、人権侵害救済に関する法律の制定に関する請願であります

が、見解の相違があり、挙手採決の結果、原案のとおり採択すべきものと決しまし

た。

以上、議員各位におかれましては、慎重審議の上、速やかにご賛同賜りますよう

お願い申しあげて、総務委員長の報告といたします。

次に、文教厚生常任委員長、野口和夫君。○議長（北田 彰君）

文教厚生常任委員会に付託されました議案につ○文教厚生常任委員長（野口和夫君）

きまして、審議の経過並びに結果をご報告いたします。

当委員会に付託されました案件は、議案第４３号、菊池市特別養護老人ホームつ

まごめ荘財政調整基金条例の制定について。議案第４４号、菊池市学校規模適正化

審議会条例の制定について。議案第４６号、菊池市印鑑の登録及び証明に関する条

例の一部を改正する条例の制定について。議案第４８号、菊池市七城運動公園条例
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の一部を改正する条例の制定について。議案第４９号、菊池市七城芝生交流広場条

例の一部を改正する条例の制定について。議案第５０号、平成１７年度菊池市一般

会計予算の付託分。議案第５１号、平成１７年度菊池市国民健康保険事業特別会計

予算。議案第５２号、平成１７年度菊池市老人保健医療事業特別会計予算。議案第

５３号、平成１７年度菊池市介護保険事業特別会計予算。議案第５９号、平成１７

年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計予算。及び陳情第１号、扶桑社の中学校歴

史・公民の教科書を採択しないということを求める陳情。

以上の案件でありました。

はじめに、議案第４３号でありますが、菊池市特別養護老人ホームつまごめ荘の

健全かつ円滑な財政運営を図るために制定されたものであります。

次に、議案第４４号でありますが、現在の少子化に伴い、菊池市立小中学校の学

校規模及び通学区域の適正化に関し、調査・審議及び答申を行うために制定するも

のですが、委員より、将来、学校の統廃合等も検討する審議会と思うが、大切な問

題であるので、委員構成には慎重に委嘱を行ってもらいたいという意見がなされま

した。

次に、議案第４６号、印鑑登録事務の電子情報処理組織を利用した申請を可能に

するため、本条例の一部を改正するものです。認証システムや、個人情報の取り扱

いについては、厳正に努めるとの説明でございました。

次に、議案第４８号は、菊池市七城運動公園内に新たにクラブハウスを設置した

ため、条例の一部を改正するものです。

次に、議案第４９号は、菊池市七城芝生交流広場に新たに照明施設を設置した

め、条例の一部を改正するものです。

議案第４８号、議案第４９号については、現地調査を行い、市民がさらに有効利

用できるよう、期待するものであります。

次に、議案第５０号、平成１７年度菊池市一般会計予算の付託分でありますが、

福祉から教育まで、多様にわたるため執行部により詳細な資料を求め、綿密に審査

をいたしました。

まず、款３、民生費について、主な意見は、母子福祉費については、母子家庭の

申請については周知がなされていると思われるが、父子家庭に対しての制度の周知

を図る必要があるとの意見がありました。

また、老人福祉センター建設検討委員会の報償費関連により、現施設、また候補

地の現地調査を行い、早期着工の必要性を再認識したところであります。

また、付帯意見としまして、候補地については市民に広く意見を求めるという意

見がありました。
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次に、款４、衛生費について、主な意見は 「豊かな水と緑」が新市の基本理念、

であるため、ごみリサイクル処理機械購入の補助金や、シルバー人材活用による不

法投棄巡回パトロールなど、自然環境の保護を積極的に行い、市民に共通の意識を

理解が得られるようにとの意見が出ました。

九州産廃施設から、河川に汚泥が流出した件については、現地調査を行い、施設

の改善状況を確認し、会社に対して今後、市民の不安解消に努めるよう、強く申し

入れたところであります。

次に、款９、教育費について、主な意見は、新市になり、奨学金制度の確定要件

等が改善されているので、子どもの将来を考え、利用しやすい制度の充実を図るよ

う、指摘をいたしました。また、全国的に問題となっている未成年犯罪、不登校、

引きこもりも未然に防ぐため、県が「心の居場所づくり」というカウンセリング事

業を行っているが、それに伴い、市内の小中学校も生徒が気軽に相談できる施設等

の整備を図る必要があるとの意見がありました。

次に、学校建設費、工事請負費７,７００万円は、北中学校のグラウンド整備、

部室の建設費であります。北中学校については、現地調査も行い、校長先生より現

在の進捗状況等の説明を受けましたが、委員より、改築後の設備の改善等の意見も

出されました。いずれにしましても、生徒にとって素晴らしい環境であることが望

まれるので、執行部へ改善策を求めたところであります。

次に、体育施設について、勤労青少年ホームは、雇用促進事業団より市が買い受

けているので、市民が利用しやすいよう、開館時間や休館日等の条例改正を行う必

要があるとの意見が出されました。

次に、文化施設費、土地建設借地料についてですが、菊池市文化会館は６０年契

約、年間１,０２７万円で現在２６年間の借地ということであるが、地権者との協

議を含め、再検討の必要があると委員より多くの意見がありました。早急に改善さ

れるよう、指摘したところであります。

議案第５１号、平成１７年度菊池市国民健康保険事業特別会計予算についてであ

りますが、今年度の国民健康保険税が均等割、平等割、所得割がそれぞれ不均一と

なっていますが、平成１８年度から平準化が図られるとのことでした。

次に、議案第５２号、平成１７年度菊池市老人保健医療事業特別会計予算につい

てですが、老人医療予算は、医療技術の向上や高齢社会の到来で、対前年比１０２

％の伸びとなっており、歳出の概ね１００％は医療費で、その９０％が国・県費で

あります。このように、高騰する医療費の抑制は、国民的な課題で抜本的な制度改

正の議論が進んでいるが 「高齢者の元気で長生き」の実現には、医療、保険、福、

祉の横断的な取り組みが望まれるところであります。今後は、国保、介護、老人保
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健事業の連帯を図り、医療費の抑制に努めるとのことでした。

次に、議案第５３号、平成１７年度菊池市介護保険事業特別会計予算について

は、認定者並びに給付者も年々増加しており、要介護状態等の軽減や、悪化防止に

効果的な予防給付も今後検討してほしいとの意見が出されました。

次に、議案第５９号、平成１７年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計予算につ

いては、改築の予定がありますので、現地調査を行いました。ホテルコストの負担

等が考えられるので、利用者に対して、十分な説明を行い、負担軽減に努めるよう

にとの意見が出されました。

以上、議案第４３号から議案第５９号については、採決の結果、全員異議なく原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、陳情第１号 「扶桑社の中学校歴史・公民の教科書」を採択しないことを、

求める陳情でありますが、扶桑社と現在採択されている教科書を実際に閲覧し、近

隣市の状況も調査し、審議の結果、教科書採択は教育委員会の権限であり、地方議

会の陳情にはなじまないと、全会一致で不採択と決定しました。

審議の過程において、委員より多くの意見、要望が出されました。執行部におか

れましては、今後十分認識され、対応されるよう要望をいたします。

また、議員各位におかれましては、慎重審議の上、速やかにご賛同賜りますよう

お願いを申し上げまして、委員長報告を終わります。

次に、経済常任委員長、森隆博君。○議長（北田 彰君）

平成１７年度第１回菊池市議会定例会におきまし○経済常任委員長（森 隆博君）

て、経済常任委員会に付託されました案件は３件でございます。

議案第５０号、議案第６２号、請願第１号でありまして、付託議案に対しまし

て、その審査の経緯と結果についてご報告を申し上げます。

まず、議案第５０号、平成１７年度菊池市一般会計予算の第１条第１表の歳入歳

出予算。歳出、款５農林水産業費、一般会計予算書の１４９ページからでございま

すけど、項１農業費、目１農業委員会費でありますが、２,２３４万８,０００円の

予算につきましては、合併に伴いまして、５７名分の報酬等であります。節１９農

地利用集積補助金３００万の内訳につきましては、貸し手が５,０００円、借り手

１万円ということで、３００名分を上げてあるものであります。目２農業総務費４

億９,６７６万１,０００円の予算につきましても、主に主管課長会経費、農業普及

事業、自営者養成協議会等であります。

節２８繰出金、農業集落排水処理事業特別会計繰出金は、旧泗水町、七城町の下

水道課へ繰り出し分でございます。目３、農業振興費５億４,２７６万１,０００円

の予算につきまして、節８で報償費９６４万円は、新規就農奨励金と認定継続交付
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分等で７８０万、家族経営協定農業報奨金８０万、結婚祝い金等４０万でありま

す。節１３委託料で設計委託料は、七城町農業整備事業山崎地区の３００万であり

ます。新規農作物導入事業委託料は、主に旧菊池市のヤーコン、高原野菜、有色米

等への委託でありますが、委託先につきましては、今後、当経済常任委員会におき

まして、協議会を開催して目的等への認識を深め、検討すべきということで認めた

ものであります。節１５工事請負費１,０００万は、旧七城町山崎地区農村総合整

備事業費１９０ｍ分であります。節１７、公有財産費３３６万円もこの工事に伴い

ます７４６㎡を、㎡あたり４,５００円で土地購入するものであります。節の１９

負担金補助金及び交付金で、中山間地域等の直接支払い交付金は、新たに５年間、

集落協定で菊池市、旭志の事業実施する交付金でありまして、菊池市が１億８,４

３１万４,０００円、７２集落でございます。旭志が３,６５８万円、１５集落の事

業実施予定に伴う交付金であります。経営構造対策事業費補助金２億４,４６９万

５,０００円は、旧七城町のメロンドームが事業主体でありますハウスリース事業

で、受益戸数が２４戸、ハウス６０棟、３万８,６５１㎡分であります。この分に

対しまして、国が２分の１、市が４分の１の補助金で、ハウス事業へ取り組むもの

であります。負担金補助金及び交付金につきましては、４市町村の合併により、持

ち寄り分であり、当経済常任委員会の協議の中で、執行部が事業の活性化に向け

て、今後十分な検討を重ねていくことで認めたものでもあります。目４農業振興施

設費５,８７９万９,０００円の予算につきまして、節１３委託料で実施計画委託料

１３０万、設計管理委託料５６万は、農村女性の家のリニューアル事業のための委

託料であります。節１５工事費請負費の中に、工事費として２,３４０万、節１７

の公有財産購入費の１,０８０万も農村女性の家のリニューアル事業へ取り組む費

用であります。構造改革特区の中に、地域再生計画の指定を受けて、農村女性を対

象とした施設を地域活性化に向け、農業後継者育成、新規就農者支援、さらには遊

休農地活用の推進施設として、リニューアル事業を行うための費用であります。目

５畜産業費１億６８７万４,０００円の予算につきましては、節負担金補助及び交

付金、畜産排泄物利活用施設整備補助金としまして７,８７３万９,０００円、補助

事業により畜産排泄物を原料として用いて、発酵処理等を行うことにより、堆肥を

製造する施設及び装置の整備であります。この施設としまして、菊池農業協同組

合、計画施設として、総事業費７,６６５万７,０００円、そのうち国が３,８３２

万７,０００円、県が５６４万、市が５６４万です。もう１件、蘇崎堆肥生産組

合、総事業費３,６３７万７,０００円。これに対しまして国が１,８１８万８,００

０円、県が３０６万４,０００円、市が６０４万８,０００円を事業補助として畜産

堆肥へのリサイクル化へ推進事業であります。簡易低コスト堆肥舎補助事業は、旧
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泗水町において国・県・市の事業を行っていない畜産農家が個人または営農集団

で、簡易堆肥舎を設置する場合、事業費の４分の１以内で１００万円を上限にして

補助してきたものであります。いずれの補助金も、今回の合併により持ち寄りであ

りますが、畜産排泄物処理に対しましては、リサイクル化、バイオ化への取り組み

が大きな課題であります。世界一の畜産の菊池市でありますので、畜産農家、Ｊ

Ａ、行政で協議を重ねながら、１日も早く環境型施設の事業に向けた取り組みを、

当委員会としても強くお願いをいたします。目農地費の、９億６,５２８万円の予

算につきまして、節１３委託料１億１,５４０万円、測量設計等委託料８,７４７万

３,０００円、中山間地域測量費３０２万９,０００円、花房中央１,９６４万６,０

００円、花房北部３９９万８,０００円、ふるさと農道３８０万など、主に基盤整

備を行うものでありまして、基盤整備に伴います市町村の持ち寄りでもあります。

継続への委託であります。節工事請負費の２,４００万は、旭志のふるさと農道改

良工事２,０００万、七城町農道改良工事３００万、菊池市中央地区農免道改修１

００万であります。節負担金補助及び交付金６億９０７万１,０００円、これは国

営菊池台地土地改良事業負担金、さらには負担について基盤整備事業に対したもの

であります。補助金等につきましても、各市町村の土地改良管理組合への補助金で

あります。項２林業費、目１林業総務費４,５９９万円につきまして、節７賃金に

つきましては、新山線の清掃管理１４キロの臨時雇いの賃金として２６９万３,０

００円、節１３委託料は広域基幹林道竜門線の登記料３００万、有害鳥等駆除委託

料として２０２万８,０００円であります。節１５の工事請負費につきましては、

広域基幹林道八方岳線の舗装工事３ヶ所、７００㎡分の２１０万円であります。節

の１９負担金補助及び交付金で主なものは、大規模林道受益者組合補助交付金の幹

線道路菊池人吉線で、旧菊池市が３２０万２,０００円、旧旭志が１１１万３,００

０円、これは単独の交付金であります。目２林業振興費６,９７３万５,０００円の

予算につきまして、節１３測量設計委託料、新山林道の設計費で、離合箇所の１５

０ｍを設けるためのものであります。節１５工事請負費１,８５０万の内訳としま

して、林道新山線の離合箇所１５０ｍ１,０５０万、新山線の林道維持のため１０

０万円、林道椎場１号線の法面８００㎡分の７００万でございます。工事費を計上

し、事業を行うものであります。節１９林道整備地域活動支援交付金につきまして

は、森林整備を地域において推進するための措置として、活動支援金を交付するも

のであります。１ｈａあたり１万円ということで、交付面積は菊池市が２,７００

ｈａということで２,７００万、旭志が３００ｈａということで３００万の、計３,

０００万の支援交付金であります。項３水産業費、節１で水産振興費は、菊池川漁

協補償負担金１５４万と、住吉工業団地処理水の合志川放流に伴います補償金とし
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て３０万、合計の１８４万であります。

款６商工費、目１商工総務費１億１,５９２万２,０００円の予算でありますが、

節７で四季の里の隣接道路沿いにオーナー制で６００本の桜の木を植えてあります

が、その管理を臨時雇いとして８万９,０００円計上されてあります。節１３で菊

人形まつり、毎年１１月、１カ月間ほど開催されます。さらには菊池秋祭り、菊池

一族ふるさとまつりと、泗水ふるさとまつり、８月１４日に行われますけど、その

実施に対しまして、イベント等への委託料であります。節１９ １,７２９万円の

予算は、主に各市町村のイベントへの補助であります。目２商工振興費の５,９３

５万２,０００円、節８で賞賜金は商工業新規就農者への奨励金として１人３０万

の５名分で１５０万であります。節１９負担金及び交付金につきましては、各商工

会へ毎年同額の補助金負担金を計上したものであります。節２１九州労働金庫融資

資金、中小企業経営安定基金融資信託金、小規模事業振興資金融資信託金へ貸付を

行い、中小企業に融資制度の緩和目的のために、貸付金として２,７５０万を上げ

てあるものであります。目３商工施設費２,６２１万１,０００円、節１３で主なも

のが菊池夢美術館運営、市民広場の管理、浄化槽維持管理、警備保障業務等の委託

料で１,９８２万６,０００円でございます。目４観光費２億２,９５５万５,０００

円の予算につきまして、節１１で主なものは孔子まつりのパンフレット、チラシ、

ポスター等の印刷製本費４０万円・孔子まつり等の楽器、孔子公園、四季の里等の

修繕料で１５９万５,０００円です。節１３リバーサイドの七城の管理分が１億４,

２００万、温泉ドームに１億１,５００万、リバーサイドパークに２,７００万円の

委託料であります。節１９負担金補助及び交付金につきましても、各市町村の前年

度並みの予算計上に対する負担金、補助金等であります。委託料に対しましても、

施設管理、イベント等の業務管理をそのまま持ち寄った現状であり、当経済常任委

員会としまして、在任期間の来年５月までは、協議会を開催し、所管事業の経緯、

状況の説明を受けながら、協議を重ね、検討して、改善すべきものに対しては見直

していくということでまとめたものであります。

議案第６２号、市と町の境界変更について。菊池市と大津町にまたがって区画整

理が施行された結果、市と町の境界を変更する必要が生じたものであります。所管

の課長より、境界変更に対して、移動面積が３,１７５㎡、お互い同面積の交換で

あるという説明を受け、境界につきましても、畑の真ん中ではなく、道路の、もし

くは道路の法面を境界としたいう、境界変更であります。

次に、請願第１号 「米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、ＢＳＥの万全な対、

策を求める」請願でありますが、全員異議なく可決したものであります。

以上、付託されました３議案につきましては、主管課長の説明を受け、慎重審議
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を行い、現地調査を踏まえまして、原案のとおり可決すべきものと決しました。

議員各位におかれまして、慎重審議の上、ご賛同賜りますよう、よろしくお願い

申しあげまして、経済常任委員長の報告といたします。

次に、建設常任委員長、栃原茂樹君。○議長（北田 彰君）

おはようございます。建設経済常任委員会委員長報○建設常任委員長（栃原茂樹君）

告をいたします。

本定例会で建設常任委員会に付託されました議案は、議案第４７号、第６１号、

第５０号の分割付託分、第５４号、第５５号、第５６号、第５７号、第５８号、第

６０号の９議案であります。

以上の議案について、審査の経過と結果について報告をいたします。

４日間の委員会審議日程でありまして、円滑なる委員会審議を行うため、工事予

定地現場も承知しておく必要があり、主な事業箇所である菊池市の亘甲森線の今

橋、菊池川水辺公園、旭志の新明地区ふれあい交流広場、住宅団地広場、泗水町の

特定環境保全公共下水道処理場、田島住宅団地、それから七城町のウォーキングト

レイル事業の斜張橋、高田・小野崎線改良工事現場の以上６箇所の現地調査を１日

入れて審議を行いました。

まず、議案第４７号、菊池市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、田島団地１棟１８戸が完成したためであり、採決の結果、全員異議なく原案

どおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第６１号、菊池市簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、龍門簡易水道を市の水道事業に含めるためであり、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。

次に、議案第５０号、平成１７年度菊池市一般会計予算の歳出の付託部分につい

ての主な質疑等は、小動物等死骸収集運搬委託料は、今後においては国道、県道含

めて市の維持課で行うのかと、これに対しまして執行部からは、市道については市

の維持課で、国道、県道については県の維持課で行う。また、ダムの水上ステージ

移動はどのような方法で行うのか。これに対しましては、クレーンで吊ってトラッ

クで搬出したい。なお、傷みが激しく、再利用できないと考えているが、ふるさと

振興会等で要望があれば残したい。また、県民文化祭で使用し、その後は利用が全

然ないので、廃棄の方向で考えているということでございました。

それから、ウォーキングトレイル事業で、護岸及び取り付け道路の予算はいつの

予算か、また今後の工事費は幾らくらいかという質疑に対しまして、これに対しま

しては平成１７年度でお願いしたい。護岸を来年３月まで竣工しなければならない

ので、９月議会に８,８００万円の補正予算を計上したいと思っている。財源とし
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ては、５５％を国庫補助で、補助残につきましては合併特例債を適用したい。ま

た、県との協議が済んでいないので、極力補助をもらえるよう、努力したいという

ことでございました。新明地区の住宅の事業計画または構造などはどのようになっ

ているか。これに対しましては、平成１６年度から２０年の５カ年計画で、木造２

階建ての床面積８０㎡で、総事業費１０億円となっている。

以上のような質疑等がなされ、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決す

べきものと決しました。

次に、議案第５４号、平成１７年度菊池市簡易水道事業等特別会計予算につい

て。主なものは、旭志西部第２地区水道施設工事の１億８,３３０万４,０００円で

あり、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第５５号、平成１７年度菊池市公共下水道事業特別会計予算につい

て。これも主なものは、事業費、公債費、前年度繰上充用金であり、採決の結果、

全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第５６号、平成１７年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計

予算については、使用料については均一化が望ましいという意見がありました。な

お、下水道区域外についても、今後は早期に下水道区域として整備をすべきである

との要望等があり、採決の結果、全員異議なく原案どおり可決すべきものと決しま

した。

次に、議案第５８号、菊池市農業集落排水事業特別会計予算について。これも主

なものは工事請負費、公債費であり、また汲み取り料等について、節の区分でまち

まちに計上されているが、これは統一すべきである旨の指摘をし、採択の結果、全

員異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第６０号、平成１７年度菊池市水道事業会計予算について。主なもの

は固定資産購入費、工事請負費、企業債償還金でありまして、採決の結果、全員一

致で原案どおり可決すべきものと決しましたが、固定資産購入費の大琳寺配水池用

地購入費として２,８００万円の計上がなされているが、購入予定地は、地目田で

現況も田であり、購入予定地までは進入道路がなく、道路用地分も含めた予算計上

がなされており、価格面においても高いという意見もあり、今後の土地購入にあた

っては、場所の選定、取得価格等の再検討をし、建設委員会とも十分協議をする旨

の付帯決議を全員一致で決しております。

以上が、本委員会に付託されました議案の審査経過と結果でございます。議員各

位におかれましては、慎重審議の上、ご賛同いただきますようお願い申しあげまし

て、建設委員長報告といたします。

以上で、委員長報告を終わります。○議長（北田 彰君）
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ただいまの委員長の報告に対して、質疑を行います。

質疑はありませんか。

中 繁君。

それでは、早速建設委員長にお尋ねをしたいと思います。まずこの○（中 繁君）

継続費となっておりますウォーキングトレイル事業、私はなかなかこの横文字がわ

かりませんのでですね、大体このウォーキングトレイルというのはどぎゃんした意

味なのか、まず教えていただきたい。

それから、あの場所にですね、あの場所になぜ歩道が必要なのか。その必要性に

ついてですね、まず具体的に詳しくお示し願いたいと思います。

次にですね、あの橋を１人しか歩かれない橋をですね、年間大体どの程度の利用

者数を見込んであるのか。さらにはこの橋はいろいろ巷で聞きますとですね、４億

とも５億とも聞くわけですが、総事業費で総額大体幾らなのか。またその財源の内

訳についてもお示し願いたいと思います。

それから、旧七城町の議会でもこの橋についてはいろいろ問題があったようでご

ざいまして、何回か否決もされたとちょっと聞きますが、途中、設計変更を何度か

されております。その主な設計変更せにゃならんという主な理由は何なのか。

また、それに対する工事費の増額はそれ幾らなのか、それをお示し願いたいと思

います。

次にですね、この入札状況についてもお尋ねをしたいと思いますが、まず指名業

者、誰と誰と誰、何社指名されたのか。住所、氏名、お願いいたします。さらには

そのうちの落札をされたいわゆる業者さんは誰なのか。それと契約金額。

それから、この橋の完成はいつなのか。さらにはさっきちょっと報告の中で触れ

られました、取り付け道路について、今後の計画はどのようになっておるか。私ど

もがこの間車の窓から見ましたけれども、全くただ堤防と堤防の間に橋がぱっとで

きよる。その状況で、道路がなからにゃ人間歩かれんわけですから、その辺につい

て今後の計画はどうなっておるのか。

それから、最後になりますけどもですね、この設計をした業者、設計業者は誰な

のか。その辺をお示し願いたい。

それから、最後にちょっと触れられましたが、来年の３月までにどぎゃんかせに

ゃいかんけん、今年の９月議会に８,８００万補正をする。これは護岸工事です

ね。これはこの橋を建設するにあたっては当初からこれはわかっておったはずなん

ですけれども、何で今頃またこの８,８００万も追加補正とらにゃならんのか。こ

れは当然、川というのは国土交通省が全て管理しておるわけですから、川に橋をか

ける場合は、必ずこれは国土交通省の事前交渉が必要だと思う。事前交渉をするな
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らば、当然、護岸工事から何から事前にわかるはずなんです。それを何であえて今

頃少しずつ少しずつ追加補正せにゃいかんのか、その辺の理由についてお示し願い

たいと思います。

以上です。

建設常任委員長、栃原茂樹君。○議長（北田 彰君）

お答えをいたします。私の知っている範囲内で。○建設常任委員長（栃原茂樹君）

いろいろ大分質問がなされましたので、執行部が答えるべきな点も多分にあった

ようでございまして、七城町から続いてずっと来たことについて、我々といたしま

しても、聞いてはおりますけれども、所管委員ではなかったということで、いろい

ろなところが細部については分からない点もございます。ただ、ウォーキングトレ

イル事業というのは、自転車道とか歩道とか、七城町ではコスモスとかいろいろひ

まわり等も河川に植えておりますので、それが鹿本町の水辺プラザの方もそういう

ルートを、事業をやっておりますので、堤防を使って健康とかふれあうための散歩

道というようなことで、トレイル事業という内容と聞いております。それで、斜張

橋について、高島橋の下流に議員おっしゃったように、今、建設中でございます

が、当委員会に付託されました案件といたしましては、継続費でございまして、現

在の上部工でございます。これはたしか昨年の１２月に七城町の議会で議決をした

ものでございます。それから工事が行われ、上部工についてはどうしても１６年度

中にはできないということで、１７年度に継続費として上がった分でございまし

て、これについては４月の１日の専決処分でございますか、そして本定例会の１７

日の日に、当初に専決処分として継続費で上がっておりますので、全会一致のもと

で承認されたものと記憶をいたしておりますので、当委員会でいろいろ審議をいた

しましたけれども、やむを得ず、議員おっしゃるようないろいろな工法については

ですね、我々も不可解な点もございますけれども、現在、下部工が建って現場を見

れば、今、斜張橋の左岸側の方が上部工の工事が実施されておりました。そういう

ことで、１７年度の一般会計の予算では可決すべきものと当委員会では決定したわ

けでございます。

それと、いろいろな中身をおっしゃいましたけども、その点については私も記憶

に定かでございませんので、執行部の方にお尋ねすべき件ではないかと思います。

私からの答弁は以上でございます。

中 繁君。○議長（北田 彰君）

せっかく丁寧にご説明をいただきましたけども、さっぱりわかりま○（中 繁君）

せんでした。全然私がお尋ねしたのは何も、ウォーキングトレイル事業はそのよう

なこととちょっとわかっただけで、年間利用者はどの程度、私はこの継続費が云々
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じゃなくて、この工事自体をどのような内容でしてあるのかというのが知りたかっ

たわけですよ。今度継続費で上がったからこそ、初めて知ったことであって、この

事業内容については全くわからん。その辺ばお宅の委員会で多少は審議されたろう

と思いますものだから、ちょっとお尋ねしたんですけど、再度お尋ねいたします。

建設常任委員長、栃原茂樹君。○議長（北田 彰君）

中 議員さんにお答えをいたします。先ほど申しま○建設常任委員長（栃原茂樹君）

したとおり、お宅の質問された事項については、非常に前のことからの経緯がござ

いますので、何人通るのか、利用が。それと利用価値があるのか。当建設委員会で

は、審議にあたっては特にその必要性があるのか、費用対効果があるのかというこ

とについて、それを踏まえて審議をやっております。しかし、継続審議であり、そ

こまで各委員さんからは質問、質疑なりがなかったわけでございます。だから、そ

ういうところについては全く執行部からも聞いておりません。ということは、これ

はずっと沿革があって、ただ、申しますならば、いろいろな問題がございます、お

っしゃるように。しかし、私がここで言うべき問題ではございませんので、以上で

お答えを終わらせていただきます。

中 繁君。○議長（北田 彰君）

あのう、これじゃですね、全然議論がかみ合わんわけですよ、議○（中 繁君）

長。これはやっぱり私がお尋ねしたのはですね、これは当然当たり前のものであっ

て、一切お答えにならない。これは議長、何とか指導してもらわんと、これは議論

がかみ合いませんが、このままでは。

委員長の報告のとおりでございます。○議長（北田 彰君）

いやいや、全然答えてないわけですよ、私がお尋ねしたことについ○（中 繁君）

ては。

再度委員長さんに答えてもらいます。○議長（北田 彰君）

いや、委員長さんから自分がしておらんならな、執行部にまわして○（中 繁君）

もらうと、執行部はできるでしょう。これじゃ話にならんでしょう。

委員長報告に対する質疑ですから、委員長さんにお願いする。○議長（北田 彰君）

栃原茂樹委員長。

お答えをいたしますが、何度おっしゃっても私の答○建設常任委員長（栃原茂樹君）

えは同じでございます。そういうことがお聞きになりたかったのであったら、一番

の当初の執行部の予算説明のときの本会議での質疑で十分お尋ねになっておれば、

そういう事業内容については執行部がお答えをするべきものでございますので、執

行部が説明をしておると思いますので、どうぞそういうことでご理解をよろしくお

願いいたします。
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議長、全然委員会ではこれは審議も一切しておらんということです○（中 繁君）

よ。

質疑については３回までですから、終わりました。○議長（北田 彰君）

はい、次ありませんか。

はい、甲斐健彦君。

質疑を行いますが、文教厚生常任委員長にお伺いをいたします。○（甲斐健彦君）

一般会計の１０６ページに計上してあります、高齢者福祉費の問題であります。

実は、高齢者福祉費の中で老人福祉センターの建設、移設を巡って、旧菊池市で合

併前には用地の指定をして、特定の企業の用地を買収すると、そしてそこに建設を

しますという全協でのご報告があっておったわけですけども、今度の予算書を見る

と、どこかに消えてしもうとるわけですね。もうお造りにならんのだろうか、お止

めになったんだろうかと。ところが、ようとですね、眺めてみよったら、あぶり出

してみたらですね、何か建設検討委員会をつくるとか何とかということになってお

りますね。もう既に下町の特定の企業の場所を購入すると。予算のこれくらいいる

ということまで議会にご報告はあったけど、それが消えてしもうておると。何で消

えたのか。あるいは福村市長の選挙のためのアドバルーンだったのかと。こういう

ふうなことでですね、ちょっと不信に思うものですから、文教厚生委員会としては

どういうふうなご議論をなさって、この老人福祉センターの建設を巡っては、将来

的にどういう構想で考えていらっしゃるのか、審査の模様をお伺いをするわけであ

ります。

それから同じくですね、議案第５１号、国民健康保険事業特別会計ですけども、

保険税が１６億８,６７１万４,０００円ありますが、これは旧市町村別に不均一課

税ですね、ですから不均一課税の現状をですね、ご報告をしていただきたい。そし

て、１８年からは統一をするということですけども、どういう方向でどういう手順

を経て統一を図っていかれるのか、その辺のご議論があったならば、ご報告をお願

いしたい。

同じく、議案第５３号の介護保険についても、今申し上げましたような問題が存

在すると思います。１号被保険者保険料が５億３,３９５万３,０００円計上してあ

りますが、これらについても健康保険特別会計と同様な問題があると思いますの

で、あわせてご報告、ご教示をお願いいたします。

文教厚生常任委員長、野口和夫君。○議長（北田 彰君）

甲斐議員の質問で、１番目の社会福祉施設の跡○文教厚生常任委員長（野口和夫君）

地はどうなったかというような説明でございましたけども、私は、委員長報告のと

きも１７年度では着工するという計画であるという報告はしましたけれども、まだ
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用地が定まっていない。そういうことで、さっき説明をしましたように、文厚委員

会としてはですね、用地あたりはどういうところかというようなことで、現地調査

を行いました。用地の決定については、やっぱり菊池市のことですので、菊池市の

方で決定をしていただきいたいと、そういうような話をしておると、そういう経過

でございます。

また、検討委員会につきましては、甲斐議員さんご存知だと思いますけれども、

１２名ですね、区長会長さんですか、区長代表とか各種団体の長の１２名で構成し

て、どういう施設をつくるか、どういうふうにするかというような検討がなされて

いるというような説明を受けております。

以上でございます。

それと、国民健康保険、介護保険につきましてですね、どうなっているのかとい

う意見がございましたけれども、私も予算の内容とかそういうことについては、甲

斐議員の納得のいくような説明というものは持っておりません。後で執行部、どな

たかの詳しい説明を聞いて報告したいと、そのように思います。

以上です。

はい、甲斐議員。○議長（北田 彰君）

申し訳ないけども、委員長の個人的見解を聞いておるわけではあり○（甲斐健彦君）

ません。委員会の審査の模様、どういう審査が行われて、どういう決定をしたのか

と。審査をしていなければ審査不十分ということで、これらはもう一遍やり直して

もらわにゃいかん。こういうことになろうかと思うんですよ。それで、老人福祉セ

ンターのですね、建設については、菊池市民のお年寄りがですね、待ち望んでいる

わけですよ。そして、既にもう合併以前にここに造りますと、用地費はこのくらい

ですと、そこまで発表があった。それがいつの間にか消えた。じゃあどういう形で

場所選定して、どこにどういう形で造るのか、いつまで造るのかというのがです

ね、市民の関心事なんですよ。で、なぜせっかく決めた場所をですね、消えてしま

ったのかということが問われるわけですけども、審査してあればですね、答弁して

ください。審議してなければ審議してないということで、ご答弁をお願いします。

それから、議案の５１号、５３号の歳入ですけども、これはね、やっぱり文教厚

生常任委員会として蒼々たるメンバーがお揃いになっておるのに、歳入について

ね、審査をしたかどうかわからんような状態では、これは困ると思うんですよ。大

事なですね、市民から徴収する、市民からいただく、市民の懐から召し上げると、

こういうふうな問題についてはですね、やっぱり厳しい審査をしてですね、そして

なるべく軽減できるような、市民の利益を図るような、そういう立場で審査をして

いただきたいと思いますが、そういう議論がしてなければしてないということで、
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ご回答願います。

文教厚生常任委員長、野口和夫君。○議長（北田 彰君）

今、候補地が消えた、１番の福祉センター跡地○文教厚生常任委員長（野口和夫君）

ですね、消えたのじゃないかというような意見でございましたけれども、私は前

に、候補地がどこにあったかということも存じないわけでございまして、まず、一

応この前に執行部から提案のありました跡地という場所はですね、みんなで現地調

査を行いまして、はっきりそのときに、今度の本当に事業としてのですね、提出と

いうのは、この後に臨時の委員会を開いていただいて、執行部から詳しい説明を

し、どのように計画で取り組んでいくと、そういうような方向でございまして、今

度の場合は、ただ、検討委員会の審議費というようなことで上がっておりましたの

で、場所とかについてはまだ踏み込んだ審議はしていないということでございま

す。

それと、誠に申し訳ありませんけれども、国保、介護については、休憩をいただ

いてまた説明したいと思います。よろしくお願いします。

はい、甲斐議員。○議長（北田 彰君）

合併後の最初の議会ですからね、いろいろな難しい問題はあると思○（甲斐健彦君）

いますけれども、これは旧町村の問題であろうと市町村の問題であろうとですね、

継続しているわけですよ。旧市町村で継続して、今、部分的な問題が審査をされて

いると。じゃあ、我々はその部分的な問題だけしか責任を負わないかといったら、

さかのぼってその工事の全体についてやっぱり責任をおわにゃいかんわけですよ。

そういう点ではですね、先ほどのウォーキングトレイルの問題にしてもですね、き

ちんとやっぱり当初からの説明があって然るべき。今回の老人福祉センターの建設

についてもですね、菊池市出身の執行部がですね、こういう経過でございました

と、当然に報告すべきじゃないですか。そういう報告がないから委員会ではです

ね、十分な審査ができないと、こういうことになっておる。合併してですね、全然

行政の仕事が中断したわけじゃないでしょう。全てが合併した４市町村の問題が新

しい菊池市に引き継がれたわけでしょう。そうするならばですね、当然にその問題

についても責任を持って審査をする。執行部も責任をもって説明する。そのことが

問われると思うんです。

以上で質問を終わります。

ここで１０分間、暫時休憩します。○議長（北田 彰君）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩 午前１１時２０分

開議 午前１１時３０分
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）

文教厚生常任委員長、野口和夫君。

甲斐議員さんの、国民健康保険と介護保険の率○文教厚生常任委員長（野口和夫君）

の問題でございますが、審議してないかというようなことでございますが、審議は

いたしまして、さっき、委員長報告で申し上げましたように、１８年度から均一化

すると、そういうことでございました。現在はですね、所得割が９.７％、均等割

２万６,０００円と、平等割が３万１,０００円。今のは菊池市でございますが、次

に七城は、所得割８.９％、均等割２万７,０００円、平等割３万３,０００円。旭

志は所得割９,７％、均等割２万７,４００円、平等割３万３,２００円。旧泗水町

につきましては、所得割８.９％、均等割が２万７,０００円、平等割が３万２,６

００円となっております。

以上が、不均一課税の現在の状況でございます。

続きまして、介護保険の基準について、合併協議により、１７年までに不均一課

税とし、平成１８年度から統一することになっている。このことについても、審

議、いろいろ議論は出たわけでございます。

以上が、簡単でございますけれども、国民健康保険、介護保険の説明とさせてい

ただきます。

坂本正弘君。○議長（北田 彰君）

議案第５０号、平成１７年度菊池市一般会計予算の中で、文教厚生○（坂本正弘君）

委員長にお尋ねいたします。

款の教育費のですね、項の小学費のところでございますが、これも実は、予算説

明のときに聞けばよかったと思いますが、これも旧４市町村が一緒になっての予算

措置ということで、何か特別な事情があるのだろうかなと思ってちょうど聞きませ

んでしたけれども、節のですね、委託料、ページ数は２２５ページです。その中で

ですね、先ほども質疑の中でありましたが、ある特定の企業をうたって委託料を上

げてある。これはどういうことであるか、私もずっと委託料で、３期も務めさせて

いただいておりますが、委託料の中で特定の企業の名前を挙げてあるのは今度が初

めてでございましたので、そういった関係で、何か事情があったのか。また、これ

は地方自治法では節あるいは目に対しての議決権はないと聞いておりますが、目、

節の積み上げで款、項ができておると思いますし、款、項は議決権だと思いますの

で、それについてお答えをお願いします。

それからまた次に入りますので。

特定の企業と言いますとですね、上からですね８、２２５ページです。読みます
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か、バス通学生電鉄バス利用委託料。

坂本議員さん、発言を求めてから話をしてください。○議長（北田 彰君）

はい、わかりました。わからないということでございましたので、○（坂本正弘君）

それをお尋ねします。

今の坂本議員さんの、特定業者の名前が出てお○文教厚生常任委員長（野口和夫君）

るじゃないかという質問でございますけれども、この件につきましてはですね、審

議のときはやっぱり議題としてじゃありませんけども、委員の中からの質疑もなか

ったし、見落としだったと、そういうことでございます。

坂本議員。○議長（北田 彰君）

審議はなかったということでございますけれども、これはこの予算○（坂本正弘君）

措置でいいですかね。普通は委託料には特定企業は、あるいは会社名とか、普通は

上がらないのが議員さんご存知と思いますが、実はこの中でもバス通学生利用委託

料と書いておけば別に支障はなかったと思いますが、今、菊池市の中でも委託料が

議案書の中に上がってきております。しかしその中で、１つの業者しかおられない

方もあると思いますが、名前は挙がっておりません。こういうことで、これはまだ

ご存知のとおり、予算ですから、予算の中で特定の企業を上げて委託するのはどう

かと思いますが。

文教厚生常任委員長、野口和夫君。○議長（北田 彰君）

さっき説明をしましたようにですね、やっぱり○文教厚生常任委員長（野口和夫君）

固有名詞については私たちも気付きませんでした。はっきり申し上げますが。今

後、執行部の方に訂正というようなことで要望したいと思います。

坂本議員。○議長（北田 彰君）

３べんですから、これで答えが出ないならそれでいいですが、実は○（坂本正弘君）

ですね、先ほども申し上げましたとおり、そういうことでございますしですね、せ

っかくの合併した中でですね。各委員会におかれましても先ほど申し上げましたと

おりにですね、各市町村の予算の持ち込みということの中で、いろいろ文言の間違

いがあったかと思いますけれども、一つの企業を上げて、委託料を上げるのはどう

かと思います。

またですね、これも同じ委託料の関係ですが、質疑とこれは関連にあたりますが

ですね、次のスクールバス運転業務委託料にしましてもですね、もう合併して予算

の方も２.６％減ということですが、せっかく合併したのだからですね、この運転

業務委託、運転を運行に替えればですね、ただ一字替えればですね、スクールバス

もですね、運行するには見るとわかるように、運転労務委託が１,０００万とか、

修理賃が１,１００万とか、燃料代が５００万とか、保険、自動車税、相当な金で
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す。これを運行委託にすれば、何も要りません。そしてその中でですね、ある議員

さんが一般質問にありましたようにですね、もうバスもみんな売却して、その金は

基金に積んでおくとよかです。するとある議員さんがおっしゃった、基金が減って

おるということが、溜まってまいります。そして、運行委託にしてですね、もちろ

んこれは菊池市の条例まではいきませんかね、条例か、規則か、要綱の変更が生じ

ると思いますけれども、今度はスクールバスの前に貸し切りバス運行とすればです

ね、スクールバスは朝８時までしか使いません。

坂本議員、委員長の報告に対して質疑を行ってください。○議長（北田 彰君）

ちょっと関連ば言いました、すぐ終わります。これがですね、私が○（坂本正弘君）

なぜ言うかというと、ちょっと関連ですが、隣の阿蘇市がそういう旨をやっており

ましたので、そういうことでありましたので、せっかく一般質問のごつなりよりま

すけども、はい、わかりました。そういうことで、執行部はそういうことを考え

て、せっかく合併したのでありますから、考えてくださいという旨を申し上げたと

ころでございますので、以上で委託料の方から入ってまいりましたけれども、そう

いうことでありますので、関連が一つ一つ、一般質問になりましたけれども、せっ

かく合併してですね、そして・・・

ちょっと待ってください、あのですね、委員長に対しての質疑○議長（北田 彰君）

をやってください。こっちの執行部に対しての質疑じゃありませんから。委員長が

ですね、経過報告についてと、審議の経過報告についての質問をやってください。

はい、わかりました。すみません、これで終わりますけれども、そ○（坂本正弘君）

ういうことでよろしくお願いをしておきます。

せっかく５９名の議員さんがおられるもので、しっかりお願いしたいと思いま

す。終わります、すみませんでした。

文教厚生常任委員長、野口和夫君。○議長（北田 彰君）

さっきの固有名詞の件でございますが、電鉄バ○文教厚生常任委員長（野口和夫君）

スというのはですね、旭志の川辺南というところが路線バス、電鉄バスの路線バス

が通っておるわけでございます。それをやっぱりスクールバスをわざわざ廻すのも

大変ということで、今まで利用しておったと。そういうことで固有名詞が出たもの

と思いますが、路線バスの利用でございます。

議長。○（中 繁君）

中 繁君。○議長（北田 彰君）

動議を提出いたします。○（中 繁君）

中 繁君。○議長（北田 彰君）

私はこの際ですね、先ほどの私が建設委員長に質疑をする中で、建○（中 繁君）
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設委員長が問題があるから言えないとの趣旨の発言をなさった。もし問題があると

するならば、当然議会としてこれは黙って見逃すわけにはいきません。よって、調

査特別委員会の設置案を提出します。

はい、ただいま中 繁君から動議が出ました。建設常任委員長○議長（北田 彰君）

の報告に対してのですね、調査特別委員会の動議が出ました。

お諮りします。

それに賛同の方、挙手を願います。

［賛同者 挙手］

動議は成立しました。○議長（北田 彰君）

ここで暫時休憩します。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩 午前１１時４５分

開議 午後 １時０４分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）

中 繁君。

恥を忍びながら、一言申し上げたいと思います。○（中 繁君）

先ほど議運が開かれまして、私の先ほどの動議についていろいろ協議がなされま

した。そこで、断腸の思いではありましたけれども、そう言われるならということ

で、まず条件として、建設常任委員会にこのウォーキングトレイル事業について

は、特に詳しく継続して調査をしていただく。そして９月議会にその報告をしてい

ただいて、それがもし不十分だとしたならば、そこで百条委員会をつくるというよ

うな条件でありましたので、あえて恥を忍んで撤回いたします。

ほかにありませんか。○議長（北田 彰君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

ほかに質疑なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで質疑を終わります。

これから、請願、陳情を含め、討論を行います。

討論はありませんか。

はい、甲斐議員。

討論をいたします。○（甲斐健彦君）

私は、議案第５０号、平成１７年度一般会計予算、並びに請願第２号人権侵害救

済に関する法律の制定に関する請願、以上２案について、反対の討論を行います。

まず、一般会計予算ですけども、よう皆さん、審査をなさいましたねと思いま
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す。ようわからんとが本当じゃないですか。４市町村の今までのやつを寄せ集めて

計算機でプラスしてお出しになった。中にはいろいろ工作してあるところもある。

ようわからんというのが率直な私の見解であります。感想であります。

本論に入りますけれども、まず市長は、施政方針において高々と７項目について

提案をなさいました。この７項目の施政方針の提案事項が予算にどう反映されてお

るのか。私にはさっぱり見えてきません。施政方針で述べたからには、これらを実

現するためのその裏付けの予算であります。それが見えないということはどういう

ことかというふうに思うわけであります。そういう中で、委員長報告でもありまし

たように、例えば防犯灯設置補助金については、七城等については全額補助を２分

の１に切り下げると。太陽光発電についても、これまで旧菊池市で１５万であった

のが６万に切り下げると、いわば合併の大前提である負担は低い方に、サービスは

高い方に合わせると、こういう大原則をですね、踏みにじってこういうことが行わ

れておる。その一方では、それならば平等にどれもこれも補助金その他については

削るかというと、部落解放同盟に対する団体補助金、助成金、菊池市が３４２万

円、泗水が２７０万円、旭志が３６４万円、前年どおりずっと継続してこれは支出

をなさっていらっしゃる。一般質問で同和問題について質疑がありました。教育長

の答弁はどうでした。まだ差別事象は今日存在しますと、平然とおっしゃる。同和

問題は１９６９年以降、長年にわたって同和事業、同和教育が行われてきた。にも

関わらず、まだ未解決の問題があるとするならば、教育の責任者である教育長が私

たちの事業が不十分で、そして心ならずもまだ差別が残っていますと、反省的に述

べるのが当然じゃないでしょうか。それをあたかも差別があるのが当然みたいな答

弁をなさるというのは、私はけしからん話だと思うんです。これではいつまで経っ

ても同和差別はなくならない。こういうふうに思います。

次に、小川基金の会館建設問題ですが、これは贈与者の小川水宝さんの遺族か

ら、厳重なる警告の文書が来ている。このまま会館建設を進めるならば、訴訟も返

還訴訟を行うと、こういうことも出されております。皆さん、泗水の小川基金条

例、これを見るとですね、基金の運用益の処理は教育の振興、福祉の向上、産業の

振興、これらがメインの基金運用処理になっております。これを見る限りにおい

て、小川基金というものは子どもたちの教育のために、子どもたちのそういう発展

のために使うということが基本的に決まっておった。それを昨年の１１月、にわか

に取り崩しの運用規定を決め、取り崩しの処分規定を追加提案をして、そして取り

崩しができるようにして会館建設になると。これはまさに駆け込み事業じゃないで

しょうか。委員会でもそのことを執行部もお認めになりました。私は、小川さんの

遺族とのトラブルがあるので、この問題は引っ込めて、そして小川さんとの話し合
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いを十分に行って、解決をした後、いずれかの方法に提起すべきだと、私の意見と

しては、元に戻して、小川基金として運用すべきだというふうに意見を持つもので

あります。

以上の理由から、私は一般会計に反対を表明するものであります。

次に 「人権侵害救済に関する法律」の制定に関する請願について、反対をいた、

します。この請願はまず第１に、長年の努力取り組みによって結婚、就職、地域的

差別などの解決、解消が大きく前進を見てきております。そういう中で、この請願

内容は部落差別や同和問題を過大に強調しているものであります。国においては、

一昨年３月に特別法体制が失効し、全国の自治体でも同和問題の終結が基本的な流

れになっています。こうした中、本請願の文脈は、人権の名目によって同和対策の

拡大を求め、部落解放同盟の行動を正当化する役割を果たすことになっておりま

す。

２つ目に、２００３年、国民の大きな批判と反対によって廃案となった人権擁護

法案との関連。同法案は、一番肝心の国家、行政、大企業などによる人権侵害は除

外する一方で、いくらでも拡大解釈ができる不当な差別行動というそのものを処罰

しようという内容になっております。言論出版の自由や、心の持ち方まで行政が介

入しようというものであります。今、本請願を採択し、意見書を送ることは、政府

の法案成立を後押しすることになり、人権の名による人権を侵害する法律の制定を

後押しをする、そういうことを進めることに成りかねません。

以上の理由から、私はこの請願には反対をするものであります。

以上、私の討論を終わります。

ほかに討論はありませんか。○議長（北田 彰君）

はい、坂本正弘議員。

反対討論をいたしますけれども、議会は市民の付託に応えておると○（坂本正弘君）

いうことで、議会は議決権、執行者は執行権ということで、先ほど、委託料の関係

でございますが、特定の企業があったということで、私は反対します。

簡単明瞭ですけれども、知っている方は知っておられると思いますので、簡単明

瞭に反対ということで討論させていただきます。

議案の何号に対してですか。○議長（北田 彰君）

失礼しました。あまり議長と話して上がっておりましたので、議案○（坂本正弘君）

５０号です、一般会計の当初予算のことでございます。

終わります。

ほかに討論はありませんか。○議長（北田 彰君）

はい、怒留湯健蓉さん。
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私は、請願２号の「人権侵害救済に関する法律」の制定に関す○（怒留湯健蓉さん）

る請願について、賛成の立場で討論をいたします。言葉を返すようで大変申し訳ご

ざいませんけれども、日常の暮らしの中で、いまだに女性差別、部落差別、障害者

の差別、それからマイノリティに対する差別が現存することを自分の直接に見聞す

るものとして、この請願に賛成する見解を表明いたします。

わが国の人権に関わる法体系を見たときに、人権の啓発及び推進については、国

際条約を批准してきた歴史に従い、国内法も不十分とはいえ、徐々に整備されつつ

あるところです。しかし積年の願いにも関わらず、依然としてわが国には人権侵害

救済法、及び国内人権機関が存在しません。このことは国際機関から指摘されるま

でもなく、大変憂慮される事態です。差別や人権侵害による被害者の多くが、現行

の法律や制度によっては救済されず、泣き寝入りを強いられている現状に、私たち

は謙虚に思いをいたさなければならないと思います。そしてその深刻な状況に照ら

し顧みるならば、迅速で簡易に救済を求められる実効性のある救済法と国内人権機

関の設置が早急に必要であるということは論を待ちません。これまで政府が用意

し、廃案となってきた、今ご指摘の人権擁護法案は、新たな人権機関の設置を目的

とするというものではありましたけれども、政府案のいう人権委員会は法務省の外

局とされ、法務大臣が所管する上、中央にわずかな人権委員をおくというものでし

た。また、女性差別や退職強要、いじめ等の人権侵害については、厚生労働省の紛

争解決機関に委ねてしまい、特別人権調査の権限は、厚生労働大臣にあるとしてい

ることなど。あるいはまた独立性の保障されていない人権委員会がメディアに対し

て調査を行い、取材行為の中止等を勧告する権限を有するとしていること。さらに

は在日外国人についても、規定が存在しませんでした。これではただいまご指摘の

ように、過去に人権侵害を繰り返してきた国家権力による新たな人権侵害を生む危

険性があるし、また新たな差別とあるいは民主主義社会の基本である国民の知る権

利を奪う危険性をはらんでいるという厳しい指摘があり、これらの理由で、政府案

に対しては政府与党内にも根強い反対がありました。こういう状況で廃案となって

きたわけですが、問題とされてきた独立性の担保やメディア規制条項、国籍条項と

いった政府案の本質的な欠陥については、部分的な見直しや一部手直しではなく、

真に国内における人権侵害の克服に実効性のある法の制定、当該請願が言うよう

に、国内人権機関の地位に関する原則、パリ原則を踏まえた新たな人権救済法の制

定が今我が国には緊急不可欠であると考えられます。既に国際的には多くの国で実

効性のある国内人権機関が次々に設置され、国際的な人権基準を国内レベルで実施

することにおいても、大きな役割を果たしています。そのような潮流の中で、私た

ちはこれまでに１９９３年国連総会が採択したパリ原則の内容や、国際機関による
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人権勧告等について学習し、また国際高等弁務官事務所やアジア太平洋国内人権機

関フォーラムにおいて、あるいは韓国、タイ、ニュージーランド、ネパール、フィ

リピンといったアジア太平洋地域内国内人権機関の活動からも多くを学んできたと

ころです。

そのような中、日本政府は１９９８年１１月、国際人権規約委員会から警察や入

国管理局職員による虐待を調査し、救済のため活動できる法務省から独立した機関

を遅滞なく設置するよう勧告を受けています。

その経験からも、反差別国際運動日本委員会、世界人権宣言日本連絡会、部落解

放同盟、全日本自治労等の皆さんが、政府案を抜本的に解体され、新たに構築して

こられたパリ原則が規定する新たな人権侵害救済法の制定を求める当該請願は、誠

に妥当であると言わなければなりません。

以上の理由によって、私は賛成の見解を明らかにいたします。

ほかにありませんか。○議長（北田 彰君）

福川幸子さん。討論は簡潔にお願いします。

はい、わかりました。意に添わぬかもしれませんけれども。○（福川幸子君）

文教厚生常任委員長報告の陳情第１号 「扶桑社の中学校歴史・公民の教科書」、

を採択しないことを求める陳情書について、議会陳情になじまないということで不

採択になったことに、反対討論をいたします。

国際社会は第２次世界大戦という悲惨な歴史的経験の中から、いかなる大義も持

たない侵略戦争は不肖不義の犯罪的な戦争だったという共通の世界的な認識を持っ

ているといわれております。１９３１年の満州事変から始まり、日本の生存権とい

うことで、インド、オーストラリア、ニュージーランドを含む大東亜を支配するこ

とを目指して行われたこの戦争は、際立った無法さと人間を人間として扱わない野

蛮さが日本の一般兵士、士官にも及んだということです。また、韓国、朝鮮の人々

の併合の３５年間も、人々の民族的な誇りを武力で踏みにじる残酷な歴史の連続で

あったのでしょう。悪い面ばかりではない、よい面もあったと言われるかもしれま

せんが、支配された民族の心の痛みは計り知れないと思います。知人が亡くなる数

年前から、先の戦争で私は罪なことをしてきた。自分の落とし子がどこかに生きて

いるかもしれない。現地の女性を兵隊で廻した、嫌と思ってもやらねば、自分が隊

の中で浮いてしまう。本当に戦争というものは人を変えてしまう。あんな戦争は二

度としてはいけない。この平和を守っていってほしいと話されました。このよう

に、戦争について正しく伝えることが、私たち大人の役目だと思います。一般質問

で紹介したように、各教科書、いろいろ記述に違いがありますが、生きる力、自分

で考え、判断する力を育成するためにも、子どもたちに史実を伝える教科書を公正
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かつ民主的に選ばれることは大切だと思います。

よって、陳情第１号に賛成の立場から委員長報告に反対をいたします。

ほかにありませんか。○議長（北田 彰君）

はい、奈田臣也君。

私はですね 「扶桑社の中学校歴史・公民の教科書」を採択しない○（奈田臣也君） 、

ことを求める陳情書のですね、不採択に賛成する討論を行います。

第１にですね、陳情書の中には、日本は侵略戦争を正当化し、歴史を歪曲してい

ると書いてありますが、私はこのような考え方には賛成できておりません。私は戦

争そのものが国籍を問わず、侵略戦争を伴っておることにつきましてはですね、さ

したる理由は申しませんし、その意味では侵略戦争にもなるかと思いますけれど

も、しかしながら、現在の日本政府がですね、少しでも戦争、特に第２次大戦をで

すね、正当化しているということは一切ございません。それよりですね、日本政府

は戦争を深く反省し、二度と戦争は絶対しないとくり返しくり返し、公式に表明を

しております。戦争をしないことを公言するということは、侵略戦争を正当化せず

に、歴史を正しく評価している結果というふうに私は考えております。

第２に、陳情書の中に教科書選定は公正かつ民主的に選ばなければならない。ま

た、扶桑社の採択率は０.０３９％にとどまったとありますが、このことはいかに

も教科書の選定がゆがんだ形の中で選ばれるというようなニュアンスがあります

が、私に言わせれば、逆にこのような陳情書等のですね、提案こそがですね、公正

かつ民主的なですね、そのようなことを書いた行為でありですね、特に新日本婦人

会の皆さんや共産党などのですね、ある種のイデオロギーの研究をした人々がこの

ようなことをすること事態がですね、公平、公正さをですね、ゆがめているのでは

ないかというふう私は考えております。特に扶桑社の採択率が０.０３９％と低い

ものになっておりますのも、こういう方々の公正さを欠いた圧力の結果がですね、

このような結果を招いていると、そのように私は考えております。

第３にですね、扶桑社の教科内容が不当であると批判することはですね、批は結

構でございますけれども、今回の陳情書のようにですね、教科書がゆがんでいると

か、間違っているとか、あるいは自分の思想に反するからということで、このよう

に陳情すること、また今申し上げましたように、教科書選定に圧力をかけることは

ですね、言論の自由、出版の自由を侵すものでですね、特に私は許し難い行為であ

ると考えております。

第４点に、国の独立の基礎は平等を守り、主権を守り、国民を守ることにありま

す。特に国家の主権とはですね、他国の一種の影響を受けず、自国の考えで物事を

決定していくことであります。中国、韓国からの日本に対する現在の教科書批判は
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ですね、いろんな情報を検討してみますと、日本を悪者にしてそれによって自国の

愛国精神を植え付けていこうというような、政治姿勢がですね、十分に私は見受け

られます。

私は現在の日本の行きすぎたですね、このような行き過ぎた教科書問題は、中

国、韓国にりえする結果を招き、なおかつわが国のですね、主権を自らが及ぼすこ

ととなり、国益からいたしまして、いかがなものかと心配をいたしております。

以上のような理由により、私は不採択に大賛成であります。

以上であります。

ほかにありませんか。○議長（北田 彰君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

これで、討論を終わります。○議長（北田 彰君）

まず、議案について、ただいま討論がありました、議案第５０号を除き、一括採

決します。

お諮りします。

議案第４１号、議案第４２号、議案第４３号、議案第４４号、議案第４５号、議

案第４６号、議案第４７号、議案第４８号、議案第４９号、議案第５１号、議案第

５２号、議案第５３号、議案第５４号、議案第５５号、議案第５６号、議案第５７

号、議案第５８号、議案第５９号、議案第６０号、議案第６１号、議案第６２号。

以上の２２案件について、各常任委員長の報告は、可決であります。

討論のあった議案第５０号を除き、一括採決します。

議案第４１号、議案第４２号、議案第４３号、議案第４４号、議案第４５号、議案

第４６号、議案第４７号、議案第４８号、議案第４９号、議案第５１号、議案第５

２号、議案第５３号、議案第５４号、議案第５５号、議案第５６号、議案第５７

号、議案第５８号、議案第５９号、議案第６０号、議案第６１号、議案第６２号に

ついて、各常任委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

ご異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、以上の案件については、各常任委員長の報告のとおり可決すること

に決定しました。

議案第５０号については、異議がありますので、起立によって採決します。

議案第５０号について、委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は、起立

を願います。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）
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したがって、議案第５０号は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、請願について採決します。

請願第１号、請願第２号は、各常任委員長の報告は、採択であります。

請願第１号は経済常任委員長の報告のとおり採択することにご異議ありません

か。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、請願第１号は、経済常任委員長報告のとおり、採択することに決定

しました。

次に、請願第２号は、異議がありますので、起立によって採決します。

請願第２号は、総務常任委員長の報告のとおり採択することに賛成の方は、起立

を願います。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、請願第２号は、委員長の報告のとおり、採択されました。

次に、陳情第１号 「扶桑社の中学校歴史・公民の教科書」を採択しないことを、

求める陳情については、文教厚生常任委員長の報告は不採択であります。

したがって、原案について採決します。

採決は、起立によって行います。

お諮りします。

陳情第１号は、採択することに賛成の方は、起立を願います。

失礼しました。やり直します。

したがって、原案について採決します。

採決は起立によって行います。

陳情第１号は、採択することに賛成の方は、起立願います。

［賛成者 起立］

起立少数です。○議長（北田 彰君）

したがって陳情第１号は、不採択になりました。

ここで、全員協議会開催のため、２０分間、暫時休憩します。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩 午後１時３７分

開議 午後２時５５分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第２ 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について

日程第２、選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行いま○議長（北田 彰君）

す。

お諮りします。

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選

にしたいと思います。

ご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。

お諮りします。

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。

ご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、議長が指名することに決定しました。

選挙管理委員会委員には、中村昭君、緒方正俊君、中野數馬君、開田元二郎君を

指名します。

お諮りします。

ただいま、指名しました方を、選挙管理委員会委員の当選人と定めることにご異

議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、ただいま指名しました、中村昭君、緒方正俊君、中野數馬君、開田

元二郎君、以上の方が選挙管理委員会委員に当選されました。

次に、選挙管理委員会補充員について、茨木幸子君、野田惠君、坂本修一君、工

藤公男君を指名します。

訂正します。順番どおりいきます。１番が茨木幸子君、２番、野田惠君、３番が

工藤公男君、４番に坂本修一君を指名します。

お諮りします。

ただいま、指名した方を、選挙管理委員会補充員の当選人と定めることにご異議

ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「



－ －444

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、ただいま指名しました、茨木幸子君、野田惠君、工藤公男君、坂本

修一君、以上の方が選挙管理委員会補充員に当選されました。

次に、補充員の順序について、お諮りします。

補充の順序は、ただいま指名しました順序にしたいと思います。

ご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、補充の順位は、ただいま指名した順位に決定しました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第３ 新庁舎建設検討特別委員会の設置について

次に、日程第３、新庁舎建設検討特別委員会の設置についてを○議長（北田 彰君）

議題とします。

新市の庁舎建設については、新市体制整備検討委員会で、一日も早い着工のた

め、検討内容を新市に引き継ぐ要望となっております。

このことにより、新たに本委員会を設置するものであります。

お諮りします。

新庁舎建設検討特別委員会委員の設置について、１２人の委員で構成する特別委

員会を設置し、これを付託し、調査することに決定したいと思います。

これにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

新庁舎建設検討特別委員会の設置について、１２人の委員で構成する特別委員会

を設置し、これに付託し、調査することに決定しました。

お諮りします。

ただいま設置されました、新庁舎建設検討特別委員会委員の選任については、菊

池市議会委員会条例第８条第１項の規定により、お手元に配付してあります特別委

員の名簿のとおり指名したいと思います。

これにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

よって、ただいま指名しました１２人の委員で構成する新庁舎建設検討特別委員

会委員に選任することに決定しました。

ここで、新庁舎建設検討特別委員会を開催し、正副委員長を互選のため、暫時休
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憩します。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩 午後３時００分

開議 午後３時０１分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）

委員会条例第９条第２項の規定により、新庁舎建設検討特別委員会の正副委員長

互選の結果を報告します。

委員長に境和則議員、副委員長に水元征雄議員。

以上です。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第４ 政治倫理条例策定特別委員会の設置について

次に、日程第４、政治倫理条例策定特別委員会の設置について○議長（北田 彰君）

を議題とします。

菊池市政を担う市議会議員等が厳粛な信託を受けた特別の地位にあることにかん

がみ、その職務の遂行において、廉潔、公正、公平を保持するために必要な倫理及

びこれを確保するための手続を定めることにより、市民の信頼に値する政治倫理の

向上を図り、もって清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とし、新たに

本委員会を設置するものです。

お諮りします。

政治倫理条例策定特別委員会の設置については、１２人の委員で構成する特別委

員会を設置し、これを付託し、調査することにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

政治倫理条例策定特別委員会の設置について、１２人の委員で構成する特別委員

会を設置し、これに付託し、調査することに決定しました。

お諮りします。

ただいま設置されました政治倫理条例策定特別委員会の委員の選任については、

菊池市議会委員会条例第８条第１項の規定により、お手元に配付してあります特別

委員名簿のとおり指名したいと思います。

ご異議ございませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

ご異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）
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よって、ただいま指名しました１２人の委員で構成する、政治倫理条例策定特別

委員会委員に選任することに決定しました。

［ 名簿が違う」と呼ぶ者あり］「

それでは、政治倫理特別委員会の委員の名簿を発表します。○議長（北田 彰君）

二ノ文伸元君、岩根孝明君、怒留湯健蓉さん、安武俊右君、隈部忠宗君、山瀬義

也君、森俊二君、岩下満州子さん、出口サチコさん、工藤道昭君、久川知一君、三

池健治君、以上です。

よかですか。

お諮りします。

ただいま設置されました政治倫理条例策定特別委員会の委員の選任については、

菊池市議会委員会条例第８条第１項の規定により、お手元に配付してあります特別

委員名簿のとおり指名したいと思います。

これにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

よって、ただいま指名しました１２人の委員で構成する、政治倫理条例策定特別

委員会委員に選任することに決定しました。

ここで、政治倫理条例策定特別委員会を開催し、正副委員長を互選するため、暫

時休憩します。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩 午後３時０５分

開議 午後３時０６分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（北田 彰君）

委員会条例第９条第２項の規定により、政治倫理条例策定特別委員会の正副委員

長互選の結果を報告します。

委員長に工藤道昭議員、副委員長に出口サチコ議員。

以上です。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第５ 意見書案第１号 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出に

ついて

上程・説明・質疑・討論・採決

次に、日程第５、意見書案第１号「地方六団体改革案の早期実○議長（北田 彰君）

現に関する意見書の提出について」を議題とします。
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提出者の趣旨説明を求めます。

議員、中山和幸君。

［登壇］

地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出についての提案○（中山和幸君）

理由を説明いたします。

地方六団体は、基本方針２００４に基づく政府からの要請により、昨年８月に地

方分権の理念に沿った三位一体の改革を実現すべく、地方六団体の総意として、そ

の改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところである。しかしながら、昨年１１月

の三位一体の改革についての政府、与党合意の税源移譲案は、その移譲額を平成１

６年度分を含め、概ね３兆円とし、その約８割を明示したものの、残りの約２割に

ついては平成１７年中に検討を行い、結論を得るとし、多くの課題が先送りされ、

真の地方分権改革とは言えない状況にある。よって、政府においては平成５年の衆

参両院による地方分権推進に関する全会一致の国会決議をはじめ、地方分権一括法

の施行といった、国民の意思を改めて確認し、真の三位一体改革の実現を図るた

め、残された課題等について、地方六団体の提案を十分踏まえ、改革案の実現を強

く求めるものである。

記

１ 地方六団体の改革案を踏まえた概ね３兆円規模の税源移譲を確実に実現するこ

と。

２ 生活保護費負担金及び義務費教育費国庫負担金等の個別事項の最終的な取扱い

は、国と地方の協議の場において協議、決定するとともに、国庫負担率の引き

下げは、絶対認められないこと。

３ 政府の改革案は地方六団体の改革案の一部しか実現されておらず、地方六団体

の改革案を優先して実施すること。

４ 地方六団体の改革案で示した、平成１９年度から２１年度までの第２期改革案

について、政府の方針を早期に明示すること。

５ 地方交付税制度については、基本方針２００４及び政府、与党合意に基づき、

地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、法定率分の引き上げを含み、

地方交付税総額を確実に確保するとともに、財源保償機能、財源調整機能を十

分に強化すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。

以上のようなことで、提出をお願いいたします。

ちょっと済みません、言い忘れました、大変失礼をいたしました。提出先につき

ましては、衆議院議長から参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、郵政民営化



－ －448

・経済財政政策担当大臣、総務大臣、財務大臣までにお願いします。

以上で説明を終わります。○議長（北田 彰君）

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで質疑を終わります。

次に、意見書案第１号は、会議規則第３７条第２項の規定によって、委員会付託

を省略したいと思います。

ご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、委員会の付託を省略することに決定しました。

委員会の付託を省略し、引き続き審議します。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで討論を終わります。

これより採決します。

お諮りします。

意見書案第１号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、意見書案第１号は、原案のとおり可決することに決定しました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第６ 意見書案第２号 地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出につい

て

上程・説明・質疑・討論・採決

次に、日程第６、意見書案第２号「地方議会制度の充実強化に○議長（北田 彰君）

関する意見書の提出について」を議題とします。

提出者の趣旨説明を求めます。

議員、中山和幸君。

［登壇］
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地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出について、意見書を○（中山和幸君）

朗読しながら説明をいたします。

平成５年の衆参両議院における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や

市町村合併に伴う地方自治に係る地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は近

時大きく変化してきている。また、今日、三位一体の改革などが進められる中で、

税財政面での自己決定権が強まれば、それに伴い議会の執行機関に対する監視機能

を強化し、自ら住民のための政策を発信していかなければならないのは必然であ

る。

このような中、二元代表制の下での地方議会の役割は、一層その重要性を増して

いることから、住民自治の代表機関である議会の機能のさらなる充実と、その活性

化を図ることが強く求められている。一方、各議会においては、自らの議会改革等

を積極的に行っているところであるが、これらの環境に対応した議会の機能を十分

発揮するためには、解決すべき様々な制度的課題がある。こうした課題は、現行の

地方自治法制度後６０年経過し 「議会と首長との関係」等に関わる状況が変化し、

ているにもかかわらず、ほとんど見直されておらず、議会にかかる制度は実態にそ

ぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直しが急務である。

２１世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である「議会」

が自主性・自立性を発揮して初めて「地方自治の本旨」は実現するものであり、時

代の趨勢に対応して議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考える。

よって国におかれては、現在、第２８次地方制度調査会において「議会のあり

方」を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが、地方

議会制度の規制緩和・弾力化はもとより、①議長に議会招集権を付与すること。②

委員会に議案提出権を認めること。③議会に付属機関の設置を可能とすることな

ど、地方議会の権能強化及びその活性化のため、抜本的な制度改革が図られるよう

強く求める。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。平成１７年７月７

日、熊本県菊池市議会議長、北田彰。提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総

理大臣、総務大臣。

以上、提出をお願いします。

以上で趣旨説明を終わります。○議長（北田 彰君）

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。○議長（北田 彰君）
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これで質疑を終わります。

次に、意見書案第２号は、会議規則第３７条第２項の規定によって、委員会付託

を省略したいと思います。

ご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、委員会の付託を省略することに決定しました。

委員会の付託を省略し、引き続き審議します。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで討論を終わります。

これより採決します。

お諮りします。

意見書案第２号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、意見書案第２号は、原案のとおり可決することに決定しました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日程第７ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について

次に、日程第７ 「委員会の閉会中の継続審査並びに調査につ○議長（北田 彰君） 、

いて」を議題とします。

総務常任委員会

１ 一般行財政、市税、企画開発、地域振興、情報処理等に関する諸問題の

調査について

文教厚生常任委員会

１ 福祉、環境、健康管理、教育等に関する諸問題の調査について

経済常任委員会

１ 農政、林業、商工振興、観光開発等に関する諸問題の調査について

建設常任委員会

１ 土木、都市計画、公共下水道、水道等に関する諸問題の調査について

議会運営委員会
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１ 議会運営等に関する諸問題の調査について

小川会館建設特別委員会

１ 小川会館建設に関すること

新庁舎建設検討特別委員会

１ 新庁舎建設に関すること

政治倫理条例策定特別委員会

１ 政治倫理条例の策定に関すること

議会運営委員長及びに各常任委員長並びに各特別委員長から、所管事務調査事項

について、議席に配布の閉会中の継続審査申出一覧表のとおり申し出がありまし

た。

お諮りします。

議会運営委員長及び各常任委員長並びに各特別委員長からの申出のとおり、閉会

中の継続調査とすることにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、議会運営委員長及び各常任委員長並びに各特別委員長からの申出の

とおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

追加日程第１ 議案第６５号 助役の選任につき同意を求めることについて

上程・説明・質疑・討論・採決

次に、追加日程第１、議案第６５号、助役の選任につき同意を○議長（北田 彰君）

求めることについて、議題とします。

本案について、地方自治法第１１７条の規定に係る議員は、除斥する必要があり

ますが、第１１７条に関係する議員はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

関係する議員なしと認めます。○議長（北田 彰君）

提出者の提案理由の説明を求めます。

市長、福村三男君。

［登壇］

議案第６５号、助役の選任につき同意を求めることについて、○市長（福村三男君）

ご説明申し上げます。

このたびの市町村合併により、不在となっておりました助役につきまして、地方

自治法第１６２条の規定に基づき、選任いたしたく、議会の同意をお願いするもの
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です。

ご承知のとおり、合併により新菊池市が誕生いたしましたが、本市を取り巻く内

外の情勢は極めて厳しいものがあります。これらに対応するためには、市長を補佐

する助役の職務は大変重要であります。このような中に、地方自治全般に精通さ

れ、人格、識見共に優れ、その職務に最も相応しい適任者の人選を進めてまいりま

した。その結果、永年、熊本県職員として勤務され、本年３月、菊池地域振興局長

をもって退職されております、菊池郡菊陽町大字久保田２７５２番地３、村上建二

氏、昭和１９年９月１９日生まれを選任いたしたく、提案申し上げます。

議員各位の満場一致のご同意をお願いするものでございます。

以上で、議案の説明を終わります。○議長（北田 彰君）

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで、質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで討論を終わります。

これより、議案第６５号を採決します。

採決は、起立によって行います。

議案第６５号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願いま

す。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第６５号は、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

追加日程第２ 議案第６６号 収入役の選任につき同意を求めることについて

上程・説明・質疑・討論・採決

追加日程第２、議案第６６号、収入役の選任につき同意を求め○議長（北田 彰君）

ることについて、議題とします。

本案について、地方自治法第１１７条の規定に係る議員は、除斥する必要があり

ますが、第１１７条に関係する議員はありませんか。
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［ なし」と呼ぶ者あり］「

関係する議員なしと認めます。○議長（北田 彰君）

提出者の提案理由の説明を求めます。

市長、福村三男君。

［登壇］

議案第６６号、収入役の選任につき同意を求めることについ○市長（福村三男君）

て、ご説明申し上げます。市町村合併により、新市発足時より、収入役職務代理者

をおき、事務の執行を行ってまいりましたが、今回、地方自治法第１６８条第７項

の規定に基づき、収入役を選任いたしたく、議会の同意をお願いするものでござい

ます。

ご承知のとおり、出納事務を司る収入役の職務は、その特殊性と重要性に鑑み、

真に信頼され、事務処理にも優れた高潔な人格が要求されます。このような要件を

備え、かつ市政全般に精通し、その職務に最も相応しい適任者の人選を進めました

結果、菊池市隈府９４６番地１８、高本信男氏、昭和２０年９月１日生まれを選任

いたしたく、ご提案申し上げます。

議員各位の満場一致のご同意をお願いするものでございます。

以上で議案の説明を終わります。○議長（北田 彰君）

これから質疑を行います。

質疑はありあませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで討論を終わります。

これより、議案第６６号を採決します。

採決は、起立によって行います。

議案第６６号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願いま

す。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第６６号は、原案のとおり可決されました。
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

追加日程第３ 議案第６７号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

議案第６８号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

上程・説明・質疑・討論・採決

追加日程第３、議案第６７号、議案第６８号「監査委員の選任○議長（北田 彰君）

につき同意を求めることについて 、以上２議案を一括議題としたいと思います。」

２議案について、地方自治法第１１７条の規定に係る議員は、除斥する必要があ

ります。関係する議員の退席を求めます。

［関係議員の退席］

提出者の提案理由の説明を求めます。○議長（北田 彰君）

市長、福村三男君。

［登壇］

議案第６７号並びに議案第６８号、監査委員の選任につき同意○市長（福村三男君）

を求めることについて、ご説明申し上げます。

市町村合併により、新市発足時より、不在となっておりました監査委員につきま

して、今回、地方自治法第１９６条の規定に基づき、選任いたしたく、議会の同意

をお願いするものでございます。

監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その

他、行政運営に関し、優れた識見を有する者とされており、識見を有する委員に、

議案第６７号、菊池市森北１５６８番地、宮川貞雄氏、昭和２８年１月１６日生ま

れを、議員の内から選任する委員に議案第６８号、菊池市野間口２６２番地、横田

輝雄氏、昭和１５年２月５日生まれの両氏を選任いたしたく、議会の同意をお願い

するものでございます。

よろしくお願い申しあげます。

以上で議案の説明を終わります。○議長（北田 彰君）

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで、質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。○議長（北田 彰君）
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これで討論を終わります。

これより採決します。

採決は、起立によって行います。

議案第６７号を採決します。

議案第６７号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願いま

す。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第６７号は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第６８号を採決します。

議案第６８号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願いま

す。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第６８号は、原案のとおり可決されました。

ここで、横田輝雄君の除斥を解きます。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

追加日程第４ 議案第６９号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

議案第７０号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

議案第７１号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

議案第７２号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

議案第７３号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

上程・説明・質疑・討論・採決

追加日程第４、議案第６９号から議案第７３号 「教育委員会○議長（北田 彰君） 、

委員の任命につき同意を求めることについて 、以上５議案を一括議題とします。」

提案理由の説明を求めます。

市長、福村三男君。

［登壇］

議案第６９号から議案第７３号、教育委員会委員の任命につき○市長（福村三男君）
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同意を求めることについて、ご説明申し上げます。

市町村合併により、新市発足時より、暫定教育委員会として５名の委員を選任

し、教育委員会の事務を執行してまいりました。今回、その任期が本日で終了する

ため、新たに５名の委員さんを任命する必要があり、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第１項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでござい

ます。

教育委員会委員は、人格が高潔で、教育、学術、及び文化に関し識見を有する者

とされており、十分に検討いたしました結果、議案番号順に、菊池市片角３２９番

地２、昭和１９年５月２日生まれ、田中忠彦氏、菊池市野間口４８７番地３、昭和

１１年５月２０日生まれ、 嶋祐一氏、菊池市旭志弁利９７２番地、昭和２３年３

月３１日生まれ、水上玲子さん、菊池市七城町加恵２８７番地１、昭和２８年９月

２２日生まれ、荒木孝子さん、菊池市泗水町亀尾３０４５番地、昭和２５年９月１

９日生まれ、久川寛實氏、以上の５名の方を任命いたしたく、ご同意をお願いする

ものです。

よろしくお願い申しあげます。なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

施行令第２０条の規定により、市町村の設置後、最初に任命される委員の任期は２

人が４年、残り３人が各３年、２年、１年の任期となっております。

以上で議案の説明を終わります。○議長（北田 彰君）

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで、質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで討論を終わります。

これより採決します。

採決は、起立によって行います。

議案第６９号を採決します。

議案第６９号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願いま

す。

［賛成者 起立］
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起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第６９号は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第７０号を採決します。

議案第７０号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願いま

す。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第７０号は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第７１号を採決します。

議案第７１号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願いま

す。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第７１号は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第７２号を採決します。

議案第７２号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願いま

す。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第７２号は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第７３号を採決します。

議案第７３号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願いま

す。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第７３号は、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

追加日程第５ 議案第７４号 公平委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて

議案第７５号 公平委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて

議案第７６号 公平委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて

上程・説明・質疑・討論・採決
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議案第７４号から議案第７６号 「公平委員会委員の選任につ○議長（北田 彰君） 、

き同意を求めることについて 、以上３議案を一括して議題とします。」

提案理由の説明を求めます。

市長、福村三男君。

［登壇］

議案第７４号から議案第７５号、公平委員会委員の選任につき○市長（福村三男君）

同意を求めることについて、ご説明申し上げます。

市町村合併により、新市発足時より、不在となっておりました公平委員会委員に

つきまして、地方公務員法第９条の２第２項の規定に基づき、選任いたしたく、議

会の同意をお願いするものでございます。

公平委員会は、３人の委員をもって組織されており、人格が高潔で、地方自治の

本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有

する者とされております。十分検討いたしました結果、議案順に、菊池市泗水町吉

富２４８４番地３、昭和１６年１０月２３日生まれ、白井幹郎氏、菊池市隈府９３

０番地、昭和１５年５月９日生まれ、針鐵男氏、菊池市旭志新明２２７４番地１、

昭和１６年１２月１７日生まれ、山田武人氏の３名の方を選任いたしたく、ご同意

をお願いするものでございます。

よろしくお願い申しあげます。

以上で議案の説明を終わります。○議長（北田 彰君）

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで、質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで討論を終わります。

これより採決します。

採決は、起立によって行います。

議案第７４号を採決します。

議案第７４号については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願いま

す。
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［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第７４号は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第７５号を採決します。

議案第７５号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願いま

す。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第７５号は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第７６号を採決します。

議案第７６号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願いま

す。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第７６号は、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

追加日程第６ 議案第７７号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて

議案第７８号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて

議案第７９号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて

議案第８０号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて

議案第８１号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて

上程・説明・質疑・討論・採決

追加日程第６、議案第７７号から議案第８１号 「固定資産評○議長（北田 彰君） 、

価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 、以上５議案を一括議」

題とします。

提出者の提案理由の説明を求めます。

市長、福村三男君。

［登壇］

議案第７７号から議案第８１号、固定資産評価審査委員会委員○市長（福村三男君）
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の選任につき同意を求めることについて、ご説明申し上げます。

固定資産評価審査委員会につきましては、新市発足時より、暫定の審査委員会を

設立し、対応してまいりましたが、今回、条例定数を５人と定め、選任をいたした

く、議会のご同意をお願いするものでございます。

固定資産評価審査委員は、地方税法の規定により、固定資産の評価について学識

経験を有する者とされており、十分検討いたしました結果、議案番号順に、菊池市

泗水町豊水６２１番地、昭和３０年１０月３０日生まれ、大島弘美さん、菊池市七

城町小野崎２５９番地、昭和１０年１１月２５日生まれ、加藤浩介氏、菊池市隈府

１６６番地、昭和３１年３月２日生まれ、冨田和子さん、菊池市西寺２０１２番

地、昭和１１年２月２３日生まれ、中田一幸氏、菊池市旭志伊坂２５８番地、昭和

１０年１月２５日生まれ、山田三男氏、以上の５名の方を選任いたしたく、議会の

ご同意をお願いするものでございます。

よろしくお願いいたします。

以上で議案の説明を終わります。○議長（北田 彰君）

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで、質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで討論を終わります。

これより採決します。

採決は、起立によって行います。

議案第７７号を採決します。

お諮りします。

議案第７７号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願いま

す。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第７７号は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第７８号を採決します。
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議案第７８号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願いま

す。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第７８号は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第７９号を採決します。

議案第７９号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願いま

す。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第７９号は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第８０号を採決します。

議案第８０号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願いま

す。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第８０号は、原案のとおり可決されました。

次に、議案第８１号を採決します。

議案第８１号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願いま

す。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、議案第８１号は、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

追加日程第７ 意見書案第３号 「米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、ＢＳＥ

の万全な対策を求める」意見書の提出について

上程・説明・質疑・討論・採決

次に、日程第７、意見書案第３号「米国産牛肉の拙速な輸入再○議長（北田 彰君）

開に反対し、ＢＳＥの万全な対策を求める意見書の提出について」を議題としま

す。

提出者の趣旨説明を求めます。

議員、森隆博君。

意見書第３号、米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、ＢＳＥの万○（森 隆博君）

全な対策を求める意見書。
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国内でＢＳＥ（牛海綿状脳症）感染牛が確認されて以来、政府は、と畜されてる

全ての牛の検査及び特別危険部位の除去、飼料規制の徹底等を行い、牛肉に対する

信頼回復に務めてきました。また、２００３年に米国でＢＳＥの発生が確認されて

からは、米国産の牛肉及び牛肉加工品の輸入を禁止してきました。

ところが、政府は、２０ヶ月齢以下の牛を全頭検査の対象から除外することを決

め、さらにいま、米国産牛肉等の輸入再開に向けた動きを進めています。

しかし、国内でも変異型クロイツフェルト・ヤコブ病を原因とする死者が発生す

るなど、依然としてＢＳＥに対する国民の不安が続いています。ＢＳＥはその発生

原因も科学的に十分解明されておらず、そうした中での全頭検査の見直しや米国産

牛肉等の輸入再開は、消費者の不安を増大させるものです。

しかも、米国産牛肉は、検査体制や特定危険部位の除去、飼料規制、生産・流通

履歴が不明確であるなど、日本に比べて不十分な対策のままとなっており、日本が

求めている汚染状況等の情報開示にも非協力的です。

よって、政府に対し、下記の事項を重点課題として、米国産牛肉の拙速な輸入再

開に反対するとともに、引き続き、ＢＳＥ問題への万全な対策を求めます。

記

１．米国産牛肉の輸入再開問題について

米国産の牛肉等に対するＢＳＥ対策については、下記のような問題点があるこ

とから、拙速な輸入再開を行わないよう求めます。

①米国ではと畜される牛で、ＢＳＥ検査を行っているのは全体の１％以下にし

かすぎないこと。

②生産・流通履歴をたどるトレーサビリティ制度が整っていないため、月齢の

判定が正確に出来ず、現在、検討されている目視による骨化や肉質の状況での月

齢判定は誤差を生じさせること。

③特定危険部位の除去では、日本はすべての月齢の牛の脳などの危険部位を除

去し、焼却処分を行っているのに対し、米国は３０ヶ月齢以上の牛に限られてい

ること。

④米国では除去された特定危険部位を処分されず、肉骨粉の原料とされ、豚や

鶏の飼料として流通している。このため、飼料の製造段階での混入・交差汚染

や、使用時に誤って牛に与える危険性があること。

２．国内のＢＳＥ対策について

国内では、特定危険部位の除去に関する監視体制の構築、牛をと畜する際のピ

ッシングの廃止、飼料対策を含め対策強化がこれから実施される予定であり、全

頭検査の見直しはこれらの一連の対策の実効性が確認された後に検討されるべき
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です。

さらに、検査緩和をおこなうと、若齢牛での検査ができずに、検査感度を改良

する技術開発にも支障が出てくることが予想されます。そのため、上記の対策を

万全に実施するとともに、各自治体で行う全頭検査に対して、財政措置を継続す

るよう求めます。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出いたします。平成１７年

７月７日。熊本県菊池市議会長、北田彰。提出先、内閣総理大臣、厚生労働大

臣、農林水産大臣、食品安全担当大臣、以上４名の大臣に提出を行います。

以上で趣旨説明を終わります。○議長（北田 彰君）

これから、質疑を行います。

質疑はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで、質疑を終わります。

次に、意見書案第３号は、会議規則第３７条第２項の規定によって、委員会付託

を省略したいと思います。

ご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、委員会の付託を省略することに決定しました。

委員会の付託を省略し、引き続いて審議します。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで討論を終わります。

これより採決します。

お諮りします。

意見書案第３号について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、意見書案第３号は、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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追加日程第８ 意見書案第４号 「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求め

る意見書の提出について

上程・説明・質疑・討論・採決

次に、日程第８、意見書案第４号「人権侵害救済に関する法○議長（北田 彰君）

律」の早期制定を求める意見書を議題とします。

提出者の趣旨説明を求めます。

議員、中 繁君。

意見書案第４号「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求める○（中 繁君）

意見書。

政府は、平成１３年の「人権擁護推進審議会答申」並びに人権問題に対する国際

的潮流に鑑み、閣議決定された「人権擁護法（案 」を国会に提出、４回にわたっ）

てこの審議が行われましたが、残念ながら平成１５年１０月の衆議院解散によって

廃案となり 「人権侵害の救済に関しては、法的措置を講じること」と明記した人、

権擁護審議会の答申が実現を見ないままであります。

そのような現状の中、熊本県においては、元ハンセン病患者に対する宿泊拒否や

同和地区を特定し誹謗するインターネットによる人権侵害等が発生し、菊池市にお

いても差別文書が市役所へ投函されるなど、部落差別をはじめ様々な人権侵害が未

だ払拭されない現状にあります。

したがって、その根本的解決のためには、何としても人権救済に関する法律の制

定は急務であります。

２１世紀を真の人権の世紀としていくため、また本市が、平成１７年３月に、す

べての市民の人権が尊重される社会を実現していくために策定した「菊池市部落差

別等撤廃人権擁護に関する条例」の具体化の為にも 「人権侵害救済に関する法、

律」の早期制定を求めます。

なお、法制定に当たっては、その実効性を高めるため、下記事項についても配慮

いただきますよう要望します。

記

１ １９９８年に国連で採択された「パリ原則」を踏まえ、新たに設置される人権

委員会は、その独立性を確保するため、内閣府の外局とし、国家行政組織法３条委

員会とすること。

２ 人権侵害救済が、迅速かつ効果的に実施されるため、少なくとも都道府県ごと

に地方人権委員会を設置されること。

３ 国や都道府県ごとに設置される人権委員会の構成は、人権問題・同和問題に精

通した委員を選任すること。
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４ 人権委員会は、マスメディアの取材や報道に対する規制、各種人権団体の自主

的活動に対して不当な干渉を行うことなく、十分な連携を図られながら活動される

こと。

５ 人権擁護委員会制度については、抜本的な制度改革を行い、国や都道府県に設

置される人権委員会と連携を図りながら活動できるようにされること。

以上であります。提出先は、内閣総理大臣、小泉純一郎君、内閣官房長官、細田

博之君、総務大臣、麻生太郎君、法務大臣、南野知恵子さん。

以上を予定いたしております。

以上で趣旨説明を終わります。○議長（北田 彰君）

これから、質疑を行います。

質疑はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで、質疑を終わります。

次に、意見書案第４号は、会議規則第３７条第２項の規定によって、委員会付託

を省略したいと思います。

ご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（北田 彰君）

したがって、委員会の付託を省略することに決定しました。

委員会の付託を省略し、引き続いて審議します。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

甲斐健彦君。

本意見書の提出については、先の請願第２号、人権侵害救済に関す○（甲斐健彦君）

る法律の制定に関する請願について、その討論で私が述べました反対の理由、それ

に基づいて提出することに反対を表明します。

ほかに討論はありませんか。○議長（北田 彰君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。○議長（北田 彰君）

これで討論を終わります。

これより採決します。

お諮りします。

異議がありますので、起立によって採決します。
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意見書案第４号は、原案のとおり可決することに賛成の方は、起立を願います。

［賛成者 起立］

起立多数です。○議長（北田 彰君）

したがって、意見書案第４号は、原案のとおり可決されました。

以上をもって本日の議事日程は全部終了し、今定例会に付議されました事件はす

べて議了しました。

これをもちまして、平成１７年第１回菊池市議会定例会を閉会します。

全員、起立をお願いします。

（全員起立）

お疲れでした。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

閉会 午後３時５０分
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

北 田 彰菊池市議会議長

樋 口 正 博菊池市議会議員

二ノ文 伸 元菊池市議会議員
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平成１７年第１回定例会付議事件一覧および審議結果表

（６月１７日・７月７日議決）

議 案 番 号 件 名 審議結果

議 員 提 出
専決処分事項の指定について 原案可決

議案第 ５号

専決処分の報告及び承認を求めることについて
議案第２３号 原案承認

（平成１６年度菊池市一般会計暫定補正予算）

専決処分の報告及び承認を求めることについて

議案第２４号 （平成１６年度菊池市国民健康保険事業特別会計暫定 原案承認

補正予算）

専決処分の報告及び承認を求めることについて

議案第２５号 （平成１６年度菊池市介護保険事業特別会計暫定補正 原案承認

予算）

専決処分の報告及び承認を求めることについて

議案第２６号 （平成１６年度菊池市簡易水道事業等特別会計暫定補 原案承認

正予算）

専決処分の報告及び承認を求めることについて

議案第２７号 （平成１６年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特 原案承認

別会計暫定補正予算）

専決処分の報告及び承認を求めることについて

議案第２８号 （平成１６年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計 原案承認

暫定補正予算）

専決処分の報告及び承認を求めることについて
議案第２９号 原案承認

（平成１７年度菊池市一般会計暫定予算）

専決処分の報告及び承認を求めることについて

議案第３０号 （平成１７年度菊池市国民健康保険事業特別会計暫定 原案承認

予算）

専決処分の報告及び承認を求めることについて

議案第３１号 （平成１７年度菊池市老人保健医療事業特別会計暫定 原案承認

予算）
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専決処分の報告及び承認を求めることについて

議案第３２号 （平成１７年度菊池市介護保険事業特別会計暫定予 原案承認

算）

専決処分の報告及び承認を求めることについて

議案第３３号 （平成１７年度菊池市簡易水道事業等特別会計暫定予 原案承認

算）

専決処分の報告及び承認を求めることについて

議案第３４号 （平成１７年度菊池市公共下水道事業特別会計暫定予 原案承認

算）

専決処分の報告及び承認を求めることについて

議案第３５号 （平成１７年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特 原案承認

別会計暫定予算）

専決処分の報告及び承認を求めることについて

議案第３６号 （平成１７年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計 原案承認

暫定予算）

専決処分の報告及び承認を求めることについて

議案第３７号 （平成１７年度菊池市農業集落排水事業特別会計暫定 原案承認

予算）

専決処分の報告及び承認を求めることについて

議案第３８号 （平成１７年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計暫 原案承認

定予算）

専決処分の報告及び承認を求めることについて
議案第３９号 原案承認

（平成１７年度菊池市水道事業会計暫定予算）

専決処分の報告及び承認を求めることについて

議案第４０号 （平成１７年度菊池市公共下水道事業特別会計暫定補 原案承認

正予算）

議案第４１号 菊池市総合計画策定審議会条例の制定について 原案可決

菊池市行政手続等における情報通信の技術の利用に
議案第４２号 原案可決

関する条例の制定について

菊池市特別養護老人ホームつまごめ荘財政調整基金条
議案第４３号 原案可決

例の制定について
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議案第４４号 菊池市学校規模適正化審議会条例の制定について 原案可決

菊池市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定に
議案第４５号 原案可決

ついて

菊池市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正
議案第４６号 原案可決

する条例の制定について

菊池市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定に
議案第４７号 原案可決

ついて

菊池市七城運動公園条例の一部を改正する条例の制定
議案第４８号 原案可決

について

菊池市七城芝生交流広場条例の一部を改正する条例の
議案第４９号 原案可決

制定について

議案第５０号 平成１７年度菊池市一般会計予算 原案可決

議案第５１号 平成１７年度菊池市国民健康保険事業特別会計予算 原案可決

議案第５２号 平成１７年度菊池市老人保健医療事業特別会計予算 原案可決

議案第５３号 平成１７年度菊池市介護保険事業特別会計予算 原案可決

議案第５４号 平成１７年度菊池市簡易水道事業等特別会計予算 原案可決

議案第５５号 平成１７年度菊池市公共下水道事業特別会計予算 原案可決

平成１７年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別
議案第５６号 原案可決

会計予算

平成１７年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計予 原案可決
議案第５７号

算

議案第５８号 平成１７年度菊池市農業集落排水事業特別会計予算 原案可決

議案第５９号 平成１７年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計予算 原案可決

議案第６０号 平成１７年度菊池市水道事業会計予算 原案可決

菊池市簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定
議案第６１号 原案可決

について
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議案第６２号 市町の境界変更について 原案可決

議案第６３号 菊池広域連合規約の一部変更について 原案可決

菊池南部清掃組合の共同処理する事務及び規約の一部
議案第６４号 原案可決

変更について

議案第６５号 助役の選任につき同意を求めることについて 原案同意

議案第６６号 収入役の選任につき同意を求めることについて 原案同意

議案第６７号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 原案同意

議案第６８号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 原案同意

教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ
議案第６９号 原案同意

て

教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ
議案第７０号 原案同意

て

教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ
議案第７１号 原案同意

て

教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ
議案第７２号 原案同意

て

教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ
議案第７３号 原案同意

て

公平委員会委員の選任につき同意を求めることについ
議案第７４号 原案同意

て

公平委員会委員の選任につき同意を求めることについ
議案第７５号 原案同意

て

公平委員会委員の選任につき同意を求めることについ
議案第７６号 原案同意

て

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め
議案第７７号 原案同意

ることについて
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固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め
議案第７８号 原案同意

ることについて

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め
議案第７９号 原案同意

ることについて

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め
議案第８０号 原案同意

ることについて

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め
議案第８１号 原案同意

ることについて

報 告

報告第 １号 継続費繰越の報告について 原案報告

報告第 ２号 繰越明許費繰越の報告について 原案報告

報告第 ３号 菊池市土地開発公社経営状況報告について 原案報告

報告第 ４号 七城町土地開発公社経営状況報告について 原案報告

報告第 ５号 泗水町土地開発公社経営状況報告について 原案報告

報告第 ６号 有限会社きくち観光物産館経営状況報告について 原案報告

報告第 ７号 有限会社ファーム菊池経営状況報告について 原案報告

報告第 ８号 有限会社七城町特産品センター経営状況報告について 原案報告

報告第 ９号 有限会社七城町振興公社経営状況報告について 原案報告

報告第１０号 有限会社七城町銘柄米センター経営状況報告について 原案報告

有限会社旭志村ふれあいセンター経営状況報告につい
報告第１１号 原案報告

て

報告第１２号 株式会社四季の里・旭志経営状況報告について 原案報告

報告第１３号 有限会社有朋の里泗水経営状況報告について 原案報告



－付 －6

議 事

委員４人当選
議事第１１号 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について

補充員４人当選

議事第１２号 新庁舎建設検討特別委員会の設置について 原案可決

議事第１３号 政治倫理条例策定特別委員会の設置について 原案可決

意見書案

地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出に
意見書案第１号 原案可決

ついて

地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出につい
意見書案第２号 原案可決

て

「米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、ＢＳＥの万
意見書案第３号 原案可決

全な対策を求める」意見書の提出について

「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求める意
意見書案第４号 原案可決

見書の提出について

請 願

「米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、ＢＳＥの万
請願第 １号 採 択

全な対策を求める」請願書

請願第 ２号 「人権侵害救済に関する法律」の制定に関する請願 採 択

陳 情

「扶桑社の中学校歴史・公民の教科書」を採択しない
陳情第 １号 不 採 択

ことを求める陳情書



－付 －7

新庁舎建設検討特別委員会
◎新庁舎建設検討特別委員会名簿

川 口 良 郎 森 誠 雄 木 下 雄 二 森 隆 博

野 口 和 夫 石 本 利 治 上 田 巖 水 元 征 雄

中 山 和 幸 荒木建令 境 和 則 福 島 利 徳

政治倫理条例策定特別委員会
◎政治倫理条例策定特別委員会名簿

二ノ文伸元 岩 根 孝 明 三 池 健 治 怒留湯健蓉

安 武 俊 右 隈部忠宗 山 瀬 義 也 森 俊 二

岩下満州子 出口サチコ 工 藤 道 昭 久 川 知 一
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